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1 序論 
 
 

1-1 はじめに 

 

生態系・生物多様性の保全は、環境管理における重要な課題になりつつある。日本では

1993（平成 5）年制定の「環境基本法」にもとづき、「自然再生推進法」（2000 年）、「生物

多様性基本法」（2008 年）など、生態系・生物多様性保全にかかわる法整備がすすめられて

いる。そして、これらの法・方針整備や事業実施にあたっては、生態学をはじめとする自

然科学的な判断基準がおおきな影響をあたえはじめている。 

今日、生態系保全の文脈で注目されているのが、「人間の第一次産業に関する活動の結果

生じた環境に対する生態系」である「二次的自然」（芹沢，1997：61）や、「人為的な攪乱

と自然の回復力のバランスという人と自然の相互作用により成立してきた半自然」である

「里やま」（石井，2005：3）とよばれるような、地域社会と密接なかかわりをもって成立

してきた自然環境である。「生物多様性を守るという観点からは、原生的な自然はもちろん

のことその生物相の崩壊が現在 も心配される二次的自然こそ、守るべき自然であるとい

うことになる」（鷲谷・矢原，1996：29-30）というように、人間とのかかわりがある自然は、

生態学のなかで積極的に重要性が強調されている。また、2002 年に政府によってまとめら

れた「新・生物多様性国家戦略」のなかでも、生物多様性にかんする 2 番目の危機として

「里山などの荒廃等の人間活動縮小や生活スタイルの変化に伴う影響」1があげられている。

このなかでは、人間の活動が縮小した結果としての生態系の消失が、生物多様性について

のおおきな損失となるとされている2。つまり、「二次的自然」のような環境の成立には、地

域社会による自然資源の利用とその歴史がおおきく関係していることが認識されはじめて

いるのである。これまで、生態系保全という文脈のなかでは、「地域社会の論理」を中心と

して自然資源との関係を論じられることはすくなかったが、自然環境保全を行っていくさ

いには、地域社会との関係性も論じていかなくてはならないということになる。 

しかし、地域社会による地域環境へのかかわりは、産業構造の変化や過疎化・高齢化など

によって衰退の一途をたどっている。つまり、地域環境の悪化は、社会的な問題群のなか

のひとつとして派生してきたものであるということもできるのである。そうなると、「二次

的自然」の保全の問題は、地域社会全体の社会構造のなかで論じられるべきであり、社会

学的な課題となってくる。 

また、「二次的自然」という考え方は、自然と社会の「共生的」な関係を想起させるが、

                                                  
1 「生物多様性国家戦略」（http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kankyo/kettei/020327tayosei_f.html、閲覧：

2008 年 11 月 22 日）。 
2 この国家戦略策定の背景には、1993（平成 5）年に発効した生物多様性条約の締結という、世

界的な背景がある。生物多様性は日本のレベルだけでなく、世界的なレベルでコンセンサスとな

っている。 
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自然と人間の関係性はア・プリオリに共生的なものではありえない（菅，2001）。過去の「伝

統的」な生活のなかに「共生」の要素がみいだされることもあるが、自然と社会の共生的

な関係のおおくが、たんに地域社会の技術的水準が低かったために資源の利用と更新のバ

ランスが「偶然」にマッチしてきたのだともいえる（大熊，2004）。そのため、伝統的風習

や技術のなかに環境保全的要素をみいだし、それをもって地域社会の環境利用と環境保全

的利用を同一視することはできないのである（池田，1998）。自然を利用する社会の側の論

理や、社会的なしくみについては、社会学の調査が求められているということになるだろ

う。 

これに関連して、鳥越皓之は、「生態学者などの科学者の自然保護論と地元の人たちが考

える自然保護論は異なる」（鳥越，2001：19）と指摘している。つまり、生態系保全の論理

と地域社会が自然にかかわる論理はことなり、生態系保全の論理が優先されることを当然

のこととして地域環境の管理をすすめていくことはできないということである。ロバー

ト・マートン（Robert K. Merton）は、「メトロポリタンな影響者」と「ローカルな影響者」

という表現で、問題スケールのおおきさのちがいを社会対立の一要因としてとらえている

（Merton, 1949=1957）。「生態系・生物多様性の保全」というような普遍的な価値観と、「生

活のための自然資源の利用」といった価値観からの言説のちがいは、まさにこの対立の事

例となる。環境問題の理解は、広範的・普遍的な社会問題として解釈される「環境問題」

と、人間と自然のかかわりにともなう本源的・基礎的な広義の「環境」問題というように、

階層をわけて行うことが必要となる（嘉田，1996）。 

さらに、「二次的自然」にむけられる視座は、自然環境保全や地域住民の利用だけにとど

まらない。「河川法」の改正（1997 年）や「景観法」（2004 年）にみられるように、自然の

教育的価値やレクリエーション機能なども積極的に評価されており、環境行政がめざす自

然資源管理の目的は多様になっている。また、里山ボランティアや自然保護活動など、都

市部から地域環境にかかわりをもとうとする「市民」の役割もおおきくなっている。こう

したなかで、人々が地域環境にたいしていだく価値観は多様化しており、自然環境をめぐ

る人と人の関係も複雑化してきている。こうした自然環境をめぐる社会の複雑性の整理は、

「環境」の時代といわれる現代の急務となってきているのである。 
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図 1、地域環境管理に含まれる多様な管理の例 

 
 

 

1-2 研究の目的 

 

以上のように、現在、地域環境にむけられる価値観は多様であり、その多様な価値観の

なかで、地域環境をだれが担い、どうしていくのか、またそれを決めるしくみはどのよう

なものなのかといったことが課題となってくる。そこで本稿では、青森県岩木川下流部と

栃木県渡良瀬遊水地を事例として、社会学の立場から、多様な価値観がむけられる地域環

境の課題をとらえる方法を示し、その課題を解決し、地域環境管理をすすめるための道筋

を示していきたい。 

本稿では、人間社会が自然環境から価値を享受するために行うはたらきかけ全般を「管

理」とよんでいるが、本稿の「地域環境管理」という用語は、現在、地域環境に求められ

ている多元的な管理目的をあらわしたものである。図 1 のように、ある地域の環境を管理

しようとするとき、その主体は行政、市民団体、地縁組織などさまざまであり、その目的

も生態系管理、治山・治水などの国土保全管理、住民の生活環境管理など多様である。地

域環境管理という言葉は、さまざまな管理とその担い手が同所的に存在するという現実を

あらわしているのである。とくに、「二次的自然」のような、社会関係と生態系の健全さが

同所的に論じられるような環境の管理では、自然と社会の両面から地域環境管理を評価し

ていかなくてはならない。 

このような問題の多元性から、地域環境管理の問題は、社会にかんする議論だけでも、

生態系にかんする議論だけでも完結しない。本稿では、地域環境をめぐる人と自然の関係

を、図 2のような「社会‐生態システム（social-ecological systems）」（Folke and Berks, 2004；

Folke et al., 2005 など）としてとらえる。社会‐生態システムは、地域環境をめぐる 3 つの

多様性・複雑性をふくんでいる。 
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図 2、生態系と社会システムの関係 

＊ 立澤史郎（http://miya.let.hokudai.ac.jp/ada/kenkyukai.html、閲覧：2008 年 11 月 21 日）

をもとに作成。 

 

 

 

第 1 に、図 2の左側にあたる「動的な自然」についてである。生態学では、生態系がつね

に変動をくりかえす非定常系であることが指摘されており、生態系を動的にとらえる必要

性が認識されている（Levin, 1999=2005）。第 2 に、図 2の右側にあたる「動的な人・社会」

についてである。これは、自然にかかわる社会関係もまた動的・多様であることをあらわ

している。そして第 3 に、複雑な生態系と多様な社会関係の相互関係についてである。 

つまり、社会‐生態システムとは、「動的な自然」と「動的な社会」が相互に関係しあう

複雑系なのである。地域環境管理をめぐっては、地域環境の社会的要因と自然的要因、そ

してその相互作用を包括的に理解していく必要がある。そのため、社会‐生態システムは、

ひとつの学問によってこのシステムの全体を分析していくことがむずかしい。こうしたな

かで、社会学的な手法によって「動的な社会関係」を分析することは、この社会‐生態シ

ステムの理解のためにどのような貢献をなしうるのかもおおきな論点となってくる。 

地域環境を社会‐生態システムとしてとらえたうえでの管理システムの確立は、すでに生

態学分野から要請されている。現在、生態学的に自然環境を管理していこうという場合に、

さまざまな不確実な状況を前提とした「順応的管理（adaptive management）」3が提唱されて

いる。この管理手法は、実際に「自然再生事業指針」（日本生態学会生態系管理専門委員会，

2004）にとりいれられるなど、自然環境の管理においては主流となりつつある。順応的管

理をもとにした管理実践も各地で行われている（たとえば、梶ほか 編，2006）。 

この順応的管理において、社会的要因について論じる必要性が指摘されている。生態系管

                                                  
3 松田裕之はこの不確実性として、生態系のしくみへの無知、資源量などの生態系の状態への推

定誤差、力学系の動態が確率的にしか記述できないという過程誤差、管理効果の不確定を挙げて

いる（松田裕，2004：197-198）。順応的管理は、こうした不確実性を前提としてモニタリングを

行い、生態系管理にフィードバックしていこうというものである。 
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理においては、「現在では人間社会の影響を被らずに生活する動物などは皆無と言っていい

状況」で、「人間社会の影響はすでに彼らを取り巻く重要な環境の一部」（池田，1998：205）

といわれるように、「人間社会からの影響」も環境の重要な不確定要素としてとらえられは

じめているのである。こうした社会的要因を組み入れていくために、自然環境のモニタリ

ングと平行して人文社会科学的モニタリングを行うことが必要であるとの議論も行われて

いる（鬼頭，2007）。 

また、地域環境管理において社会的要因を考慮する必要性は、現場からの要請でもある。

現在、地域環境に関心をもつ主体として、NGO・NPOなどの市民組織や企業4などがおおき

な役割を果たすようになってきている（鷲谷，2007）。さらに、実際に行われる自然再生・

生態系管理においても、地域住民の「生業の論理」を組み入れていかなければ、事業がう

まくすすめられないといった事例も報告されている（卯田，2004）。このように、社会‐生

態システムのなかで社会的な課題をとらえていくことは、環境管理が実践されるなかから

要請されているのである。 

しかし、これまでに生態系保全や自然再生を目的として社会的な要因をあきらかにする必

要性が論じられることはあったが、こうした生態系保全自体を一つの社会現象とみなす立

場をとる研究はあまりなかった。つまり、諸価値が諸アクターのなかで相対化されること

までを考慮に入れ、生態系保全・自然再生がその地域で行われることについての妥当性ま

でをも分析対象として地域環境管理が論じられることは、すくなかったのである。これに

たいして、諸価値を相対化しながら地域環境管理を分析していくうえで、おおきな示唆を

あたえるのは、社会的な状況によって統治目標を設定していくという「順応的ガバナンス」

である。これは、社会的な文脈に注目して地域環境のありかた変えていくことを論点とし

た概念である（Brunner et al., 2005）。しかしここでは、状況におうじた目標を設定しうると

いうことはのべられるが、実際の合意や実践をどのようにすすめたらいいのかという指針

としては、さらなる検討が必要となっている。 

こうしたなかで、本稿には、地域環境管理をめぐる社会的な課題を社会学的に分析して、

その課題にたいする解決の方向性を提示することが求められてくるのである。 

 

 

1-3 研究の枠組み 

 

 

1-3-1 各アクターの環境観の明示 

 

本稿では、以上のような目的意識のもと、調査地の岩木川下流部と渡良瀬遊水地におい

                                                  
4 環境保全や生物多様性の保全は、「企業の社会的責任（CSR：Corporate Social Responsibility）」
の一環としてとらえられることもおおくなってきている。 
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て、地域住民や行政機関への聞き取り調査、行事や生態学調査などへの参与観察を行う。

また、これと平行して文献調査も行う。この分析として、まず本稿では、行政、生態学者、

生活者などのさまざまなアクターがもつ「環境観」の差異をあきらかにすることを前提と

する。この環境観を定義すると、「個々人あるいは集団による、地域環境の理解のしかた」

とできるだろう。 
環境観の概念と、それを前提とする意義を明確化するために、環境観とその類概念に焦

点をあてた先行研究をいくつかふりかえってみよう。まず、われわれが認識する環境とは、

「主体の価値づけに従って分節化・構造化された世界のあり方」（手塚，2007：52）であり、

環境観は、まったくの主体的な価値体系にもとづいて構築されるものである。たとえば、

ヤーコプ・フォン・ユクスキュル（Jakob von Uexküll）らは、次のように述べている。 
 

「途方にくれてしまうほどたくさんある何百万という環境世界の中から、自然の研

究に捧げられたもの、つまり自然科学者の環境世界だけを取り出してみよう」

（Uexküll and Kriszat, 1934=1973: 132） 

 

ユクスキュルらは、環境と生物の関係の固有性について、おおくの事例をとりあげ、生物

が世界全体のなかで、何を知覚標識とするか、つまり何を資源とするかによって、「環世界

（Umwelt）」がまったくことなってくることを述べている。そして、人間の場合でも、思考

枠組みの差異により、環境認識はそれぞれ固有のものとなることを言及しているのである。

つまり、何を価値におくかによって、環境をどのように認識するかは異なってくるという

ことである。そして、こうした環境認識のしかたを本稿では環境観とよぶ。 

そして、普遍的に思える自然科学者の自然理解のしかた、すなわち環境観でさえも、数

おおくの自然の見方があるなかの一つでしかないと述べられている。これについては、す

でに和辻哲郎が、次のような重要な問いを発している。 

 

「我々にとって問題となるのは日常直接の事実としての風土が果たしてそのまま
、、、、

自

然現象と見られてよいかということである。自然科学がそれらを自然現象として取

り扱うことはそれぞれの立場において当然のことであるが、しかし現象そのものが

根源的に自然科学的対象であるか否かは別問題である」（傍点は原文のまま）（和辻，

1935=1979：9-10）。 

 

和辻は、人間の精神や文化に影響を与える環境を「風土」と呼んでいる。こうしたなかに、

生態系・生物多様性の保全に絶対的な価値をみいだす環境観をもつ自然科学者と、生活環

境、文化的素地としての環境観をもつその他のアクターとのあいだに、明確な環境観の差

異をみいだすことができる。自然をまもるということは、普遍的・汎用的な価値であるよ
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うにみなされうるが、ある環境を「自然」とみなすかどうか自体が、個々人の環境にたい

する理解の仕方、すなわち環境観にかかわってくるといえるのである5。 

こうした環境観のちがいに焦点をあてることは、地域環境管理について述べていくうえ

でも非常に重要なことである。たとえば、関礼子は、「自然保護運動」における「自然」の

意味に着目し、市民運動家にとっての「自然」は、「うけつがれる遊びの場」や「地域と人

間の絆」といったものによってゆたかに意味づけられている一方で、公共事業で議論され

る「自然」は、そのようなゆたかな意味が取捨されていると述べている（関，1997）。また、

堀川三郎は、行政による都市計画のなかでとらえられるような、土地をただ面積や体積と

してとらえられる〈空間〉と、思い入れや記憶、歴史、生活とのかかわりで語られるよう

な〈場所〉のちがいを述べ、〈場所〉への考慮を都市計画のなかに組みいれていくことの重

要性を論じている（堀川，2000）。また、淺野敏久の「場所の意味」論では、個々の生活の

記憶などにうらづけられたアクター間の場所の意味のちがい、すなわち価値観の差異に注

目し、それらに接点を作ることの重要性が述べられている（淺野，2004）。 

つまり、環境観のちがいをあきらかにすることは、地域環境のありかたを展望する合意

形成と密接な関係性をもつことであると同時に、土地にたいするたんなる価値観ではなく、

個々人、あるいは社会的な経験にうらづけられた、ふかい関係性の理解を行うことなので

ある。 

 

 

1-3-2 環境史研究 

 

そして、この環境観をあきらかにするために、本稿では、「環境史」という手法をもちい

て環境観にかかる文脈をよみといていく。個々人、社会の環境観をあきらかにするために

は、諸アクターのもつ文脈（context）を重視する必要がある（渡邊，1997）。そして文脈を

あきらかにするためには歴史性や社会関係の「厚い記述（thick description）」が不可欠とな

る（Geertz, 1973=1987）。本稿では、環境史の厚い記述をつうじて、各アクターの活動が依

拠する環境観についてあきらかにするのである。 

環境史とは、「人間と自然との関係を歴史的視点から考察しようとする立場」（佐野，

2006：99）である。環境史は、社会学ではとくに生活環境主義者の研究手法として定着し

てきた。近代技術主義と自然環境主義に対抗する第三の立場として提示された生活環境主

義は、地域社会の「日常的な知」に注目することで、「科学的な知」を相対化し、地域社会

のなかでの環境保全のありかたをといなおす役割をはたした（鳥越，2004）。そのなかで、

                                                  
5 菅野礼司は、現代科学の自然観の主柱を、「進化的自然観、階層的自然観および数学的自然観」

（菅野，1999：3）にまとめているが、科学者の思考は、学問のパラダイムが変化することから

も、普遍的なものではありえない。また、こうした自然観が、今日的な近代科学技術の発展と、

生活様式といった恩恵をもたらしてきたともいえるが、本稿のように、ある地域環境に焦点をあ

てて論じるときにも、科学者の環境観も相対化してとらえていく必要がある。 
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環境史は、「過去の知の累積」に注目し、地域社会による環境理解のありかた（＝環境観）

をあきらかにしてきた。 

丸山康司は、この環境史という通時的視点の有効性を次の 3 点から説明している。第 1

に、環境問題や自然保護問題の発生原因を「現在」の範囲をこえて過去から理解すること

ができる点である。第 2 に、自然認識や自然との関係性を相対化することが可能な点であ

る。第 3 に、解決と考えられる選択肢が、その歴史の技術面、制度面、社会的合意などの

制約に依存していることを示すことができる点である（丸山，2006：43）。これらの視点は、

いずれも地域環境においてそれぞれのアクターがどのような環境観をもっているのかとい

う、社会的文脈をあきらかにすることにつながる。第 1 の有効性は、環境観をいだく根拠

となる要因を解明していくことであるし、第 2 の有効性は、科学的な環境理解をふくめて

それぞれの環境観の差異を示していくことである。また第 3 の有効性は環境観の差異のな

かで実際の地域環境管理がどのようにすすめられてきたかを論じているのである。 

このように、環境史は、地域社会のなかで環境のもつ文脈を記述し、環境観を理解する

ために有効である。しかし、社会‐生態システムという視点から地域環境管理を論じるさ

いには、環境史をもちいる意義は拡大する。環境観の有効性を丸山のまとめにくわえてさ

らにあげていくと、第 4 に、環境史の記述には、従来社会学が行ってきた「社会史（文化

史）」だけでなく「自然史」の情報も必須となるため、詳細に記述されればされるほど自然

的条件と社会的条件の双方の因果関係が明確になるということである（寺林，2008）。自然

と社会の通時的な関係性は、社会と自然を総合的にあつかっていく地域環境管理にとって

重要である。生態学からの社会的要因へのアプローチの一つとして景観分析がある（Turner 

et al., 2001=2004）が、これだけで、社会的諸条件への考慮と自然環境保全を両立すること

はむずかしい。従来の自然環境保全の現場における調査では、生物相や物質循環などの「現

在」の自然の状態を記述する調査が主であり、自然環境の成立にかかる社会的要因をまっ

たく考慮しないことも可能であった。また、二次的自然について詳細な「社会史（文化史）」

的背景のないまま安易に展開された「里山論」や「伝統的生態学的知識論」には、景観の

恣意的形成や伝統の創造・固定化に陥るがゆえに、批判があびせられている（大村，2002；

安室，2005a）。そのため、自然科学者、社会科学者双方の協力のもとで、詳細な環境史が記

述され、その環境史をもとに議論がなされることは、両者の情報が共有されながら地域環

境管理をすすめていくことにつながっていくのである。 

そして第 5 に、環境史は、地域環境管理を実践するにあたっての情報共有ツールとなり

うるということである。篠原徹は、「人類の行方」にたいしての発言や「地域の行方」にた

いする貢献を目的としていることに環境史の意義があると述べている（篠原，2004）。つま

り、地域環境管理においては、地域的な課題を解決することに明確な目標において展開さ

れるのが環境史である。そして、地域的な課題とは、その地域にかかわるアクターにとっ

ての課題であり、環境史はさまざまなアクターから情報を得ることによってあきらかにな

っていくのである。福永真弓は、正史としての歴史からこぼれおちてしまうような生活者
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たちが、新住民たちと記憶を語りあうことによって「集合的記憶」を構築することで地域

固有の資源管理を行う正統性を獲得してきたと述べている（福永，2007）。環境史があつか

うのも、こうした住民の記憶である。環境史調査によって地域環境にかかるさまざまなア

クターの記憶を「歴史」として記述することは、地域の諸アクターがもつ記憶を明示化・

顕在化することである。そして、それらの情報共有によってアクター間の相互理解につな

がりうる。つまり、環境史を調査することは、さまざまな環境観をもつおおくの人びとを

おなじ俎上にのせて議論をするためのきっかけとなる。 

以上のように、環境史研究は、環境観をあきらかにし、地域環境管理を論じていくうえ

でのさまざまな有効性をもつのである。 

 

 

1-3-3 動的な社会関係の分析 

 

上記のように環境観の差異を示すために有効なのが、環境史である。しかし、社会学で

あつかわれる環境史には、諸々の課題も提示されている。たとえば、環境史で都合よく取

捨された「伝統」や「日常的な知」が現地の実態としての検証をへているのか、また現代

社会にア・プリオリに適用可能なのかという批判がある（佐野，2006）。また、環境史によ

る研究は、調査者がデータを取捨選択することで、調査者自身の価値観を調査対象者に投

影してしまうという点についても批判がなされている（長谷川，1996）。歴史のなかから没

時間的に「らしさ」を取りだして「あるべき姿」を利用する態度は、「フォークロリズム

（folklorizm）」（岩本，2006）とよばれ、批判的にとらえられているが、環境史研究は、こ

うした態度と結びつきやすいという特徴をもっているのである。環境史は、「歴史」や「記

憶」をあつかうわけであるが、それらが現在の地域的な課題とどのような関係にあるのか

はまた別問題である。こうした批判は、現代的な課題を歴史的な経緯のみから理解してき

たことへの反省をせまっているのである。 

そこで、本稿では、その環境史をあきらかにしたうえで、社会関係の分析を行っていき

たい。ここでいう「社会関係」とは、さまざまな環境観をもつアクターどうしの相互作用

や、そうした相互作用を規定する地域社会構造のことをさしている。さらに、環境史にか

んしては、その時代の課題あるいは現在の課題につながる「文脈」としての役割を重視し

ていく6。こうした「文脈」にもとづいて人々の相互作用を分析することによって、社会的

現実を理解していく方法をとることは、ことなる環境観をもつアクター間の地域環境管理

の課題を分析していくことにつながっていく7。こうしたアプローチは、第 1 に、相互行為

                                                  
6 これは、本稿のなかでの環境史のとらえかたである。地域環境管理の実践にさいしては、環境

史を相互理解のツールなどととらえていくことももちろん有効であると考えている。 
7 こうした視点は、質的研究のなかでも一般的なアプローチのひとつであり、シンボリック相互

作用論やエスノメソドロジーの特徴としても共有されている。こうした視点をもつ質的研究の特

徴は、認識論的原則としての理解、出発点としての事例再構成、基礎としての現 実
リアリティ

の構築、実
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が構造的に秩序づけられること、第 2 に、相互行為の構成因子は文脈によってつくられ、

また文脈を更新することを前提とする（Flick, 1995=2002: 27）。こうした前提は、地域環境

管理を社会学的に分析するうえで、次のような意義をもつ。 

まず、第 1 の前提と関連して、地域環境管理の課題をとらえるさいに、環境観のことな

るアクター間の相互行為を構造的8に秩序づけて考察することができることである。社会学

的な環境問題のとらえるさいには、人と環境の関係性から課題を分析するのではなく、人

と人の関係性、つまり社会問題としてとらえるアプローチが有効である（宮内，2003）。環

境観のことなるアクターどうしの「社会関係」に注目することは、地域環境管理の課題を

「社会問題」として構造的に論じることにつながっていくのである9。そして、このように

関係論的な環境観分析を行うことは、環境観の比較や優先順位づけをするような「価値論」

からの脱却をも意味する。つまり、「社会関係」に注目することは、地域環境管理の課題を

構造的にとらえ、さまざまな環境観を相対的にあつかううえで有効であるということであ

る。 

さらに、第 2 の前提と関連して、相互作用による文脈の更新に着目することから、こう

した社会関係を動的に捉えていくことが可能となる。環境史の分析では、歴史のなかから

情報を取捨し、固定化してしまうことが問題とされるが、社会関係が変化することを前提

として分析を行うことは、より現実にそくして地域環境管理の課題を論じることにつなが

っていくのである。つまり、現代の地域環境管理を問題とする場合でも、各アクターの環

境観を固定的にとらえず、相互作用のなかで変化するものとして分析していくことが可能

となるのである。地域環境管理にかかる課題や重点は、時代のニーズや社会的な状況、新

たなアクターの参入など、実践のなかで変化しうる。こうしたなかで、社会関係が変化す

ることに着目することは、より地域環境管理の実践にそくしたかたちの分析が可能になる

ということである。 

本稿ではこのように、環境観の相違を「動的な社会関係」としてとらえて論じていくこ

とで、地域環境管理の課題を明確化していきたい。本稿で行う地域環境管理の分析を整理

しよう。第 1 に、環境史によって、各アクター（地域住民、市民運動家、自然科学者、行

政機関など）がもつ環境観の差異をあきらかにする。第 2 に、動的な社会関係を分析し、

ことなる環境観をもつ各アクターが地域環境をかいしてかかわることによって、いかなる

社会的な相互作用をうみ、なにが課題となるのかをあきらかにする。そして、こうした分

析の先に、ことなる環境観が多数あるなかでいかにして地域環境管理を行っていくことが

できるかを考察し、管理システムのありかたについての検討を行っていく。 

 

                                                                                                                                                  
証的資料としてのテクストの 4 点にまとめられる（Flick, 1995=2002: 36）。 
8 ここでいう構造とは、「構造主義」でいうような基層的構造のことではなく、ダイナミズムを

ふくんだ対象の実態としての地域社会構造をさす。 
9 本稿では、社会問題を「日常の相互作用やコミュニケーションの実行に内在している困難」と

して理解する（鈴木ほか 監修，1992：144）。 
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1-4 調査対象 

 

本稿では、上記のような研究方法のもとで、2 つの事例をもとにして実証的調査を行う。

対象となる地域は、青森県岩木川
い わ き が わ

下流部と、栃木県など 4 県にまたがる渡良瀬
わ た ら せ

遊水地であ

る。まずは、本稿において、この 2 事例を研究対象とする妥当性を述べておきたい。 

本稿で調査対象とした 2 つの地域は、ともにヨシ原景観を有している。そして、このヨ

シ原では、地域住民による利用が続けられるとともに、動植物のハビタットとして生態系

保全・自然保護が展開されている。本稿の課題は、多様な環境観のなかで、どのように地

域環境管理を行うのかを論じることであったが、2 つの調査地のヨシ原には、おおくの環境

観がむけられているということである。 

ヨシ原は、一般的に資源利用によって環境が持続されるという側面をもつ「二次的自然」

としてとらえられる。ヨシ（Phragmites australis）10は、屋根材、ヨシズ、苗代、雪囲い、

肥料、燃料、漁具など、さまざまな用途にされてきた（西川，2002）。 

こうしたヨシ原の利用のために、地域社会が一定のルールをもっている場合もおおい。

たとえば、茅葺き屋根の材料11として利用される場合、地域で「ユイ」や「カヤ無尽」、「契

約講」といわれる組織がつくられ、共同でヨシやススキなどのカヤを採集したり、屋根葺

きの手伝いを行ったりする役割をはたしていた（柳田，1920=1989；高橋，1994 など）。 

 

「萱屋根の耐久年数は約 20年なので、前の葺替から 20年経てば、秋葉講12にその旨、

申請する権利が生じることになるのだが、講中としては萱などの資材や労力提供に

おのずから限界があり、葺替は年に 2、3 戸しか行えない。いずれにしろ、20 年間の

他家への資材・労力提供を自家の葺替における他家からの供給で相殺し、然るべく

均衡を保つように総会にかけて決定するのである」（高橋，1994：143-144） 

 

 

                                                  
10 ヨシは、アシ、アシガヤ、ハマオギ、スダレグサ、ナニワグサなどともよばれる、イネ科の

多年草である。湿地に群落を形成する植物を代表する抽水植物であるが、やや陸地化した水辺に

も生育する。ヨシは、亜寒帯から熱帯にかけて世界中に分布している。また、ヨシは水面下 1m
までは生育可能であり、塩分濃度が 1.5％まで生育できるだけの塩分耐性もそなえている。さら

にヨシは種子繁殖のほかに、地下の根茎による栄養生殖も可能である。このように広い生育域と

旺盛な繁殖力により、ヨシは氾濫原や休耕田にいちはやくあらわれるパイオニア植物であると同

時に、ほかの植物群落にも侵入してうちかち、安定して持続する群落を形成することもできる。

こうしてヨシは、河川氾濫のような攪乱をうけ、湿性遷移をくりかえすような場所において優占

して群落を形成してきた（細見，2003）。 
11 茅葺き屋根の材料としては、ほかにススキ（Miscanthus sinensis）やチガヤ（Imperata cylindrica）、
オギ（Miscanthus sacchariflorus）、稲や麦のワラ（藁）がつかわれる。 
12 岩手県和賀郡和賀町煤孫地区の中通り集落における、茅屋根の葺き替えの協同を目的にした

組織である（高橋，1994）。 
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図 3 調査地青森県岩木川下流部と渡良瀬遊水池の位置 

 

 

 

このなかで指摘されるように、ヨシ原においてオープンアクセスでの利用、すなわち、ひ

とつのヨシ原から人々がつかいたいだけのヨシを勝手に刈り取ることがなされれば、すぐ

にその年の資源は枯渇してしまう。そのため、いつ、だれが、どれだけヨシを利用できる

かというルールが重要になったといえるだろう。このように、ヨシ原は、秩序あるかたち

で利用され・管理されてきた環境であったということができるだろう。 

そして、このように秩序づけられた利用は、ヨシ原を一定の「生態系」として持続させ

る役割をはたしてきた。ヨシは非常に更新性のつよい資源である。その年にすべてが刈り

取られたとしても、基本的には、翌年には更新し、また前年のように刈り取りを行うこと

ができる。また、とくに刈り取りを行う以外に手をくわえなくても、放置していることで

おのずと生長する。反対に、刈らずにヨシ原を放置してしまうと、前年度のヨシが混入し

てしまうため、ヨシの利用価値の低下をまねいてしまう。そのため、ヨシ原の場合は、質

のよい資源を安定して獲得するためには、いったん利用しつくすことが、翌年の更新にさ

いして、はからずしてもっとも重要な資源管理となっている場合がおおいのである。また、

利用ができない場合には、翌年の更新をうながすために、火入れ（野焼き）を行うことも

あった。生態学的にも、ヨシの「刈り取り」や「火入れ」は、河川氾濫などの攪乱となら

んで、ヨシ原という生態系を持続させる重要な攪乱要因であるとされている（Hawke and 

José, 1996；Middleton, 1999）。つまり、「ヨシ原」のおおくが人為的攪乱によって維持されて

きた「二次的自然」であるといえるのである。 

しかし、現在、ヨシの利用は、生活様式の変化や中国製のヨシ製品の輸入などによって衰
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退しつつある。とくに、屋根葺き材としての利用は、「近代化」にともなう生活様式の変化

とともに、茅葺屋根にトタンがかぶされたり、建築様式が変わったりしてすがたを消しつ

つある13。茅葺き屋根の民家は次第にうしなわれ、それにかかる社会組織もうしなわれてき

た。茅葺き民家を維持管理するうえでの困難としては、屋根材を確保するための「カヤ場」

がないこと、屋根職人が近隣にいないことがおおく挙げられている（都市農山漁村交流活

性化機構，2004）。また、各地の地場産業として生産されていたスダレは、安価な中国製品

の輸入が増加することによって衰退してきた。こうした社会的背景によって、各地のヨシ

原は、つぎつぎと失われていった。 

しかし、こうして全国的に衰退しつつあるヨシ原14にたいして、その生態学的な機能が注

目されている。まず、ヨシ原は、水辺から陸地へいたる漸進帯（エコトーン）であり、生

物多様性の場となっている。繁殖、採餌、ねぐらなどに利用する鳥類、隠れ家、生育場、

産卵などに利用する魚介類、羽化、産卵、巣などで利用する水性・陸上性昆虫をはじめ、

ヨシ表面にバイオフィルムを形成する付着性藻類・付着性動物も複雑な生態系を形成して

いる。また、ヨシ原は、付着性の生物がデトリタス（有機物）をとりこみ、水質浄化機能

の一翼をになっていると考えられている（芦谷，2002）。付着性生物などによる有機物の分

解もその一つであるが、濁りの沈殿除去、窒素やリンの吸収除去、硝化および脱窒といっ

た機能もあり（細見，2003）、土壌・水質の浄化をヨシで行う研究もすすめられている15。

また、ヨシ原は、湖岸・河岸の侵食防止の役割もはたしているとされる（日本ナショナル

トラスト，2001）。 

さらに、文化的な面からの注目もある。ヨシは、茅葺き屋根の材料として、文化財や古民

家の保存のため必要とされている。2001（平成 13）年現在で文化庁指定の重要文化財建造

物 3,716 棟のうち茅葺き屋根の建造物は 367 棟である16。このような文化財や一般民家の屋

根の葺き替えのための資源をうみだす場として、ヨシ原の保全についての調査も進められ

ている（日本ナショナルトラスト，2003；文化財建造物保存技術協会，2004）。そのほかに

も、ヨシ原の湿地生態系を生かした、レクリエーションや環境教育などの文化的活動の場

としての注目もある。 

以上のように、ヨシ原は、地域社会の利用によって保全されてきた「二次的自然」であり、

                                                  
13 全国市町村へのアンケート調査によると（都市農山漁村交流活性化機構，2002）、全国の茅葺

き民家は 41,506 戸で、そのなかでヨシが屋根材であるとされるのは、34.2％にとどまっている。

アンケートは、全国 3,226 市町村に配布され、回収率は 58.9％（1,901 市町村）であった。その

ため、民家戸数は過小評価であるといえる。 
14 生態学や河川工学では、ヨシの優占する群落の陸地側をヨシ原、抽水する水辺側をヨシ帯と

よびわけることもある。 
15 植物を利用した環境修復技術は、ファイトレメディエーションとよばれ、安価で長期間の広

範囲な環境の「修復・保全・維持」が期待されるということで、生命工学などの分野で研究が進

められている（森川，1999）。 
16 文化庁による建造物の指定文化財としては、重要文化財のほかにも、登録有形文化財、重要

有形民俗文化財、重要伝統的建造物群保存地区、重要文化的景観保存地区があり、そのほかにも

地方公共団体指定文化財への登録がある。 
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さまざまなステークホルダーから注目される環境である。以上により、多様な環境観をも

つ諸アクターのなかで地域環境管理を分析する本稿において、ヨシ原を研究対象とする意

義を理解できるだろう。 

それでは、つぎに、2 つの事例を対象とする意義を述べたい。岩木川下流部は、実際にヨ

シ原利用者と自然保護団体、近隣住民などのあいだでヨシ原の管理をめぐった対立がおこ

っており、解決にむけての努力がつづけられている。この事例は、地域環境管理の課題を

提示するには適しているが、それではこの課題を実際にどのように解決していくか、とい

った点にかんしては、推測していくしかない。本稿は、実証的な研究を目指すため、地域

環境管理の課題にたいする解決までを論じるためには、地域環境管理が継続している別事

例の分析が必要となる。これにたいして、渡良瀬遊水地では、ヨシ原利用者と行政の協力

により、継続してヨシ原管理をおこなう体制がととのえられている。この事例の分析によ

って、地域環境管理の課題をいかに解決していったのかを論じることが可能となるのであ

る。 

本稿では、ヨシ原という「二次的自然」の地域環境管理にかかる 2 事例をあつかうことで、

地域環境管理をめぐる対立と協力の双方を分析していく。これにより、多様なアクターが

存在するなかでの地域環境管理をめぐる問題とその解決にむけて、より包括的な考察を行

っていく。 

 

 

1-5 本論文の構成 

 

本稿は、事例記述的な役割をもつ第 1 部、第 2 部と、総合的な考察を行う第 3 部による 3

部構成をとりたい（図 4）。 

第 1 部（第 2 章、第 3 章、第 4 章）では、青森県岩木川下流部ヨシ原を事例とする。こ

こでは、第 2 章と第 3 章の環境史によって地域住民のもつ環境観がどのようなものかをあ

きらかにしたうえで、「近代化」のような社会変動のなかで環境観がどのように持続してき

たかを考察する。そして、第 4 章では、境観の差異に注目しながら「火入れ管理」をめぐ

って先鋭化している対立をえがくことで、地域環境管理の課題の明確化をはかる。 

第 2 部（第 5 章、第 6 章）では、渡良瀬遊水地のヨシ原を事例とする。ここではまず、

第 5 章の環境史によって、地域社会が環境の変化にどのように対応して環境利用を継続し

てきたかを論じ、環境観について考察する。また、第 6 章では、「ヨシ焼き管理」における

地域社会と各アクターの協力体制を分析しながら、地域環境管理の成功要因をさぐる。 

第 3 部（第 7 章、第 8 章、第 9 章）は、第 1 部と第 2 部の事例と研究をまとめ、多様な

環境観をもつさまざまなアクターが存在するなかで地域環境管理を行うための総合的な考

察を行う。また、本稿からしめされる今後の課題についても指摘する。 
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図 4、本論文の構成 

 

 

 

本研究は、聞き取り調査・文献調査による質的内容分析によって行われている。本文中

には、「会話文・引用文」が挿入されているが、この中の〔言葉の補足〕、（語句の説明）は、

文脈を明確にするための筆者による補足である。 
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第 1 部 青森県岩木川下流部ヨシ原を事例に 
 

 

第 1 部（第 2 章、第 3 章、第 4 章）は、青森県の津軽地方を流れる第一級河川、岩木川
い わ き が わ

河

口より約 11km遡った堤防内、幅約 300mにわたって広がるヨシ原と、その周辺の集落を調

査地とする。岩木川の旧河道とほぼ重なるかたちでひかれた境界をはさんで、右岸には北

津軽郡中
なか

泊
どまり

町が、左岸にはつがる市
．．．．

が位置している17。 

特に中泊町の武田
た け だ

地区は、このヨシ原の大部分で屋根葺き材やヨシズの原料として、ヨ

シの刈り取りを行ってきた地区である。2008（平成 20）年の 8 月末現在、武田地区の人口

は 2,689 人で、世帯数は 866 世帯となっている18。岩木川の三角州が開発されたこの地区は、

水田耕作農家が多い。2000（平成 12）年の農業センサスによると、武田地区の総農家数は

446 軒である。このうち、農産物を販売した農家数が 416 軒であるが、そのうち 389 軒の農

家が稲作の単一経営を行っている（農林水産省大臣官房統計情報部，2001）。 

武田地区は、1955（昭和 30）年に中里
なかさと

町、内潟
うちがた

村と合併して中里町となる以前の、武田

村がその名の由来となっており、豊島
と し ま

、富野
と み の

、芦野
あ し の

、田
た

茂木
も ぎ

、豊岡
とよおか

、福浦
ふくうら

、長泥
ながどろ

、竹田
た け だ

、若宮
わかみや

の 9 大字からなる。武田村の役場が置かれていた富野は、農業協同組合や郵便局、小学校

などの結節機関が集中し、現在も武田地区の中心となっている。各大字を単位として「自

治会19」を組織しており、大字内の選挙によってさだめられた「自治会長」と役員数名を中

心に行事の開催や公共施設の維持・運営を行っている20。さらに各大字内はいくつかの「班」

に別れており、堤防除草や水路管理の分担の単位として機能している。 

武田地区の若宮、長泥、田茂木、芦野、富野、豊島の 6 大字からなる「武田岩木川改修

堤防保護組合（以下、武田堤防組合と略す）」は、国土交通省へヨシの採取許可申請を行っ

ている。実際のヨシの刈り取りや取り扱いは、各大字から業者が「権利」を入札して行う。

また、刈り残されたヨシ原では、枯れヨシを除去して商品価値を保つために、2005（平成

17）年まで火入れ管理も行われていた。 

また、調査地のヨシ原では、国土交通省河川生態学術研究会の研究地として、生態的機

能の調査とともに、健全な生態系の保全のためにヨシの刈り取り実験や火入れ実験が行わ

                                                  
17 北津軽郡中泊町は同郡中里町、同郡小泊

こどまり

村の合併によって、つがる市は西津軽郡木造
きづくり

町、同

郡森田
も り た

村、同郡柏
かしわ

村、同郡稲垣
いながき

村、同郡車力
しゃりき

村の合併によって、それぞれ 2005 年に誕生した。 
18 「中泊町世帯集計表」（http://www.town.nakadomari.lg.jp/index.cfm/8,352,11,html、閲覧：2008 年

9 月 22 日）。 
19 「自治会」は、2005 年ころまで「常会」と称されていた。「常会」は、市町村、大字、隣保（隣

組）などの各段階に組織され、1940（昭和 15）年通達によりはじまった。「中泊町博物館戦時文

書」（http://www.n-museum.jp/kikakuten/senji.htm、閲覧：2006 年 12 月 17 日）。 
20 住民たちは、大字単位を日常的に「部落」と称している。 
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れている。とくにこのヨシ原では、環境省レッドリスト IB 類のオオセッカ（Locustella pryeri）

の繁殖期の生息数が、約 300 羽と推定されており（小林・小山，2003）、オオセッカを象徴

種とした生態系保全の取り組みもなされている（竹内・東，2005）。また、2007 年には 1997

年に改正された河川法改正にともなって『岩木川水系河川整備計画』が策定され、ヨシの

利用といった社会的背景をふまえたうえで自然環境の保全を行う旨がうたわれている（国

土交通省東北地方整備局，2007）。 

住民の利用と自然環境保全の両面をもつ岩木川下流部のヨシ原では、火入れ管理をめぐ

っての対立もおこっている。第 1 部では、このような環境観の対立を分析するなかで、管

理をめぐる課題をさぐっていきたい。 
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図 5、岩木川下流部調査地概要 
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年  代 事     柄 

1656-1710 「桑野木田村より下は芦萱茂り萢地にて十三までは大萢にてありし也」 

1655-1665 武田地区の大字のもととなる各村の開村 

1698（元禄 11） 津軽藩が直営事業として金木新田地域で築堤、排水路開削を開始 

1714（正徳 4） 鳥谷川開通 

1801（享和元） 福泊村開村（後に長泥村として再開拓） 

1808（文化 5） 田茂木村の鈴木次三左衛門が芦取扱役に任じられる 

1818 頃 左岸の村々の開拓がはじまる 

1862（文久 2） 福泊村が再墾田畑検地をうけ、長泥村と改称 

1896-1929 十三湖岸争論 

1918（大正 7） 岩木川治水事業で、河口から鶴田町は建設省の直轄地となる 

1924-1927 長泥移転騒動 

1925（大正 13） 岩木川改修水戸口着工（1946 年完成） 

1927（昭和 3） 各築堤工事はじまる 

1935（昭和 10） 計画高水量を上回る大洪水 

1937（昭和 12） 中島萢 100 町の内、75 町を改修事務所が買収 

〃 岩木川改修堤防保護組合が各地で設立 

1946-1955 右岸囲繞堤着工（1955 年完成） 

1947（昭和 22）頃 中島萢・元個人所有分をめぐって田茂木と長泥が喧嘩 

1947（昭和 22） 西新田畜産農業協同組合設立 

1951-1954 昭和アシガヤ紛争 

1951（昭和 26） 大字竹田の開拓 

1952（昭和 27） 車力村農民副業研究会設立 

1953-1959 目屋ダム着工 

1954（昭和 29） 車力村授産場にて木更津市漁協との契約のもと、ノリズを生産 

1955（昭和 30） 武田村、内潟村、中里村と合併し、中里町に 

1955（昭和 30）頃 ポンプの排水路が入り、右岸の生産性向上 

…
 武田村でノリズ用のヨシがおおくでる 

1956（昭和 31） 芦野頭首工完成 

1959（昭和 34） 十三湖干拓により不漁、十三部落が副業としてアシガヤでノリズづくり 

…
 武田地区で茅葺き屋根がへりはじめる 

1964（昭和 39） 新潟地震が発生し、土壁用ヨシに大きな需要がうまれる 

1965（昭和 40） 車力村授産場（ノリズ生産）の閉鎖 

…
 アシガヤの刈り残しがではじめ、業者委託がはじまる 

…
 火入れによる管理がはじまる 

1966（昭和 41） 岩木川が一級河川になり、堤防組合の堤防管理に報奨金がでるようになる 
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1975（昭和 50） オオセッカの生息がはじめて確認される 

1985（昭和 60） 川幅拡幅のため、富野と豊島のカヤ場が消失 

2003（平成 15） 農林水産業に関連する文化的景観に中里町の冬の葦原が選ばれる 

2005（平成 17） 中里町、小泊村と合併し、中泊町になる 

〃 『岩木川水系河川整備基本方針』の策定 

〃 河川敷で火入れ管理が行われなくなる 

2007（平成 19） 『岩木川水系河川整備計画』の策定 

2016（平成 28） 津軽ダム竣工（予定） 

 

表 1、岩木川下流部年表 

-26- 



2 地域社会の環境利用への権利と「総有意識」 

 

 

2-1 はじめに 

 

日本においては、「二次的自然」のような人為的影響をうける環境が、生物多様性の面か

ら注目をあつめている。本章が地域住民に焦点をあてるのは、「村落」21とよばれるような

地域社会が、地域環境と歴史的に密接な関係をもってきたからである。地域環境、つまり

土地と相互作用をもってきた地域住民の生業活動に着目すること必要となる。 

社会集団と地域環境の関係性について、社会科学の研究をふりかえると、地域環境の利

用は社会にとって生活をいとなむことと同義である。社会集団が地域環境、すなわち生産

要素としての「土地」にかかわることについては、マルクス主義者らによって古くから論

じられてきた懸案である22が、日本においては、社会学・経済学などによる村落研究がこう

した研究の素地をきずいた。鈴木榮太郎は、土地共有集団などの社会集団の研究から、土

地と社会集団のあいだの相互作用に着目し（鈴木，1939）、入会山や共有田畑の利用の社会

的承認をえるために各戸がまもるべき制度である「土地総有の制度」自体が、自然村23内の

連帯感、つまり社会意識の構成の要因となることを指摘している（鈴木，1940=1968：429-432）。

また、中村吉治の研究も一貫して、生産者集団と生産手段（農業における土地）は不分離

であるという点に重きがおかれており、土地所有・利用のありかたの移り変わりから共同

体の考察を行っている（中村，1957=1977）。このように土地は、社会集団にとって共同で

利用される資源であり、生活手段であった。 

その後、高度経済成長と近代化24とともに「ムラの解体」の是非をあらそう議論がくりひ

ろげられる（たとえば、木下，1974）なかで、自然資源にかかわる村落組織の衰退が指摘

され、過疎化などの人口移動が社会問題化した。こうした背景から、村落の変貌と残存を

あきらかにしようという趣旨で、1980 年代には、村落と土地との関係性についての研究が

ふたたびさかんになった（東・吉沢，1988）。 

                                                  
21 ここでは、村落とは、地理的にかたまった家々である「集落」が、生活関連をもって組織化

されている場合をさすこととする（鳥越，1985=1993：77-83）。 
22 カール・マルクス（Karl H. Marx）は、「土地」を労働のための主要な生産条件とみなしてお

り、富の成立する物質的基盤だとのべている（Marx, 1867＝1969）。マルクスにおおきな示唆を

うけた大塚久雄は、土地を共同体の物質的基盤としてとらえ、両者の関係性についての基礎理論

をきずいている（大塚，1955=2000）。 
23 鈴木榮太郎のいう「自然村」とは、村落がとくに結束のかたい集団累積体であることを指摘

したものである。これにもとづく集団生活の蓄積は、人々の行動を方向づける規範（精神）をう

むとされる（鈴木，1940=1968：126）。 
24 「近代化」については、論者により含意がことなる（富永，1996）が、ここでは主に技術的・

経済的領域の近代化をさしている。技術的には人力・畜力から機械力への移行、経済的には自給

自足から市場的交換経済へという産業化・資本主義化である。また、それにともない、生活様式

のおおきな転換がおこった。 
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この時期には、土地へのかかわりへの集団的規範や、土地にたいする社会的意味など、

地域社会のもつ環境観をあきらかにするための議論に直接つながるような研究が積み重ね

られた。まず、川本彰は、ムラ（村落）での仕事の意味をつぎのように議論する。ムラの

生活・生産の両面にわたって土地は必要であり、この土地基盤の保全、すなわち「ムラの

領土保全」を行うことこそがムラの 大の機能、ムラ仕事の 大の意味であったというも

のである（川本，1983=1986）。また、岩本由輝は、土地の所有者といえどもみだりにとり

あげることのできない土地耕作者の「耕作権」の存在を指摘しながら、これを「本源的土

地所有権」とよびかえ、土地をめぐる所有・利用の重層性と村落内での生活規範の存在を

あきらかにしている（岩本，1989）。これら村落と土地の研究は、たんなるムラ研究の復権

ではなく、「ポスト近代化」研究において、近代化のなかで周縁として位置づけられてきた

地域社会において「その土地に暮らす」ことへ豊饒な意味をさぐることで、新たな価値を

みいだすこころみでもあった。 

こうした研究と平行して、土地と村落の関係性についての議論を環境問題の文脈から再

評価するうごきがではじめた。これらはとくに、生活者の環境利用のなかに持続性と固有

の論理をみいだした。たとえば、鳥越皓之は、先述の本源的土地所有の議論を発展させ、

該当地域に住んでいる住民は、環境管理や環境改変の意思判断にプライオリティを有する

という「共同占有権」の存在を指摘している（鳥越，1995；鳥越，1997a）。また、嘉田由紀

子は、“労働（働きかけ）”と“資源の循環的利用”にもとづく生活保全の原理が、同一空

間に存在する資源の重層的な利用にたいする村落共同体内に「重層的所有観」を根づかせ

るとのべている（嘉田，1997）。いずれの研究も、環境（土地）にたいして「生活者」のよ

うな特別なかかわりをもつ人々の存在を指摘したものであった。 

また、環境問題をあつかうこれらの研究は、ギャレット・ハーディン（Garret Hardin）の

「共有地の悲劇」（Hardin, 1968=1993）を端緒としたコモンズ研究と相互作用し、日本独自

の理論発展をみた。コモンズ研究は、自然資源を持続的に利用するための社会制度として

機能している点に研究の意義がおかれていた25。たとえば、宮内泰介は、土地の利用・管理

における自治的な秩序のありかたとしてコモンズをとらえているが、この議論は村落社会

のようないわゆる伝統社会だけではなく、現代の里山運動などもコモンズ研究の対象とし

て議論している（宮内，2001a）。また、井上真は、自然資源の共同管理制度としてコモンズ

に着目し、利用について集団内である規律が定められ、利用にあたっての権利・義務関係

がともなうものを「タイトなローカル・コモンズ」として定義し、その意義と有効性を論

じている（井上，2001：13）。さらに、室田武・三俣学らは、日本の入会権や漁業権の研究

をコモンズ研究のなかに位置づけ、両者の橋渡しとなる議論を行っている（室田・三俣，

2004；三俣ほか 編，2008）。コモンズ研究は、社会が自然管理にたいしてもつ「資源の持

                                                  
25 ギャレット・ハーディンの議論に触発されて事例研究をかさねた学者のおおくは、排除や利

用規制をもたらす制度上のとりきめなどの文化的諸要因が、共有資源の枯渇ではなく、持続的利

用に寄与していることをあきらかにしている（たとえば、Feeny et al., 1990=1998）。 
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続的利用」、「資源管理の民主的社会秩序」といった機能への関心から進められているので

ある。 

本章では、村落研究・コモンズ研究両者の視点を考慮に入れながら、青森県岩木川下流

部武田地区の 1950 年代までの環境利用をもとに、地域住民がヨシ原にたいしてもつ環境観

について論じていきたい。岩木川下流部のヨシ原は、「二次的自然」として武田地区の人々

がどのようなしくみで、何のための利用を行ってきたのかということが、その成立を理解

するうえで非常に重要になる。生活環境を包括的に記述するなかで、ヨシ原という環境が、

生活者としての武田地区にとって、どのような意味を持つ空間であったのかをあきらかに

していきたい。 

このようにヨシ原利用者のヨシ原にたいする環境観の端緒を示していくことは、以降の

章でのヨシ原利用者の立場・位置づけを明確にするという意味ももっている。 

 

 

2-2 岩木川下流域の開拓 

 

岩木川下流域26の開拓は、江戸時代、弘前藩によってはじめられたものである。それ以前、

弘前藩 4 代藩主信政時代（1656-1710 年）には「桑野木田村27より下もは芦萱茂り萢地28に

して、十三迄は大萢にてありしと也」（青森縣，1926：707）と記されており、岩木川下流

は広大なヨシ原であったことが想像できる。 

弘前藩による新田開発は、金木新田と称された岩木川右岸から行われた。後の中泊町武田

地区に属する各大字の成立は 1650-1670 年ころに集中している29。しかし、藩の直営事業と

して築堤や排水路開削が大規模にはじまったのは 1698（元禄 11）年で、はじめての検地は

29 年後の 1737（元文元）年である（須々田，1962；長尾，1965=1985：441）。 

一方、岩木川左岸の新田（後のつがる市車力町）は、屏風
びょうぶ

山からの飛砂により、藩直営の

植林事業の大成を待たなければならなかったため、1818 年以降と開発が遅れた（東北建設

                                                  
26 行政資料などの用語として、「岩木川下流“域”」は植生に注目して、ヨシなどの湿生植物が優

占する地域をさす。それに対して「岩木川下流“部”」は五所川原
ご し ょ が わ ら

市の五所川原大橋よりも下流の

地域をさす。 
27 桑野

か の

木田
き だ

村は現在のつがる市、旧西津軽郡柏村にふくまれる。 
28 「萢は甚しき濕地にして谷津なり〔。〕本藩之を萢と唱ふ」（青森縣，1926：707）とあるよう

に、津軽地方で萢
やち

は湿地帯をさす。ヤチにはヨシが茂る場合がおおいため、転じてヨシ原をさす

こともある。 
29 武田地区の大字の前身として、1655 年川内村、1655 年豊岡村、1656 年今岡村、1658 年富野

村、1660 年豊島村、1663 年芦野村、1664 年田茂木村、1665 年福浦村、1665 年福井村、すこし

遅れて 1804 年福泊村がそれぞれ開村した。その後、天保の飢饉（1831-1839）を経て、川内村、

福井村が田茂木村に廃村合併、今岡村が福浦村と合併した。また、このとき廃村となった福泊村

は 1862 年長泥村として再出発している。これらの村々が明治になって武田村の大字となった（成

田 編，1965）。ちなみに現在の大字若宮は、1927（昭和 2）年長泥の移転にともなって派生した

集落である。また、大字竹田は 1951（昭和 26）年にひらかれた。 

-29- 



協会，1999：81；須々田，1962）。 

江戸後期（1772-1867）の 95 年間のあいだだけでも 43 年の洪水記録があるように、岩木

川のたびたびの氾濫は、開拓者を苦しめた。また、東北地方にみられる偏東風（やませ）

などの影響により、1700 年から 1900 年にかけて 31 回の凶作が記録されており、津軽地方

で「ケカジ」とよばれる飢饉がこの地域を常襲した（東北建設協会，1999：126-131）。それ

に加え、岩木川下流に開かれた水田のほとんどは「腰
こし

切
きり

田
た

」「乳
ちち

切
きり

田
た

」とよばれる排水不良

の水田で、生産量がかなり低い「下田（反収約 1.8 俵）」、「下々田（反収約 1.3 俵）」であっ

た。そのため、米の少ない生産を補完する必要するために、冷害に強いヒエ（Echinochloa 

esculenta）、アワ（Setaria italica）、ソバ（Fagopyrum esculentu）などの雑穀の生産も行った。

そして、このように様々な作目を少量ずつ生産することは、ほかの作物の凶作に備えたリ

スク分散にもつながった。また、フキ（Petasites japonicus）やワラビ（Pteridium aquilinum）

などの野草を食用としていただけでなく、飢饉のときには「カデグサ」と称して、さまざ

ま植物を救荒食とした（名本，1995）30。 

また、新田開発がなされたといっても、その大部分は湿地帯で、ヨシ原は依然として広大

に残っていたと考えられる。岩木川のヨシは弘前藩の御用品となっており、1808（文化 5）

年には田茂木村の鈴木治三右衛門が御用芦取扱役に任じられている。（成田 編，1965：142）。

また、現つがる市側の富萢
とみやち

には 1795（寛政 7）年に帯刀御免の「芦萢取扱所」が置かれ、

刈り取られたヨシを、岩木川を利用して舟で弘前まで運んだという。このようにして岩木

川下流から運ばれたヨシが、弘前藩財政の一端を担っていたとの指摘もある（車力村史編

纂委員会，1973：514-515）。 

湿地帯をきりひらいての新田地帯での生活は、厳しいものではあったようだが、一方で湿

地帯の象徴ともいうべきヨシは、弘前藩の御用品として重宝された。そして江戸時代にお

いても、豊富にあったヨシは、新田地帯に住みついた人々によって、資源として近代のよ

うなさまざまな利用がなされていたことが想定される。 

 

 

2-3 近代のヨシ原 

 

 

2-3-1 資源としてのヨシ 

 

ここからは、聞き取り調査によって知りえる、大正時代から昭和時代初期の生活に焦点

をあててヨシ原という環境をめぐる人々のいとなみについて論じていきたい。聞き取り調

査によると、当時の武田地区での生活のなかで、ヨシが利用されてきたことがうかがえる。

                                                  
30 『中里町誌』には、常用された野草 29 種があげられるとともに、救荒食物として 38 種があ

げられている。その中にはヨシの若芽もあげられている（成田 編，1965：43-45）。 
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ヨシ原は「カヤ場」とよばれ、資源採集の場として重要であった。 

地区内のほぼ全戸が茅葺き民家であった当時において、屋根葺き材にはヨシが利用され

た。屋根葺きは大字総出の共同作業であった。実際に屋根を葺くのは屋根職人であるが、

大字の人々は縄をもちより、ヨシを運搬したり、ヨシの長さをそろえたりといった作業に

協力した。ヨシで葺いた屋根は、一度葺くと 40 年ほどはもつ。大字内でそろそろ屋根を葺

きかえるという家は数年前から皆が把握し、毎年数軒ずつ順番に葺きかえが行われたとい

う。 

また、ヨシは風除けとして利用された。津軽地方の冬に地吹雪が起こる地域では、「カッ

チョ」とよばれる木の板を家の周囲に立てることによって風除けにする31。それと同様に本

地域では、刈り取ったヨシの束を家に立てかけておくことによって、冬の冷たい隙間風を

防いだ。春先には、苗代にも利用された。田植え前のまだ寒さの厳しい時期において、ヨ

シを苗代の簾垣としてずいぶん利用されたという。 

 

「田んぼは、今時にハウスになって苗〔を〕作るんでなくてよ、ばら撒きでよ、苗

床〔を〕つくったもんですから、風除けに必ず苗代に、皆こうそれぞれスダレ〔を〕

まわしたもんでしたから、そういうのもカヤ〔を〕使ったもん」32 

 

さらに、雪囲いに利用されたり、夏の日差しをふせぐスダレとして利用されたりと、ヨ

シの用途はひろかった。また、樹木の少ない武田村では、ヨシが燃料としても利用された。

燃料用のヨシは「サシタバ（差し束）」とよばれ、ほかの用途に向かないような質の悪いヨ

シを中心として、暖房や炊飯に利用された33。 

以上のように、ヨシは自家消費的に利用されることも多かった。そのほかにも、「自分で

使わない場合、自分で売るわけさ。ほしい人に。余った分」34と、個人の利用で余った場合

には売却されることもあった。また、ヨシの仲買業者に売却することもあった。ヨシの仲

買業者は、昭和のはじめころで武田地区とその周辺に、少ないときで 10 以上、おおいとき

には 20 人以上おり、入札によってヨシを買いとった。ヨシは個人的な収入のためだけに売

られたのではなく、大字の維持費とするために、大字の共有地・総有地から刈り取られた

ヨシも入札にかけられた。 

                                                  
31 例えば、青森県五所川原市（旧金木町）の大字藤枝や同市（旧市浦村）西浜などでは、現在

も「カッチョ」集落が持続しており、文化的景観としても注目されている（文化庁文化財部記念

物課 監修，2005：254-255）。 
32 2006 年 5 月 4 日の HS 氏への聞き取りより。 
33 豊島や対岸の稲垣村では「サルケ」といわれる泥炭も燃料として利用されたというが、武田

村のほとんどの地域では、燃料に向くような泥炭を産出できなかったということで、ヨシがもっ

とも利用されてきたようである。また、田茂木、芦野では、堤防沿いに「ヤマッコ（山こ）」と

よばれる林を持っており、薪炭林となっていたが、1940 年代ごろに失われている。また、長泥

では、舟で岩木川・十三湖を通って相内方面へ薪炭を購入しにいくこともあった。 
34 2006 年 5 月 4 日の SE 氏への聞き取りより。 
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図 6、武田村のヨシの流通概念図 

 

 

 

当時は、津軽地方の住宅の多くが茅葺き屋根であった。とくにヨシの少ない地方では、

茅葺き屋根を維持するのにはある程度の費用がかかるため、カヤ葺き屋根が一種のステー

タスになっていたようである。 

 

「裕福な人でなければ、ヨシ屋根さ〔お金を〕払えないわけなんだわ。それはさ、

戦いの前の話だ。クズ屋根35は、カヤ屋根はさ、温度上がると夏は涼しいんだよ。で、

冬は暖かいんですよ。したから、〔立派な〕クズ屋根〔に住んでいる人〕でなきゃ、

嫁来ないって。どだいその、裕福な人でなければクズ屋根さ、払えないわけよ。だ

から見た感じで、いいクズ屋根さ入ってるんだば、しゃべんなくても、裕福だと〔わ

かる〕。したから嫁、マサ屋根36さ来んで、クズ屋根さ来ると」37 

 

このような需要のなかで、広大なヨシ原を有し、おおくの仲買業者が存在した武田村は、図

6で示されるようにヨシの一大産地となっていたことがうかがえる。 

他村と武田村の関係の例として、ヨシの比較的豊富であった福富集落（現つがる市、旧

稲垣村）では、屋根葺きのさい、ヨシが足りなければ武田村の仲買業者から買いたしたり、

                                                  
35 ここでは、「ヨシ屋根」、「カヤ屋根」、「クズ屋根」は同義である。いずれもヨシで葺いた屋根

をさしている。 
36 マサ（柾）葺き屋根は、木板で葺かれた屋根一般をさす。マサ葺き屋根には、弘前市誓願寺

鶴亀門のように非常に細かい木片で葺かれた「コケラ（杮）葺き」から、一般民家にみられるお

おきな木板や木皮で葺かれたものまでさまざまであるが、ここでは後者のものをさしていると思

われる。 
37 2005 年 7 月 4 日の NK 氏への聞き取りより。 
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逆にあまったときには仲買業者に売りわたしたり、村内の個人間でやりとりしたりしたそ

うである38。また、ヨシの「カヤ場」がほとんどなかった亀ヶ岡集落（現つがる市、旧木造

町）では、屋根葺きのヨシのほとんどを武田村の仲買業者から購入したという39。また、こ

のころの仲買業者は、おもにヨシを弘前・青森方面へとおろすことがおおかったという。 
このように、武田村にとってヨシは、自家消費のためだけではなく、津軽地方全体のヨ

シ利用ともからんで、金銭的な価値のもとでも重要な資源であった。またヨシ原は個人的

な利用や個人の収入源として重要だっただけではない。大字の維持費をうみだすため、村

落組織にとっても重要な空間であったことがうかがえる。 
 

 

2-3-2 土地利用・生業活動 

 

ヨシ原の社会的環境としての位置づけを明確にするため、ここでは、人々のさまざまな

生業活動が行われるなかで、ヨシ原がどのように生活環境として組み込まれてきたかとい

うことに主眼をおき、土地利用についてのべていきたい。また、生業活動によるはたらき

かけの裏返しとして、物理的・自然的条件が人々の生業活動にとって重要な選択要因とな

っていたであろうことも念頭においている。 

まず、図 7を用いて 1912（明治 45、大正元）年ころの土地利用の様子を読みといてみた

い。当時の岩木川沿い、堤防の外は、集落の周囲を中心にしてほとんどが水田となってい

たことがわかる。堤防の外でヨシ原として示されるのは、田茂木と長泥の中間にあたる場

所である。また、堤防沿いや川沿いは多く畑に利用され、河川の中洲部分中央に 2km以上

におよぶヨシ原がある。 

この地図を参考にして、聞き取り調査でえられた情報とあわせながら、土地利用を詳述

してみたい40。まず、当時の堤防外の平地に多く見られるのが水田である。水田は先述のよ

うに大字の周囲に多く広がっている。水田の反収は、一部の水田を除いて依然として低く、

現在の半分かそれ以下の 5、6 俵ほどであった。 

また、長泥と田茂木の中間は、聞き取りによると、川沿い湿地帯のヨシ原とちがって乾

燥しており、雑草類が多く繁茂する土地で、馬の飼料を採集する採草地が多かったという。

ここも個人所有地であり、水田のように区分されていた。このような採草地は、十三湖の

南、若宮湿原の個人所有地にも多く見られた。 
                                                  
38 2005 年 7 月 3 日の OK 氏への聞き取りより。 
39 2005 年 7 月 3 日の NB 氏への聞き取りより。 
40 聞き取りによってえられる生活の様子は、おおよそ 1930 年代（昭和初期）以降であるが、 
1911-1912 年測量である。そのため、両者には 20 年ほどの隔たりがあることを指摘しておきた

い。しかし、本図の土地利用の記入が、もっとも詳細であること、大正から昭和初期にかけて造

成される新堤防工事以前であるため、河岸の土地利用も明示できること、聞き取りと図のあいだ

で、水田、畑、ヨシ原といった土地利用に、空間的な大きなずれはみられないことなどを理由に

本図を利用した。 
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図 7、岩木川下流部の土地利用図 

＊ 内務省 1/12,000 実測平面図 1911-1912（明治 44-45・大正元）年をもとに作成。 

 

 

 

さらに、岩木川の堤防沿いには「マギ」とよばれる放牧地も設けられていた。昭和 30 年

代までは、武田村では半数以上の家が馬を飼育していた。当時の「腰切田」といわれる排

水不良の湿田では、農耕馬としての利用ができなかった。そのため馬を飼育する第一の理

由としてあげられるのは、その糞尿を肥料とするためであった。馬の糞尿は各戸にある堆

肥場で発酵させ、水田耕作時に利用された。また、馬は、物資の運搬にも利用された。さ

らに、板柳などの遠方へ貸し出して、貸賃を得たり、仔馬を売却したりすることもあった。
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各大字には「ダンチツケ（駄賃付け）」とよばれる馬の運送業者もおり、運賃を取って馬を

他地域に貸しだすときにその馬を運んだり、刈り取ったヨシを運んだりした。 

つまり、牧草採草地は、そうした馬にたいする飼料の需要のために残されていたのであ

る。採草地は水田と同じように個人所有地になっており、夏に刈り取って冬までのあいだ、

乾燥させておく。そして、冬季間の馬の飼料として農家に売りだされた。こうした採草地

や放牧地は、特別な牧草が植えられていたわけではなく、自然に生えていた雑草類が利用

されていた。 

立地の面からいうと、主生業の場で労力のかかる水田は集落のちかくに、そして、あま

り手をかける必要のない採草地は周縁部に位置していたことがわかる。しかし、採草地も

生活のなかで需要のある環境であり、採草地の個人所有者も簡単には水田に改変すること

がなかった41。自然改変の度合が低い採草地・放牧地も、やはり生活環境としての、選択的

な土地利用の形態だといえるだろう。 

水田の内部や用排水路では、コイ（Cyprinus carpio）やナマズ（Silurus asotus）などの漁

撈や食用、釣り餌としてのカワツブ（タニシ類、Bellamya spp.）の採集も行われたというこ

とである。もっとも、漁撈は岩木川本流においてもさかんに行われ、コイ、ナマズのほか

にウグイ（Tribolodon spp.）、ヤツメウナギ（カワヤツメ、Lethenteron japonicum）、モクズガ

ニ（Eriocheir japonicus）などを投網や釣り、ドウによって捕らえられた。また、岩木川に平

行して走り、十三湖にそそぐ鳥谷川や、岩木川の支流である馬鹿川ではフナ（Carassius spp.）

釣りが行われていた。 

これらの漁撈はおもに自家消費のために行われるが、水田内や用水路でとられるドジョ

ウ（Misgurnus anguillicaudatus）、岩木川でとるヤツメウナギは、仲買業者に売ることで現金

収入にもなった。とくに、バケツや針金で作ったドウで行う「ドジョウトリ」は、子ども

や老人の小遣い稼ぎとして行われたという。 

また、1940 年代までは、岩木川や田、用水路の水は「生活用水」42で、飲用水としても

利用された。そして、鳥谷川は豊岡、福浦にとっては交通路としても重要で、下流のヨシ

原や水田へ行き、収穫物をのせて戻ってきた。 

さらに、川は、遊びの場所でもあった。 

 

「フナ釣りしてるんですよ。そしたら向こうからメスのね。ヤンマ。ヤンマが来る

んですよ。で今度は卵もつのに藻にくっつくでしょ。それ見ればね、あっ！あれと

りたいって。水の中飛び込んでね、こう藻、頭つけやって、静かーに。魚釣りどこ

ろでなくて、そのトンボ捕るのに夢中で」43 

                                                  
41 新たな水田の広がりは、採草地にではなく、 下流部の派川沿いにみることができる。それ

らは大字から 8～10km ほども離れた地点である。「ヤチゴヤ（萢小屋）」とよばれる簡易小屋に

寝泊りして水田耕作を行ったという。 
42 2006 年 5 月 3 日の ST 氏への聞き取りより。 
43 2006 年 5 月 4 日の SE 氏への聞き取りより。 
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泳いだり、トンボを捕ったり、時には上流の果樹園から、当時は高価であったリンゴが流

れてきたりといった楽しみをともなった記憶からも、岩木川や鳥谷川が身近なかかわりの

場であったことがわかる。 

官有地となっていた十三湖ではシジミ（ヤマトシジミ、Corbicula japonica）の採集、投網

によるボラ（Mugil cephalus）などの捕獲が行われ、自家消費がなされた。シジミ貝採りは、

春の農作業が終わった後の楽しみであった。 

 

「〔シジミ貝採りには、〕早い話、遊びに行ったんだ。田植え上がりの遊びだやな。

お酒もって行くんだもの」44 

 

シジミ貝は痛くて素足では歩けないほどたくさんおり、リンゴの収穫に使う竹籠に入れ、

その目から通る小さいシジミ貝は逃がし、おおきいものだけを持って帰っていたという。

また、シジミ貝採りは、シジミの産卵期がおわり、痩せてしまう 7 月頃までしか行われな

かった。 

つぎに、堤防内についてである。武田村側を流れる岩木川と、その派川である車力村側

の古川に囲まれた中州は「ナカジマ（中島）」とよばれ、現在に至るまで大部分がヨシ原と

なっていた場所である。このヨシ原は、北部はとくに「ソッジヤチ（卒地ヤチ）」とよばれ、

個人所有地がおおい場所であったという。また南部は「シカムラヤチ（四箇村ヤチ）」とよ

ばれ、田茂木、芦野、長泥、豊岡の 4 大字の大字有地となっていたということだ。 
 

「川の淵〔は〕、みんな土地〔が周囲より〕高いでしょ。それが畑にして。〔そ〕し

て、その奥は、低くなるべ。それがアシ（ヨシ）生いであったもんな。畑〔を〕作

るとこ作って、アシ刈ったとこアシ刈って」45 

 

これは、図 7にも示されるように、自然堤防となって土地の高くなっている場所が畑に利用

されていたという当時の土地利用の様子を示している。 

ナカジマにある畑は、大字による所有がおおかったというが、利用のさいには各戸へ割

り当てられ、各戸ごとに農作物を栽培した。この畑にかんしては自家消費用での栽培がほ

とんどで、ダイコンやダイズ、ジャガイモなど、さまざまな農作物がつくられた。 

また、畑は集落からすると岩木川の対岸に多い。そのため「マブネ（馬舟）」といわれる

馬が 2、3 頭も乗れる舟が大字に何艘かあり、農作物や馬の運搬に使われた。 

 

「岩木川の向こうさ（に）、この畑〔を〕作るだでやな。橋なんもにゃあ（ない）だ。

                                                  
44 2007 年 6 月 23 日の ST 氏への聞き取りより。 
45 2006 年 5 月 3 日の ST 氏からの聞き取りより。 
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渡し舟一つしかなかったで。そして、大根でも、作った場合にえっさ（たくさん）

もってこんばならんでじゃあな。しょって（背負って）くるの大変なとこで、馬さ

（に）〔作物を〕つけて持ってきたもんだよな。それ、何でやったかいえば、馬〔を〕

乗せる舟って、特別な舟〔を〕作ったじゃあな。マブネ」46 
 

マブネは木製で、底が平たく、全長 5-6 間（約 9.1-10.9m）、幅 2.5-3 間（約 4.5-5.5m）で、

ヨシを積んだり、米俵を積んで十三村へ行ったりすることもあった。 

ヨシを刈り取る「カヤ場」として利用されたのは、その後背地となった土地の低い場所

である。このヨシ原の様子は、1925（大正 13）年の掘削工事前にあらわされた、次のよう

な記述からもわかる。 

 

「掘削地は本川と派川古川をもって囲繞された嶋で、周囲は高く、中央部は低地の

ため夏期出水毎に一週間内外湛水し、春秋期の流水豊富の時は絶えず浸水する状態

である」（長尾，1965=1985：183） 

 

中央部のたびたび冠水する低地が、ヨシ原となっていたのである。畑やヨシ原などの土地

利用は、自然的・物理的条件によっても規定されていることがわかる。このように、川向

かいにあるだけではなく、大字の周縁部ともいえる場所に位置するヨシ原は、開拓の手が

まだ届いていない「自然環境」にみえるかもしれない。しかし、このヨシ原はこのような

条件において「しかたなく」ヨシ原であったわけではない。ヨシ原を利用する生活者から

は、自家用と販売用の両方の面から、ヨシ原であることにたいする積極的な意味づけをみ

いだすことができる。 

 

「〔ヨシは当時〕高かったし、〔『ナカジマ』のヨシは〕いいカヤ（ヨシ）だったんじ

ゃうにぃ。かぁ。『ナカジマ』のやつカヤいいくてから全部刈り取った」47 

 

「よい」ヨシというのは、屋根材として良質であることをさしている。ヨシのたかい需要

は前述のとおりだが、屋根材として良質であることは、仲買業者からの入札にとって有利

であるということである。つまり、入札金としておおきな収入源となるということを示し

ている。 

また、ヨシは、農業や林業のように普段から手入れが必要になるわけではない。ヨシの

刈り取りは 11 月から 12 月の農閑期に行われるが、その人為的攪乱がたくまずしてヨシへの

唯一にして適切な管理となっていた。管理の頻度が少なくても問題がないため、水田のよ

うに大字の周辺にある必要はないのである。 

                                                  
46 2006 年 5 月 3 日の TR 氏からの聞き取りより。 
47 2005 年 7 月 3 日の ST 氏からの聞き取りより。 
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また、ヨシ原はヨシを刈るだけではなく、スゲやクゴとよばれるスゲ類（Carex spp.）48

を刈る場所でもあった。スゲ・クゴはムシロ（莚）、スゲガサ（菅笠）、ケラミノ（毛羅蓑）

などの生活用具を作るために刈り取られた。スゲはヨシの刈り取りよりも早い、夏の土用

のころに刈り取りが行われた。しかし、スゲとヨシの刈り取りは空間的に重なる場所で行

われるため、スゲを刈ることで、ヨシの刈り取りができなくなる。 

 

「〔スゲを〕刈る場所はいっぱいあったけんどもな。あったばって、スゲ刈らせれば
．．．．．．．

、

カヤ刈れなくなって
．．．．．．．．．

〔し
．
〕まう

．．
で。カヤ刈ればスゲ刈られねえだでばな、カヤ刈れ

ねばスゲ刈られねべ。スゲだけ 1 本 1 本選んでは刈ることできないばっで。（…中略

…）そういうカヤ〔の〕収穫〔を〕あげるような良い場所は、スゲ
．．

〔を
．
〕刈るの

．．．
〔に

．
〕

ストップ
．．．．

〔を
．
〕かけて刈られねえようする

．．．．．．．．．．．．
や。カヤの悪いとこでスゲ〔を〕刈る。

でまたカヤの悪い土地場ってスゲ〔が〕おっきゃ生いとっただでばな。カヤのいい

ところは、スゲが生えない。（…中略…）あんまりスゲ〔を〕刈られれば、カヤ〔が〕

傷んでまうんで。カヤのほうで
．．．．．．

〔現金
．．

〕収入
．．

〔が
．
〕ある

．．
もんだもの」（傍点は筆者）

49 

 

スゲは、ヨシとトレードオフ関係にあったことがわかる。ヨシは収入源になることから、

スゲの刈り取りは制限されており、それをできる区域は大字によって決められていたので

ある。そして、生活者たちは、同じヨシ原内においても、ヨシ刈りにとって良い場所、悪

い場所50という微細な環境の差異から「カヤ場」、「スゲ刈り場」と土地利用をわけていたの

である。 

また、ヨシ原では、ノアザミ（Cirsium japonicum）、セリ（Oenanthe javanica）などの食用

となる野草の採集も行われた。これらの植物は、先の冬にヨシの刈り取りが行われた、ひ

らけた空間によく生えてきたという。 

 
 
 

                                                  
48 当地では、カサスゲ（C. dispalata）やオオカサスゲ（C. rhynchophysa）のように大型のスゲ類

を「スゲ」、アゼスゲ（C. thunbergii）のように小型のスゲを「クゴ」と呼んでいた。2007 年 10
月 27 日の TK 氏からの聞き取りによると、カサやムシロを編んだりするときは、横にスゲを使

い、縦に細長くてしなやかなクゴを使うといったように、使いわけをしたという。また、クゴも

スゲもおなじような環境に生えていたという。スゲ類は 1970 年代ごろから休耕田の栽培も盛ん

になり、シメナワ（注連縄）作りに使われた（原田，1985）。 
49 2006 年 5 月 3 日の ST 氏からの聞き取りより。 
50 ヨシの刈り取りにとって良い場所ということ一つには、ヨシの被植度が高く、雑草が混ざら

ないということがまず条件だといえる。逆に、ヨシ刈りに悪い場所というのはヨシの被植度が低

いということである。つまり、ヨシ刈りに悪い場所にスゲがたくさん生えているというのは当然

であるといえる。しかし、ヨシとスゲの微細なレベルでのニッチの差については、生態学的研究

の成果が待たれるところである。 
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図 8、岩木川下流部における多様な生業（概念図） 

 
 
 
土地利用と生業活動をまとめると、本地域では、主生業である水田の生産力がそれほど

高くなく、自給的な生活を送る段階において、さまざまな生業活動を組み合わせることに

よって生活を組み立ててきたといえるだろう。そして、それぞれの土地利用は、生業活動

をとおして有機的な連携がなされるとともに、土地利用内部においても複合的に生業活動

がなされていた。たとえば、馬の飼養は、肥料をつくるために田畑耕作に必要であったた

め、採草地も成立した。しかし、馬は肥料のためだけではなく、物資運搬にも利用された

ほか、貸し出しや仔馬の売却による現金収入という、副次的な、あるいは副次的とはいえ

ないような大きな効果を生んでいた。水田における漁撈や畦豆栽培などの生業複合の重要

性が指摘される（安室，2004）ように、本地域においても、それぞれの生業の複合性や連

帯性は、生活条件の幅を広げることにつながっている。 

このような土地利用・生業活動の総体のなかで、ヨシ原も生活に組みこまれていたので

ある。ヨシ原が周縁部に位置しているのは、カヤ場としての利用が冬の刈り取りのみだと

いう、かかわりの時期や頻度といった面から相対的・選択的になされたことだといえる。

また、同じような環境の内部でも、エミックな視点からは、土地利用のさまざまな差異が

認められ、それぞれの利用の中で、生活の条件にかなうものが選択されている。このヨシ

原は、自家利用や現金収入の手段として生活のなかで必要とされてきた。当時のヨシ原は、

高い利用の必要のなかで選択的にヨシ原とされてきた、社会的な環境であったといえる。 
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2-3-3 ヨシ原の所有と利用 

 

ヨシ原は所有形態によって、個人所有地、個人の連名による所有地、大字有地、国有地

などにわけられる。個人所有地については、「田んぼのように」51とたとえられるように、

刈り取ったヨシは、土地所有者が売却したり、自家消費したりと、自由に利用していた。

また、所有地のヨシ原を小作地のように貸しだすこともあった。 

一方、大字有地は、場所や大字ごとに利用するしくみがことなっていた。まず、大字有

地は、大字の自治費用とするために利用されていた。田茂木や長泥の一部のカヤ場では、

大字有のカヤ場では毎戸から人を出して共同作業でヨシを刈り取り、これを「共同刈り」

とよんだ。「共同刈り」で刈り取ったヨシは、仲買業者への入札にかけられた。そうしてヨ

シの売却でえた資金は、集会場や神社の維持費、会議費などの大字の維持費用にあてられ

た。さらに、大字の維持費から差し引いてあまった資金は、各戸に平等に配当された。 

大字有地には、共同作業で刈り取りがなされる場所とは別に、「競争刈り」、「個人刈り」

とよばれる方法でヨシの刈り取りがなされる場所もあった。これは、大字の毎戸から一人

が、決められた日時に競争でヨシを刈り、刈ったものを自分のものにできるという方法で

ある。刈り取ったヨシは、やはり個人の自由処分であった。この刈りかたは、豊島や芦野、

長泥、田茂木などでみられた52。 

これらのように、大字有地のヨシ原は基本的には、大字の自治費用の獲得や、集落民に

よるヨシの利用など、大字の資源として機能していたといえる。 

また、富野では、大字内 10 名ほどが共同所有していたカヤ場において「ヨシを刈る権利」

を大字内で売りだしていた。大字内でヨシを欲しい家は、その「権利」を買っておき、権

利を買った家々が共同作業でヨシを刈り取る。刈り取ったヨシは、売られた「権利」の数

だけの山を作り、くじによりどの家にどの山が当たるかを決めた。富野では 100 戸のうち、

毎年およそ 80 戸が、「権利」を買って、刈り取りに参加していたという。こうしてえられ

たヨシは、個人で売却したり、自家利用したりと、処分は自由であった53。このように、大

字のヨシ原と同じようなはたらきをする個人や連名のヨシ原も存在した。 

さらに、国有地においても、ヨシの刈り取りがなされていた。十三湖岸のヨシ原は「ゴ

ック（五区）のヤチ」とよばれ、田茂木、長泥、芦野、豊岡、福浦の 5 つの大字によって

刈り取りが行われた。十三湖は国有地とされていたが、遠浅の潟になっており、湖内で刈

り取りが行われていた。ここでもいわゆる「競争刈り」で、協議で決定した期日に 5 大字

の人々何百人が集まり一斉に競争で刈り取りを行ったという。刈り取ったヨシは個人の所

有物となった。競争で刈り取るため、「まず丸く囲むように刈って、そのなかを自分の刈る

                                                  
51 2005 年 7 月 3 日の ST 氏への聞き取りより。 
52 2004 年 12 月 15 日の TK 氏、TR 氏、AS 氏、2006 年 7 月 31 日の TB 氏への聞き取りより。 
53 2006 年 5 月 4 日の SE 氏への聞き取りより。 
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場所にする」54など、刈り方も工夫したという。 

十三湖岸の利用をめぐっては、湖をはさんでむかい側に位置する十三村との間で争論が

おこっている。十三湖畔の潟が漸次埋没し、湖水境が北進していたことで、十三村は 1874

（明治 9）年、地租改正時の実測調査によって村境が確定していると主張したのにたいし、

武田村は湖水による村境を主張した。そのため十三村は、武田村・車力村とのあいだで訴

訟をおこした。1898（明治 31）年、村境は変化しないという十三村のいいぶんが、行政裁

判所によってみとめられ、埋没地は十三村の村境内となった。ヨシ原は、十三村の境界内

ということが確定したのである。また、十三湖は国有地であるため、このヨシ原自体はも

ともと国有地である。しかし 1912（大正 2）年に十三村の 35 名が埋没地のアシガヤ払い下

げを青森県に申請して許可されたことにたいし、武田村は、「十三湖岸は古来より五大字の

共有萱生地である」と主張し、取り消し申請を行った。結果、土地自体は国有地として武

田村のものではないにもかかわらず、1929（昭和 4）年青森県知事により、第 39 号地点55

以東は十三村、以西は武田村の占用がみとめられた。十三村占用地も 5 ヵ年間は馬鹿川以

東 41 号までを１ヵ年 200 円で十三村より武田村に刈り取らせることという条件もついた

（成田 編，1965：425-433）。こうして存続することとなったヨシの刈り取りは、国営事業

により干拓が行われた 1945 年ころまでつづけられた。 

また、「ゴックのヤチ」の南に位置する内潟沼では、豊岡、福浦による刈り取りがなされ

た。こちらも国有地ではあるのだが、境界をつけて配分し、個人ごとの刈り取りや利用が

なされていた。また、中里などからしばしばヨシを刈りに来る者がおり、「しょっちゅうけ

んかしておった」56という。豊岡は戦前まではナカジマにもヨシ原をもっており、そこでは

大字の維持費にあてる「共同刈り」が行われた。内潟沼も国営干拓事業が行われた 1950 年

代に干拓され、水田に変えられている。 

これらのように、武田地区には、さまざまな所有形態・利用形態のヨシ原が存在してい

たことがわかる。自家消費の需要がおおい当時においては、やはり、「個人刈り」などのよ

うに、ヨシを自由処分できる刈り取り方式がおおくみられた。その一方で、長泥や田茂木

のように刈り取り場所をおおくもつ大字では、「共同刈り」のように大字の維持費用にあて

るヨシ原を設けるなど、利用の分散も行っていた。 

また、国有地の利用は、国の施策によっておおきな影響をうけた。十三湖、内潟沼のヨ

シ原は、国営の干拓事業によりうしなわれた。これは、干拓事業により、水田が増反配分

になる、用水・排水の整備により水田の生産性の向上が期待できるといった、武田の人々

にとってのメリットがおおきかったからである、といえるだろう。しかし一方では、十三

湖が干拓されたときにヨシ原がなくなることで、反対や意見はおきなかったのかとの質問

にたいして、 

                                                  
54 2004 年 12 月 15 日の TK 氏への聞き取りより。 
55 詳しい地点は資料不足のため不明である。 
56 2006 年 7 月 31 日の OB 氏への聞き取りより。 
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「〔武田地区の 5 大字は、ゴックのヤチで〕カヤ
．．

〔を
．
〕刈る権利は

．．．．．
、
．
もってはる
．．．．．

んだ

けども、土地そのものの権利はねぇ
．．．．．．．．．．．．

んだもの。官地（官有地＝国有地）〔で〕、十三

潟の土地だ、とおもう。だから、土地そのものは所有権、全然ないとおもうよ。た

だアシガヤ〔を〕刈る権利だけ〔は〕、なんかのあれで確保したとおもうよ」（傍点

は筆者）57 

 

といわれるように、ヨシの「利用権」は、国の「所有権」に対抗する力には、ならなかっ

たことがうかがえる。その一方では、 

 

「潟〔が〕埋まって、カヤ〔が〕おがれば（生えれば）、武田のヤチになったもんな。

カヤ〔が〕3 本おがれば、武田のヤチだって〔言っていた〕」58 

 

と、ヨシ原である限りは、利用へのつよい主張がなされたこととは対照的に、環境が改変

されることにたいする決定権について、武田地区の人々が主張することはなかった。それ

ぞれの社会的条件をもつさまざまなヨシ原とかかわりをもつなかで「所有権」と「利用権」

を明確に区別して語られることは、武田地区の人々の環境利用が、それらを認識しながら

行われていたことを物語る。そして、所有者である国の施策にはしたがいながら、ヨシ原

であるかぎりにおいて利用を継続してきたのである。 

 
 
2-4 河川敷内ヨシ原の成立 

 

 

2-4-1 堤防内河川敷の買収と新堤の造成 

 

岩木川は、近代に入ってもたびたび氾濫し、堤防の決壊によって被害をもたらした。武

田村でも、「雨〔が〕3 粒降れば川がいがる（洪水になる）」59といわれたほど、頻繁に洪水

がおこった。とくに、治水工事がはじまっていた 1935 年におこった水害は、岩木川の流域

に甚大な被害をおよぼし、岩木川全体で水稲被害面積 30,002 町、被害戸数 58,882 戸に達し

た。武田村でも 877 町（約 877ha）の被害がでた（東奥日報社，1935：21-23）。こうした水

害にたいして、武田地区の各大字では、 

 

                                                  
57 2005 年 7 月 3 日の ST 氏への聞き取りより。 
58 2006 年 5 月 3 日の TY 氏への聞き取りより。 
59 2005 年 8 月 16 日の TK 氏への聞き取りより。 
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図 9、1958（昭和 33）年 9 月の長泥地区の洪水の写真 

（http://www.thr.mlit.go.jp/aomori/river/iwaki/panel.html、閲覧：2008 年 11 月 25 日） 

 

 

 

「武田のヤズ（湿地帯）〔は〕、まず雨〔が〕ちょっと降れば、〔降水量が〕120mm行

くかでも、こっちさ（こっちへ）〔水が〕来るんだよ。そのときは、建設省でどうに

もならにゃ、堤防〔が〕切れる、さあ部落で半鐘〔を〕ついて、今のようにサイレ

ンでないし、全部各部落のあれで、袋っていうものを全部持って、今度土〔を〕積

めてぁ、塞ぐんだよ。土手〔を〕」60 

 

と、洪水のたびに防災作業にあたってきた。 

1909（明治 42）年、岩木川沿い 1 市 4 郡の関係町村は、「岩木川改修期成同盟会」を設立

し、岩木川改修の請願書を政府および両院に提出した。それにより 1918（大正 7）年、岩

木川改修事業が貴族院によって可決され、内務省管轄の「岩木川改修事務所」がもうけら

れた。岩木川改修事業の柱であったのが、堤防の増築あるいは改築である。そのために、

岩木川改修事務所とともに開設された「土地収用事務所」は、築堤予定地およびその河川

敷地の土地収用を行った。 

武田村においても、1922（大正 11）年の田茂木をかわきりに、築堤のための土地収用が

進められた61。長泥では 1923（大正 12）年から 1925（大正 14）年まで、3 回にわたって土

地買収が行われたが、そのなかには宅地 7 町 5 反（約 7.4ha）がふくまれており、1924（大

                                                  
60 2005 年 7 月 4 日の NK 氏への聞き取りより。 
61 武田村関係では 1922（大正 11）年に田茂木、1923 年に田茂木、長泥、1924 年に、田茂木、

長泥、1925 年 3 月に長泥、同年 12 月に田茂木、1928（昭和 3 年）に、豊島、芦野、1930 年に田

茂木、1933 年に富野、田茂木、1937 年に田茂木、1939 年に田茂木の買収が行なわれた。1952（昭

和 37）年現在、宅地 87.012 反（約 8.6ha）、田 1,560.310 反（154.7ha）、畑 224.400 反（約 22.2ha）、
その他 1,568.308 反（155.5ha）が買収されている。 
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正 13）年からは建物の移転協議が行われた。この結果、長泥の住民は、現在の長泥と若宮62

の位置に移転した63。その他の大字でも、水田や畑として利用していた土地が買収され、こ

れまでの利用がなされなくなった。 

土地収用が進められるとともに、築堤用土の掘削・新堤防の築堤が行われた。掘削・築

堤工事は、軟弱地盤では人力・畜力によってすすめられた一方、バケット式短梯掘削機（蒸

気機関 50t）、運搬機（蒸気機関 20t）、土運車（30 両編成）といった大型機械も導入された

（東北建設協会，1999：219）。これらの機械導入にあたって、「工事箇所は大部分萢地で著

しく軟弱のため、線路敷設に当り雑粗朶及び葦萱を下敷とし
．．．．．．．

、その上に硬土を盛って道床

を造り…」（傍点は引用者）（長尾，1965=1985：184）とされるように、ヨシが大量に利用

された。そのため買収されたヨシ原では、改修事務所により直営採集を行って工事用のヨ

シを確保してきた。武田側の要望で 1943（昭和 18）年からは、ヨシの刈り取りが武田村民

の手によって行われることとなったが、改修事務所は必要数量を供給させていた（長尾，

1965=1985：274）。 

築堤もまた、1924（大正 13）年の長泥をかわきりにすすめられた。1935（昭和 10）年に

は、想定水量をうわまわる大洪水がおき、計画のみなおしとともに、河道拡幅のために「ナ

カジマ」の土地収用もすすめられた。1937（昭和 12）年には土地収用事務所によって、751.426

反（約 74.5ha）が買収され、工事が開始された（長尾，1965=1985：274）。また、左岸・車

力村側の堤防造成が行われる過程では、1929（昭和 4）年の下車力築堤工事のさいに、ナカ

ジマを囲んでいた岩木川の支流、古川の四ヵ所への土砂搬入によって分断され、車力村側

と陸つづきになった。 

土地収用と新堤防の造成により、堤防や河川敷が河川管理者である国の所有地であると

いう、現在の河川所有形態がつくられていった。これらの事業は戦後もひきつづき行われ、

1949（昭和 24）年に武田村内の堤防は一応の竣工をみた。しかし、もとは湿地帯であった

当地の軟弱な地盤では、堤防が今も沈下しているといわれ、「堤防は完成せず、今も見回り・

保護をしている」64という。 

 

 

2-4-2 武田岩木川改修堤防保護組合の設立 

 

岩木川改修事務所は、改修工事の進展にともない、堤防の竣工した部分から、堤防の保

                                                  
62 若宮ははじめ下長泥と称していたが、戦後、若宮と改称し、中里町（当時）の大字となった。 
63 1928 年（昭和 3）年には、いわゆる「長泥部落移転問題」が起こっている。長泥の移転後、

買収地において移転者 21 名が小屋がけ、12 名が水田耕作を行い、耕作権の買収、職業の保障、

移転地の保障、移転料の下付け、住宅の保障を岩木川改修事務所、仙台土木出張所に陳情した。

これは工事進行とともに自然解消したとされるが、この地での水田の耕作は一部、1970 年代ま

で続けられている。 
64 2005 年 12 月 15 日の AS 氏らへの聞き取りより。 
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護や洪水のさいに水防作業を行うという目的をもって、川沿い 15 ヵ町村の地区ごとに堤防

保護組合の設立を奨励した65。それに応じて、新堤防築堤以前から、堤防管理や防水作業を

行っていたという武田村においても、1937（昭和 12）年に「武田岩木川改修堤防保護組合」

（以下、武田堤防組合と略称）が設立された。武田堤防組合は、岩木川沿いの大字である、

豊島、富野、芦野、田茂木、長泥、若宮の 6 大字をもって発足された。6 大字では、原則的

に武田堤防組合に全戸加盟することとなっている。 

その後、日中戦争が進展するとともに、1939（昭和 14）年ころの食料不足をきっかけに

として河川敷地の利用が黙認されるようになるなど管理体制がゆるんだ。こうして各地の

堤防保護組合のなかには、戦中戦後に解体したものもあったが、武田堤防組合は現在まで

存続しており、草刈除草などの堤防管理を行っている66。 

 

 

2-4-3 堤防内のヨシ原への遷移 

 

岩木川改修事務所による武田村における土地収用は、全買収地 3,440.030 反（約 341.16ha）

のうち宅地 87.012 反（約 8.6ha）、田 1,560.310 反（約 154.7ha）、畑 224.400 反（約 22.2ha）

である。つまり、買収前は約半分が宅地や田畑として利用されていた場所である。これら

の土地は買収後、戦前は内務省、戦後は建設省管轄の治水管理地となった。その結果、戦

中の混乱期や長泥の買収地の一部を除いて、堤防内の田畑は放棄せざるをえなくなり、ヨ

シ原への遷移がすすんだ。 

買収の結果、岩木川堤防内の河川敷は国有地となり、そのほとんどがヨシ原となったが、

このヨシ原について、武田堤防組合は、1943（昭和 18）年には岩木川改修工事事務所にた

いして、河川敷内でのヨシの刈り取りを認めることを要望している（長尾，1965=1985：274）。

この要望は河川敷の占用手続きのような公式な手続きによるものではないが、武田堤防組

合によるヨシの刈り取りという河川敷の利用は、このころから始まった。 

実際の河川敷の利用では、堤防内は大字の単位で境界をつけられ、区切られた。買収前

に大字の所有地であったヨシ原は、そのままの境界で、大字による刈り取りがなされた。

また、個人所有地であった宅地や田畑の跡地は、ヨシ原への遷移後、個人の所属する大字

の刈り取り地として、境界がつけられて利用されるようになった。ナカジマの一部では、

田茂木、長泥の両集落民の個人所有地であった場所が混在していたために、元所有者たち

による共同のカヤ場となっていた。しかし、1947（昭和 22）年ころ、田茂木は、元所有者

だけでの共同利用から、集落全体での共同利用にしようとしたことから、田茂木、長泥両

集落の間で、争論が起こった。結局、両大字で刈り取りのさいに使う「鎌の数」によって

                                                  
65 岩木川改修堤防保護組合には 14 条からなる規約が定められている。その内容は、堤防保護作

業（草刈、土竜穴などの修復）の回数や方法、洪水に際して水防の方法などである。 
66 現在も存続する堤防保護組合としては、ほかに神原

かんばら

、蒔田
ま き た

、藻
も

川
がわ

、田川
た が わ

、鶴ヶ岡
つるがおか

などがある。 
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田茂木分と長泥分の境界をつけることによって解決した67。こうして、この元個人所有の共

同のカヤ場は、境界がつけられて、大字ごとのカヤ場となったのである。 

ナカジマのヨシ原では、所有権が国に移ってからも、元所有者によって利用がつづけら

れてきた。しかし、元個人所有地では、田茂木の大字による「共同利用」という論理によ

って、長泥の元所有者の個人的な利用が排除されようとした。そして、その排除に対抗す

る長泥の論理もやはり「共同利用」であった。水田跡地や集落跡地を含む元個人所有地の

ほとんどは、ヨシ原として利用されるさいに、大字ごとの境界づけがなされるようになっ

たのである。 

ただし、大字ごとの境界の内部では、ナカジマにおける田茂木のカヤ場のように、刈る

権利地を各戸ごとに分割して個人利用のようなかたちがとられたり、班ごとに区切っての

「競争刈り」が行われたりと、利用の形態は多様であった。 

 
 
2-5 戦後のヨシの価値上昇 

 

太平洋戦争後は、とくにヨシの需要が高い時期がつづいた。ひきつづき屋根葺き用とし

ての需要は津軽一円にあったが、さらに、1950 年ころからは愛知県、千葉県、静岡県、三

重県などに、ノリズ（海苔簀）の需要が増加することになった。ノリズは、海苔の製造に

使うヨシズである。ノリズ用のヨシの特徴は、夏、まだ青いうちに刈り取りがなされるこ

と、高さ 1-1.5 m でほそめのものが好まれることである。そのため、水路端や小川の淵など

に生える、屋根に向かないようなヨシが選択的に刈り取られた。ノリズ用に刈られたヨシ

は入札にかけられたり、商店に集められたりしたが、1 尺 5 寸（約 45.5cm）の紐でゆわいて

一束 600-1000 円という高値で取引きされたため、どこの家でも副収入としてヨシをあつめ

た。青草で刈り取られるノリズ用のヨシは乾燥が重要で、天日で丹念に行うため、どこの

家の屋根の上にも並べられていたという。仲買業者によって集められたヨシは、貨車で愛

知や千葉などのノリズ製造業者のもとへ運ばれた。 
田茂木では、「イッタンブ（一反歩）ヤチ」においてノリズ用のヨシが刈り取られるよう

になった。このヨシ原は、岩木川・三本川沿いにあり、水田であったが、買収されて国有

地となった場所である。ここで刈り取られるヨシは、ほそくてみじかく、屋根のヨシとし

ては不向きで「クズガヤ」とよばれるようなものであったが、ノリズ用としては適したも

のであった。刈り取りは、班ごとに場所を区切っての「競争刈り」で、個々が乾燥させた

うえで仲買業者に売却した。 

またこのころ、ナカジマヤチでは、夏にノリズ用のヨシや自家消費用のスゲが勝手に刈

られてしまい、冬に屋根用のヨシの刈り取りに支障がでた。ナカジマのヨシは、このとき

もやはり屋根葺き用のヨシとしての利用価値・販売価値が高く、冬に刈り取りを行う必要

                                                  
67 2005 年 7 月 3 日の ST 氏からの聞き取りより。 
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があった。そのため田茂木、長泥、芦野の 3 大字では、「ヤチマモリ（萢守り）」とよばれ

るヨシ原の警備を雇うこともあった。この背景には、後述する十三湖干拓事業により、す

でにこのころは、十三湖岸のヨシ原での刈り取りがなされなくなっていたという、利用で

きるヨシ原の減少も関係している。 

一方で、金銭的な価値が増大するなかで、大字所有の「共同刈り」が行われるヨシ原が

はたしていた、大字の維持費を生みだすという機能が重視されはじめた。長泥では、集落

の「共同刈り」によってえられた収入が、大字の維持経費に必要な額をおおきく上回り、

維持費を超えた資金が毎戸に平等配分されたが、その額は 1955（昭和 30）年ごろで 1 戸に

つき約 8 万円にもなったという68。 

 

 

2-6 昭和アシガヤ紛争とヨシ原への環境観 

 

 

2-6-1 紛争の経緯 

 

ノリズの需要が増え、ヨシの経済的な価値が高まるなか、1951（昭和 26）年、武田村と

車力村のあいだで「昭和アシガヤ紛争」とよばれるナカジマヤチでのヨシの刈り取りをめ

ぐる争いがおこった。ナカジマヤチは先述のように、1929（昭和 4）年の下車力
したしゃりき

築堤工事の

さい、古川の四ヵ所に土砂搬入によって分断され、車力村側と陸続きになっていた。それ

にたいして武田村からは岩木川をはさんで向かいにあたるため、舟によって渡らなくては

ならない場所である。ナカジマ自体は、武田村の田茂木、長泥、芦野などの集落有地、個

人有地であったが、1938（昭和 12）年、土地収用事務所によって買収され、国有地となっ

ている69。 

1948（昭和 23）年、岩木川左岸の車力村、稲垣
いながき

村、十三
じゅうさん

村、館
たて

岡
おか

村の 4 ヵ村の有志 652
名は県の畜産振興策に便乗して、西新田畜産農業協同組合（以下、西畜産農協と略）を設

立した。この西畜産農協は、1951（昭和 26）年、青森県知事にたいしてナカジマを放牧地

として「河川敷地占用、工作物設置願出」を行った。しかし、この背景には愛知県のヨシ

ズ加工農業協同組合がヨシズ工品用材料としてヨシを高値で取引きしようとするうごきが

あったためだとされている（長尾，1965=1985：275）。 

                                                  
68 2005 年 7 月 3 日の ST 氏への聞き取りより。 
69 ナカジマの買収については、「昭和 10 年（1935）大洪水のため、岩木川の川幅を広げる必要

が生じ、昭和 12 年（1937）武田村（現中里町）大字田茂木字若緑地内の俗称中島萢約 1,000 反

のうち、区有原野 294.9 反（約 29.2ha）、個人有原野 441.722 反（約 43.8ha）、畑 15.028 反（約 1.5ha）、
田 5 畝（約 5a）、関係者 67 名、合計 751.426 反（約 74.5ha）を買収し工事を施工した」（原文は

漢数字）とある（長尾，1965=1985：274）。つまり、ナカジマのすべての土地が買収されたわけ

ではなく、武田村側の集落有地や個人有地は残されている。 
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年 月 日 事     柄 

1950 年 10 月 8 日 
西新田畜産農業協同組合が青森県にたいしてナカジマヤチでの「岩木川河

川敷地占用工作物設置願」を提出（中：433-434） 

10 月 10 日 
武田村岩木川改修堤防保護組合が青森県にたいして「河川敷地占用願」を

提出し、西新田畜産農協と競願に（中：434） 

1951 年 11 月 22 日 
武田堤防組合と西新田畜産組合が、岩木川堤防をはさんで対峙し、小競り

合い（東：11 月 22 日夕刊、陸：11 月 23 日） 

12 月 7 日 

「武田村で刈ったアシガヤ 7 万把のうち 5 万把を車力村へ渡す、上流 3 分の

1 は車力側、下流 3 分の 2 を武田側で使用する」という県の調停案を、武田

堤防組合が正式に拒否（東：12 月 9 日） 

1952 年 5 月 27 日 
建設省がナカジマヤチに「工事の都合上利用を禁ずる」との立札を建てる

（中：436） 

7 月 31 日 
武田堤防組合が、国を相手取り、青森地方裁判所に、「アシガヤ等刈取り権

の存在並びに妨害排除請求」（中：436-437） 

10 月 24 日 

武田堤防組合が、国と西新田畜産農協にたいして、青森地方裁判所に、

「アシガヤ等刈取りにつき仮の地位（妨害排除）を定むる仮処分命令申請」

（中：437-438、東：10 月 25 日） 

11 月 4 日 

青森地方裁判所が仮処分を許可し、執行吏らがナカジマヤチに国及び西

新田農協がアシガヤ刈り取りを妨害してはならない旨の公示札を建てる（東：

11 月 8 日） 

11 月 
武田堤防組合側による平穏なヨシ刈り取りが行われる（東：11 月 29 日、陸：

11 月 29 日） 

1954 年 9 月 22 日 
西新田畜産農協が青森地方裁判所五所川原支部に「アシガヤ刈取り仮処

分命令申請」（中：439） 

10 月 5 日 
西新田畜産農協の仮処分命令にたいし、武田堤防組合が、仮処分取り消し

の申し立て（中：439） 

10 月 6 日 裁判所が西新田畜産農協の仮処分を取り消し（中：440） 

11 月 17 日 
武田堤防組合側の刈り取りにたいして西新田畜産農協が妨害に入り、流血

寸前のつかみ合いに発展（東：11 月 18 日） 

11 月 22 日 
青森県知事より正式に「武田堤防組合側にアシガヤ刈り取りの既得権があ

り」との裁定が下される（中：442、東：11 月 24 日、陸：11 月 24 日） 

 武田堤防組合側によるヨシの刈り取り 

表 2、昭和アシガヤ紛争年表 

＊ （ ）内、「中」は『中里町誌』（成田 編，1965）、「東」は『東奥日報』、「陸」は『陸

奥新報』をさす。 
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とくに、この時代には、ヨシ産業が好景気をむかえ、岩木川下流全体で総額 10,000,000

円の収入がみこまれる70など、ヨシの金銭的価値はさらに増大していた。 

青森県はこれにたいして右岸の武田村側に意見を徴したが、このさい武田村は西畜産農

協の河川敷占用を拒絶し、武田村側も採草地としての河川敷地占用願をだしたため、ナカ

ジマヤチの占用をめぐった競願となった。そのうちにヨシの刈り取り時期となり、11 月 21

日、例年のとおり刈り取りを行おうとした武田村田茂木、長泥両大字の約 180 名と、それ

をとめようとした車力村側約 200 名のあいだで紛争がおこり、国警の非常出動によって鎮

められるという事態となった71。金木警察署の調停によって、ひとまずは土地買収の縁故者

である武田村側に刈り取らせることになり、大字の共同刈りによって 26 日には無事作業を

完了した。 

青森県は、武田堤防組合、西畜産農協両組合の代表者を青森市に招聘し、調停案を提示

した。その調停案の内容は、第 1 に、武田村が刈り取ったヨシ 70,000 把のうち 5,000 把を、

県をとおして車力側へわたすこと、第 2 に、土地はナカジマの上流 3 分の 1 は車力側で、

下流 3 分の 2 は武田側で使用すること、第 3 に、調停案にしたがうよう極力組合員に納得

させるべく努力することであった。しかし、武田村側にとっては、これまで全部使用して

いた土地 80 町 5 反歩（約 80.5ha）から、未買収地の田茂木、芦野、長泥、福浦の集落有地

およそ 20 町（約 20ha）をのぞいたものの 3 分の 1 をうしなうことになるので、反対が強固

であり協定には、いたらなかった72。 

翌年の 1952（昭和 27）年 6 月、岩木川工事事務所は、係争地に「工事の都合上利用を禁

ずる」との立札を設置し、武田側と車力側両者の立ち入りを禁じたため、武田堤防組合は 7

月 30 日、国を相手に民事訴訟を起こした。このときの武田村側の主張をまとめると、 

 

「(1) 村民の死活問題であり、先祖代々田畑に次ぐ唯一の生活資源
．．．．．．．．．．．．．．．．

として今日まで愛

顧し来たったものも水泡に帰し、村民の生活権を脅かされることになる 

(2) 河川法施行規程第 9 条73により縁故者に権利がある
．．．．．．．．．

ため、当然武田村組合に許

可せらるべきものであり、何等縁故関係のない西新田組合に許可せらるべきもので

はない 

(3) 本件土地に生立するアシガヤ（ヨシ）については、武田村側のみが正当なる刈
．．．．．．．．．．．．

                                                  
70 1951 年 12 月 15 日の『東奥日報』より。 
71 1951（昭和 26）年 11 月 23 日の『東奥日報』より。 
72 1951（昭和 26）年 11 月 28 日の『東奥日報』、『岩木川物語』（長尾，1965=1985：275）より。 
73 「河川法施行規程」（1896 年 6 月、勅令第 236 号）第 9 条には、「河川法施行前に私人の所有

権を認めたる河川の敷地にして荒地にあらざるものは、従前の所有者もしくはその相続人の請求

により府県知事は公益を妨げざるかぎりにおいて、その占用を許可すべし（原文は旧字体・カタ

カナ書き）」とある。なお、これは「河川法施行法」（1964 年、法律第 168 号、1999 年改正）第

19 条に「第 4 条の規定により国に帰属した旧法による河川敷地等の占用に関しては、河川法施

行規程第 9 条及び第 10 条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定

中「都道府県知事」又は「都道府県」とあるのは、一級河川については、『国土交通大臣』又は

『国』とする」とあり、現在もいきている。 
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取り権利
．．．．

者であって、西新田畜産農業協同組合は勿論のこと、例え、土地管理者た

る国（建設省）といえどもみだりに拒むことはできない」（傍点は引用者）（成田 編，

1965：436-437） 

 

というものであった。この訴訟は、裁判所の仲介によって武田村側と国とのあいだで和解

が行われ、取り下げとなった。また、武田側は「国および西新田組合（西畜産農協）は、

武田村側が中島地区国有原野上に生育する葦萱を刈り取ることを妨害してはならない」と

の仮処分申請を同年 10 月 27 日に青森地方裁判所へ提出した。これは、西畜産農協との協

議の結果、保証金 20 万円を供託することを条件に許可された。 

武田村側は、1952（昭和 27）年の刈り取りを 11 月 27 日から行ったが、昨年のような紛

争をさけるために金木署、木造署の警官による警備の中で行われた。こうして、12 月 1 日

には田茂木が、2 日には芦野、長泥も刈り取り、運搬作業を無事におえた74。さらに翌年の

1953（昭和 28）年も平穏に刈り取りを行った。 

しかし、1954（昭和 29）年、9 月 22 日に西畜産農協が、ヨシによる河川流水の疎通の阻

害を防ぐこと75と牧草地確保を理由として、ヨシの刈り取りの仮処分申請を行い、武田堤防

組合もこの仮処分の取り消しを申請したため、紛争が再燃した。11 月 17 日の武田村側の刈

り取りでは、車力側の 130 名が集まってサイレンを鳴らして武田側に詰め寄った76。警察官

のとりしずめによってことなきをえたが、建設省津軽工事事務所は、両組合の代表者にた

いして、国有地内のヨシの刈り取りを禁止させるが、武田村側の未買収地約 20 町（約 20ha）

の刈り取りはさしつかえないと伝え、両者も了承した。 

そしてその後、県土木部長が建設省との打ち合わせにより同年 11 月 21 日、青森県知事津

島文治は、武田堤防組合にたいして、ヨシの採集許可をあたえた。これは、「昭和 12 年内

務省に買収されるまでは武田村民の所有で同村が刈りとりをつづけていた」77という武田村

所有地買収の「縁故」によったものである（長尾，[1965] 1985：276）。西畜産農協側には刈

り取り不許可を与えたので、これにより係争は結了した。 

この「昭和アシガヤ紛争」の結果、これまで岩木川工事事務所との内々の了承によって

行っていたヨシの刈り取りにおいて、「河川生産物」ということで、毎年の採取許可が必要

                                                  
74 1952（昭和 27）年 12 月 2 日の『東奥日報』より。 
75 「ヨシが河川流水の疎通を阻害する」というのは、西畜産農協側からの主張として 1951（昭

和 26）年の係争初期から聞かれるものである（成田 編，1965：435）。下車力集落での聞き取り

でも、「ヨシ原は水はけが悪いため、牧場にしたかった。ヨシを売ろうとはあまり考えていなか

った（2005 年 5 月 4 日の下車力集落某氏への聞き取りより）。」という。西地区産農協側の主張

は、国有地河川敷の本来の目的である「治水」のための管理に主眼が向けられており、武田堤防

組合の主張する「慣行」や「長年の愛顧」といった主張に対する論理として注目される。これに

対し武田堤防組合は、「〔ヨシは〕出水のときには水に押し伏せられてしまうから、なんら水の流

れをせき止めることはないものだ（1951 年 11 月 28 日の『東奥日報』より）。」と反論し、治水

面での問題はないと、あくまで「慣行」による利用の正当性という論理を展開している。 
76 1954（昭和 29）年 11 月 18 日の『東奥日報』より。 
77 1954（昭和 29）年 11 月 23 日の『陸奥新報』より。 
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になった。これにより、刈り取りのおよぶ範囲が明示化され、武田堤防組合としての権利

の外延が確定した。また、この外延の確定には、紛争をつうじて他者の存在が想定されて

いる。 

 

「今になったら、なんか〔本来は〕ずうっとこっち（左岸の大字豊富）だな。境界

がな。この原っぱが、当時家（大字豊富）のほうで刈った原っぱが全部この向こう

のほうで。ずっと田茂木のほうにはいってきて。そんで、範囲狭まった
．．．．．．

なあとおも

ってるけんども、その〔昭和アシガヤ〕紛争のおかげで、今度はこっち（豊富集落

をはじめとする車力側
．．．

）は損した
．．．．

わけや」（傍点は筆者）78 

 

そしてもともと、武田側の刈り取りのおよぶ外延は、古川の分断などにより、あいまい

になっていた。 

 

「〔現在のナカジマには、〕車力の土地の何ぼかあるんだはんでな」79「あったはずだ。

あったはずだということはさ、北郡と西郡の境界が旧岩木川が境界線だったはんで

さ。今でも、今の岩木川も境界線になってるけれども、旧岩木川が北郡と西郡の境

界線だったんずや。だとこで、今現在みれば、下車力の土地も武田さいっぱい入っ
．．．．．．．．．．．．．．．．

てきてる
．．．．

はずや。今現在でも直ってねえんだべや」（傍点は筆者）80 

 

土地所有はもともと、大字、または個人で行っていたものであり、縁故があるのは、旧

土地所有者である大字、個人のはずである。しかし、この紛争において土地所有の縁故と

いう論理は、武田堤防組合または武田村という規模に拡大されている。そして、これによ

りあいまいな範囲をふくみこみながら、武田堤防組合として、刈り取りの及ぶ範囲の外延

を確定させてきたのである。 

 

 

2-6-2 生活権としてのヨシの刈り取り 

 

この「昭和アシガヤ紛争」は、武田堤防組合のもつヨシ原にたいする環境観を理解する

うえで重要な要素を含んでいる。さきにのべたように、武田堤防組合は、「アシガヤ刈り取

り権」を主張する根拠として、「土地への縁故｣と｢生活権｣をあげた。武田堤防組合は、こ

のヨシ原がいかなる縁故関係にあるとみなし、生活とどう関係しているのかを、これまで

の記述とあわせて考察してみたい。 

                                                  
78 2006 年 5 月 4 日の HS 氏への聞き取りより。 
79 2006 年 5 月 3 日の TR 氏への聞き取りより。 
80 2006 年 5 月 3 日の ST 氏への聞き取りより。 
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まず、武田堤防組合が主張した「生活権」についてあきらかにしてみたい。当時の新聞

記事は、生活の様子を次のように記している。 

 

「武田村の産出物は大部分は玄米である。この作付反別は 981 町歩に及び収穫 11,160

石、334,800 円である。特殊産物とされているのは十三湖付近の広大なる原野から生

ずる萱である。原野約 500 町で萱の産額年 25,000 円に達し、西北郡を始め萱屋根の

材料は主としてこの地から産出するものである。畑作物は自家用に供する程度のも

のである」81 

 

本章は、武田地区の生活・土地利用について描いてきたが、これをふりかえってみよう。

この新聞記事にもあるように、武田地区の主生業は米作で、作付面積もおおきかった。た

だし、水田のおおくは「腰切田」とよばれる排水不良の水田で、反収は、場所によっては

現在の半分かそれ以下の 5、6 俵ほどであった。また、自給的な生業としては、新聞記事に

ある畑作のほかに、漁撈が行われた。 

こうした環境利用のなかで、湿地帯のヨシ原は、生活にとっておおきな意味をもってい

た。とくに、｢昭和アシガヤ紛争｣当時、係争地となった「ナカジマヤチ」のヨシは、良質

な屋根葺き用のヨシの産地であった。ヨシの需要は青森や弘前などの都市を中心として津

軽地方一円にあった。ここで「特殊産物」と記されている萱（ヨシ）は、武田堤防組合に

とって 11 月から 12 月の農閑期のおおきな副収入となっていたのである。 

さきにみたとおり係争地の「ナカジマヤチ」は、おもに各大字の所有地で、大字総出の

共同作業でヨシが刈り取られた。ヨシは、刈り取り作業の参加者に平等に分配され、個人

裁量で利用が行われる大字もあれば、大字全体で売却されて集会場や神社の維持費、会議

費などの自治費用にあてられる大字もあった。また、ヨシは、販売用だけではなく、すだ

れ、雪囲い、風除け、苗代、燃料、屋根葺き用として自家消費用にもおおく利用された。

とくに屋根葺きのさいにはおおくのヨシが必要となった。 

ヨシの利用は、複合的に行われるおおくの生業とのあいだでのバランスによって行われ

てきており、各大字は、このなかで、総合的に環境にたいする判断を行っていた。関礼子

は、こうした生業複合が行われることによって、生活者の意識のなかに空間的結合をうむ

ことを論じている（関，2003）。ヨシ原の重要性は、さまざまな環境利用のなかで主張され

たのである。つまり、ヨシ原の利用をつづけることの切実性は、こうした環境にたいする

総合的な理解のなかからうまれてきたもので、「昭和アシガヤ紛争」で主張されたヨシ原に

たいする「生活権」には、この切実さがおおきく関係しているのである。 

 

 

 

                                                  
81 1926 年 12 月 21 日の『東奥日報』より。 
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2-6-3 土地にたいする総有意識 

 

また、生活権とともに主張されたのは、ヨシ原のある河川敷への「縁故」である。先述

のとおり、武田地区では、治水事業によって 1922 年から 1939 年まで土地収用が進められ、

1924 年から 1949 年にかけては順次新堤防が造成された。こうして、もともとは大字有地、

個人有地であった堤防・河川敷の土地が国の所有となっていった。もともとの村有地や住

居・田畑跡では、土地への縁故から、治水上の問題がない範囲で利用が黙認されており、

買収当時の所有者であったことが、西新田畜産農業協同組合に優先してヨシ原を利用する

根拠として主張されたのである。そして、これは表向きには、河川法施行規程第 9 条の国

の買収地は、公益を妨げない範囲内で買収当時の所有者、またはその相続人に占用許可を

与える、という法的根拠をもって説明される82。 

しかし、武田堤防組合が「縁故がある」と語るなかには、土地を所有していたというこ

とだけではなく、土地の管理を集団的に行ってきたこともふくまれている。武田地区は河

川からおおくの資源を獲得するいっぽうで、もともとの氾濫原のため、水害のリスクをま

ぬがれなかった。岩木川では明治・大正期の 59 年間だけでも 38 回もの洪水が記録されて

いる（長尾，1965=1985：76-80）。河川行政の進展のなかでも、武田堤防組合にとって堤防

管理は、生活環境を保全するために重要であり、各大字では旧堤防時代から堤防の草刈り

や洪水時の出動を自治的に行ってきた。大字の人々にとっては堤防を自治的・ボランティ

ア的に管理してきたことは、内務省による河川敷の買収後も大字がヨシの刈り取りを許可

される 大の根拠ともされている。昔から堤防を管理してきたから、ヨシを刈り取る権利

が認めらた、という語りは、武田地区では異口同音で聞かれる。 

 

                                                  
82 そして、「縁故」という用語は、次のような法律から使用された用語だとおもわれる。まず、

「国有林野の管理経営に関する法律」（1961 年、法律第 246 号、2006 年改正）第 8 条には「国

有林野を売り払い、貸し付け、又は使用させようとする場合において、左に掲げる者からその買

受、借受又は使用の申請があつたときは、これを他に優先させなければならない。（…中略…）3、
当該林野に特別の縁故

．．
がある者で農林水産省令で定めるもの…」とある。また、「国有林野の管

理経営に関する法律施行規則」（1961 年、農林省令第 40 号、2007 年改正）第 21 条には、「（縁
．

故者
．．

）には法第八条第三号の農林水産省令で定める者は、左の通りとする。（…中略…）2、買収

に係る林野にあつては買収当時の所有者（…中略…）4、産物の採取又は土地使用の慣行があつ

た林野にあつてはその採取者又は使用者（…中略…）9、耕作の業務の用に供するため借り受け

て現に耕作している林野にあつてはその借受人…」（傍点は引用者）とある。 
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図 10、岩木川 下流部の支流と現在の各大字の堤防管理・ヨシ刈り取り場所 

＊ 石川の周辺には芦野の人のヤチ小屋・水田が多く、三本川の周辺には田茂木の人のヤチ

小屋・水田が多かった。また、馬鹿川はもともと長泥のヤチ小屋・水田が多く、1927

（昭和 3）年ごろの長泥の移転時に若宮を形成している。そのため、堤防沿い 0km地点

から石川までの区域を芦野が、石川から馬鹿川までの三本川を中心とした区域を田茂木

が、馬鹿川から現在の津軽大橋までの区域を若宮が管理している。また、この堤防管理

の区域は、河川敷内ヨシ原の権利の場所とも一致している。図 12も参照のこと。 

 

 

 

「岩木川の土手が崩れたときに
．．．．．．．．．

だれがいちばん困るかっていえば我々が困る
．．．．．

わけだ

から。あの、ネズミ穴が一番怖いもんです。草ぼうぼうにしとくと、ネズミが穴空

けるんですよ。それから浸みて土手が決壊することがあるもんですから。しょっち

ゅう草を刈って短くしておくと。ネズミが巣をつくらないように。そのための管理
．．

は
．
、各部落、カヤを刈らせてもらっている

．．．．．．．．．．．．．
部落が
．．．

ね、率先して
．．．．

みんなやった
．．．

もんで

す」（傍点は筆者）83 

 
といわれるように、堤防管理は、大字の自治意識のあらわれであった。こうしたヨシ刈り

の権利と堤防管理の関係性がもっともよくあらわれているのは、 下流部のヨシ原の権利

関係である。 下流部から石川までの区域に芦野の堤防管理区域とヨシ刈りの権利が、石

川から馬鹿川までの区域に田茂木の堤防管理区域とヨシ刈りの権利が割りあてられていた。 
 

                                                  
83 2007 年 6 月 22 日の SE 氏への聞き取りより。 
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「だからここら辺（ 下流部の権利関係）はさ、わたしもここ（石川）のあたりに

田んぼ持ってるんだけど、石川の近辺全体がさ、ほとんど芦野の人たちが、ずっと

田んぼがあったのよ。それで、この三本川の区域は田茂木の人たちが入ってるのよ。

主にな。ヤチ小屋の時代。（…中略…）おもにこのあたりが芦野のムラっていえばい

いかな、ずっとわたし〔が〕子どものころは、ここはだれだれの小屋、ここはだれ

それの小屋っていうことで、ずっと両脇にそうあって。（…中略…）なんでその地域

を刈ったっていえば、ようするに、この辺（石川周辺）に田
．
も
．
って、やんなければ
．．．．．．．．．

困るのが、芦野の人たち
．．．．．．．．．．．

が主で。三本川のほうが水出れば田茂木の人が困る
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

と。そ

ういうふうな、こうちゃんと若宮の地区は馬鹿川となってるとこで、ここらへんは、

ムラ
．．

のほうで管理しなさい
．．．．．．．．．．

ちゅうな感じだと思うよ」（傍点は筆者）84 
 

つまり、石川沿いには、芦野の人々の水田や小屋が多く、三本川沿いには田茂木の人々の

水田や小屋がおおかったため、そうした各大字にとって、堤防を管理しないことのリスク

は、自分たちの大字自身が背負うことになるのである。そのため、大字の意識として、生

活のための水田耕作、耕作地の水害リスクを避けるための堤防管理は、管理の連続性のな

かにある。そして、管理区域に連続して、ヨシ原にたいする権利意識もうまれてきたので

ある。 

こうした、はたらきかけを行っていたという事実は、河川敷の所有者である国にたいす

るエクスキューズでもあった。堤防というハード自体は国が管理するものである。その一

方で、日常的な堤防管理は武田堤防組合が「生活」をまもるという意味で自治的に行って

きた。このことは、国の管理地に大字の人々が慣習的にかかわることを認めることにつな

がっている、と武田堤防組合はみなしている。 

 

 

「今みたいにいい堤防でなかったところで、その堤防、しかも道路ねえくてやった

ずや。その〔馬鹿川沿いの〕田んぼ〔を〕作りに行く。そうすれば、両脇さカヤ生

いでまって、虫だらけで歩かれねえだったんずや。蚊だとか虻だとか。へば、ボラ

ンティアでその草刈ったわけや。それが河川敷のカヤ刈るまず見返りになったわけ

や」85 

 

「〔昭和アシガヤ紛争のさいに、〕国に〔ヨシを刈り取る〕慣行があったことが認め

られたこともそうですが、堤防のことをずっとまじめにやってきたことを国に認め

られた」86 

                                                  
84 2007 年 10 月 26 日の SS 氏への聞き取りより。SS 氏は大字芦野在住である。 
85 2006 年 5 月 4 日の ST 氏への聞き取りより。 
86 2005 年 8 月 16 日の TK 氏への聞き取りより。 
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図 11、武田堤防組合の各大字の総有意識の概念図 
＊ 本図は、鳥越皓之（1997b）を参考にして作成した。鳥越は、ムラのなかに私有や共有など、

さまざまな所有形態があるが、私有であってもムラの合意がなければ自由に処分できないと

いったことから、ムラの土地全体をおおう「総有」があることを示している。本図では、こ

のような「総有」の意識がもと所有地である国有地においてもみとめられることをしめして

いる。 

 

 

 

水田、堤防、ヨシ原という連続性は、図 11のように大字としての総有的な土地への意識が

あったことをうかがわせる（鳥越，1997a：56）。堤防管理は、農地・土地といった大字の領

域の保全（川本，1983=1986）のために行われてきたと同時に、かかわりを続けるなかで「自

分たちの土地を管理する」という意識が形成されていた。河川改修の結果、係争地「ナカ

ジマヤチ」は、大字からみると岩木川の対岸に立地することになったが、古くからはたら

きかけを行ってきたという事実は、「ナカジマヤチ」を大字の一部として意識させるもので

あった。 

このように、ヨシ原や堤防といった国有地は、大字の総有意識のなかに組み込まれてい

たのである。「昭和アシガヤ紛争」で主張された「縁故」とは、「土地を所有していた」こ

とにたいする法的な主張だけではなく、「われわれの土地である」という大字としての総有

意識が反映されたものであったのである。 

 

 

2-7 第 2 章の結論 

 

本章では、岩木川下流部のヨシ原が、生活の総体のなかで、どのように利用されてきた

かを述べた。ヨシの利用を他の生業との関係性から述べることで、ヨシ原が生活環境とし

て社会的に選択された環境であったことを示した。そして、ヨシ原の利用をめぐる社会関

係を述べた。 

岩木川下流部のヨシ原は、河川政策のなかで、国有地となっていった。こうした国有地
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において、もともとの所有者であり、利用を行ってきた武田堤防組合の各大字は、「所有権」

とは異なる「利用権」の存在を明確に意識してきた。そしてその「利用権」は、社会的状

況や権利を主張する相手の社会規模規模に応じて、範囲をうまく使いわけていた。まずは、

元個人所有地における大字同士の折り合い、次に、西畜産農協といった大字連合または行

政村との争いにおける武田堤防組合・武田村という範囲での「利用権」の主張である。 

こうした「利用権」は「昭和アシガヤ紛争」をつうじて「河川敷産出物採取の許可」と

いう形で法的に明示化したものとなってきた。しかし、地域環境の利用は、法的根拠だけ

では表面的な理解にとどまってしまう。「昭和アシガヤ紛争」での武田堤防組合のヨシ原の

「利用権」の主張を省察すると、生活を組みたてるなかでヨシが重要な資源であったとい

う切実な「生活権」という意識と、各大字と土地との歴史的なかかわりによって培われて

きた「総有意識」をみいだすことができた。 

「二次的自然」として注目される地域環境の成立を探るうえでは、その成立過程におけ

る資源利用を行う社会集団の環境観を理解することが必要である。「二次的自然」は、そこ

から資源をとりだす社会集団にとっての、生活総体のなかでの必要性や権利意識のなかで

成立してきた。こうした「二次的自然」にたいする利用者の環境観や社会的意味は、とか

く「持続的利用」や「生物多様性」といった「機能」が注目される。しかし、「二次的自然」

の成立をさぐったり、再生の道筋をさぐったりするさいには、社会構造をあきらかにする

ことが必須となるということを示している。 
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1914（大正 3）年 

1953（昭和 28）年 

 
図 12、1914（大正 3）年と 953（昭和 28）年の地形図 

＊ 緑色が水田、薄

金木」「小泊」（1914 年）と国土地理院 1/50,000 地

1

橙色が湿地帯である。 

＊ 大日本帝国陸地測量部 1/50,000 地形図「

形図「金木」「小泊」（1953 年）をもとに作成。 
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3 社会変動と自然資源利用の継続 
 

 

3-1 はじめに 

 

第 2 章では、武田堤防組合の各大字が国有地であるヨシ原にたいして、生活環境として

の意識と総有意識をもっていたことをあきらかにした。しかし、これをもって「現在」の

生活者の環境観とみなして議論をすすめることはできない。環境観は、社会関係の変化に

おうじて変わりうるものである。とくに、戦後の農村環境は、農地開発・生産力増大とい

った政策にともなっておおきく変化してきた。それに付随して、村落の生活様式・生産様

式も転換をみてきた。蓮見音彦は、戦後の農業の展開を「2 つの近代化」と述べている。ひ

とつは農村の人々による自主的な農業の構築であり、もうひとつは農村を工業化の基底の

担い手・工業製品の市場として位置づける農政の進展である。そして蓮見は、後者の「近

代化」が前者のそれを、時間の進展にしたがっておさえこんでいったと指摘する（蓮見，

1990：65）。つまり、農業の「機械化」や「化学化87」に代表されるように、農業の姿はお

おきく変化し、生産性と所得の増大が農村生活における目標となっていた。こうした近代

化による地域社会の変容の議論は、今日のグローバリゼーションによる地域社会の変貌の

議論にもつながっており、今日的にも重要な課題となっている（黒田，2004）。 

このような変容にたいして、高橋明善は、秋田県合川町の一村落を事例として次のよう

な議論を行っている。すなわち、1970 年以降の村落社会では家族形態、就労構造、農業形

態などが大きく変容してきたが、そのようななかでも生活にかかわる村落の自治組織は堅

く保持され、生産生活の共同条件が整備されつづけているというものである（高橋，1992）。

つまり、村落構造が変化するなかでも、村落のもつ機能は、なおも村落の構成員に必要と

されつづけてきたのである。 

そのような事例と同様に、村落社会による自然資源利用についても、その構造は変容し

つつ、資源管理は継続してきたという事例はみうけられる。たとえば、福田恵は兵庫県村

岡町の一村落における森林管理を事例に、行政側の管理路線の影響を受けながら、村落が

既存の林野秩序のもとで、造林管理主体へと変容する様子を示している。このさい、村落

の造林管理が継続した要因としては、財政の不安定化と行政の法・補助金整備という内外 2

つの契機があったと指摘している（福田，2002a）。また、島根県伯太町の村落を事例として、

森林利用を行う入会集団が、変容しながら持続的な展開を行ったと論じている。こちらの

事例でも、世帯構成・労働形態の変化などの村落構造自体にはおおきな変化をもちながら、

「管理委員」のはたらきと住民の判断によって、森林管理主体としての実体は保ちつづけ

てきたことを指摘している（福田，2002b）。自然資源の共同管理のおおくは、村落社会の

                                                  
87 「化学化」とは、たとえば有機肥料から化学肥料への移行や化学農薬散布の拡大などといっ

たことをさしている。 
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変容に応じて失われてきたと思われる。しかし、これらの事例のように、一部の自然資源

管理は、その社会構造をおおきく変容させながらも、機能としては受けつがれてきたので

ある。 

また、自然資源利用をになう社会関係の変容は、コモンズ研究においてもひとつの潮流

となっている。家中茂は、資源管理システムが人々の集合の意識が形成されるプロセスを

通じて生成されるという「生成するコモンズ」を提唱している。この研究は、コモンズが

静的な構造ではなく、生成・変移・消滅といったプロセスを含むシステムとしてとらえら

れることを示した（家中，2001）。そして、コモンズ論においてあきらかにされてきた人と

環境のかかわりの濃淡・ダイナミズムは、ある環境に、だれがどのようにかかわるかにつ

いての社会的認知・承認をえていく動的過程としての「レジティマシー（正当性／正統性）

獲得のプロセス」として展開している（宮内，2006）。菅豊が指摘するように、正当性

（legitimacy）の獲得過程では、行政のような外部的なアクターとのかかわりがつよく想定

され、その外部的要因とのかかわりによって、内部的なコモンズのしくみ自体にまで影響

をあたえることもありうる（菅，2005a）。このように、コモンズが変容するなかで地域環境

の利用をつづけるうえでは、外部的なアクターとのかかわりも重要なポイントとなる。 

これらの研究から示されるように、村落社会の自然資源利用の変容を論じていくさいに

は、第 1 に村落構造の変容のなかで、いかに資源獲得という機能を持続させてきたのか、

第 2 に、外部アクターとのあいだで、いかなる社会関係をもってきたのかに注目していく

必要がある。 

本章では、こうしたことを念頭におきながら、岩木川下流部ヨシ原の利用のしくみの変

容を論じていきたい。岩木川下流部においても、土地改良事業や農地開発といった「近代

化」は社会関係の変容を生んできた。それにともない、ヨシ原を利用するための社会構造

も変容してきた。これは、第 2 章であきらかにしたような環境観をもつ武田堤防組合大字

のヨシ原利用の「現在」をあきらかにすることであり、「現在」の環境観の形成をあきらか

にすることである。こうした作業は、現在の地域環境管理を論じるうえで、資源利用者の

立場を明確にするためにも必要な作業である。 

 

 

3-2 岩木川下流部の総合開発 

 

第二次世界大戦直後は、国の食料政策より米の増産がさかんであり、全国各地で大規模

開発がはじまったころでもあった。岩木川下流部においても、大規模な農地造営・土地改

良が行われている。 
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1953（昭和 28）年

 

1965（昭和 40）年

 

1972（昭和 47）年

 
図 13、「十三湖開拓土地改良事業」による十三湖岸干拓の進展 

＊ 国土地理院 1/50,000 地形図「小泊」（1953、1965、1972 年）より。 
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武田地区のある岩木川右岸地区は、排水不良な湿田 1,938.9haとこれに隣接する低湿原野

1,239.6ha、湖沼その他 504.67haの 3,683.17haの地域であった。開発にさきがけ、1946（昭和

21）年改正の自作農創設特別措置法88によって本地域の買収が行われた。建設省による十三

湖岸の右岸囲繞堤の建設は 1948（昭和 23）年に着工し、1955（昭和 30）年に竣工した。そ

れと同時に、1948（昭和 23）年、農林省によって「十三湖干拓土地改良事業」がはじまり、

囲繞された十三湖面および内潟沼とこれに接する低湿地原野を干陸し、1,065.67haの開田と

18.87haの開畑を行うとともに隣接する 2,330.40haの排水改良を実施した。土砂の吸いあげに

は、ポンプ式浚渫船が利用され、大規模な干拓工事がすすめられた89。また、開田地や用水

補償地区 1,482.61haの主水源として 1956（昭和 31）年には、芦野頭首工が設置された。 

こうして造成された 1,352.77haのうち、1,262.57haが配分用地とされた。その内約として、

952.78haが 1,457 戸にたいする増反配分とされたほか、新規入植者 50 戸に 131.76haが配分さ

れた。この 1951（昭和 26）年の入植で開かれたのが、竹田集落である90。事業決了は 1967

（昭和 42）年で、総事業費は 2,645,188,000 円であった（中里町企画調整課・東北農政局十

三湖会，1996；東北建設協会，1999）。 

治水の面では、岩木川上流の中津軽郡西目屋
に し め や

村に 1953（昭和 28）年着工の目屋ダムが、

1959（昭和 34）年に竣工した。また、日本海と十三湖をつなぐ水戸口は、閉鎖することで

たびたび洪水と塩害をもたらしてきたが、1925（大正 13）年より着工した改修水戸口が 1946

（昭和 21）年に竣工してからは、一度も閉鎖することなく機能している。こうして治水・

利水の条件が整えられ、水田造成が進み、武田地区に対しても増反配分が行われた。その

一方で、「ゴック刈り」の場所である十三湖岸、豊岡や福浦のカヤ場となっていた内潟沼な

ど、国有地であったヨシ原はうしなわれていった。 

 

 

3-3 生活環境の変容 

 

戦後の総合開発事業は、生活環境のおおきな変化をもたらしたが、1950 年代後半から高

度経済成長期にかけて、武田地区が戦後農政を受容する条件ともなった。戦後農政の方向

性は 1961（昭和 36）年の農業基本法にあらわれており、工業化の進展に対応して農業にお

ける生産性の向上、農業者所得の向上をはかろうという方向が明確に提示されている。当

地における水田の増反・基盤整備は、貨幣経済の浸透と農業の機械化をうけいれる素地と

                                                  
88 1946 年、法律第 43 号、1952 年廃止。本法では、不在地主からの農地の買収のほかにも、開

墾干拓適地の未墾地低利用地などを国により強制買収が可能だとさだめられている。 
89 ポンプ式浚渫船として、着工の 1946（昭和 21）年から 1952（昭和 27）年まではディーゼル

機関 270 馬力の早池峰号が、1948（昭和 23）年から竣工の 1955（昭和 30）年までは電気式 200
馬力の若宮丸が稼動した。若宮丸は続く車力村側の左岸囲繞堤工事にも利用された。 
90 竹田の入植者 50 名のうち、47 名が武田村内の出身者であり、残りの 3 名も中里町、内潟村大

字薄市
うすいち

の出身者である（竹内 編，1974）。このように、近隣町村からの入植であることがわかる。 
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なり、それらの浸透とともに「産業」としての水田経営が生活の主要を占めるようになっ

た。その一方で、「水田単作地帯」として単一の景観がひろがり、自給的な資源利用はほと

んど行われなくなった。戦後農政下において、武田地区の生活様式はおおきく変化してい

ったのである。 

総合開発事業による基盤整備の影響として、まず、「腰切田」「乳切田」とよばれる排水

不良の湿田もほぼ姿を消し、生産力はおおきく向上した。米の反収は、大正から昭和初期

にかけて 250kg（約 4 俵）前後で推移しているが、戦後はしだいに増加し、平成にはいって

からは 600kg（約 10 俵）以上となっている91。畦畔も直線化され、農業機械の導入のため

に整備された。米の生産力向上にかかり、農薬、化学肥料の導入もすすめられた。そして

これらの影響が、さらに武田地区の生活空間利用におおきな変化をうながした。 

まず、化学肥料の導入に自動車の普及もあいまって、馬の飼養の必要もなくなり、牧草

地や放牧地が水田に変えられた。さらに、自動車の普及は遠隔の農地での耕作を可能にし

た反面、農地の流動化もうながし、武田地区外の人々の私有地となる水田も増加した（鈴

木・新井，1980）。 

そして、魚介類の自家消費も行われなくなった。農薬や除草剤の使用は、「ナマズやドジ

ョウがいなくなった」「農薬が心配で食べなくなった」と、水田や用水路での漁撈を衰退さ

せた。また、岩木川では 1949（昭和 24）年に岩木川漁業協同組合が設立し、漁業権の設定

により組合費を支払わなければ自由な漁や採集ができなくなった。 

さらに生活負荷の増大やあいつぐダム建設により岩木川の水はにごり、 

 

「岩木川〔は〕腐ってまっただ。岩木川はヘドロの川になってまっただ。そして、

とった魚が、泥臭くて食べられねぇだ」92 

 

といわれるように、川で捕獲した魚を食することが敬遠されるようになった。生活排水や

農業廃水の流入によって岩木川の汚染はすすみ、竹田と若宮のあいだにかかる津軽大橋の

BOD75％値93は、建設省で観測をはじめた 1972（昭和 47）年には環境基準値の 3mg/lをおお

きくこえる、約 4.5mg/lであった。1983（昭和 58）年以降は環境基準値をしたまわっている

が、岩木川は 2003（平成 15）年に東北地方一級河川で も水質がわるい河川となるなど、

水質のわるい状態はつづいている94。 

                                                  
91 中泊町博物館の展示資料より（訪問：2006 年 12 月 15 日）。 
92 2005 年 7 月 3 日の ST 氏への聞き取りより。 
93 BOD（Biochemical Oxygen Demand、生物化学的酸素要求量）とは、水中の有機物が微生物の

働きによって分解されるのに必要な酸素量で、水質の指標となる。この 75％値とは、年間のデ

ータを 小値から順に並べ、75％目にあたる数値を指している。 
94 国土交通省「河川水質の推移」（www.mlit.go.jp/river/gaiyou/seibi/pdf/iwaki3-5.pdf、閲覧：2006
年 12 月 4 日）。 
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図 14、岩木川下流部の生活環境の変容（概念図） 

＊（ ）内の年は、事業結了年をあらわす。 

 

 

一方で、機械化により水田耕作が効率的に行われるようになったことで、時間的な余剰

がうまれ、出稼ぎもさかんになった。たとえば、武田地区の豊島では 1960-70 年代に農家

54 戸中、35 戸の 47 名が出稼ぎを経験しており、そのほとんどは、10-3 月ごろの冬季出稼

ぎか、通年または夏季・冬季の二期の出稼ぎである（農業水産省構造改善局農政部農政課，

1988）。出稼ぎは、武田地区における農閑期のあらたな副収入源となっていった。 

 

 

3-4 ヨシ刈り取りの業者委託のはじまり 

 

 

3-4-1 ヨシ原利用の効率化 

 

このように、岩木川下流部の生活環境は、おおきく変容してきた。当地における生活様

式の変化のなかで、ヨシの利用も変化してきた。貨幣経済と工業製品の浸透によって武田

地区の大字内では、苗床やスダレなどの自家消費的なヨシの利用がへった。さらにトタン

がかぶされたり建築様式が変わったりして茅葺き屋根がへりはじめた。 

こうした、個人による自家消費的な利用が縮小されたことにより、ヨシは、もっぱら金

銭的な価値のもとで利用されるようになり、「競争刈り」で刈られるヨシは、ほとんどが売

却にあてられるようになった。しかし、冬季の副収入として出稼ぎがさかんになったこと

は、それまでのヨシの利用を、おおきく転換させることとなった。 
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「当時は、働くとこ〔が〕ないでばって、出稼ぎもないでばって、みんなカヤ〔を〕

刈ってお金さ稼いだばってや。出稼ぎができるようになってからは、もうカヤ〔を〕

刈ってない」95 

 

出稼ぎの浸透は、刈り取ったヨシを売ることで個人の収入となっていた「競争刈り（個人

刈り）」を衰退させた。2 章でみてきたように、出稼ぎがさかんになる以前は、ヨシ刈りは、

冬季の重要な収入源であった。しかし、ヨシ刈りにかわる冬季の収入源として出稼ぎが登

場したことにより、ヨシの「競争刈り」に参加する人は減少したのである。 

さらに出稼ぎの浸透は、冬季の働き手の不在という事態をひきおこしたため、大字の維

持費獲得のための「共同刈り」も、行えなくなってきた。ヨシの「共同刈り」による収入

は、大字の収入源として重要であり、これが行えなくなることは、大字にとっては問題で

ある。 

しかし、このようにヨシ原利用をめぐる状況がおおきく変わったことは、ヨシ利用を行

ううえでの、新しいしくみを立ち上がげるきっかけとなった。その新しいしくみとは、ヨ

シ業者への刈り取り作業の委託である。各大字は、刈り取ったヨシではなく、ヨシ原の利

用権自体を入札にかけるようになった。落札されたヨシ原の刈り取りを業者に任せること

で、大字が刈り取り作業を行う必要がなくなった。こうして、1960 年代以降、大字の人々

が直接ヨシを刈り取るのではなく、ヨシ原でヨシを刈り取る権利を入札にかけ、それを落

札した業者がヨシ原の刈り取りを行うという構造がたちあがってきた。 

これは、各大字が効率的にヨシ原から大字の維持費をえることができるということであ

った。たとえば、長泥などでは、「共同刈り」を行っていたカヤ場をそのまま入札にかける

ことによって、ヨシ業者から入札金をえられる。大字で共同でヨシを刈る手間を省け、労

せずして大字の維持費は手に入るのである。「競争刈り」の行われた豊島、芦野、田茂木な

どの大字のカヤ場でも、同様に業者へ刈り取りの入札を行って大字の維持費とするように

なった。 

また、富野でも、 

 

「自治会費〔を〕、戸々に毎年賦課するわけですね。どこそこはなんぼってゆうふう

に。所得に応じてとかさまざま複雑に賦課して〔い〕たもんで、役員の方々がいろ

いろ苦労するわけさ。それで、もうその〔ヨシ原の入札による〕カヤ採集料を自治

会費にいただければ、その割り当てしなくても、戸々から〔お金を〕とらなくても

よくなるわけですよ。だから、そういう具合（ヨシ原の入札）にしたいということ

でお話があって。また、わたしがカヤ刈りに行くにしてもさ、まあ、ひとり 5,000、

10,000 円入るぐらいなものでしたよ。だからいいんじゃないかと。だんだんカヤも

ほら、葺き替えする人がすくなくなってきたし、今のトタン葺きの家がおおくなっ

                                                  
95 2005 年 5 月 4 日の ST 氏への聞き取りより。 
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たとこで、カヤの〔自家消費の〕需要もなくなったしな。売るったって個人で売る

となるとさ、なかなかうまく売れないし」96 

 

と、自家利用が減少し、個人での取引がむずかしくなるなか、ヨシ原の入札を大字の自治

会費の一部にあてる方式へと変化した。このように、各大字のヨシ原の機能は、ヨシ業者

への入札によって、大字の維持費を得られるというものへと収斂されていった。 

ヨシ原の入札・管理委託は、大字をめぐる社会的背景が変容するなかでも、大字の「共

同刈り」がはたした機能を持続させたのである。また、富野や「競争刈り」を行った田茂

木や豊島にとっては、大字の運営・維持のしくみを変容させることにもなったのである。 

 

 

3-4-2 ヨシ業者の販売戦略 

 

また、業者委託は、「近代化」のなかでのヨシ利用にとって、理にかなったことでもあっ

た。ヨシ販売業者は、遠隔地であっても需要のある用途へヨシを供給することで、ヨシ利

用をささえてきた。戦後のノリズは前述のように愛知や千葉、三重などに需要があった。

またその後、1960 年ごろからは、新潟や長野に「壁下地ガヤ」といわれる土壁（泥壁）の

下地用のヨシが多く出されるようになった。このように、需要が遠方化するとともに、地

元業者との関係性なども重要になり、ヨシを市場にむすびつけるうえでは、業者の存在が

不可欠になったといえる。こうしたなか、大字にとって、刈り取りの労力なく大字の維持

費を獲得することができることは、おおきな利点となったわけである。 

さらに、ノリズ、壁下地ガヤなど、おおきな需要があった用途には、どの業者も共通し

て出荷にたずさわってきたのだが、その後、ヨシの需要量・用途が変化するなかで、各業

者はそれぞれの「販売戦略」をもってそれらに対応してきた。岩木川の下流には、現在 5

軒の業者が主要に入札に参加しているが、いずれの業者も武田堤防組合内の大字を本拠地

としている。それぞれの業者は「多用途販売型」、「屋根用販売型」、「屋根葺き職人兼業型」

に類型化できる。 

「多用途販売型」は、さまざまな用途のヨシをあつかっており、その時々の需要にあわ

せてヨシを出荷する業者である。業者Aは、ヨシ刈り用の機械を所有し、大規模にヨシ刈り

を行っている。茅葺き屋根用のヨシは、需要は減りつつも一貫して出荷している用途であ

る。そのほかは、時代による需要の変化にあわせてヨシを出荷している。新潟、長野に「壁

下地ガヤ」の需要が高まったさい、盛んにヨシを出荷したのも業者Aである。しかし、1960-70

年代に大きな需要があったこの土壁用も、現在は年に何軒分かの需要しかないという。ま

た 1973 年まではヤツメウナギ漁、サケ漁に使用するドウの材料として、北海道へオギ

                                                  
96 2006 年 5 月 4 日の SE 氏への聞き取りより。 
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（Miscanthus sacchariflorus）97を出荷していた。また、1980 年ころまではスダレ用の需要も

多く、新潟や栃木へと出荷したが、中国産の安価なスダレの流入などによって需要は減少

している。マメコバチ98の巣の利用は、1975 年ころからはじまり、そのころはおおきな需

要があったという。しかし現在は、同じ太さのヨシを揃えたり、同じ長さに切りわけたり

といった手間がおおいために採算がとれないので、農家 1 軒に販売するのみになっている。

現在の用途としては、屋根用、暗渠排水用、スダレ用がおおく出荷されている。屋根用と

しては、ほかのヨシ業者の業者Cなどへ屋根用のヨシをおろすことが主となっている。10

年程前（1995 年ころ）からは、滋賀の方面に暗渠排水にもちいるヨシがおおく出荷されて

いる。また、暗渠排水用は津軽のリンゴ農家でも需要が現在増加している。また、営林署

の松を保全するための囲い用として、新潟の加工業者へヨシを出荷している。 

「屋根用販売型」の業者 B は、ノリズや土壁に商品をだしたこともあるが、津軽地方の

屋根葺き業者とのむすびつきを重視している。業者 B は、3 代続くヨシ業者の老舗であり、

「お得意先」ともいえる屋根葺き職人へとヨシを供給している。津軽の屋根職人は、何人

かで「クミッコ（組こ）」を組織しているが、業者 B は主に 3 つのクミッコと取引を行って

いる。いずれのクミッコも、津軽地方内で、一般民家や寺社、文化施設などの茅葺き屋根

の葺きかえをてがけており、業者 B は屋根葺き当日に現場へ屋根材のヨシをはこぶ。屋根

職人とともに仕事をつづけることで、確実な需要にむすびついているといえる。 

「屋根葺き職人兼業型」の業者Cは、屋根葺き職人が本職であり、博物館施設や寺社、文

化財などの屋根葺きを中心に、全国で屋根の葺き替えを行っている。文化庁指定の重要文

化財や各行政団体指定の文化財など、全国各地の文化財・古民家などの保存を行うために、

文化庁は「茅葺き」を「選定保存技術」に指定しており、技術の保存という点から、文化

庁から屋根葺きの斡旋を受けている。また、2001（平成 13）年度には、国土交通省より「屋

根工」として「優秀施工者国土交通大臣表彰」を受けている。2002（平成 14）年の岩手県

の手作り村内「南部曲り屋」などの東北をはじめ、屋根葺き業者のない北海道においても、

業者Cがヨシを運んできて、文化財の保存を行っている。たとえば、伊達市にある文化庁指

定の重要文化財「旧三戸部家住宅」や、文化庁指定史跡「善光寺跡」内にある「有珠善光

寺」は、文化庁の斡旋により業者Cにより屋根葺きが行われた。さらに、伊達市では、北海

道ウタリ協会を中心として「善光寺自然公園」内の「チセ」99の復元を行うさいも、業者C

                                                  
97 オギはヨシ原のなかにヨシとともに生えることも多い。外見は似ているが、ヨシは内空があ

るのに対して、オギは内部にやわらかい芯が詰まっている。オギはその芯がある分ヨシよりも腐

りやすいといわれるため、津軽地方においては、屋根用などのヨシに混ざるのは敬遠される。し

かし一方で、ヨシよりも硬いため、積雪量の多い地域では、屋根用のヨシにオギが混ざるほうが

よいとされるという。 
98 マメコバチ（Osmia spp.）は、リンゴ農家が、ポリネーション用として利用する。ヨシの束を

外に設置しておくと、マメコバチがヨシ内部の空洞に自然と営巣する。青森県のリンゴ農家では

約 8 割、23,000 ヘクタールが利用している（2007 年 4 月 6 日の青森県農林総合研究センターり

んご試験場への聞き取りより）。 
99 「チセ」はアイヌの民家である。屋根だけではなく、壁もササ（Sasa spp.）やヨシ、ススキ
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によって葺き材のヨシが供給されたという。また、札幌市の「北海道開拓の村」は、伊達

市での葺きかえによって業者Cを知り、施設内にある「旧菊池家農家住宅」や「開拓小屋」

の葺きかえを依頼するきっかけとなったという。そして、2007（平成 19）年には、旭川市

の「養蚕民家」の葺きかえをてがけている100。このように、業者Cは、全国各地でさまざま

な建築様式の家の屋根を葺く。屋根の形などによって葺き方はまったく異なるため、解体

中から復元の仕方を考え、時にアレンジをくわえながら屋根を葺くことが屋根葺き職人の

腕のみせどころであるという101。 

また、業者Dもまた、「屋根葺き職人兼業型」である。ヨシの採取のみならず、屋根葺き

職人を本職としており、「全国社寺等屋根工事技術保存会」に加盟し、文化庁の斡旋のもと

で全国各地の文化財の保存・修復を行っている。業者Dは、1970 年代まではノリズ、ヨシズ、

京スダレなどの製品やノリズや土壁の材料を販売する業者だったのだが、1980（昭和 55）

年には文化庁から「全国重要文化財茅葺屋根工事指定業者」の認定をうけ、屋根葺き職人

をかかえて屋根葺き業務まで請け負うようになった。業者Dでは、この認定を受けるために

新築の屋根葺き 2 軒、葺き替え 5 軒、さらに材料のヨシの採取をそれぞれ 10 年続けたとい

う証明書が必要であったという102。「多用途販売」も行いつつも、こちらの業者も全国各地

で文化財などの茅葺き屋根の葺きかえを行っている103。 

一方で、業者は、ヨシ産業のリスクをひきうけることにもなる。ヨシ産業は、「危険な商

売」としての要素をもっている。屋根葺きの需要が津軽地方でたかかったころは、 

 

「〔旧正月から〕210 日〔目〕って、かならず台風〔が〕くるんだよ。台風〔が〕ま

ともにかかれば、リンゴはもちろんだし、稲なんかでも、米なんねぇんだよ。これ

で〔ヨシは〕売れないわけよ。リンゴ落ちる、稲今度ぁ不作だ、今度、〔屋根葺き〕

やる人でもピタッといなくなる。ほんだら、〔ヨシ業者は〕青くなってまうだ」104 

 

と、農作物の豊凶、つまり景気の好不況の影響におおきく需要が左右されるという点がリ

スクとなっていた。各業者は現在も、好不況に影響されにくい需要を探ったり、需要の分

散をはかったりという「戦略」によって、このリスクに備えているといえよう。 

 

 

 

                                                                                                                                                  
（Miscanthus sinensis）で葺かれる。 
100 2007 年 8 月 30 日の『北海道新聞』より。 
101 2005 年 9 月 21 日の NN 氏への聞き取り、2005 年 10 月 17 日の北海道開拓記念館への聞き取

り、2005 年 10 月 31 日の伊達市開拓記念館、噴火湾文化研究所への聞き取りより。 
102 2007 年 6 月 25 日の UC 氏への聞き取りより。 
103『れぢおん青森』1998 年 2 月号より。 
104 2005 年 7 月 4 日の NK 氏への聞き取りより 
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図 15、現在のヨシ採取のシステム 

＊ 1 は、「河川法第 25 条」に、2 は、「青森県国有財産使用料徴収条例」にもとづく。採取料

の納付は、国土交通省ではなく、青森県に行われる。 

 

 

 

ほかにも、洪水がおこったさいにもリスクがある。「大水〔が〕来たところで、結局一晩

のうちに〔ヨシが〕流れて〔し〕まう」105のである。また、洪水に関連して、あまり水に

浸かると、刈り取った「ヨシがぬいで（腐ってし）ま」106うという。ダム建設など岩木川

の整備によりこのような被害はへったものの、河川敷内で行われ、自然資源を扱う産業だ

という宿命からは、現在も逃れられないといえる。大字にとっては、これらのリスクが間

接化することも、業者委託の利点だといえよう。 

 

 

3-4-3 現在のヨシ刈り取りシステムの成立 

 

こうして、岩木川下流部では、国有地のヨシ原において、ヨシをより広範囲の市場に供

給するというヨシ業者のもつ機能が、直接的に大字の維持費獲得という共的な機能に結び

つくという構造がたちあがった。 

こうしてあたらしく立ち上がってきた構造は、図 15のようなかたちをとる。まず、国有

地であるヨシ原にたいして、武田堤防組合が「河川法第 25 条」にもとづいて国土交通省に

「河川生産物」の採取を申請し、青森県に国有財産使用料を納付する107。 

                                                  
105 2005 年 7 月 4 日の NK 氏への聞き取りより。 
106 2006 年 5 月 3 日の SA 氏への聞き取りより。 
107 河川生産物の使用料は都道府県によって定めされている。青森県の場合、表 3 のとおり、「青

森県国有財産使用料徴収条例」によって、「かや」は 151.5cm の縄締めのもの一束につき 30 円と

なっている。武田堤防組合は、毎年 2,600 束の刈り取り申請を行っているため、78,000 円を納付

している。 
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第 15 条 法第 25 条の河川の産出物で政令で指定するものは、竹木、あし、かやその他

これらに類するもので河川管理者が指定するものとする。 

 

青森県国有財産使用料徴収条例（2000 年、青森県条例令第 76 号、抜粋） 

第 3 条 国有財産法第 18 条第 3 項の規定による国有財産の使用又は収益の許可を受け

た者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。 

 別表 収益 

  かや 151.5cm 縄締めのもの一束につき 30 円 

河川法（1964 年、法律第 167 号、2005 年 終改正、抜粋） 

第 25 条 河川区域内の土地において土石（砂を含む。以下同じ。）を採取しようとする

者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。

河川区域内の土地において土石以外の河川の産出物で政令で指定したものを採取しよ

うとする者も、同様とする。 

 

河川法施行令（1965 年、政令第 14 号、2005 年 終改正、抜粋） 

 

表 3、ヨシ採取の許可申請にかかる法律 

 

 

 

これにたいし、土地所有者の国土交通省は採取許可とそれに付随した採取地の占用許可

を翌年の 4 月 15 日までという期限付きであたえる。これが毎年行われ、武田堤防組合は一

括して採取許可をえる108のである。 

それぞれのヨシを刈る権利のある土地は、図 17のように慣習的に大字によってわけられ

ており、ヨシ原利用の単位の実質をになっている。ここまでは、「昭和アシガヤ紛争」で「河

川産出物採取の許可」が必要になって以来、かわっていない。 

各大字が実質的に権利をもつ土地では、業者が入札によってヨシ刈り取りの委託を受け

る。このさいにえられる入札金は、そのまま大字の維持費となる。つまり、入札料が高け

れば高いほど大字はうるおうということになる。この入札料は、「ヨシの質が悪ければ、な

んぼだ、なんぼにまけろ」109と業者がいうように、ヨシ原に生えるヨシの質によって左右

されるものである。 

                                                  
108 2005（平成 17）年には、武田堤防組合は、（1）北津軽郡中泊町大字田茂木字若緑地内、（2）
同郡同町大字長泥字玉清水地内、（3）同郡同町大字田茂木字若宮地内に合計 2,358,633.5 ㎡の占

用が許可されており、その使用目的は、「かやの採取（販売用）」である。使用期限は翌年 2006
（平成 18）年の 4 月 15 日となっている。 
109 2005 年 7 月 4 日の NK 氏への聞き取りより。 
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図 16、ヨシ業者の入札場所 

＊ （ ）内は、入札先の集落名。 
＊ 「河川生態学術研究」は河川生態学術研究会の調査・実験区。 
＊  国土地理院 1/50,000 地形図「小泊」「金木」（1993 年修正）より作成。 

 
 
 

「秋になると、だいたいカヤの良し悪しがわかってくるもんだから、〔業者に入札の〕

値段がたたかれたりする場合あるわけだ。春だとほら、どういう具合に育つかわか

らねぇ。いつの間にか青ガヤのまま入札〔に〕かけるようになったもんだ」110 

 

まだヨシがどのような質のものになるかわからない春ごろに入札を行うようになったよう

に、大字は業者委託というしくみのなかでも、その入札金、つまり獲得できる大字の維持

費をできるだけ大きくしようとする意図をもっていたといえる。 

 

 

 

                                                  
110 2006 年 5 月 4 日の SE 氏への聞き取りより。 
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3-5 ヨシ需要の転換 

 

 

3-5-1 ヨシの刈り残しの出現  

 

ヨシ原 1960 年代半ばまでは、「〔ヨシは〕今の油と同じだったびょん（だろう）。いや、

売れてな。何ぼ取れても売れて」111と、茅葺き屋根、土壁などへの大きな需要があったヨ

シであるが、それ以降の高度経済成長のなかで建築様式も変わり、ヨシの需要はしだいに

減少した。 

各大字の入札に参加する業者もしだいに減少し、集落と業者のあいだでの入札がなりた

たなくなった。現在は、建前は入札でやることになっているが、実際は大字と業者の協議

の上で入札金額を決めている。ここ 10 年以上は、図 16のとおり、だいたいどこの業者がど

の大字のどこで刈り取りを行うかが形式化してきている。 

また、ヨシの需要の減少によって、ヨシ原からヨシの刈り残しがでるようになった。ヨ

シの需要のたかいころは、基本的には「ヤチ（ヨシ原）にカヤは残らなかった」112といわ

れるように、ヨシはほとんどすべて刈り取られた。また、多少の刈り残しがあったとして

も、 

 

「目屋ダム〔が〕できる前は、必ず春〔に〕雪解け水がきてね、土手のすれすれぐ

らいのところまで水〔が〕きたもんでしたもん。それでね、よいカヤは、はいだも

んですもん。もう刈った後ののこったやつは、ほとんどその水で流れてね」113 

 

と、春先の増水による攪乱により洗い流された。しかし、河川の治水整備がすすむにした

がって洪水がへり、それもなくなっていった。 

生態学的には、ヨシの刈りのこしがあると、ヨシの成長も阻害されて、ほそく、みじか

くなってしまうともいわれる。また、ヨシ原はそのまま放置すれば、遷移がすすんで湿生

の木本類が繁茂していくとの指摘もある。だが、業者や自家消費用に使用する大字の人に

とっては、次の年の収穫で「枯れヨシ」が混入してしまうために商品価値のたかいヨシが

収穫できなくなったり、利用するためにわざわざあたらしいヨシを選別しなくてはならな

くなったりすることが一番の問題となる。そのため、春先の入札時にヨシの刈りのこしが

あると、質のわるいヨシしかないヨシ原ということになり、業者の支払う入札金もさがる。

大字が維持費をできるだけよい値でえるためには、枯れヨシをのこしておいてはいけない

ということである。 

                                                  
111 2005 年 8 月 31 日の SA 氏への聞き取りより。 
112 2004 年 12 月 15 日の AS 氏への聞き取りより。 
113 2006 年 5 月 4 日の SE 氏への聞き取りより。 
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図 17、各大字のヨシ刈り権の場所（左）と堤防除草範囲（右） 

＊ 左は国土地理院 1/50,000 地形図「小泊」「金木」（1972 年修正）、右は国土地理院 1/50,000

地形図「小泊」「金木」（1993 年修正）により作成。 

 

 

 

刈り取りによる人為的な攪乱によって、いったんヨシ原からヨシがとりのぞかれること

が、「価値のたかい資源」としてのヨシの更新を保障していたといえる。これらが十分に行

われなくなることは、ヨシの商品価値の下落、さらには大字の維持費の減少につながるこ

とになる。ヨシの需要の絶対量が減ったことにより、ヨシ原の入札料もへってきているの

が現状なのである。 

 

 

3-5-2 ヨシ原の価値の絶対的・相対的低下 

 

以上のように、ヨシ原の価値は全体の需要が減少することによって低下してきた。この

需要減少によるヨシの価値の減少を、価値の「絶対的低下」とすると、ヨシの価値が「相

対的」に低下する要因もあった。 
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  若 宮 長 泥 田茂木 芦 野 富 野 豊 島 

比率 15.59% 28.64% 32.61% 13.08% 5.03% 5.05%

面積 52,477.70 ㎡ 96,398.60 ㎡ 109,753.00 ㎡ 44,002.50 ㎡ 16,920.40 ㎡ 16,956.70 ㎡

 

表 4、2007（平成 19）年度の各大字の堤防除草面積 

＊ 武田堤防組合提供の中泊町堤防除草面積計算書より。 

 

 

 

1966（昭和 41）年、岩木川が一級河川となったさい、武田堤防組合は中里町より堤防管

理者としての指定をうけ、建設省から堤防管理費として 1,000 万円をえられるようになった。

武田堤防組合の行う主な管理作業は堤防の除草で、年に 2 回行われる。除草を行う範囲は、

岩木川下流 0km から 11km までであるが、この除草区域も大字ごとに定められている。ま

た、大字のなかでは、さらに細かく班ごとに除草区域がわけられている。除草作業の日に

は、どの大字でも毎戸から 1 人、除草作業員を出すことが原則であり、用事などで作業者

を出すことのできない家は、大字にたいして反則金を出すことが義務付けられている場合

がおおい。 

このように、地域の地縁組織に堤防除草管理を委託する例はめずらしいが、この委託に

は、民間業者委託に比して割安であること、現地の堤防の状況についてはむしろ地域住民

のほうが熟知していること、堤防保護作業により地域住民に堤防愛護の精神がねづくこと

といった利点があるとされる114。しかし、堤防管理の委託には、すでに本地域に「武田堤

防組合」が存在し、これを国もないがしろにできない、という事情がある。 

 

「〔武田〕堤防保護組合っていうのが、いまだかつて建設省（現国土交通省）でおろそ

かにできないとか、（堤防管理を）建設業者さ、あずけてしまえばいいといってるけど

もなかなかそれできないっちゅうのは、むかしのその地域さ密接して川まもってきた

んだよ、っていうそういうふうな認定がむかしの内務省のちゃんと。前からこういう

ふうに堤防をまもってきたんだよっちゅうことと、堤防保護組合ちゅうのは、おらた

ちで勝手につくった堤防保護組合じゃなく、ちゃんと国で認めた堤防保護組合ですよ

っちゅうことの一つの証なんだよね」115。 

 

                                                  
114 2007 年 8 月 6 日の国土交通省東北地方整備局青森河川国道事務所五所川原出張所への聞き取

りより。 
115 2007 年 10 月 26 日の SS 氏への聞き取りより。 
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このように、歴史的なはたらきかけとして自治的に行ってきた堤防管理は、国も認めざる

をえないものなのである。 

堤防管理費は、必要経費をさしひいて、管理面積の割合におうじて各大字に配分される。

そのため、表 4のように、除草管理面積の広い長泥や田茂木は、おおくの経費配分を受ける

ことになる。各大字は、配分をうけた堤防管理費を大字の維持費として活用している。そ

して、大字ごとの除草範囲は、 

 

「ヤチ（ヨシ原）の面積によって配分したんでないか。余計にカヤ場をもっている

大字は、草を刈る距離もおおきい」116 

 

と、堤防の管理委託をうけた当時のヨシ原の大きさに対応しているとされる。つまり、慣

習的に各大字がもつ総有意識が、この堤防管理費の高低にも直結しているのである。 

大字は、堤防管理費とヨシの入札金、2 つの収入源をえることになった。そして、ヨシの

需要がへり、入札による収入がへるにしたがって、相対的に堤防管理費の収入のほうが重

要性をましていった。また、豊島、富野は、1985（昭和 60）年ころの河道拡幅によって、

入札にかけていたヨシ原をうしなった。 

堤防管理によって大字がえられる収入額は大きく、長泥や芦野では、だいたい一年間の

必要経費117をまかなえるぶんは確保できるという。こうして、大字維持費の獲得というヨ

シ原の価値は、入札料の減少や他の収入源の存在により、絶対的にも相対的にも低下する

こととなった。 

 

 

3-6 火入れ管理のはじまりと影響 

 

ヨシの需要が減り、ヨシ原に刈り残しがではじめるなかで、集落がヨシ原の入札料をで

きるだけたかくするために、ヨシの刈りのこしを除去する必要が生じた。そのため、枯れ

ヨシを除去するために、各大字を主体として、春先に「火入れ」が顕著に行われるように

なった。岩木川下流部のヨシ原において、火入れ自体は、 

 

「火入れっていうものはよ、上流からもいっぱいガシ（ヨシなどのクズ）流れてく

るとこでや、それで必ず火つけて焼いたもんだでな」118 
 

                                                  
116 2006 年 5 月 3 日の ST 氏への聞き取りより。 
117 芦野を例として現在の大字の維持費の大まかな用途をのべると、自治会の費用、集会場や墓

地などの電気代、子ども会、老人クラブ、消防団、女性部などの各種団体への補助金、共同募金

などである。 
118 2007 年 10 月 27 日の TR 氏への聞き取りより。 
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というように、ヨシ原において慣習的に行われていたものである。しかし、刈りのこされ

たヨシ原の面積がおおきくなるにつれ、大規模な火入れが行われるようになってきたので

ある。 

実際の火入れにかんしては、大字が業者に委託して行ってもらう。そのさい、大字は業

者にたいして火入れ委託料を支払う。ただし、 

 

「どっちかといえば、〔大字とヨシ業者は、〕おたがいにたすけあいでさ。もし古カ

ヤのこればほら、部落でも結局高く〔ヨシ原を〕売られねえわけよ。したから、ま

ず、こっち（ヨシ業者）のほうで、だいたい一人 1 万円だして、村の酒代みたいな

もので、村の関係ある屋群何軒かってあるんだよ。その人たちに出てもらうわけよ。

まあ、たのんだ状態になるわけよ。人夫としてでも、でてもらってそして、焼いて。

また入札のとき、普通の値段で買ってもらうと。こういうしくみになっちゅるんだ

よ」119 
 
というように、ヨシ業者のほうも、大字に「人夫代」を支払い、お互いの利益のために、

協力体制をとりながら火入れ管理を行う。 
そして、武田堤防組合は、消防に「火災とまぎらわしい煙又は火災を発生するおそれの

ある行為の届出書」を提出する。 

火入れによる植生管理は、現在も各地で行われる一般的なものである（Hawke and José, 

1996；Middleton, 1999）。阿蘇山の草原で火入れによる草地管理が行われている（山本ほか，

2002）ほか、ヨシ原にかんしても、琵琶湖岸や北上川河口域などで火入れが行われている

（日本ナショナルトラスト，2001）。また、北海道の小清水原生花園のように、1990（平成

2）年から科学的なモニタリングのもとで、行われるようになったものもある（津田ほか，

2002）。火入れの効果として一般的にいわれるのは、枯死体の除去、灰が肥料になる、休眠

から覚醒させる、害虫の駆除などである（西川，2002：31）。ただし、武田地区の大字は、

火入れの目的を「あくまで来年の収穫が目的」120であるとしている。 

 

「昔はさ、このカヤの収入源がたいした大きかったでや。今のように刈り残しなん

もねえず。火入れも何もするようなカヤ〔を〕、何ものこさねえで、全部束ねってま

ったず。残れば春でも刈ったもんだでばな。それでも、こっからあがったカヤ、業

者で持っていって弘前、あの付近さもって行くのに、カヤなんぼ刈ったて足りなく

なったとしとんのや。だとこで、火入れするカヤなんて一本ものこさねえであった

でな。集めて束ねればみんなお金だもんさ」121 

                                                  
119 2007 年 6 月 21 日の NK 氏への聞き取りより。 
120 2006 年 5 月 3 日の ST 氏、TR 氏への聞き取りより。 
121 2006 年 5 月 3 日の ST 氏への聞き取りより。 
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と、それまでほとんどのヨシが刈り取られていた岩木川下流にとって、火入れによる管理

は、1970 年代に本格化した、あたらしい管理方法であるといえるだろう。そして、その管

理の意図は、大字ができるだけ高い入札金をえたり、業者が質のよいヨシをそろえたりす

るためだということができる。 

 

 

3-7 ヨシ原の利用の継続 

 

 

3-7-1 国有地における利用への承認 

 

本章では、戦後の「近代化」をへながら、武田堤防組合の各大字がいかにして岩木川下

流部のヨシ原利用をつづけてきたかをみてきた。大字をめぐる社会状況の変容、ヨシの需

要の変化といったなかで、ヨシ原からえられる恩恵は、1960 年代以前に比較すると、かな

りちいさくなってしまった。ススキ・ヨシなどの採草地は、その利用価値が低下するに従

い、より利用価値の高い水田などの環境に改変され、各地ですがたをけしていった。佐野

静代は、琵琶湖の内湖において、ヨシの需要が減少するにつれて、村落の総有であったヨ

シ原が、毎戸への個人分割とされて、水田へと改変され、ヨシ原が失われた事例を紹介し、

「コモンズ」の崩壊の過程として描いている（佐野，2003；佐野，2005）。このような開発

の結果、琵琶湖全体のヨシ原は、1953（昭和 28）年には 260ha であったが、1992（平成 4）

年には 130ha と半減したという報告もある（日本ナショナルトラスト，2003：27）。 

本地域でも、ヨシの需要が減少するに従って、その利用価値の低下がおこってきた。し

かし、それにもかかわらず、本地域では空間的におおきな変遷をとげながらも、河川敷の

ヨシ原が存続し、各大字は、いまだにヨシ原を利用しつづけている。それでは、諸々の変

容のなかで、なぜこのような利用を継続できたのだろうか。ここで、その要因をふりかえ

ってみたい。 

この継続要因として、第 1 にあげられるのは、河川敷が国有地であるにもかかわらず、

武田堤防組合にヨシ原利用が認められてきたことである。現在の河川敷内のヨシ原は、あ

くまで国有地である。このヨシ原は、河川行政のうえからは、「高水敷」または「半安定帯」

よばれ、洪水時に適切な河川の流水をうながすためにもうけられている空間である。土地

所有者であり、河川法で「管理者」としてさだめられる国土交通省（旧建設省）にとって、

「治水管理地」として管理すべき環境なのである。そのため、買収がなされた時点で、環

境の選択権は河川管理者にあり、住民たちの価値観のもとで、ヨシ原をほかの環境に勝手

に改変することはできなかった。住宅や田畑などの環境選択が河川敷からしめだされた結

果、ヨシ原として成立したのである。 
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さらに、この国有地であるヨシ原を、武田堤防組合の各大字が利用できるだけのしくみ

をもっていたことがおおきな意味を持っている。こうしたしくみを持続的にもち、ヨシ原

を利用しつづけることは、大字が主体となってヨシ原をすくなくとも「資源」としての価

値の高い環境として管理しつづけることになる。 

河川敷の利用にかんしては、国土交通省にたいして、「河川生産物の採取許可」とともに、

その使用目的を申請し、許可をえなければならない。武田堤防組合では、第 2 章で述べた

ように「昭和アシガヤ紛争」以降、「河川産出物の採取許可」を毎年とりつづけている。「武

田堤防組合」は、ヨシ原の利用というはたらきかけをつうじて、武田堤防組合が当時主張

したような、生活意識・総有意識をいまだにヨシ原にもちつづけているのである。そして、

大字がこうした環境観をもちつづけ、国の「所有権」とは異なる「利用権」を保ちつづけ

ていることは、たんに法的手続きで利用が許可される以上の意味をもっている。これは、

堤防管理委託のさいに国が武田堤防組合の存在をないがしろにできなかったのと同様であ

る。このように、国有地という土地利用の改変がむずかしいヨシ原において、武田堤防組

合が利用の承認、すなわち正当性をえてきたことが、まずはヨシ原存続の要因として挙げ

られる。 

 

 

3-7-2 社会構造の変容 

 

ヨシ原での利用が継続した第 2 の要因としてあげられるのは、利用の正当性をもつヨシ

原において、各大字が、ヨシを資源として利用しつづけるような、社会構造の変容を行っ

てきたことである。 

武田地区がヨシ原を生活環境にくみこむさいのしくみ
．．．

は、歴史的展開のなかで変容し、

「近代化の進展」といった大きな社会的な背景のもとで、それに対応するように作り変え

られていた。ヨシの自家利用がへるなかで、ヨシ原の機能は、大字の維持費を獲得する、

というものになっていた。そしてこの機能は、従来の大字総出での「共同刈り」という構

造のままでは、出稼ぎの増加といった社会的事情から持続がむずかしかった。 

こうした背景から、大字は、うまく資源利用の構造を変容させてきた。すなわち、ヨシ

原自体への入札の開始と、ヨシ業者への刈り取りの委託である。このような資源利用の構

造の変容による入札金の獲得をつうじて、大字の維持費の獲得という機能が継続されたの

である。そして、ヨシ業者が行う遠隔地への販売や、販売戦略の多様性は、大字にとって

はヨシの金銭的価値が 大限にいかされ、大字の維持費を 大化するためのしくみとなっ

た。 

つまり、自然資源を利用する社会組織は、「近代化」といった外部的な要因にともなう需

要の変化、生活様式の変化によって構造的な変容をとげながらも、地域環境を利用しつづ

けるという機能は保ちつづけてきたのである。このように、社会組織がもつ内部的な変異
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と流動性（松田素，2004）は、社会変動のなかで自然資源利用を保障してきたといえる。 

 

 

3-7-3 ヨシの資源的特徴 

 

さらに第 3 の要因として、ヨシという資源の生態を、資源を利用する社会の側が把握し

ていたことがあげられる。秋道智彌は、生物資源の場合、「更新性」がその利用を論じるさ

いに重要であるとの指摘を行っているが（秋道，1995=1999）、武田堤防組合の大字は、ま

さに、ヨシの更新性をとらえた利用を行ってきた。 

ヨシは、播種や植栽などの人の手があまり必要なく、放置することで勝手に毎年更新す

る資源である。ヨシの利用にかんしては、利用のために刈り取りを行うことこそが、はか

らずとも利用に適する質をたもつための資源管理になっていた。 

自然資源には、適切な管理のしかたがある。たとえば、森林資源でいえば、過剰な利用

は森林を荒廃させる結果につながりうる（千葉，1956=1991：220）が、一方では間伐や除

伐など、適切な管理が必要となる。このように、資源には、それぞれの適切な管理がある。

ヨシという資源にかんしては、毎年、いったんヨシ原からヨシをすべてとりのぞくという、

おおきな「攪乱」をあたえることが、良質・均質なヨシの更新をたすけるために適切な管

理なのである。 

各大字が総有意識をもつヨシ原をできるだけ利用しようということは、ヨシ原をできる

だけ質の高いヨシ原として保っておきたい、という意図と裏表の関係にある。利用をつづ

けるからこそ、ヨシ原の質も維持されるし、ヨシ原の質が維持されるからこそ、ヨシの資

源としての価値も保たれるのである。 

ヨシの需要が減少した現在、ヨシ原での全面的な刈り取りができなくなってきたが、こ

こで顕著になってきた火入れ管理は、ヨシの更新性を知識としてもっていた各大字の資源

管理技術である。このように、資源の生態にたいする知識は、資源管理を持続的に行うた

めに必要である。資源の生態にたいする知識をもつ村落組織は、資源の更新性にあわせた

かたちで、資源管理の方法も変容させていくのである。 

 

 

3-8 第 3 章の結論 

 

本章では、「近代化」のような社会変動のなかで、村落社会がどのように資源利用を継続

してきたのか、ということを論じてきた。武田堤防組合は、生活様式の変化するなかで、

でも、ヨシ原を資源として利用する主体でありつづけた。それでは、なぜこのような利用

を継続できたのであろうか。 

これについては、次のような 3 点があげられた。第 1 に、国有地であるのヨシ原で、武
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田堤防組合による利用が認められてきたことである。これは、たんに法的な手続きをへて

いるということではない。土地への継続的なかかわりによって保持されてきた武田堤防組

合各大字のヨシ原の「利用権」は、歴史的な正当性として「所有権」をもつ国も無視する

ことのできないものとなっていた。 

第 2 に、社会変動にともない、既存の社会組織ではヨシ原の利用が困難になるなかで、

ヨシ原を資源として村落社会の利益に組み込みつづけるために、社会構造の変容がおこっ

てきたことである。武田堤防組合の各大字は、ヨシ原から大字の維持費をえるという共的

な機能を継続してきたが、それは、ヨシ業者への「ヨシ刈り権の入札」と「刈り取り委託」

というおおきな構造転換によってなしとげられたものであった。 

第 3 に、そうした社会組織が、資源の生態、とくに更新性にかんする知識をもち、利用

の継続のなかで実践してきたことがあげられる。資源を利用しつづけるためには、均質性

を保つ必要があるが、ヨシにおいては、刈り取りや火入れ管理によって枯れヨシを除去す

る、ということが、ヨシ原を「健全な資源」122として保つためには必要であった。この 3

点のうち、どれが欠けたとしても、当地のヨシ利用の衰退と、ヨシ原の荒廃を招くであろ

うとおもわれる。また、こうした要因によってヨシを各大字にとっての資源にくみこみつ

づけたことは、ヨシ原がなおも大字にとっての資源であり、大字が「総有意識」をもって

利用する土地としての環境観を継続させることにもつながっている。 

このように、武田堤防組合が地域環境管理を継続していくためには、社会的要因として

は外部アクターへの正当性と内部的な変容、さらに生態的要因としては資源の更新性にか

んする知識がはたらいていた。このような事例は、動的な社会関係のなかで、「二次的自然」

のような環境を継続的に管理していくうえでも、考慮に入れていくべき要因となるであろ

う。 

                                                  
122 ここでいう「健全」はあくまで、村落組織にとって資源になる、という意味である。生態学

的な「健全性」とは根本的にことなるものである。 
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1962（昭和 37）年 

 

1971（昭和 46）年 

 
図 18、1962（昭和 37）年と 1971（昭和 46）年の地形図 

＊ 緑色が水田、薄橙色が湿地帯である。 

＊ 国土地理院 1/50,000 地形図「金木」「小泊」（1962 年）と国土地理院 1/50,000 地形図「金

木」「小泊」（1971 年）をもとに作成。 
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4 地域環境の多様な環境観と相互作用 
 

 

4-1 はじめに 

 

第 2 章では地域住民が土地にもつ環境観をあきらかにし、第 3 章では、社会変動のなか

でその環境観がどのように現在にうけつがれているかについて述べてきた。しかし、今日

の地域環境管理において、問題が複雑化する原因としては、第 1 に、問題のスケールが多

層化していること、第 2 に、管理の担い手が多様化していることが指摘されている。 

まず第 1 の問題として、スケールの多層化は、地域社会の内部で問題とされてきたよう

な生活問題だけではなく、グローバルスケールの社会問題もまた、個人的関心にのぼる対

象となっている。たとえば公害問題のようにある一定地域で先鋭化する問題は生活の問題

である。しかし、地球温暖化や砂漠化といったような、地球規模で進行し、なおかつ原因

を特定の個人に特定できない問題もまた、社会的な影響力をもちつつある。舩橋晴俊は、

1980 年代後半を「環境問題の普遍化期」と位置づけ、「社会内の至るところで環境問題が問

題視されるようになり、その取り組みの緊急性・優先性が広範に認知されるようになった」

（舩橋，2001：41）と指摘している。こうした動向は、法的概念のなかでも指摘されてお

り、東郷佳朗は、法的概念として主張される環境のかかわる権利が、入会権や慣行水利権

などのような特定的・排他的な権利から、環境権（入浜権、自然享有権など）のような不

特定的・普遍的（開放的）な権利へと拡大してきていることを指摘している（東郷，2003）。 

今日、温暖化問題や熱帯林の破壊といったいわゆる「地球環境問題」は、広く認知を得

た問題群であると思われるが、まさにそうした問題のひとつとして数えられるもののひと

つに「生物多様性の低下」の問題がある。ジョン・ハニガン（John A. Hannigan）は、「生物

多様性の消失」は、問題構築という意味では近年もっとも「成功」をおさめた環境問題の

ひとつであるとのべている。生物多様性問題の主唱者がもちいる「消失のレトリック

（rhetoric of loss）」は、「生物多様性」の意義の理解・それをまもることによる便益が理解

させているかされていないかにかかわらず、人々に行動をおこさせる言説として機能して

いる（Hannigan, 1995=2007: 201-224）。このように、「貴重な生き物をまもる」ことは、普遍

的な「善」として人々にうけいれられている。 

そして、こうした地球環境問題は、地域環境管理を行うさいにも大きな影響をあたえて

いる。現在、「二次的自然」のような地域環境は、生物多様性の場として注目を当てられる

場である。生物多様性や自然保護に関心のあるアクターが積極的にこうした地域環境に注

目し、「二次的自然」にかかわりながら、さまざまな活動を広げはじめている。こうした環

境は、環境教育・野外教育の場としても、多くのアクターから開放が求められてる。これ

が、問題が複雑化する第 2 のポイントである管理主体の多様化である。 

このような問題群・主体の多様化という事態にたいして、既存の自然資源管理主体とし
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ての村落社会がいかなる対応を行ってきたか、という研究もすすみつつある。たとえば、

菅豊は、村落社会が積極的に自分たちの論理として汎用化・普遍化した価値を取り込んで

いったかといった研究として、石川県加賀市片野鴨池でカモ猟の歴史性を主張してきた住

民が、自然保護を目的とするアクターと対峙したときに、「賢明な利用（wise use）」という

外来の新概念を主張することによって、カモ猟をつづける正当性を確保したとのべている

（菅，2006）。また、藤村美穂は、阿蘇の草原を事例に、都市側の環境保全の論理に影響を

受けながら、村落社会が生産=生活の共同組織から自然環境保全主体として転換したと論じ

ている（藤村，2002）123。このように、村落社会は、ほかのアクターからの影響を受けな

がら、自然資源を利用するための論理や構造を変容させるのである。 

反対に、地域環境管理に新たに参入するアクターの役割をあきらかにする研究も行われ

ている。たとえば、鬼頭秀一は、当該地域の当事者をこえた普遍的な環境運動の理念を掲

げる「よそ者」の積極的な重要性を次のようにのべている。すなわち、運動のひろがりと

運動継続の力にかかわることと、新たな視点の導入により地域環境意識の変容をもたらす

ことである。そして、こうした「よそ者」の分析は、「地元」との相互作用を含む形で行な

われるべきだと述べる（鬼頭，1998）。また、松村和則は、福島県の南会津グリーンストッ

ククラブの活動を追うなかで、ひとつの文化空間のなかにいる「よそ者」にも多様に存在

することを指摘し、それらが交錯しながら地域環境に影響をあたえている様子を「生活の

論理」に肉薄しながらえがいている（松村，1999）。また、井上真は、民主的な決定のしく

みや生態学的な機能、公共財（文化財）の保存といった、普遍的な価値を導入することは、

「よそ者」である研究者の重要な機能のひとつである（井上，2001：15）とのべるととも

に、多様なアクターの相互理解と相互補助を行う「協治」に地域環境管理の可能性をみい

だしている（井上，2004：137-139）。こうした「よそ者」論では、いわば「与える者」とし

て「よそ者」が村落社会に参入し、あらたな価値観をもちこむことの影響が注目されてい

た。 

以上のように、「よそ者」の参入は、村落社会に影響をあたえ、影響をうけた村落社会は、

論理や構造を変容させていく。しかし、第 2 章・第 3 章の議論から「二次的自然」のよう

な地域環境の管理をふりかえると、もうひとつの視点の必要性が浮かびあがる。すなわち、

市民運動がもつ自然観や科学者がもつ自然観と同様に、村落社会は、地域環境にたいして、

独自の環境観をもっていたということである。そして、こうした村落社会のもつ環境観は、

「よそ者」にたいしてどのような影響をもたらすのであろうか、という問いが生まれる。 

岩木川下流部ヨシ原においても、ヨシ原にたいしてさまざまな環境観をもつアクターが

参入してきており、各アクターの環境観の対立は、ヨシ原の「火入れ管理」をめぐる問題

によって顕在化している。火入れ管理問題は、地域環境の管理にたいして異なる価値観や

                                                  
123 一方で、蘭信三は、この藤村の研究にたいして都市住民のグリーンストック運動にたいして、

村落の行う従来の慣行は環境保全が主たる発想ではないため、両者がうまく連携できていないと

指摘している（蘭，2002）。これは、村落が存続しようとしてきた機能と都市住民が求める機能

のあいだにはなおもギャップがあることを示している。 
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目的がむけられることによって、実施の是と非が交錯しあう複雑な問題となっている。こ

うしたなかで、管理主体であった各大字や業者は、ヨシ原の管理方法へのあらたな対応を

求められているが、一方では、武田堤防組合の各大字がこのヨシ原にたいして持続してき

た環境観が、当地の多様なアクターにどのように受けとめられるかが注目される。本章で

は、この事例から「よそ者」と村落社会、それぞれが異なる環境観をいだくなかで、地域

環境管理の方向性を定めるための課題をあきらかにしていきたい。 

 

 

4-2 岩木川の環境行政 

 

1997（平成 9）年改正の河川法では、従来の「洪水、高潮等による災害発生の防止」とい

った“治水”、「河川の適正利用と流水の正常な機能の維持」といった“利水”にくわえて、

あらたに「河川環境の整備と保全」の“環境”がもりこまれて河川行政の三本柱とされる

とともに、その方法として「住民参加」をうながしていくことがうたわれている。こうし

た法改正は、岩木川における政策の転換にもつながっている。 

岩木川では、2005 年に『岩木川水系河川整備基本方針』（国土交通省河川局，2005）が、

2007 年には『岩木川水系河川整備計画』（国土交通省東北地方整備局，2007）が策定され、

当地における今後の河川行政を牽引するものとして注目される。この『岩木川水系河川整

備基本方針』と『岩木川水系河川整備計画』は、新河川法にもとづいて策定されたもので

ある124。 

『岩木川水系河川整備計画』の策定は、大学教員などの有識者、関係地方公共団体の首長

らで構成される「岩木川河川整備委員会」が行った。岩木川流域住民の意見をとりいれる

ために、まず、2006 年 7 月に流域市町村の住民へのアンケート調査が実施された。各地方

自治体経由で 5,000 通のアンケートが郵送で配布され、有効回収数は 1,004 通、有効回数率

は 20.4％であった。岩木川下流ヨシ原の接する中泊町（旧中里町）、つがる市（旧車力村）、

つがる市（旧稲垣村）からの回答はこの 1,004 通のうちの 7％（約 70 通）となっている。

策定会議はこのアンケートをうけてすすめられた。 

『岩木川水系河川整備計画』の前段階として出された『岩木川水系河川整備基本方針』で

は、河川環境の整備と保全について、 

 

「河川環境の整備と保全に関しては、これまでの流域の人々と岩木川との関わりを
．．．．．．．．．．．．．．．

                                                  
124 河川法（1964 年制定、法律第 167 号、1997 年改正）の第 16 条には、「河川管理者は、その管

理する河川について、計画高水流量その他当該河川の河川工事及び河川の維持（次条において「河

川の整備」という。）についての基本となるべき方針に関する事項（以下「河川整備基本方針」

という。）を定めておかなければならない」、第 16 条の 2 には、「河川管理者は、河川整備基本方

針に沿つて計画的に河川の整備を実施すべき区間について、当該河川の整備に関する計画（以下

「河川整備計画」という。）を定めておかなければならない」と記されている。 
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考慮
．．

しつつ、岩木川の流れが生み出した良好な河川景観を保全し、多様な動植物の

生息・生育する豊かな自然環境を次代に引き継ぐよう努める。このため、流域の自

然的、社会的状況を踏まえ、河川環境の整備と保全が適切に行われるよう、空間管

理等の目標を定め、地域と連携しながら川づくりを推進
．．．．．．．．．．．．．．．．

する。 

動植物の生息地・生育地の保全については、多様な生物が生息する十三湖と岩木

川下流部の汽水環境を保全するとともに、オオセッカ等の繁殖地となっている湿潤

なヨシ原について、地域においてヨシの利用に伴う人の関わりが果たしている役割
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

を考慮
．．．

しつつ、その保全に努める」（傍点は引用者）（国土交通省河川局，2005：6） 

 

と記述されている。ここには、河川環境が「自然環境」であることや保全の目的が「動植

物の保全」であることが大前提とされながらも、「生活環境」としての利用者のかかわりを

考慮することが明記されており、これから行政がヨシ原にかかわる人々と、どのように連

携していくのかが問われることになる。 

また、『岩木川水系河川整備計画』においては、「住民参加と地域との連携による川づく

り」が河川環境づくりの基本的なコンセプトとされ、 

 

「地域の個性や活力、歴史・文化が実感できる川づくりのためには河川管理者だけ

ではなく、川を利用する地域住民が継続的に川に関心を持ち、主体的に参加するこ

とが望まれます」（国土交通省東北地方整備局，2007：106） 

 

と、地域住民が河川管理に積極的に参加することを呼びかけている。ここでいう地域住民

とは、幅広い概念で、歴史的にかかわりを持つ生活者だけではなく、NPO などの市民団体

やレジャー目的で河川にかかわる人々をもふくんでいるようである。 

また、下流部ヨシ原についても、 

 

「オオセッカ等の繁殖地となっているヨシ原は、ヨシ刈りや火入れなど、ヨシ利用

者の活動によって維持されている箇所もあります。 

岩木川下流部のヨシは、かやぶき屋根などの材料として利用されていますが、近

年ヨシ利用の減少などに伴い、ヨシ利用によるヨシ原の維持が困難な状況にありま

す。 

そのため、河川管理をはじめヨシ利用者や地域住民等が連携・協働したヨシ原の

保全・維持に向けた取り組みを行います」（国土交通省東北地方整備局，2007：109） 

 

とのべられ、ヨシ原の保全のために、ヨシ利用者だけではなく、別の「地域住民」という

あらたなアクターの参入がもとめられている。 

また、岩木川では、2006（平成 18）年度より「河川生態学術研究会」の研究対象河川と
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なっている125。近年ヨシ原は、水質浄化、生物のハビタット、河岸の侵食防止など、さま

ざまな生態的機能から注目をあびている（桜井，1994；木村ほか，2000；島谷ほか 編，2003；

Inamori et al., 2005 など）。岩木川においては、こうした生態系の機能をあきらかにする前段

階として、ヨシ原の植生、遺伝的構造、生育環境の調査など、生態系の構造についての調

査が行われている。とくに、当地では、ヨシ原の火入れ区・刈り取り区・無処理区の設定

による人為的攪乱の影響調査が行われており、社会とのかかわりを生態学的に論じるここ

ろみとして先進的なとりくみとなっている126。 

こうした岩木川下流部ヨシ原の研究は、タヌキ（Nyctereutes procyonoides）やイタチ（Mustela 

itatsi）などの哺乳類や、オオセッカ（Locustella pryeri）やコジュリン（Emberiza yessoensis）

などの 50 種以上におよぶ鳥類、マークオサムシ（Apodomopterus maacki）やゴマシジミ

（Maculinea teleius）などの希少種をふくむ多種の昆虫類など、おおくの生物の生息地127で

ある当地の保全に役立てられる。こうした調査・モニタリングといった科学的知見にもと

づいて河川管理をすすめていくことは、『岩木川水系河川整備計画』にも明記されている（国

土交通省東北地方整備局，2007：83）。 

また、2005（平成 17）年には、「中里町の冬の葦原」が文化庁より河川景観重要地域に選

定されている（文化庁文化財部記念物課 監修，2005：136）。これをもとに、国が景観を保

護するために、相応の施策を行うのだという方向性がしめされたことになる。文化行政の

うごきは今後が注目されるといえよう。 

このように、岩木川下流部ヨシ原における行政方針はあらたな局面をむかえている。河

川敷の所有者であり、管理者とされる国（国土交通省）が、希少種・生態系の保全とヨシ

の資源管理など、さまざまな価値観が河川敷環境管理をどのように牽引していくのか、ど

うおりあいをつけていくのか。そして、整備計画が「流域」という視点でたてられるなか、

下流ヨシ原がどのように位置づけられていくのか128。それが今後のヨシ原の姿に、大きく

                                                  
125 「河川生態学術研究会」は 1995（平成 7）年に建設省（現国土交通省）と学術研究者らによ

って発足した組織で、「（1）河川流域・河川構造の歴史的な変化に対する河川の応答を理解する、

（2）ハビタットを類型化し、その形成・維持機構、生態的機能を明らかにする、（3）生物現存

量、種構成、生物の多様性、物質循環、エネルギーの流れを明らかにすることにより、河川生態

系の構造と機能を解明し、河川に対する生物の役割を明らかにする。これらを用いて河川の環境

容量を推定する、（4）洪水や渇水などの河川が本来持つ攪乱などの自然のインパクト及び河道や

流量の管理、物質の流入などの人為的インパクトの影響を明らかにする、（5）河川環境の保全・

復元手法を導入し、その効果を把握・評価する、（1）～（5）に関する結果を総合し、生態学的

な視点を加味した河川管理のあり方を検討する」といったことを目的としている。岩木川のほか、

標津川、北川、木津川、千曲川、多摩川の 5 河川が調査対象河川となっており、すでに調査結果

の公表もすすめられている（http://www.rfc.or.jp/seitai/seitai.html、閲覧：2008 年 10 月 27 日）。 
126 ヨシ原での火入れ区・刈り取り区・無処理区の設置、オオセッカの生息状況への影響といっ

たような生態調査は、青森県三沢市仏沼でも行われており、仏沼における調査はすでに一部が発

表されている（齋藤ほか，2006；竹内・斎藤，2007）。 
127 国土交通省の 1997 年から 2003 年までの「河川水辺の国勢調査」より。 
128 岩木川では 2016（平成 28）年に現在の目屋ダムに変わって「津軽ダム」が竣工予定である。

このダムによる影響についての市民向けフォーラムにおいても、流域全体の環境に重点を置いた
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影響していくだろうと思われる。 

 

 

4-3 ヨシ原火入れ管理問題の発生 

 

 

4-3-1 野鳥保護団体による苦情 

 

ヨシ原での火入れ管理は、前章で述べたように、枯れヨシを除去し、商品的価値を高め

るために行われる。しかし、この火入れ管理に対して、多くの苦情が寄せられるようにな

った。 

まず、ヨシ原での火入れ管理に反対の立場をとったのは、地元の野鳥保護団体であった。

日本野鳥の会弘前支部は、本地域オオセッカなどの鳥類への「保全への脅威」として、「ヨ

シの刈取り・火入れ」が挙げられ、具体的な鳥類の「保全活動」として「国土交通省・青

森河川国道事務局へオオセッカ、コジュリンなどの繁殖期における全面的な火入れをしな

いよう要望」129を行っている。2000（平成 12）年には、（1）河川敷ヨシ原に火入れする目

的は何か、（2）この後、車力村、中里町管内の岩木川河川敷ヨシ原で、火入れの予定はあ

るのか、（3）この場所が鳥獣保護区であることを知っているのか、（4）この地域がオオセ

ッカ、チュウヒ、コジュリンの生息域であることを知っているか、（5）建設省が実施した

河川の環境・生物調査の結果を、ヨシ原管理にどのように生かしているのか、という質問

状を河川敷の所有者である建設省青森工事事務所（現国土交通省青森河川国道事務所）に

提出している（日本野鳥の会弘前支部，2000：4-5）。こうした質問の意図は、火入れが野鳥

の生息場所・繁殖場所をうばうおそれがあるということにある（竹内，2005：161-162）。 

また、野鳥保護団体による火入れ管理にかんする苦情は、実際に火入れ管理を行うヨシ

業者や各大字にもなされ、2000（平成 12）年ごろには、ヨシ原利用者による火入れ管理を

行えない年もあった130。 

自然保護の立場からすると、人の利用・管理は、「自然」を破壊し、野生生物の生息地を

おびやかすことにつながってしまう、とみなしうるものである。岩木川下流部の火入れ管

理も、「人の利用が野鳥の生息地・繁殖地をおびやかす」という構図で問題視されたのであ

る。 

                                                                                                                                                  
議論が繰り広げられるなど、「環境の保全」や「市民参加」、「流域」の視点での河川行政が行わ

れている（国土交通省東北地方整備局津軽ダム工事事務所，2005；国土交通省東北地方整備局津

軽ダム工事事務所・青森河川国道事務所浅瀬石川ダム管理所，2005）。 
129 「Important Bird Areas in Japan（翼が結ぶ重要生息地ネットワーク）――岩木川河口十三湖」

（http://www.wbsj.org/nature/hogo/others/iba/search/sites/touhoku/37-iwakigawa.htm、閲覧：2008 年

12 月 1 日）。 
130 2006 年 7 月 31 日の NK 氏への聞き取り、2007 年 6 月 25 日の UC 氏への聞き取りより。 
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4-3-2 近隣住民からの苦情 

 

しかし、火入れ管理問題は、「地域住民と自然保護団体の対立」というありがちな構図に

とどまるものではない。火入れ管理は、大量の煙と灰を発生させるため、降灰や火の粉に

よる洗濯物や自動車の汚損といった被害が生じ、川向かいのつがる
．．．

市や中里町の市街地な

どの近隣住民から、ヨシ原の火入れにたいする苦情が消防署によせられる。とくに近年、

減反などの影響から岩木川下流部でふえつつあるハウス栽培の農家131は、火入れによって

灰がつもったり、火の粉でビニールが破損したりするなどの被害を消防にうったえ、場合

によっては、直接火入れ現場で抗議を行っている。 

また、火入れのさいの火柱は、かなりおおきくなることもあるため、飛び火によって近

隣の民家で火災がおこることも危惧されている。数年前にはヨシ原での野火が原因で、実

際に左岸側で数件の火事がおこったこともあり、火災の問題は、切実視されている。 

また、こうした火入れへの苦情は、ヨシ原の火入れにより恩恵をうける武田堤防組合の

各大字からはあまりだされず、リスクのみを一方的にひきうけることになる武田堤防組合

以外の近隣住民からだされる場合がおおい。近隣住民からは、ヨシの火入れで発生する煙

や灰、火の粉などの生活環境をおびやかすものにたいして、反対の立場がしめされている

のである。 

 

 

4-3-3 苦情に対する行政の対応 

 

野鳥保護団体や近隣住民からの苦情にたいして、河川管理者としての行政側も、火入れ

管理を禁止せざるをえない状況にある。現在、ダイオキシン問題や地球温暖化問題がクロー

ズアップされるなかで、全国的に野焼きは禁止という風潮があり、岩木川下流部ヨシ原に

かんしても、現状ではなかなか「火入れ管理をしてもよい」とはいいがたい立場にあると

いう。また、2000（平成 12）年には、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」が改正され、

「野焼き」が原則禁止となった132。これにより、国土交通省では、火入れの容認がむずか

しい状況にある。 
                                                  
131 2000 年の農業センサスでは、武田地区では 9.7%の農家がハウス栽培を行っており、総ハウ

ス面積は 3.13ha である（農林水産省大臣官房統計情報部，2001）。 
132 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（1970 年制定、法律第 137 号、2000 年改正）の、第

16 条の 2 には、「何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。1）
一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄

物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却、2）他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の

焼却、3）公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与

える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの」と記されている。 
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また、武田堤防組合が行う草刈り除草のさいにも、数年前までは刈り取った雑草を国土

交通省の指示で焼却処分していたが、現在は焼却を禁止している。同法第 16 条の 2 の 3 に

は、「公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える

影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの」は廃棄物焼却禁止の例外とされるが、

火入れの「慣習」というものは曖昧であり、社会的に認知されていない現時点では、立場的に容

認するわけにはいかないということである133。 

また、津軽地方では、毎年秋に稲ワラを焼却することが健康被害、交通障害、農業のイ

メージダウンなどの問題を引き起こし「わら焼き公害」といわれている。2005（平成 17）

年度には青森県内で水稲作付面積の 3.5％にあたる 1,883.6haで焼却がおこなわれ、住民から

関係機関に苦情が寄せられている134。そのため、青森県西北地方農林水産事務所を中心に、

中泊町産業課などの各自治体の関係機関などが稲わらの焼却防止と有効活用を訴えている
135。本地域では、ヨシの火入れが、わら焼き防止のような動きに逆行するものとして捉え

られているきらいがある。 

こうしたなかで火入れを行うと、「法律で禁止されていることをなぜするのか」という苦

情が、界隈の産業廃棄物処理業者や自動車業者から、消防署や河川管理者の国土交通省へ

寄せられるという。産廃業者などからは、ヨシ業者の行う火入れが、その営利性ゆえに、

利益追求のために法律を違反してなされる行為だとみなされているのである。 

そして、消防署も、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に関連して、国土交通省や環

境省と同様に、ヨシ原にかぎらず一般に「火入れは禁止」という立場をとらざるをえない

という。そのため、河川敷におけるヨシ原の火入れもみとめないことにしており、火入れ

のさいに提出する「火災と紛らわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出書」

も、火入れ許可の証拠になってしまうということで、原則的に個人のものは 2003（平成 15）

年以降うけとっておらず136、実質的に火入れは禁止された。 

そのいっぽうでは、2006 年だけでも春先にヨシ原で 3 件の野火がおこったように、ヨシ

原に枯れヨシがのこる状態は、防災上このましくないため、消防署としてはヨシ原の枯れ

のこしが除去されることは、むしろ歓迎されることであるともいう。消防署としては、火

入れが行われることは、防災上のぞましいことではあるが、法律上の問題で容認できない、

という立場なのである137。 

野鳥保護団体や近隣住民からの苦情、さらに国土交通省など行政機関の対応などにより、

結局 2006（平成 18）年以降は、岩木川の河川敷において火入れが行われなくなった。火入

                                                  
133 2007 年 8 月 6 日の国土交通省東北地方整備局青森河川国道事務所五所川原出張所への聞き取

りより。 
134 2006 年 11 月 24 日の『東奥日報』より。 
135 「稲わら焼却防止活動」（http://www.applenet.jp/~kita-nourin/wara_H17/wara_boushi_H18.htm、

閲覧：2008 年 12 月 1 日）。 
136 2006 年 7 月 31 日の中泊消防署への聞き取りより。 
137 2007 年 6 月 21 日の五所川原消防署への聞き取り、2007 年 10 月 26 日のつがる市消防本部予

防課への聞き取りより。 
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れが行われなくなることで、ヨシ原に古いヨシが堆積していくことになり、各業者にとっ

て高品質で均質なヨシを刈り取れなくなるという弊害が生じる。そこで、業者Aのように、

火入れよりもコストのかかる管理方法ではあるが、粉砕機を使用して入札したヨシ原での

品質管理をする業者もいる。しかし、ほとんどの大字・業者は、火入れができない現在、

入札したヨシ原全体の品質管理にまで手をまわさず、前年の刈り取り場所のなかで刈り取

りをつづけていくという業者もおり、枯れヨシの残ったヨシ原の放置が進んでいる138。実

際に現在でも場所によっては乾燥化がすすんで、ヤナギ類（Salix spp.）やススキ（Miscanthus 

sinensis）、外来種のニセアカシア（Robinia pseudoacacia、別名：ハリエンジュ）などの繁茂

が目立ってきている。こうした結果、各大字への入札料も減少していくことが予想され、「火

入れができないなら、カヤ刈りも、もうおわりだな」139と、あきらめの声もきかれつつあ

る。 

 

 

4-4 生態学的視点による地域環境管理への影響 

 

 

4-4-1 生態学者の環境観の変化 

 

このように、ヨシ原への火入れ管理は、地域社会における公害問題であると同時に、野

鳥保護などの自然環境問題、大気汚染や地球温暖化といった大きなスケールの環境問題と

してとらえられ、多層的な社会問題となっているのである。こうしたなかで、岩木川下流

部のヨシ原にたいする各アクターの環境観におおきな影響をあたえたのが、生態学的視点

をもったアクターであった。 

生態学的視点をもったアクターとして、生態学をバックグラウンドとしてもち、青森県

各地で鳥類調査を行ってきた竹内健悟氏らは、岩木川下流部のヨシ原で、2003 年からオオ

セッカの保全のための生態調査をはじめた。この調査の当初は、竹内氏らも野鳥保護団体

と同様に、野鳥の生息場所・繁殖場所をうばうおそれがあるとして、火入れ管理に反対す

る立場をとっていた。しかし、生態学的視点をもったアクターは、こうした火入れ反対の

立場をひるがえし、火入れ管理の重要性を主張するようになる。この環境観の変化の転機

となったのは、オオセッカの生態学的調査を行うヨシ原を利用してきた武田堤防組合やヨ

シ業者との話し合いのなかで、ヨシ原への火入れは、ヨシという資源を更新するために行

                                                  
138 ただし、火入れ管理も、もともと枯れヨシすべてに行われていたわけではない。竹内健悟は

岩木川下流のヨシ原の火入れ状況について詳細に示しているが、2003（平成 15）年には右岸を

中心に 1/3 ほどしか火入れを行わない区画が目立っている。また、このようにモザイク状に火入

れが行われることは、オオセッカなどの鳥類の保全という視座のもとからは効果的であるとも述

べられている（竹内，2004）。 
139 2007 年 10 月 27 日の TR 氏への聞き取りより。 
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われているということを知ったことであった。ヨシ原の利用は、たんに自然を搾取という

意図で行われているわけではなく、利用者である業者や大字は、ヨシの更新性を把握し、

持続的な利用という意図をもってかかわってきたことを認知したのである。こうした地域

社会と自然資源の関係は、現在の「二次的自然の保全」という今日的な保全生態学的な命

題ともかさなっており、生態学的な視点から、火入れ管理をみなおす結果となった。 

こうして、当地では保全生態学的視点を持ったアクターにより、オオセッカやヨシの生

態調査と平行して、地域住民との情報交換や聞き取りなどの社会調査をすすめられていっ

た。当地では、刈り取りや火入れなどの攪乱が、草原性鳥類のハビタットであるヨシ原に

たいしてどのような影響をもつのか、鳥類がいかなる分布たいしていかなる影響をあたえ

るのか、生態学的にがある程度は必要であることが報告されており、これまで偶然になり

たってきた利用者によるヨシ原管理と鳥類の「共存」を保全という視点から科学的に評価･

検証しようという研究へとすすんでいる（竹内・東，2005）。 

このように、いわば「よそ者」（鬼頭，1998）として生態系保全のためにヨシ原管理の議

論に加わってきた保全生態学者は、その過程において地域社会にとってのヨシ原の価値を

認知していくことになり、それが生態系保全のありかたや保全上の課題のとらえなおしに

つながっていった。もちろん、生態学的な視点をもつアクターからすると「地域社会がど

のようにヨシ原（＝野鳥のハビタット、生態系）を利用・管理してきたか、そしてそれが

野鳥の保全とどのような関係にあるか」という視点において資源管理を論じることが必要

性なのであり、保全生態学者にとって一義的な価値はヨシ原の保全という生態学的価値に

ある。こうしたなかで、ヨシ原では全面の刈り取り・火入れよりも、モザイク状に枯れヨ

シを残すことが望ましい（竹内・東，2005）など、本来ならばすべて火入れしてしまった

ほうがよいという地域住民の意図とは完全に一致しないところもある。 

しかし、岩木川下流部ヨシ原についての生態学者の議論は、生態学的価値にとどまって

はいない。生態学的調査の経緯のなかでヨシ原研究関係者とヨシ原を利用する業者・大字

の協議する場がもうけられた。これにより、生態学者は、ひとつづきの景観にみえるヨシ

原について、それぞれの大字が歴史的な総有意識の境界をもっているという、ヨシ原利用

者の環境観の認知につながった（竹内，2004）。そのため、ハビタットの維持のためには、

枯れヨシを島状に残しながらも、火入れや刈り取りといった人為的な攪乱が必要だという

認識につながり、ヨシ業者の利用の現状を生かしたオオセッカ保全のゾーニング案を提示

している（竹内，2006）。このゾーニング案は、ヨシ原利用者のもつ環境観を考慮に入れる

ことでだされたものである。このように、生態学的な環境観をもつアクターは、「対話」に

よって地域社会の環境観をもつことで、地域社会の環境観を考慮に入れた保全案を提示し

ているのである。 
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4-4-2 生態学者的視点による地域社会への影響 

 

各大字にとってヨシ原は、大字の維持費をうみだす土地である。また、各大字では現在

も少量ながら簾垣やスダレといったヨシの自家消費的利用が行われており、河川敷では個

人でつかう分のヨシを刈り取る様子もみうけられる。そして、春にはアザミなどの野草を

つみにくる人々もおおく、ヨシ原には文化的・精神的な意味あいをよみとることもできる。

このように、一義的には各大字の住民が生活に根づいたかかわりをもってきたヨシ原であ

るが、生態学的な視点をもったアクターと地域社会が「対話」をもったことは、武田堤防

組合の各大字にたいしてもおおきな影響をあたえた。 

岩木川下流部ヨシ原が野鳥保護団体や生態学者の注目をあつめた背景には、「希少種」オ

オセッカの存在があった。このオオセッカは、同じ青森県内の仏沼での保護活動が地元メ

ディアにおいても頻繁にとりあげられており、県内のテレビコマーシャルにも起用される

など、「幻の鳥」としてその名の認知度がたかい鳥である（オオセッカの生息環境研究グル

ープ，1999）140。こうした社会的背景からオオセッカが「希少種」であるということは、

一般にもよく知られている。そして、野鳥保護団体らがヨシ原にかかわることによって、

岩木川下流部ヨシ原にオオセッカが生息しているということは、武田堤防組合の各大字も

認知している。 

しかし、こうしたオオセッカを保全・保護しようとするアクターにたいして、地域社会

はそれほどオオセッカの保全・保護にたいする重要性を感じてこなかった。オオセッカは、

津軽地方ではほかの草原性鳥類ととくに区別されずに「チョチョジ」という地方名で呼ば

れている。オオセッカの認知度がたかい現在において岩木川下流部の人々があえてオオセ

ッカにたいして「チョチョジ」というフレーズをつかう含意には、「よそ者」として干渉し

てくる野鳥保護団体や生態学者にたいしての皮肉がよみとれる。それは、素人目には見分

けがつかず、実生活のなかでも見分ける必要がない小型草原性鳥類（＝チョチョジ）のな

かで、オオセッカのみを特別視することへの皮肉、けたたましくさえずるオオヨシキリな

どの草原性鳥類にかけてわずらわしく干渉してくることへの皮肉である。それでも「希少

種オオセッカの保全」という言説は、鳥類保全という立場を武田堤防組合に認知させ、野

鳥保護団体や生態学者がヨシ原管理の議論にかかわるうえでの正当性を確保するには十分

であった。 

こうして、オオセッカ保全・保護は、地域社会のなかに浸透しはじめており、資源利用

者の環境言説の一部ともなりつつある。たとえば、武田堤防組合やヨシ業者からは、「オオ

                                                  
140 保全生態学では、ホタルやサクラソウ、トキといた保全への強い社会的アピールに役立つ種

を「象徴種（flagship species）」と呼んでいる。象徴種はあくまで生態系の一構成種であり、生態

系の保全が本来の目的とされる（樋口，1996：74）。岩木川下流部ヨシ原の保全にとって、オオ

セッカは、まさにこうした象徴種で、これをもとにヨシ原全体の保全を行うことが目標とされて

いる（竹内，2006）。 
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セッカは古いヨシには巣をかけない。ヨシを刈った時によくわかる」141「火入れをしない

と、ダニやネズミが増えて、鳥も巣をつくらなくなる」142といった生活知から鳥類保全・

保護にとっていかに火入れ管理が有効かという正当化言説がきかれる。 

これらの言説にみられるように、オオセッカの保全・保護という環境観は、ヨシ原の利

用者にも浸透しはじめているが、まだまだ資源利用者と生態学者のあいだでは、相互理解

が十分でない部分もおおい。資源利用者には、生態学者の目指す生物多様性「保全」の立

場と野鳥保護団体の野鳥「保護」の立場が異なることが認知されているとはいえず、どち

らもヨシ原利用に干渉する「保護」的な立場とみなされている143。生態学者は、「対話」の

なかで積極的に地域住民の環境観を取り入れようとしていることは前述のとおりだが、資

源利用者は、生態学者が火入れ管理を生態学的な草地管理の方法として評価していること

の認知はまだ十分ではない。 

ただし、生態学的事業の認知は、現在進行形ですすめられている。現在、河川生態学術

研究会は、田茂木が刈り取り権をもつヨシ原の一角を調査対象区域としているが、これは

田茂木自治会との協議により、設置の許可を得ているものである。このように、協力体制

をきずいていくなかで、今後両者の環境観にたいする相互認知がすすんでいくとおもわれ

る。 

 

 

4-4-3 生態学的調査と行政 

 

「生物多様性の保全」のような「環境」をめぐるイッシューは、普遍的・汎用的に行政

の政策にとりいれられており、岩木川下流部のヨシ原の保全にかんする調査・研究も、「河

川生態学術研究会」のなかですすめられている。こうしたなかで、生態学者が行政機関に

たいしてもつ発言力は増大している。 

火入れ管理が行われなくなった 2006（平成 18）年以降、生態学者たちは、ヨシ原での火

入れの再開を目的の視野にいれながら、ヨシ原調査を行ってきた。このヨシ原調査は、行

政の視点にどのような影響をあたえるのだろうか。 

現時点では、河川管理者である国土交通省の立場では「廃棄物の処理及び清掃に関する

法律」とのからみから、生態系保全を理由として火入れ管理を再開することはできないと

いう。しかし、1997（平成 9）年の河川法改正以降、河川政策において「環境」は重要な柱

となっている。調査地においても、たとえば河畔林の伐採を行うさいには生態学者にうか

                                                  
141 2006 年 7 月 31 日の NK 氏への聞き取りより。 
142 2007 年 6 月 25 日の UC 氏への聞き取りより。 
143 一般的に「保護（protection）」は、自然を人為的な影響などの外圧からまもることを意味し、

「保全（conservation）」は自然を合理的かつ上手に利用しながら維持管理をすることを意味して

いる。「保全」は自然資源を利用することを排除しない概念である点で、「保護」とはおおきくこ

となる（沼田 編，1974）。 
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がいをたてながら、河川管理を行っているという。火入れ管理にかんしても、環境管理に

必要だという文言がどこかにあれば、立場をかえる可能性はたかいという144。 

こうしたなかで、今後火入れ管理にたいする国土交通省の立場を決定づけていくうえで、

生態学者がはたす役割はきわめておおきいと思われる。先述のとおり、岩木川下流部ヨシ

原は、国土交通省による「河川生態学術研究会」の調査対象地域となっており、生態学者

による調査が行われている。そのなかでは、ヨシ原への火入れの効果を科学的に検証する

調査もふくまれている。また、『岩木川水系河川整備計画』には、 

 

「岩木川は平成 18 年 6 月に（河川生態学術研究会の）研究対象河川となり、『十三

湖の汽水環境、物質循環と食物網の把握』『下流部のヨシ原の形成と維持、生体的機

能の把握』『流域の地形・地質、河川構造、河川流域の歴史的変遷』についての研究

を開始しました。 

今後、生態学的な観点から河川を理解し、川のあるべき姿を探るとともに、その
．．

成果を河川環境管理基本計画等に反映し適切な河川環境管理に活用
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

します」（傍点は

引用者）（国土交通省東北地方整備局，2007：83） 

 

とあり、今後、河川生態学術研究会の研究成果でヨシ原の保全にとって火入れ管理が必要

だ、ということになれば、行政が火入れ管理を後押ししていくことが予想される。 

このように、生態学は、社会構造のなかでおおきな政治的な決定権をもちうる位置にあ

る。しかし、生態学が政策過程におおきな影響を与えうるがゆえに、資源利用者とのあい

だで構造的格差（平川，2004）をうみだす可能性がある。第 3 章でみてきたように、武田

堤防組合のヨシ原利用権は、河川敷所有者である行政機関の政策過程のなかで、下位にお

かれてきた。こうしたなかで、再開される火入れ管理は、従来どおり生活者の環境観のも

とで行われるのか、あるいはおなじ火入れ管理という形式をとりつつもまったく意味合い

のちがうものとしてたちあがるのか。岩木川下流部のヨシ原では、管理の方向性を決定付

けるうえで生態学者の役割が重視されるという構造が生まれつつあるのである。 

 

 

 

 

 

                                                  
144 2007 年 8 月 6 日の国土交通省東北地方整備局青森河川国道事務所五所川原出張所への聞き取

りより。 

-94- 



 
 

図 19、火入れ管理をめぐる評価の固定的理解 

 
 
 
4-5 対立した環境観とその相互作用 

 

 

4-5-1 二項対立にかくされた多様な環境観 

 

それではここで、火入れ管理問題をもとにして、各アクターの環境観の対立についてま

とめてみたい。火入れ管理問題は、火入れの賛成‐反対という二項対立でとらえられる。

しかし、各アクターの主張をみていくと、それぞれがヨシ原にたいしていだく環境観は、

かなりおおきく異なることがあきらかになった。 

まず、武田堤防組合の各大字とヨシ業者は、ヨシ原を資源として利用するために火入れ

管理を行っていた。しかし、火入れ反対の側には、生活被害をうったえる近隣住民、野鳥

の生息地・繁殖地保護を主張する野鳥保護団体、「地球温暖化」のような地球環境問題や法

的枠組みの面から賛成できない行政機関など、おおくのアクターが存在し、それぞれの環

境観にもとづいてクレイムを発していた。 

火入れ管理問題は、地域環境管理をめぐるステークホルダーの多様さと、その多様さの

わかりにくさを象徴している。火入れ管理問題には、ローカルなレベル（＝近隣住民の生

活の問題）とグローバルなレベル（＝自然保護や地球環境問題）での環境問題が多元的に

折りかさなっており、それらがおなじ「火入れ管理に反対」という主張をするため、どれ

だけのステークホルダーが、なぜ反対を行っているのか、ということを理解することは容

易ではないのである。 

火入れ管理問題は、火入れ管理が行われなくなることによって、いちおうは終息してい

るが、これは決して問題の「解決」を意味してはいない。ヨシ業者・武田堤防組合各大字

にとって資源管理が行えず、地域内にコンフリクトをはらんでいるという状況をかかえた

ままになっているのである。 
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図 20、地域のアクターとしての生態学者の性質 

＊ 長谷川公一（2003：38）をもとに改変。 

＊ *のジャーナル共同体（専門誌共同体）とは、査読システムによってきずかれたクライ

テリアを共有する知の専門家集団のことをいう（藤垣，2004）。 

 

 

 

4-5-2 アクターとしての生態学者 

 

岩木川下流部のヨシ原における火入れ管理をめぐる対立のなかで、新たな視点をもつア

クターとして登場したのが、生態学者であった。すでにみてきたように、生態学者は、ヨ

シ原利用者であるヨシ業者や武田堤防組合の大字とのあいだで相互に関係をむすびながら、

国土交通省や消防署などの行政機関におおきな影響をあたえうる立場をもっている。 

これまで本章では、科学者もまたひとつの「環境観」をもつアクターとしてとらえる立

場から、生態学者をアクターとして社会関係のなかに位置づけながら論じてきた。このな

かで、生態学者が地域環境にかかわっていく過程をみていくと、図 20のように、市民運動

と非常に類似した特徴をもっていることがわかる。生態学者の地域環境管理への参入過程

は、現在地域環境でボランティアやNPOのような市民セクターが必要とされている論理と、

非常に類似している。つまり、地域社会と水平的な立場をとるアクターであることで、地

域環境管理にとってプラスとなる諸々の相互作用をひきおこしていく。そして、生態学者

のイッシュー（問題意識）は生物多様性の保全といったような、普遍的な価値である。そ

の行動様式は、科学的な妥当性に規定されており、科学的知見をもとに問題にかかわると

いう支援者的な立場を有する。 
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図 21、火入れ管理をめぐるヨシ原への環境観の相互作用 

 
 
 
つまり、生態学者は現在の地域環境において、ひとつのアクターとしてとらえられ、生

態学者主導の「生態系保全」は、社会学的な運動論としての分析が可能であるということ

である。市民運動のように外部的な価値をもちながら地域環境管理にかかわる生態学者は、

「生物多様性の保全」という環境観を地域社会にもちこむアクターとして分析されること

が、地域環境管理を論じるうえで重要であるとおもわれる。 

こうした立場から、アクターとしての生態学者の参入が、火入れ管理問題における社会

関係にどのように作用したのかをまとめてみたい。この参入は次のようなプロセスをとっ

た。第 1 の局面は、生態学者らからヨシ原利用者にたいする作用である。生態学者は、火

入れ管理がヨシ原生態系に影響をあたえるという危惧をもっていた。これは、自然保護団

体の野鳥の生息地・繁殖地の破壊といった主張ともかさなるものであり、こうしたクレイ

ムは、ヨシ原利用者に「自然保護」的な環境観を認知させるきっかけとなった。その結果、

ヨシ原利用者は、「自然保護」的な環境観がいだかれていることを考慮し、「火入れ管理は、

ヨシ原の持続、野鳥生息地の保全に役立っている」という主旨での発言を行うようになっ

た。 

第 2 の局面は、ヨシ原利用者から生態学者にたいする作用である。上記のようなヨシ原

管理者の主張は、コモンズによる「二次的自然の保全」という保全生態学的な命題とも一

致する。そのため生態学者は、火入れ管理の生態学的機能にたいして肯定的な立場をとる

ようになった。 
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現在進行形の第 3 の局面としては、生態学者は、火入れ管理の生態学的な有効性を、ヨ

シ原利用者のもつ権利関係といったような社会的背景とあわせて議論しはじめ、そうした

前提をもとにヨシ原において火入れ管理の効果の検証をめざした生態学的調査を開始した。

この生態学的調査は、現在行われている 中であり、社会的にいかなる影響をもつかは今

後注目される。また、生態学者の学術調査が、今後の行政機関の立場におおきな影響をも

ちうることもしめした。 

当地において「よそ者」と地域社会は、相互作用のなかで環境観の相互理解を行ってき

たということがいえるだろう。「よそ者」として地域環境管理に参入した生態学者は、ヨシ

原を利用する業者や武田堤防組合の各大字と協議を行うなかで、ヨシ原には歴史的な権利

関係があることを認知し、「ゾーニング案」のようにヨシ原利用者のもつ歴史的・文化的背

景をもつ環境観に考慮した火入れ管理のありかたを展望しているのである。 

こうした過程をつうじて、生態学者は、岩木川下流部において、「ヨシ焼き」の継続をめ

ざすために諸々の活動をすすめており、地域環境管理を継続させるためのあらたな推進力

となっている点、また、固定的にとらえられる火入れの賛成‐反対という二項対立を、「火

入れはなぜ必要か」「なぜ火入れに反対か」といった相互理解のための議論のレベルにひき

あげていったという点で、「よそ者」としてのおおきな意義をはたしていたのである。 

 

 

4-5-3 ヨシ原管理の課題 

 

しかし、この過程からいくつかの課題もうかびあがってくる。第 1 に、ヨシ原を利用す

るヨシ業者や武田堤防組合の各大字は自然「保護」的な環境観をいだいたアクターの存在

を想定しながら「火入れは野鳥の保護にも必要」といった火入れ管理の正当化言説をもち

いてはいたが、まだ生態学者が、「保全」の視点をもち、火入れ管理にたいして肯定的な視

点をもっていることを認知するにはいたっていない点である。今後、生態学者の視点がヨ

シ業者や武田堤防組合の各大字に理解されるためには、生態学者が積極的にヨシ原の利用

に考慮した火入れ管理を目指していることを、ヨシ原の利用者にたいして伝えていく必要

がある。これは、生態学者とヨシ原利用者が、互いの環境観を認めあいながら地域環境管

理をすすめていくためには、「自らとは異なったパースペクティヴを他者によって抱かれて

いるという事実をわきまえ、他者のパースペクティヴを考慮に入れる」（齋藤，2000：51）

とともに、「自らのパースペクティヴを他者にも理解してもらう」という、次のステップへ

すすむ必要性があるということである。 

第 2 に、「地域社会」内部の「生活」をめぐる対立を、どのように解決していくのかとい

うことである。これから生態学的な価値のもとで火入れ管理が行われるとすれば、それは

ヨシ原利用者にとっても資源の価値を保つという点で矛盾がなく、表面上は地域社会によ

る利用と生態系保全事業が調和的に行われるかもしれない。しかし、その影で潜在化して
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しまうのは、降灰や火事のリスクなどの生活公害をうったえる近隣住民との対立である。

火入れ管理問題において近隣住民からだされる苦情は、生活にとっての切実さからだされ

たものであり、それゆえに地域社会において問題とされてきたのである。「地域社会」とひ

とくくりにできそうな範囲の内部にも、ことなる環境観をいだくアクターが多数存在して

いる。生活に影響を及ぼしうる多層的な社会関係については、なおも大きな課題としての

こるのである。 

そして、 後に、ヨシ原をめぐっては、河川管理者である国が河川敷の整備のうえでの

裁量をもつという社会構造があるということである。とくに、「河川」というのは、戦前・

戦後をとおして国が事業遂行者としてつよい力をもってきた地域環境である（田中滋，2001）。

そして、現在の河川行政のなかでは、生態学的な視点が河川管理についてのおおきな影響

力をもちうる。かつての公共事業では、「公共性」の名のもとに行われた「開発」が公害を

生んできた（舩橋ほか，1985）。地域環境政策を行うさいにも、「生物多様性の保全」のみ

を目標にかかげてこれを推進していくことで、住民の生活に悪影響をあたえるおそれがあ

る。こうしたなかで、立場的にはヨシ原管理のありかたにおおきな影響力をもちうる生態

学者自身が、今後ヨシ原管理にどのようにかかわっていくかは非常に注目されるのである。 

これから、岩木川下流部ヨシ原では、生態学者がおおきな役割をはたしながら、ヨシ原

利用者との協力のもとでヨシ原管理を目指していくとおもわれるが、ヨシ原管理をすすめ

るためには、これらさまざまな課題に対処する必要がみいだされるのである。 

 

 

4-6 第 4 章の結論 

 

本章では、外部的なアクターが村落社会のような自然資源を継続的に利用してきたアク

ターにいかなる影響をあたえるかといった「よそ者」論などの先行研究をふまえながら、

現在岩木川下流部のヨシ原でおこっている「火入れ管理問題」を事例として、地域環境に

たいしてどのようなアクターが関与しているのか、そして、多様なアクターが地域環境の

管理をめぐって関係しあうなかで、どのような相互作用が生まれるのか、といったことに

着目した。 

こうしたなかでまず指摘したことは、「二次的自然」のような地域環境管理においては、

生態学者を一定の判断基準（＝環境観）をもちながら他のアクターにはたらきかけていく

アクターとして再定位することが有効なのではないか、ということである。 

この視点で明らかになったのは、生態学者は、従来の「よそ者」論で強調されてきたよ

うに「よそ者」があらたな視点をもちこんだり、運動の推進力をもたらすだけではなく、

生活者とかかわりをもち、生活者と地域環境の来歴を知るなかで、「よそ者」もまた地域環

境にたいする認識を変容させ、地域管理の方針を修正していったということであった。と

くに「二次的自然」は、生活・利用される空間としての実態をもつことがおおい。「よそ者」
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が生活者との接触のなかで、試行錯誤しながらお互いの利益となる環境管理をさぐってい

くことは、有効であろう。 

岩木川下流部のヨシ原管理では、生態学者がほかのアクターと協力して地域環境管理を

進めていくうえでの課題もみられた。とくに、リスクのみをこうむる近隣居住者から、い

かに火入れ管理再開の承認をえるかは、当地のおおきな課題となっている。しかし、当地

においては、生態学者は、従来行政機関がおこなってきたような硬直化した融通がきかな

い環境管理（足立，2001）とは正反対に、アクターとして、「対話」のなかで生活者と相互

に環境観を理解しようという過程をとってきた。こうした過程を継続することにより、こ

れから生態学者とヨシ原利用者のあいだでの相互理解もふかまり、ヨシ原管理を協力して

行っていくことになりえる。火入れに反対する近隣居住者にたいしても、こうした継続的

なかかわりのなかでお互いの利益・被害を理解していくことが必要であり、環境観の相互

理解を進めることは、多様な環境観をもつアクターのなかで地域環境管理を行ううえでの

大前提となるのである。 

 

 

（第 1 部、完） 
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第 2 部 栃木県渡良瀬遊水地を事例に 
 

 

第 2 部（第 5 章、第 6 章）は、栃木県小山
お や ま

市、同県藤岡
ふじおか

町、同県野木
の ぎ

町、茨城県古河
こ が

市、

群馬県板倉
いたくら

町、埼玉県北川辺
き た か わ べ

町の 4 県（2 市 4 町）にまたがり、約 3,300haの広さをもつ、

渡良瀬遊水地を事例とする。渡良瀬遊水地内も岩木川の河川敷と同様に国土交通省の管轄

地である。 

渡良瀬遊水地は、渡
わた

良
ら

瀬
せ

川、思
おもい

川、巴波
う ず ま

川、谷田
や た

川、与
よ

良
ら

川といった河川との合流地点

であり、遊水地から約 3km下流では、渡良瀬川と利根
と ね

川が合流している。そのため、むか

しから河川氾濫のおおい土地であった。 

1997（平成 9）年の河川法改正では、従来の治水、利水機能に加えて、環境の保全を河川

管理の中に盛り込むことが明記された。渡良瀬遊水地もまた、治水、利水機能だけではな

く、豊かな生態系の保全・再生が河川管理の目標として掲げられている（渡良瀬遊水池の

自然保全と自然を生かした利用に関する懇談会，2000）。渡良瀬遊水地は、自然散策、サイ

クリング、ゴルフ、ウィンドサーフィンなどのレクリエーション機能も有しており、年間

約 80 万人の利用者が訪れる場所でもある145。 

渡良瀬遊水地は、足尾銅山鉱毒事件にともなって、政府が 1907（明治 40）年に谷中村に

たいして土地収用法を適用し、さらにその近隣町村の田畑を買収することによって誕生し

たという歴史をもっている。もともとの居住地・田畑は、買収後に湿地や荒野へと遷移し、

旧谷中村民は、遊水地外への移住を余儀なくされた。 

遊水地周辺にうつり住んだ旧谷中村民は、買収当時の地割で占用許可をえて、漁業やヨ

シ刈りなどの生業を行ってきた。特にヨシ刈りは、1960-70 年代に 盛期をむかえ、1970（昭

和 45）年には遊水地全体で年 500,000 枚のヨシズが生産された（小林，1984：157）が、現

在は中国産ヨシズの輸入量増加などの影響でヨシズの生産量は減少傾向にある146。 

現在、渡良瀬遊水地では、周辺地域住民と行政各関係機関が協力体制をとりながら毎年 3

月に「ヨシ焼き」とよばれる火入れ管理を行っている。ヨシ焼きは、周辺自治会などの各

団体からなる「渡良瀬遊水地利用組合連合会」が主催、国土交通省、渡良瀬遊水地アクリ

メーション振興財団、周辺自治体（2 市 4 町）からなる「渡良瀬遊水地ヨシ焼連絡会」が共

催という形で行われており、総勢 1,300 人が参加しての大規模な行事となっている。 

ヨシ焼きの協力体制としては、遊水地の利用を行ってきた連合会の各自治会・団体が、

                                                  
145 2008 年 4 月 18 日の渡良瀬遊水地アクリメーション振興財団への聞き取りより。 
146 栃木県下都賀郡藤岡町の渡良瀬遊水地湿地資料館内の展示資料によると、中国・韓国からの

ヨシズの輸入は 1974 年頃から始まり、1990（平成 2）年には遊水地周辺でのヨシズ生産量は、7
万枚に減少している。1992（平成 4）年には生産戸数 17 戸、問屋数 2 軒に減少している（藤岡

町史編さん委員会，2004）。 
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それぞれの慣習的割地で火入れを担当し、各行政機関が資金面での援助や苦情対応を担当

するという役割分担がなされている。また、2008 年には約 5,700 名の見物客がおしよせる

など147、春の風物詩としても定着している。遊水地においては、ヨシ焼きという管理にた

いして一見すると関係者たちの「合意のとれた状態」が体現しているようにみえる。 

第 2 部では、遊水地を利用してきた地域住民の例として、旧谷中縁故民と小山市下生井

地区の遊水地利用史を明らかにしながら、地域住民にとって現在行われるヨシ焼きの意味

を述べる。そして、行政がヨシ焼きに協力していく過程から、行政にとってのヨシ焼きの

意味をあきらかにする。それらの理解のうえに、渡良瀬遊水地のヨシ焼きにおいて、たが

いに環境観のことなる地域住民と行政の協力体制がいかにして可能になったか、なぜ「合

意のとれた状態」が体現できたのかをあきらかにしたい。 

 

 

                                                  
147 2008 年 4 月 18 日の渡良瀬遊水地アクリメーション振興財団への聞き取りより。 
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渡良瀬川 
巴波川 

思川 

 
図 22、渡良瀬遊水地調査地概要 
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年  代 事     柄 

1874（明治 7） 古河財閥による足尾銅山の操業開始 

1889（明治 22） 数村合併により谷中村の誕生 

1890 年代 洪水による鉱毒被害と政府による鉱毒反対運動の弾圧 

1904（明治 37） 政府により「谷中村民有地ヲ買収シテ瀦水池を設ケル稟請」が出される 

1906（明治 39） 谷中村廃村 

1907（明治 40） 土地収用法により谷中残留民に強制執行 

1917（大正 6） 谷中村残留民のひきあげ 

1921（大正 10） 萱刈事件 

1925（大正 15） 遊水地を囲む堤防の完成 

1930 年代 遊水地に土砂が堆積しはじめ、マコモ群落が広がる 

1940 年代 遊水地内の陸地化がすすみ、ヨシ群落が広がる 

1943（昭和 18） 栃南葭加工販売組合の成立 

1947（昭和 22） カスリーン台風による被害 

 害虫駆除をおもな目的とした「ヨシ焼き」のはじまり 

1962（昭和 37） アメリカ軍物資投下練習場計画 

1963（昭和 38） 渡良瀬遊水地利用組合連合会の成立 

〃 貯水池化工事の開始 

1964（昭和 39） 県営赤麻猟区の設立 

1970（昭和 45） 第一囲繞堤の完成 

1972（昭和 47） 第二囲繞堤の完成 

1987（昭和 62） 渡良瀬貯水池の完成 

1988（昭和 63） 渡良瀬遊水地アクリメーション構想 

〃 渡良瀬遊水地アクリメーション振興財団 

1990（平成 2） 「渡良瀬遊水池の開発に反対する利根川流域住民集会」 

1997（平成 9） 第三囲繞堤の完成 

2000（平成 12） 
渡良瀬遊水地の自然保全と自然を生かした利用に関する懇親会が「渡良瀬遊

水地の自然を生かしたグランドデザイン」を提出 

2005（平成 17） 渡良瀬遊水地ヨシ焼き連絡会の成立 

2006（平成 18） 『利根川水系河川整備基本方針』策定 

 
表 5、渡良瀬遊水地年表 
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5 環境の変化と資源利用の継続 
 

 

5-1 はじめに 

 

第 3 章の岩木川下流部の事例では、社会変動のなかで社会組織がいかに自然資源とのか

かわりを継続してきたのか、ということを論じた。しかし今日、「社会変動」への対応と同

様に、あるいはそれ以上に注目されるのが、「環境変化（生態系の変化）」にたいする地域

社会の対応である。地域環境は、生態学的に不規則な変動をくりかえしており、予測不可

能な頻度でおこる自然災害のようなおおきな環境変化がおこることもある（プリマック・

小堀，1997：176-177）。そのため、生態系は、非定常系であるととらえられる。さらに、土

地利用・政策などの人為的要因も、地域環境のおおきな環境決定要因となるものである。 

非定常系としての地域環境のなかで、社会がいかにして安定を築きあげるのかといった

研究をふりかえってみよう。まずあげられるのは、自然資源の「持続可能な利用（sustainable 

use）」を目指すなかで、社会‐生態システムの「復元力（resilience）」に注目する研究であ

る。復元力は、もともと生態学的概念で、「変化がおこるなかでも、本質的に同等の機能、

構造、固有性、フィードバックを維持するために、攪乱を緩衝し、再編成するシステムの

能力」（Walker et al., 2004）で、「システム内の結びつきの持続性を決定」（Holling, 1973: 17）

する。つまり、生態系は、さまざまな攪乱をうけるが、「複雑適応系（complex adaptive system）」

として多様な構成要素や要素間の相互作用、自立的過程をもつため、うしなわれた要素に

代替するあらたな要素が機能し、状態の変化にたいするフィードバックがおこる。その結

果、一定の生態系が保たれるというものである（Levin, 1999=2003）。 

こうした復元力の議論は、社会‐生態システムのなかでも、社会システムの側に注目し

た議論に応用されている。たとえば、ギア・カジョバ（Gear M. Kajoba）は、ザンビアの農

村社会と農業生態系システムを事例として、「食料安全保障」が実現されているかをもとに

復元力の検討を行っている。すなわち、植民地化以前の共同体的土地制度のもとでは、復

元力の範囲内での土地利用が行われていたが、植民地政策による労働移動と土地配分がそ

れを崩壊させた。そして 1964 年の独立以降の土地政策は、復元力再構築のための政策であ

るというものである（Kajoba, 2008）。 

ここでみたような社会の復元力にたいして、ブライアン・ウォーカー（Brian Waker）ら

は、復元力をたかめながら、あるいは復元力の範囲内で環境を利用・管理していく人間・

社会の能力を「順応力（adaptability）」とよんでいる（Walker et al., 2004）。このような順応

力をきずいていくことが、社会的な生活の安定につながるということである。順応力をど

のように築いていくかについては、復元力を獲得するために必要なこととしてあげられる

「冗長性（redundancy）」148の概念の検討が必要になる。サイモン・レヴィンは、冗長性が

                                                  
148 ここでいう「冗長性（redundancy）」とは、同じような生態的役割、生態的地位をもつ多数の
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あること、つまりバックアップ機能が多数用意されていることは、なんらかの原因で系の

ある機能が失われたとしても、すぐに代替するものに置き換えられることにつながると指

摘する（Levin, 1999=2003: 316-317）。つまり、社会‐生態システムのなかでの冗長性は、社

会が生活をささえる機能をもつ資源がうしなわれたときに、かわりとなる資源をみつける

ことのできる能力となるのである。 

この冗長性は、菅豊が論じる「在地リスク回避」論と親和性のたかい議論である。菅は、

人間と資源の関係にあらわれるリスクを回避する方法として、資源の多様性を確保するこ

とをあげている。災害のような危険そのものを回避するのではなく、複合的生業や多種・

多品種栽培により被害をうけたときの代償・埋め合わせをおおく確保することで、生活の

安定をはかることができるのである（菅，2005b）。 

しかし、生態系に復元力の閾値をこえるようなおおきな攪乱がくわえられたさいには、

スイッチを押したように「カタストロフ的（catastrophic）」な環境変化がおこり、それまで

とはまったくことなる生態系が形成されることがある（Scheffer et al., 2001）。こうした劇的

な環境変化への対応能力は、「転換力（transformability）」とよばれる。この「転換力」は、

「生態学的、経済的、社会的（政治的をふくむ）状況が既存のシステムをささえきれなく

なったさいに、抜本的な新しいシステムを創造する能力」（Walker et al., 2004）と定義され

る。生態系の状態は、大きく変化しうるものであるが、その変化のなかであたらしい安定

したシステムをつくりあげる力を転換力とよぶ。そして、そうしたあたらしい生態系にた

いして、それに対応するような社会システムをつくりだすことが社会的な転換力なのであ

る。 

これまでみてきた「順応力」と「転換力」は、環境変化にたいして社会が生活をどのよ

うに対応してきたか、ということを議論するものであった。このようにみると、第 2 章で

みいだしたような、資源の更新性という「復元力」を理解しながら社会的なシステムを構

築していった岩木川下流部の武田堤防組合の資源利用は、「順応力」の研究でもあったとよ

みかえることができる。そうなると次に、環境変化にたいする社会的な「転換力」は、ど

のようにきずかれるのかといった課題がみいだされる。 

そこで、本章では、渡良瀬遊水地の旧谷中村縁故地と西生井自治会における資源利用を

事例に、環境の変化にたいして地域社会がどのように環境利用を継続してきたのかを論じ

ていきたい。 

 

                                                                                                                                                  
種類が存在していることにより、ある種がうしなわれたさいに、かわりとなる種がその機能をみ

たすというものである（Levin, 1999=2003: 25）。これは「多重複性」とも訳され、激しい攪乱が

あった発生したさいにも生態系や社会システムの機能を持続させる復元力の要因とされている

（Marten, 2001=2005: 193-199）。 
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図 23、谷中村縁故地と西生井自治会利用地の位置 

＊ 図の範囲は、おおよそをあらわす。 

 

 

 

渡良瀬遊水地は、治水政策のような人為的要因や洪水のような自然災害によっておおき

くその姿を変化させ、それにともない、景観も変容させてきた。しかし、その変容に対応

するかたちで、地域住民も柔軟に、したたかに渡良瀬遊水地を生活の場として組みこんで

きたのである。こうした渡良瀬遊水地をめぐる社会と自然資源のかかわりの歴史をたどり

ながら、環境変動にたいして地域社会が対応するための要因をさぐっていきたい。 

 

 

5-2 渡良瀬遊水地の成立 

 

本章では、渡良瀬遊水地が成立した以降の資源利用についてのべていく。遊水地とは「洪

水時に一時的に水を貯留する空き地」149である。しかし、渡良瀬遊水地は、もともと「空

き地」であったわけではない。明治時代のおわりから大正時代にかけて、居住地や田畑を

                                                  
149 『広辞苑 第五版』より。 
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おおくふくむ約 3,300 町（約 3,300ha）の民有地の買収によって、渡良瀬遊水地は造成され

たのである。 

渡良瀬遊水地の造成は、「公害の原点」といわれる足尾銅山鉱毒事件と関係している150。

明治時代のなかごろ、鉱毒水が東京府下に氾濫することをおそれた明治政府は、1898（明

治 31）年、渡良瀬川河口（利根川への合流部）を拡幅して、利根川の水が渡良瀬川に逆流

しやすいようにした（小出，1975：182-184）。渡良瀬川と利根川のまじわる当地はもともと

洪水のおおい地域であったが、この工事により渡良瀬川河口手前の沿岸湿地帯一帯は、洪

水が常襲する鉱毒激甚地と化した（川名，1989：65-66）。そのため、渡良瀬川の河口近くに

遊水地をつくる計画がたちあがってきたのである。そして遊水地計画の 終候補地となっ

たのが、栃木県谷中村を中心とした地域であった。 

谷中村の買収・廃村計画が正式に発表されたのは、1904（明治 37）年 6 月の第 18 回帝国

議会においてであった。谷中村買収・廃村は、名目上、利根川の逆流洪水によって谷中村

の堤防が頻繁に破壊され、その度に堤防修築費を県費で負担しなくてはならなかったため

に、これを避けるために谷中村を遊水地にしてしまおうという治水上の問題点を理由とし

たものであった。これは、鉱毒問題の治水問題へのすりかえでもあった（東海林・菅井，

1984：181-183）。1905（明治 38）年、栃木県知事の白仁武は、「谷中村堤内土地物件補償に

関する告諭第二号」をだし、村民の移住方針を告示した。これに応じた谷中村民より、土

地の売却と移住が開始された。 

「渡良瀬川改修事業」が開始されたのは 1910（明治 43）年で、予算規模は 7,500,000 円

であった。まず、1913（大正 2）年には、藤岡新川開削工事と新思川開削工事が行われ、1918

（大正 7）年には渡良瀬遊水地と赤麻沼をつなぐ藤岡新川が、1917（大正 6）年には新思川

が開通している。谷中村の約 1,000 町（約 1,000ha）の買収はすでに行われていたが、1911

（明治 44）年には、古河土地収用事務所が設置され、この年から 1922（大正 11）年にかけ

て順次周辺市町村の民有地の買収が行われた。1915（明治 45）年からは買収ずみの土地よ

り順次、遊水地をかこむかたちで築堤がすすめられ、1925（大正 14）年までに完了した。

こうして渡良瀬川の改修工事は、総工事費 10,796,648.765 円で結了した。渡良瀬遊水地は、

当時内務省の治水政策としてつくられたきたのである。 

また、戦後 1949（昭和 24）年には、「利根川改修改訂計画」が出され、これにともなっ

て調節量 9,400m3/s、貯水容量 176,800,000m3 の洪水調節機能をもたせるため、1963（昭和

38）年、渡良瀬遊水地の調節池化工事が開始された。この工事は、渡良瀬川、思川、巴波

川にそって囲繞堤を築造し、それぞれの一部に越流堤をもうけるとともに、排水路・排水

門をもうけることが目的とされた。1970（昭和 45）年には、旧谷中村の中心をふくむ第一

囲繞堤が、1972（昭和 47）年には、思川・渡良瀬川・巴波川沿いの堤防と、小山市下生井

                                                  
150 足尾銅山鉱毒事件と谷中村の関係については、荒畑寒村（1909=1999）、東海林吉郎・菅井益

郎（1984）、川名英之（1989）、渡良瀬遊水地谷中メモリアル 100 実行委員会（2006）などにくわ

しい。本項の記述も、これらの文献によっている。 
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地区や藤岡町部屋地区に接する堤防からなる第二囲繞堤が、1997（平成 9）年には、藤岡町

赤麻地区に接する第三囲繞堤がそれぞれ築造されている。 

また、1976（昭和 51）年からは、「渡良瀬遊水地総合開発事業」として、第一囲繞堤内に

貯水容量 26,400,000m2 の多目的貯水池である谷中湖が造成され、1987（昭和 62）年に完成

し、貯水が開始された151。 

このように、渡良瀬遊水地では遊水地成立後も河川行政が行われ、遊水地内の環境にお

おきな影響をあたえてきたのである。 

 

 

5-3 旧谷中村縁故者の遊水地利用 

 

 

5-3-1 谷中村の買収と旧村民の移住 

 

谷中村は、1889（明治 22）年に内野村、恵下野村、下宮村が合併して誕生した村である。

谷中村民は、谷中村廃村反対運動を強め、これを主導するために、1904（明治 37）年には

田中正造が谷中村に住みついた。しかし、前述のように、1905（明治 38）年に栃木県より

「谷中村堤内土地物件補償に関する告諭第二号」がだされて以降は、しだいに土地の買収

もすすんだ。谷中村が廃村となり、藤岡町と合併となったのは、1906（明治 39）年であっ

た。当時は、いまだ約 140 世帯 1,000 人近い人々がのこっていたが、1907（明治 40）年の

はじめには、約 70 戸 400 人にまで減少している。同年 1 月 26 日には、政府が谷中村の残

留民に対して土地収用法を適用する認定公告を出し、移転を拒否した 19 戸の家屋の強制破

壊を行った。その後も 16 戸は仮小屋を建設し、10 年間とどまりつづけた（東海林・菅井，

1984：184-187；川名，1989：72-73）。 

買収された谷中村の土地は、水田約 128 ha、畑約 361ha、宅地約 33ha、山林約 7ha、原野

約 487ha、池沼約 37ha となっており（渡良瀬遊水地谷中メモリアル 100 実行委員会，2006：

13）、 

 

「あヽ昔は豊田千里と謡はれし関東の沃野、鶏犬の声絶えて、黄茅白葦徒に茂く、

終に一個蕭条索落たる荒野の原に化し終わらんとは」（荒畑，1907=1999：24） 

 

 

                                                  
151 戦後の渡良瀬遊水地での工事については、『渡良瀬遊水地成立史』（渡良瀬遊水地成立史編纂

委員会，2006）、内田和子（1985）、「藤岡町のあゆみ」（http://www.town.fujioka.tochigi.jp/pubsys/public/ 

mu1/bin/view.rbz?cd=301、閲覧：2008 年 11 月 6 日）を引用した。 
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  移転戸数

古河市 123

藤岡町 95

野木町 67

板倉町 36

北川辺町 17

小山市 9

その他 72

 

表 6、谷中村民の移転先 

＊ 渡良瀬遊水地谷中メモリアル 100 実行委員会（2006：32）より作成。 

 

 

 

と、もともとの水田や宅地などの利用がなされなくなった結果、ヨシ原のような原野、も

しくは湿地帯へと遷移していった。 

こうして谷中村民は移転を余儀なくされたが、移転者のなかには藤岡町や古河市、野木

町、板倉町、北川辺町、小山市といった渡良瀬遊水地周辺に移転した人々も多数いた。内

務省による 1907 年の谷中村土地収用後も、旧谷中村縁故者は、旧所有地の利用を行ってき

た。旧谷中村では、渡良瀬遊水地周辺以外にも、栃木県壬生町や栃木県那須町、東京、北

海道などへの移転者もおり、旧谷中村時代の村落組織をいかすことができなかった152。そ

のため、旧谷中村内は、組織ではなく、個人単位で利用範囲が区切られた。土地利用は、

買収前に居住地や田畑といった個人所有地であった「縁故地」で行われた。 

1905（明治 38）年の買収以降も、旧谷中村民は、国から旧所有地の利用がみとめられ、

養鯉や桑植も行われた（渡良瀬遊水地成立史編纂委員会，2006：408）。しかし、1917（大

正 6）年、栃木県より「河川敷地及流水附屬物占用規定」153が出された後、1919（大正 8）

年には、県より貸し付け地については元所有者に貸し付けること、そしてこの借り入れに

ついて、借地希望者は組合をつくることという告知がだされた。 

                                                  
152 村落組織がうしなわれた象徴として、各小字ごとの信仰の対象であった村社は、谷中村移転

時にほかの地域へとゆずりわたされた（2008 年 4 月 24 日の TI への聞き取りより）。 
153 「河川敷地及流水附屬物占用規定」（1917 年、栃木県令第 30 号）第 1 条には、「河川敷地お

よび流水ならびに付属物を占用せんとする者は、書式第一号により出願すべし。河川法河川法施

行規程第 9 条（49 ページの脚注 73 参照）による占用願については河川法施行前における所有権

の証する書面を添付すべし」とあり、従来黙認状態であった縁故民の土地利用についても、占用

手続きをするように規程された。本規程には、そのほかにも河川敷の占用にかかる手続きのしか

た、占用料の徴収のしかたなどがさだめられている（資料提供：栃木県立文書館）。 
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これにたいし、1919（大正 8）年に藤岡町の非縁故民たちが、県にたいして旧谷中村内の

土地の貸し付け申請を行っていた。しかし、1920（大正 9）年になっても、移転者・残留者

などの旧谷中村縁故民からは貸し付けの申請がなされなかったため、藤岡町と縁故民のあ

いだで「萱刈事件」とよばれる問題へと発展した。この争いは藤岡町議会でも政党をまき

こんでの対立となった。1921（大正 10）年には両者が採草地の刈り取りに着手し一触即発

の事態となった（藤岡町史編さん委員会，2001：101；藤岡町史編さん委員会，2004：302-304）。

この事件以降、旧谷中村縁故民は、「旧谷中村占用組合」を組織し、遊水地内の占用願を組

合で一括してだすようになった。ただし、土地利用にかんしては、従来どおり個人単位で、

それぞれの「縁故地」で行われた。 

 

 

5-3-2 渡良瀬遊水地の環境変動と縁故民による利用の変化 

 

買収によって田畑の大半をうしなった谷中村縁故者のおおくは、遊水地内の縁故地での

漁撈を行い、生計をたてた154。1940 年頃まで、渡良瀬遊水地内にはおおくの沼が散在して

おり、さらにかつての水田、原野なども管理をしないことから、水深 30cmほどの水場へと

変化していた155。 

このような豊富な水場で、さまざまな漁法がとられた。まず、春から夏にかけては、谷

中村内の旧水路・堀などで、「シメキリ漁」が行われた。これは、上流側と下流側に竹を岸

から対岸まで縦に突き刺していき、魚の行き来を遮断してしまう。そして、遮断したとこ

ろに、カクウケ、マルウケといったしかけを 100 本くらいおいておくと、産卵期で活発に

うごくコイなどの魚がウケにはいるというしくみである。また、ウナギ（Anguilla japonica）

は春にはのぼり、秋にはくだっていくため、これらの時期では、ウナギウケを使ったとい

う。こうしたシメキリ漁では、それぞれが漁をできる権利の場所がきまっていた。 

 

「それ（シメキリ漁）はあの‥みんな持ち持ちがあったの。それは、たとえばうち

ならうちの畑がある（あった）、こっちにもうちが畑がある（あった）、その〔元の〕

地権者がやってたんだ、やっぱりね」156 
 
つまり、こうした漁撈もまた、個人ごとの旧所有地でおこなわれたのである。また、シメ

                                                  
154 谷中村廃村後、遊水地内でどれだけの縁故民が漁業に従事したかという詳細な記録はないが、

1887（明治 20）年には、旧谷中村の恵下野と内野をあわせて 75 人が漁業に従事していた（渡良

瀬遊水地成立史編纂委員会，2006：127）。 
155 2008 年 7 月 6 日の TI 氏への聞き取りより。以降、漁撈について、とくにことわりのないも

のは、2006 年 12 月 27 日と 2008 年 7 月 6 日の TI 氏への聞き取り、渡良瀬遊水地谷中メモリア

ル 100 実行委員会（2006）による。 
156 2006 年 12 月 27 日の TI 氏への聞き取りより。 
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キリ漁をするためには、資源を独占しないようなルールがあった。 
 

「〔シメキリ漁には、〕今であれば規約みてえのがあって、いったんそこへしかける

ってえと、何メートル、何百メートル先、何十メートル先までは、やってはいけな

いっていう規則があるみたい。しかけたところがまた、20 メーターもさきへ行った

ところでまたしかけられたんじゃ、魚があがってこないから。だから、ルールがあ

って、何百何十メートルまではしかけてはならないと。しかけるちゅうってえと、

今度はそれまでに何百メートル先行くってえと、シセンテン（支川点？）があるの。

今度こっち、右行く道、左行く道。で、魚は今度このシセンからあがってくると。

本流だけばっかりじゃない。こっちもみんなほら、あの水の流れ、その水の流れを

たどって、ほうぼうからあつまってくるから。だから、そういう何百メートルも先

に、しかけても、影響なくなってくるっちゅうわけ」157 
 

このように、漁には、慣習的な地割りにもとづいた権利の場所、他人の権利をおかさない

ためのルールがあったことがわかる。 

そして、冬季 12 月の中旬ごろから、3 月の初旬ごろまでは、「キリゴミ漁」が行われた。

こちらは、水路ではなく、洪水後にできた沼やキリショ（切所）跡（堤防の決壊跡）で行

われた漁である。漁師は遊水地内にヤナギを植えており、そのヤナギをソダ（粗朶）にし

て、沼のなかに、沼底からラセン状に水深とおなじたかさになるようにしかけておく。す

ると、魚が冬ごもりするためにソダのなかへはいる。それをソダのしかけごとタケズ（竹

簀）で簀巻きにして、魚がにげられなくする。そして、マンノウ158をつかってヤナギソダ

をすべてとりだし、のこった魚を投網で捕獲する。こうしたしかけが冬季には何十・何百

個もしかけられた。キリゴミ漁ではおもに、コイ、フナ、ナマズが捕らえられた。キリゴ

ミ漁もまた、個々人が漁をできる場所がきまっていた。 

 

「それもやっぱり〔利用できる権利が〕あったの。それは昔、耕作していたわけだ

から、ほら。堤防内で。耕作していたところが。耕作地がぶっ切られちゃうわけだ

から、ここはおれの耕作地のあとだって。沼になったって、そこはとなりのうちの

なんだ、あれはあれだ、そういう権利がやっぱりあったわけ。湖になっても」159 
 

その他にも、円錐状のタケ製網をつかった春の「ザンブリ漁」（藤岡町史編さん委員会，

2001：104-105；読売新聞社宇都宮支局，2008：76-78）、ウナギカキやウナギヤスをもちい

てウナギをひっかけてとる「ヤス漁」（藤岡町史編さん委員会，2001：107）、スゲ、ヤナギ、

                                                  
157 2006 年 12 月 27 日の TI 氏への聞き取りより。 
158 刃が数又に分かれたクワ状の道具。 
159 2008 年 4 月 24 日の TI 氏への聞き取りより。 
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タケなどを箕のようにあんだものに竿をつけた漁具でフナなどをとる「ブッテ漁」（尾島，

1972：63；藤岡町史編さん委員会，2001：104-105）など、多様な漁法が行われた。 

こうしてとられた魚類は、藤岡町やその周辺の魚問屋が買いとりにまわったという。 

 

「今日は魚になるってんで、一週間にいっぺん、8 日にいっぺんとかになると、魚屋

が舟を用意してきて、それで入れ物持ってきて。今のようにダイバカリ（台秤）じ

ゃねえの。テンビンバカリ（天秤秤）で、ハカリダマ（秤玉）ってんでやるでしょ。

入れ物にミナガケってんで入れて、封筒をしくと、魚が何貫、何十貫、コイが何十

貫でサインをもらって、まああれだよな、入金書だよな。はやい話がな。それをも

らって、金はもらわずに、魚屋さんはうち〔へ〕行っちゃうの。家のたいは、その

まま魚屋さんがやってきちゃって、それをくりかえしくりかえしやって、魚屋さん

が金になれば、うちだらうちへはらいにくるの。だからけっこう、農業よりもよか

ったっていうんだよね、漁業は」160 
 
こうしたおおくの漁法・漁場のくみあわせにより、渡良瀬遊水地内では一年中漁をする

ことができ、主生業としておおきな収入となった。漁撈は現在もつづけられているが、渡

良瀬遊水地内に土砂がたまり、水面がへりはじめると、しだいに大規模ではなくなってい

った。 

その後、1930 年代以降、洪水のたびに土砂が堆積し、遊水地内の池沼は徐々に陸地化し

てきた。その陸地化の進行とともに顕著になってきたのは、マコモ（Zizania latifolia）群落

であった。マコモは、水深が 1m をこえるような、ふかい立地でも生育できることが知られ

ている（Yamasaki, 1981；内田ほか，2000）。渡良瀬遊水地においても、マコモ群落は、ヤナ

ギ群落やヨシ群落よりも湿潤傾向のつよい水分条件をこのむことが指摘されている（伊藤

ほか，2006）。 

マコモは、夏季に刈り取りが行われ、天日干しで乾燥させた後、スダレ箱161、お盆ゴザ、

ストロー簾などの製品に加工され、1 枚 1 銭から 1 銭 5 厘で仲買人に買い取られた。マコモ

スダレの加工技術は、1929（昭和 4）年に技術講習会が行われて以降、遊水地全体に広まっ

ていったという（渡良瀬遊水地成立史編纂委員会，2006：129）。マコモ加工品の生産は、

1935（昭和 10）年ごろに 盛期をむかえ、遊水地全体で月産 150 万枚のマコモスダレが生

産された（小林，1984：156）。これは、各家庭の副業であると同時に、子どもたちの小遣

いかせぎの手段ともなっていた。 

 

 

                                                  
160 2008 年 4 月 24 日の TI 氏への聞き取りより。 
161 スダレ箱は、ヨウカン（羊羹）などの和菓子を包装する箱として利用された。現在も、竹簾

などで編まれたスダレ箱は、和菓子の包装箱として一般的に利用されている。 
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図 24、旧谷中村縁故民による主要な渡良瀬遊水地利用とその変化 

 

 

 

また、同年代には、水深が 1ｍ以上あるような深いところでヒシ（Trapa japonica）の種子

の採集もさかんに行われた。ヒシの実は 1 升単位で販売され、塩ゆでなどによって食され

た162。ヒシの実採集は、自家消費的に行われるものもおおかったが、ヒシの実の販売を専

業とする人もいた。 

そして、1972（昭和 47）年に谷中湖が完成するころまで、遊水地内では、カモ猟がさか

んに行われていた163。カモ猟にもそれぞれの権利の場所があり、 

 

「うちの〔方〕でトヤバ（鳥屋場・戸屋場）ってんで、やっぱり場所があるんだ。

魚とりとおなじで、ここには毎年おれがでるぞって。そのまわりへは、誰もでられ

ない。こっちの人は、今度これはおれのものって。鉄砲撃ちってのは、とにかくあ

る程度の範囲が広くなけりゃ、撃ちっこらになっちゃうから、撃ちっこらしないよ

うに。ここに沼があるっちゅうと、船で行って、船をかくしておくんですよ。それ

をトヤっていうのさ。それで、タケでこういうふうにこう、やって（隠して）、船が

カモにみえねえように。ここに船をいれちゃうんだから。で、船のうえへ〔マコモ

などの草を〕のっけるわけ。マコモなんとが生えてて、このトヤバっていうのはわ

かんないようにかくしてあるんだから。自分もかくれちゃうの」164 
 

                                                  
162 2006 年 12 月 27 日の TI 氏への聞き取りより。 
163 渡良瀬遊水地では、1990 年には「渡良瀬遊水地銃猟禁止区域」の設定がなされている。 
164 2008 年 4 月 24 日の TI 氏への聞き取りより。以降、カモ猟について、とくにことわりのない

ものは、2008 年 4 月 24 日の TI 氏への聞き取り、古澤満彦（2005：25-26）、塙・毎日新聞社宇

都宮支社 編（2008：70-72）を参考にしている。 
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というように、権利の場所は「トヤバ」とよばれていた。 
カモ猟のしかたとしては、まずデコイ165を 50 個くらい水面にうかべておく。そして、よ

く鳴くアイガモ166を 2、3 羽みつくろってつれていき、足をしばってデコイの群れのなかに

放す。そこでアイガモが鳴いていると、仲間のカモの群れがいると勘違いした野生のカモ

の群れが、その場におりてこようとする。そして、カモがおりてきたところを撃つ。渡良

瀬遊水地にはマガモ（Anas platyrhynchos）、コガモ（A. crecca）、ヨシガモ（A. falcata）、オ

ナガガモ（A. acuta）、ヒドリガモ（A. penelope）、カルガモ（A. poecilorhyncha）、アジガモ（A. 

formosa）、ハジロガモ（Aythya spp.）など、多種のカモ類が生息しているが、こうしたカモ

の種類は、猟師にも把握されていた。猟師にとっては、カモの種類を一目でみわけて、そ

の飛び方に応じて鉄砲を撃つことが、技術の差につながるのである。撃ったカモは自家消

費されたほか、東京方面の料亭におろす業者に 1 匹単位で売却したという。 

旧谷中縁故民のなかには、カモ猟を行うトヤ（鳥屋・戸屋）の権利をいかして、収入を

えている人々もいた。スポーツとして狩猟を楽しむ目的でやってきた人々を、自宅に宿泊

させトヤに案内する、狩猟案内もさかんに行われてきた（塙・毎日新聞社宇都宮支社 編，

2008：70-72）。 

こうして旧谷中村縁故民によるカモ猟が行われてきたが、1964（昭和 39）年、渡良瀬遊

水地内に「県営赤麻猟区」が設置され、おおくの遊猟客をよびこむようになった。県営猟

区の設定のさい、縁故民が「トヤバ」のように猟の権利をもっていることが考慮がされ、

それが消滅するかわりに「協力金」という名目で、旧谷中村縁故民らに合計 1,500 万円、一

人当たり約 8 万円が支給されたという167。 

猟区の運営は、東武鉄道に委託され、猟場の案内や管理には、旧谷中村の猟師も従事し

た。猟期は 11 月 1 日（後に 15 日に）から 2 月 15 日までの 3 ヶ月であり、 盛期には、1

日に 1,000 人単位の人が訪れた。はじめ無制限だった捕獲数も、一人あたり一日の制限が 8

匹（後に 5 匹）となった。また、鳥類資源の枯渇のため、ニホンキジ（Phasianus versicolor）

やコジュケイ（Bambusicola thoracicus）が放鳥された。渡良瀬遊水地での猟区の運営は、1990

（平成 2）年まで行われていた（藤岡町史編さん委員会，2004：373）。 

そのほかに渡良瀬遊水地内で利用された資源として、漁具などの生活用具の作成につか

われたヤナギ類（Salix spp.）が植栽された。また、シノダケ（篠竹）と呼ばれるタケ（Pleiblastus 

sp.）は、洪水にそなえて土地をたかくした場所であるミツカ（水塚）の法面168が崩れるの

を防ぐために植えられたもので、谷中村時代の屋敷跡などで野生化していた。このタケも

さかんに利用され、漁具や家具などの生活用品、さらにはヨシズのヘリの部分とされた。

また、野生種としては、ノビル（Allium macrostemon）やセリ（Oenanthe javanica）、シオデ

                                                  
165 カモ類に似せた模型。木製またはプラスチック製。 
166 マガモとアヒルをかけ合わせた家禽。カモアヒル。 
167 2008 年 4 月 24 日の TI 氏への聞き取りより。 
168 ミツカの法面には、セキショウ（Acorus gramineus）が植えられることもあった（小山市史編

さん委員会，1978：332）。 

-115- 



（Smilax riparia）、コゴミ（クサソテツ、Matteuccia struthiopteris）などの野草が食用として

採取された。 

 

 

5-3-3 ヨシ原の成立と利用169 

 

マコモ群落がひろがった後、渡良瀬遊水地内の陸地化はさらに進展し、1940 年ごろには

ヨシ原へと遷移していった。この陸地化を決定的にしたのが、1947（昭和 22）年のカスリ

ーン台風170であった。この台風の後、渡良瀬遊水地内の土地は、約 1m上昇したといわれる。 

ヨシの利用としては、旧谷中村恵下野などでは、江戸時代からヨシズの生産が行われて

いた。また、1923（大正 12）年の関東大震災のさいには、渡良瀬遊水地周辺からおおくの

ヨシズが出荷されたという（藤岡町史編さん委員会，2001：96）。このヨシズ生産が、ヨシ

原面積の増大とともに顕著になってきたのである。1943（昭和 18）年には、渡良瀬遊水地

周辺農家らがヨシズの原価計算・価格維持を目的として「栃南葭加工販売組合」を結成し

ている。また、ヨシについては、昭和 30 年代には、ノリズ（海苔簾）の生産もさかんであ

り、夏に刈り取った葉のついた青いヨシを当地で手編みし、千葉県・愛知県方面へ出荷し

た。また、1964（昭和 39）年の新潟地震のころには、土壁（泥壁）の下地となるカベゴマ

イ用としてもおおく出荷された。 

ヨシズの生産は、1955（昭和 30）年ごろから機械化がすすみ、大量生産が可能となって

いった。そして、ヨシズは、家庭雑貨用だけではなく、タバコの耕作用や営林署での木苗

育成用、シイタケ栽培用、養蚕用、南米方面への輸出用など、各種産業で使用され、おお

きな需要があった。ヨシズ生産は 1960-70 年代に出荷量の 盛期をむかえ、当地における一

大産業としてさかえた。渡良瀬遊水地周辺全体いうと、1977（昭和 52）年には、ヨシズ生

産戸数は 203 戸、ヨシズ問屋数は 11 戸をかぞえ（熊倉，1977）、生産量は 1970（昭和 45）

年で 500,000 枚に達している171。これは、個々人にとってもおおきな収入となっていた。た

とえば、TI氏は当時 1 枚 3,000-3,500 円のヨシズを、1 年に 10,000 枚強生産したという。 

  

「ヨシズでもうけて、だんだんと田んぼを買うこともできた。今の家も、ヨシズで

もうけたときにたてかえた。だからヨシが生えてきたからなんとか生活できて」172 

 

                                                  
169 本節でとくにことわりのない場合は、2006 年 12 月 27 日の TI 氏への聞き取り、2008 年 4 月

24 日の TI 氏への聞き取り、2008 年 7 月 6 日の TI 氏への聞き取りより。 
170 カスリーン台風は、日本全国で大洪水をおこし、死者 1,077 名、行方不明者 853 名、負傷者

1,547 名、住家損壊 9,298 棟、浸水 384,743 棟などの被害をもたらした（http://www.data.jma.go.jp/obd 
/stats/data/bosai/report/1947/19470914/19470914.html、閲覧：2008 年 12 月 14 日）。 
171 渡良瀬遊水地湿地資料館の展示資料より。訪問：2008 年 4 月 18 日。 
172 2008 年 7 月 6 日の TI 氏への聞き取りより。 
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といわれるように、旧谷中村縁故民にとって、渡良瀬遊水地を利用することは、生活をさ

さえるうえで重要であったのである。 

また、景観がヨシ原へと変化するなかで、旧谷中村縁故民たちはたんに受動的に資源を

利用してきたわけではない。より良質・均質な資源を利用するための働きかけも行ってき

た。それが、1953（昭和 28）年ごろからはじまった、「ヨシ焼き」である。それ以前は、ヨ

シズに使えないような 1m80cm 以下のヨシは、燃料として 1 把 10 円ほどで売却でき、ヨシ

ズ用のヨシから取りのぞいた葉の部分は肥料などの目的で使用したい人に提供されたため、

ヨシ原にのこるヨシはうまれなかった。 

しかし、ガスや石油の登場により、ヨシが燃料として利用されなくなると、ヨシ原にヨ

シのクズがのこされるようになった。すると、のこされたヨシクズが害虫の温床となり、

ヨシズ生産に支障がでるようになった。 

 

「害虫がくっついてて、皮をむくと、きたなくってヨシズになんない。キトキトし

てて油っぽくて卵が産卵だ。びっかり。ちょうどアブラムシみてえで、黒いんです

よ。その、油で。だからこういうヨシズの色してねえの。そんなんじゃ買う人がい

ねえよ」173 

 

1951（昭和 26）年ごろからは、害虫退治のため、パラチオン（Parathion）174などの殺虫剤

の散布が行われたが、人件費・薬剤費がかかる。そこで、当地でヨシズの取引を行ってい

た近江の商人が「ヨシ焼き」の技術指導を行い、1930 年代には渡良瀬遊水地内全体に定着

していった。 

このように、ヨシ原となった渡良瀬遊水地で資源を積極的に利用するために、遊水地の

利用者たちもあらたな技術を導入したりと、積極的にはたらきかけを行ってきたのである。

1970 年代以降、中国産のヨシズの輸入増加などの影響により、当地におけるヨシズ生産量

は減少してきている175。こうしたなかで、ヨシ原でのヨシ採取量も減少してきているため、

ヨシの品質管理とってヨシ焼きの重要性も増してきている。 

 

 

5-3-4 個人の権利の継続 

 

旧谷中村縁故地では、1920（大正 9）年から「旧谷中村占用組合」で一括して渡良瀬遊水

                                                  
173 2006 年 12 月 27 日の TI 氏への聞き取りより。 
174 スプレー剤のかたちで使用される浸透性の殺虫剤。人体への有毒性から、日本では 1971（昭

和 46）年に使用が禁止されている。 
175 ヨシズの生産農家も、1970 年代以降しだいに減少し、1991（平成 3）年の時点で、渡良瀬遊

水地周辺のヨシズ生産戸数は 17 戸、問屋数は 2 軒となっている（藤岡町史編さん委員会，2004：
377）。 
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地内の占用手続きをとってきたが、実際の利用は、買収前の個人所有地を引き継いで、個

人ごとに行われてきた。個人利用地は、 

 

「〔旧谷中村の縁故地は〕全部個人で。個人個人ですよ。今みんな、うちに地図があ

るけど。何千何百何番地は、何生何ぼ、何のタレベエって。だから、谷中村のこん

な、それもってけば全部わかるんだ。誰がもってたって。1 反歩だって 5 畝だってわ

かる。みんな境があるんだから。なか行くと」176 

 

と、明確に境界づけられている。つまり、もとの所有地からの水場→湿地帯→陸地といっ

た環境変化は、個人個人の経験としておこってきたものであり、それぞれがそれにあわせ

た利用の変化、生業の変化を迫られてきたことになる。 

また、渡良瀬遊水地内では、すべての場所が同時に「水場→陸地」といった変化をおこ

ってきたわけではない。たとえば、渡良瀬遊水地内では、「陸地→水場」という変化がおこ

ることもあった。遊水地内で大規模な洪水がおこり、堤防が決壊したさいには、水流で地

面がえぐれ、洪水が引いても水が溜まって沼ができることがあった。この沼はキリショア

ト（切所跡）と呼ばれ、キリコミ漁などの漁場となった。このようにヨシ刈りなどに利用

していた縁故地が水面に変わる場合にも、個人利用の区画どおり、縁故者がそのキリショ

アトで漁業を独占的に行うことができた。また、耕作地跡などの比較的土地のたかい場所

では、はやい時期からヨシ原となった場所があったりもした。こうした場所では、ヨシズ

用のヨシや茅葺き屋根の材料となるカヤ（オギ）の採取がはやい時期から行われてきた。 

谷中村縁故者は、治水事業の進展や洪水などの自然災害による渡良瀬遊水地の環境変化

に対応して、個人ごとに資源利用を行ってきた。資源利用が個人ごとに与えられた区画に

限定されていたため、その区画、その空間内部で資源利用をつづけてきた。また、その空

間に与えられた自然条件におうじて利用を継続してきたことは、それぞれの縁故地にたい

して、個人ごとに強い利用の意識も生んできたのである。 

ただし、前述のように、渡良瀬遊水地でのヨシズ生産農家は減少してきており、ヨシの

刈り取りを行わない人がほとんどとなってきた。現在、利用されない縁故地では、旧谷中

村縁故者から借り入れるかたちで、ヨシズ生産をつづけている人が一括して刈り取り、利

用を行っている状況である。 

 

 

 

 

 

 

                                                  
176 2006 年 12 月 27 日の TI 氏への聞き取りより。 
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図 25、西生井自治会による主要な渡良瀬遊水地利用とその変化 

 

 

 

5-4 小山市西生井自治会の遊水地利用 

 

 

5-4-1 治水政策と桑園の買収 

 

渡良瀬遊水地は、旧谷中村だけではなく、周辺の村々の田畑買収も行われて造成されて

いる。たとえば、現栃木県小山市下生井地区にある西生井自治会では、1912（明治 42）年

から 1913（大正 2）年にかけて約 90 町歩ほどの民有地が買収された。下生井地区やその周

辺では、明治・大正期にかけて蚕種業がさかんであった。1877（明治 10）年には、蚕種の

生産量 14,696枚、生産価格 14,371円を数え、この額は全農産品・農産加工品合計価格の 52.8％

を占めていた（小山市史編さん委員会，1987：184）。西生井自治会でも、買収された民有

地の大半は桑畑であった。この買収のさいには、土地の代金のほかに、桑樹 1 株につき 4.2

銭の株代金がつけられた（渡良瀬遊水地成立史編纂委員会，2006：424）が、下生井地区で

は、この株代金をうけとるかわりに、必要なさいはいつでも利用権を返上するという条件

で、占用の許可をえてきた177。 

土地の買収後、下生井地区の築堤は、1912（明治 42）年から 1918（大正 7）年にかけて

行われた（渡良瀬遊水地成立史編纂委員会，2006：424）。さらに 1913（大正 2）年には、

下生井地区中心部から思川の河道をずらす目的で新思川開削工事がはじまり、1917（大正 7）

年に開通した。下生井地区の中心部を流れていた旧河道は、旧思川として残されたが、渡

                                                  
177 2008 年 5 月 8 日の IM 氏への聞き取りより。 
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良瀬遊水地の堤防により分断され、沼のようになった178。 

巴波川と思川の合流地点にちかい下生井地区は、水害常習地域となってきた。たとえば、

1910（明治 43）年の水害でのこの地区の被害は、被害戸数 202 戸、被害面積約 242.1ha に及んで

いる（小山市史編さん委員会，1987：498）。戦後にも、小山市全体で 36 人の死者を出した 1947

（昭和 22）年のカスリーン台風では、24 時間で 360mm の雨が降り、下生井地区で 7 人犠牲

者がでた。そのため、このように継続的に行われてきた国の治水事業は、 

 

「ありがたいし、〔土地が〕ひくいところに住んでいるんだから、国がやってくれる

こと（治水事業）にたいして地元として反対する理由はありませんといったんだ」179 

 

と、住民にとっても生活を保全する重要なものだと認識されてきた。 

 土地の買収により渡良瀬遊水地に編入された桑畑は、蚕種業が衰退したことや戦中・戦

後の食糧難時代に田畑にされた。その後、一部は耕作地として、そして一部はヨシ原へと

遷移していった。 

 

 

5-4-2 渡良瀬遊水地内での耕作180 

 

西生井自治会の人々は、桑畑が買収になったさい、土地の占用許可をえて利用を継続し

てきたが、渡良瀬遊水地内の桑畑は、養蚕業の衰退と戦中・戦後の食糧難にともなって、

水田や麦畑に変えられていった。戦後も、西生井自治会では、約 90 町（約 90ha）のうち約

50 町（約 50ha）が耕作地として利用されていた181。 

しかし、西生井自治会の耕作地を含む第二囲繞堤が 1972（昭和 47）年に完成してからは、

建設省の方針として囲繞堤内の利用は一切認めないということになった。しかし、西生井

自治会は小山市のなかでもっとも 1 軒あたりの耕作面積がちいさいこともあり、遊水地内

の耕作ができなくなることは、生活がなりたたなくなるという死活問題であった。そこで、

西生井自治会では、代表者で組織をつくり、埼玉県栗橋町にある建設省関東地方建設局や

霞ヶ関の河川局まで行き、遊水地内の耕作地が確保されるように要望を行った。小山市に

も協力をあおぎ、全面的な協力をえた。 

 

                                                  
178 旧思川は、戦後養魚場・釣堀として利用された。 
179 2008 年 5 月 8 日の IM 氏への聞き取りより。 
180 本節の記述は、2008/年 5 月 8 日、2008 年 7 月 5 日、2008 年 10 月 19 日の I.M.氏への聞き取

り、2008 年 7 月 3 日の IT 氏への聞き取りを参考にしている。 
181 渡良瀬川周辺では、鉱毒の被害により耕作ができない場所もあったが、下生井地区のこの田

畑は鉱毒の被害を受けなかった。これは、下生井地区は思川の流れが影響していたためだといわ

れる。 
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「買収後も利用させてもらえるということで素直に強制買収におうじたから、かえ

すときには無条件でおかえしするから、耕作させてくれということで」182 

 

こうした陳情の結果、20 町 8 反（20.8ha）は、ひきつづき耕作地として利用できることとな

った。こうして確保された耕作地は、現在にいたるまで、西生井自治会に利用されている

のである。 

桑畑の買収以来、渡良瀬遊水地内 90 町（90ha）の縁故地は、西生井自治会の利用地とし

てなあつかわれてきたが、この耕作地もまた、西生井自治会が耕作者の調整を行っている。

耕作者が耕作できなくなったときには、自治会へ申しでる。そして、自治会では耕作希望

者をつのり、あらたな耕作者を決定する。希望者がおおい場合には、くじ引き抽選を行う。 

耕作地は、西生井自治会の財産として管理しているので、耕作者とそうでない人の不公

平がでないようなしくみもきずいている。渡良瀬遊水地内は、国土交通省の管理地である。

そのため、西生井自治会は、小山市長の名前で「栃木県流水占用料等徴収条例」183にもと

づいて、土地占用料として栃木県に 1 反（0.1ha）あたり 6,000 円をおさめている。土地占用

料の合計 1,248,000 円（6,000 円×20.8ha）は、西生井自治会で一括して支払っているが、耕

作者は 1 反（0.1ha）あたり 8,000 円を西生井自治会に納めている。耕作者が支払う 1 反（0.1ha）

8,000 円と県におさめる 1 反（0.1ha）6,000 円の差額である 2,000 円は、西生井自治会の自治

会費となっている。つまり、20 町 8 反（20.8ha）の耕作地があることで、毎年 416,000 円が

西生井自治会の自治会費となるわけである。渡良瀬遊水地内の 20 町 8 反（20.8ha）の耕作

地は、西生井自治会の財産であり、それをおおく利用する人ほど自治会への金銭的還元も

おおきくなるようなしくみとなっているのである。この耕作地は、減反対象にも、所得申

告の対象にもなっており、財産としては民地とおなじあつかいとなっている。 

 

 

5-4-3 池沼の利用184 

 

西生井自治会が縁故をもつ 90 町（約 90ha）のうち、耕作地以外の場所には、池沼が点在

し、ヨシ原も広がっていた。こうしたヨシ原や沼も、西生井自治会にとって、そして自治

会の人々にとって、資源をうみだす場として重要な機能をになっていた。 

まず、渡良瀬遊水地内には、洪水の跡や堤防の決壊の跡、旧河道跡、または畑用に土を

採集したさいにできた水たまりなど、大小さまざまな池沼が点在しており、西生井自治会

                                                  
182 2008 年 5 月 8 日の IM 氏への聞き取りより。 
183 「栃木県流水占用料等徴収条例」（2000 年、条例第 10 号）には、土地占用料として田、畑、

果樹園では 1m2につき 1 年 6 円を納めることがさだめられている。0.1haは 1,000 m2であるため、

6,000 円となる。 
184 本節の記述は、2008/年 5 月 8 日、2008 年 7 月 5 日、2008 年 10 月 19 日の IM 氏への聞き取り、

2008 年 7 月 3 日の IT 氏への聞き取りを参考にしている。 
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の縁故地だけでも何十個もの池沼が存在していた。この池沼では、自治会により 1 年ごと

に、漁を行うために沼ごとの入札が行われていた。入札のさいには、池沼のおおきさなど

におうじて漁獲量を予測して値段がつけられた。入札の権利は、西生井自治会の居住者に

のみ認められ、他の自治会の人が沼の権利をほしいというときには、西生井自治会の人に

たのんで入札にでてもらうこともあった。 

これらの沼では、「カイボシ漁（カイボリ漁）」とよばれる漁法で漁が行われた。これは、

発動機やミズグルマをつかって水をすべてはきだし、水がすくなくなったところで、ウケ

をふせておいて、池沼のなかの魚をねこそぎ捕獲するという漁法で、下生井地区や隣接す

る白鳥地区でさかんであった（小山市史編さん委員会，1978：149-150）。 

このカイボシ漁は、農作業と魚の食味の関係から、冬の 12 月から 2 月にかけて行われた。

カイボシ漁だけで一年の生活をまかなう、専業の漁師もいた。昭和 40 年代ころまで、下生

井地区には魚問屋が 3 軒あり、カイボシ漁で捕獲された魚は、ここで換金された。魚問屋

では「ボテ」とよばれる行商人が、魚を仕入れて各家庭訪問で売りにまわった。おおきい

沼でカイボシが行われた翌日には、いつもは 4 人のところ 8 人、15 人と「ボテ」がくるこ

ともあった。 

遊水地内の池沼のおおきさはさまざまで、カイボシ漁で水をすべて吐きだすまでに、1 日

2 日ですむところもあれば、20 日も 1 ヶ月もかかるところもあった。発動機・ミズグルマ

の数、作業する人数も、池沼のおおきさにおうじてさまざまであった。 

カイボシ漁では、 後に魚を捕獲するためのウケをしかける技術が、漁獲量をきめる重

要なものであった。 

 

「〔カイボシ漁では、〕水をだしていって、 後にはウケッパ（ウケをしかける人）

というのがいるんですよ。魚のそのウケのふせかたの上手下手でも魚のはいり具合

がちがうんですよ。〔いろいろな魚種のなかで、〕ウナギまできれいにとれるのが、

うまいウケのそなえかた」185 

 

ウケをしかける技術のたかいウケッパは、カイボシの水だし作業には参加せず、ウケをし

かけるだけで、他の作業者とおなじだけのわけまえをえることができた。 

また、魚は、その年にとりつくしたとしても、毎年の洪水のさいにふたたび池沼にもど

ってきた。 

 

「春水は魚がはいるっていったんですよ。そうすっと、入梅前には、かならず水が

でないってことはないですよね。だから梅雨前の水で魚が移動してきて、それぞれ

のすみかへ住みつくみたいですよ。でね、秋水は魚がでるっていうんですよね。だ

から、秋水のおおい年っていうのは、魚はすくないよってんで、やっぱりそういう

                                                  
185 2008 年 10 月 19 日の IM 氏への聞き取りより。 
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ときには沼の入札権なんかも安くて。あそこの沼なら比較的いるんじゃないかとい

うところは逆にね〔、入札料が高くなった〕」186 

 

このように、池沼は、西生井自治会の生活のなかで、おおきな収入源になっていた。また、

このようにおおきな収入をうむものであったからこそ、池沼の入札料によって下生井自治

会への収入もうまれてきたのである。こうした沼での入札は、1980 年代の後期まで行われ

た。 

 

 

5-4-4 ヨシ原利用とその変化 

 

西生井自治会が利用する渡良瀬遊水地内で、耕作地や池沼以外は、おもにヨシの生える

原野がひろがっていた。桑畑などがうしなわれて原野となった大正期から昭和 20 年代まで

の約 30 年間は、ヨシ原は「ヤマ」とよばれる区画に区切られ、西生井自治会でのくじ引き

を行い、各戸へのわりあてが行われた。 

 

「下生井（西生井自治会）に住んでいる人にはみんな、1 戸に 1 枚ずつ、部落（自治

会）でね、割り当てて、おまえんとこはここ刈りなさい、おまえんとこはここ刈り

なさい、ってんで。部落の役人がね、4、5 日から 1 週間くらいかかって、100 戸な

ら 100 枚、120 戸になったとき 120 枚に〔ヨシ原を〕わけるんですよ。1 号 2 号 3 号

からぐーっと、120 号までつけて、1 号はいくら、2 号はいくらって値段をつけて、

札を下げて、11 月のはじめころかな、集会所で、くじ引きがあるんですよ。くじ引

きするから集まれってね。そこでね、1 号から、戸数の数だけ、番号札作って、その

下にね、1 号のヤマはたとえば 1,000 円だとか、2 号のヤマは 800 円だとかって、値

段もみんな部落でつけるんですよ。で、その値段を総合すると、1 年間の部落の運営

費が全部まかなえるだけの来年はこういう事業をやるからこれくらいかかるぞ、で

っていう」187 

 

このように、ヨシ原は、すべて各戸にわりあてられ、自治会費の収入源とされていたので

ある。 

この時期、採取されるヨシやオギは、自家消費的な利用がなされていた。ヨシは、スダ

レなどをつくるほか、燃料や肥料、家畜の飼料として利用された。また、場所によっては

カヤ（オギ）が生えていたが、茅葺き屋根の材料として使用された。当時の民家はほとん

ど茅葺き屋根であったため、このカヤも重要であった。また、ヨシもカヤも、牛馬の飼料

                                                  
186 2008 年 10 月 19 日の IM 氏への聞き取りより。 
187 2008 年 10 月 19 日の IM 氏への聞き取りより。 
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として利用された。当時は一人前の男がいれば、どの家でも耕運、代掻き、運搬といった

農耕用に馬を飼養しており、朝食前の草刈りは、子供の日課であった。また、自治会でさ

だめられた共用の草刈り場もあった。このように、渡良瀬遊水地のヨシ原もまた、重要な

資源獲得の場となっていたのである。 

また、さまざまな用途があったことから、自分で使用しない場合は現金収入とすること

もできた。 

 

「〔ヨシ原が〕いらない人もできるわけですよね。そこへは、ほしい人が行って。た

とえば部落でつけた値段が、100 円だから、20 円たすからね、120 円でおれにわけて

くれとか。だから部落でつけた値段よりも、だせねえっていうのはねえんですよ。

だいたいそれを利用する人はね。だからいくらか利益がでるんですよ。そのくじ引

きに行けば。だからそのくじ引きはみんな楽しみにして待ってるくらいだった。で、

なかにはくわしい人がいるから。あそこのヤマだらいくらくらいで買えばもうかる

なっていうのがなかにいるわけですよ。そうすっと、くじ引きがおわるとね、誰さ

んが何号のヤマをあてたんだってんで、そういうとこへみんな買占めにまわるんで

すよ」188 

 

このようなくじ引き制度は、個々人での利用も重要であったために成立していた。 

しかし、昭和 30 年代以降、ガス・石油などの燃料の普及、牛馬飼養の衰退、茅葺き屋根

の減少などによって、自家消費的なヨシ原利用の必要が減少していった。その後、個人利

用にかわってはじまったのが、ヨシズ生産であった。そして、ヨシズ生産のひろがりとと

もに、西生井自治会では、池沼とおなじように、ヨシズ生産者へのヨシ原の入札制度を行

うようになった。 

先にみたように、渡良瀬遊水地周辺では、1960 年代から 1970 年代にかけて、ヨシズの生

産がピークをむかえた。1977（昭和 52）年の下生井地区でのヨシズ生産者戸数は 3 戸であ

る（熊倉，1977）が、西生井自治会によるヨシ原の入札には、自治会の内外から、おおく

の人が入札に参加した。西生井自治会では、ヨシ原の入札権だけで何百万円もの自治会費

をえることができたという189。 

また、西生井自治会では、自治会費を獲得するための「ヤマ」だけではなく、従来自治

会が補助金をだしていた組織に、「ヤマ」をあたえることもあった。たとえば、消防団のた

めの「消防ヤマ」、青年団のための「青年ヤマ」、婦人会のための「婦人会ヤマ」、戦争復員

者のための「連合会ヤマ」などである。このように「ヤマ」をあたえられた組織は、自治

会とおなじ日、またはちがう日に入札を行い、その入札でえた資金を 1 年間の運営資金と

していた。こうした入札の時期は、自治会でも、そのほかの団体でも、11 月 20-28 日くら

                                                  
188 2008 年 10 月 19 日の IM 氏への聞き取りより。 
189 2008 年 7 月 3 日の IT 氏への聞き取りより。 
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いの刈り取りの直前の時期であった。このように、入札制度への転換は、西生井自治会が

ヨシ原から自治会費獲得を持続するのに役立ってきたのである。 

しかし、ヨシズ生産が衰退してきた現在、西生井自治会で入札に参加するヨシズ生産業

者は 1 戸のみであり、入札制度はなりたたなくなっている。そのため、生産業者と自治会

のあいだで協議をおこなって入札の値段を決定している。ヨシヤマの入札による自治会収

入は減少しているが、それでも、入札の形式をつづけることは、この渡良瀬遊水地内のヨ

シ原で西生井自治会の権利を確保しつづけることになっている。 

さらに、渡良瀬遊水地内の乾燥化によるものか、西生井自治会が占用許可をえるヨシ原

では、ここ 10 年ほどでオギ（Miscanthus sacchariflorus）の群落がひろがっているという。

オギは当地でカヤとよばれ、ヨシ原のくじ引き制度が行われていたころは、茅葺き屋根の

材料として利用されていたものである。こうした歴史をもつため、現在増加してきたオギ

も、入札を行っている業者によって茅葺き屋根の材料として出荷されている。オギは、茅

葺き職人に直接おろされるため、うまく需要にむすびつけるためには、生産業者と茅葺き

職人の関係が重要になっている。当地の業者は、四国の茅葺き職人などとの関係を形成し

ており、オギを需要にむすびつけている。オギは、国土交通省に提出する占用願でも、ヨ

シとは別に提出され、業者や自治会にとっての資源としてあらたな地位をしめはじめてい

る。 

 

 

5-4-5 共同利用と多様な資源 

 

西生井自治会は、渡良瀬遊水地内の縁故地で、多様な資源を利用してきたことがわかる。

西生井自治会の縁故地は、もともと桑畑であり、土地もたかかったため、全体が水面にな

ることはなかった。そのため、耕作地とすることができたのである。そして耕作地のほか

にも、池沼でのカイボシ漁、ヨシ原の利用などの利用が同時に行われてきた。 

一方で、これらは渡良瀬遊水地の内部で行われることである。遊水地というのは水を意

図的に氾濫させる場所であり、遊水地内の耕作地は、たびたび洪水にみまわれてきた。当

地の耕作地では、3 年に 1 度米を収穫できればよいという利用のしかたがなされてきたとい

う190。1972（昭和 47）年に第二囲繞堤が完成したさい、西生井自治会では渡良瀬遊水地内

で耕作地をうしなうことを死活問題としたように、渡良瀬遊水地内の耕作地は重要であっ

た。それでも 3 年に 1 度米が収穫できれば生活ができるようなしくみがあった。 

 

「じゃあなんで生活ができたかっていうのは、遊水地で、夏 3 ヶ月しかはたらく期

がなくてもね、仕事しようとおもえば、池沼がおおかったから、カイボシ〔漁を〕

やっては、毎年魚がみんな自然にはいってたわけですよ。カヤ刈りやればヨシ刈り

                                                  
190 2008 年 5 月 8 日の IM 氏への聞き取りより 

-125- 



やれば、一日いくらってんで。だから余分な金はなくっても、食うぐらいは何とか。

家族をまかなうぐらいの収入源はあったんだ」191 

 

西生井自治会にとって渡良瀬遊水地内の資源は、まずは自治会にとっての収入源であった

のだが、自治会の個人個人にとっても生活をするうえでの重要な資源であったのだ。そし

て、耕作地のほかに、カイボシ漁やヨシ刈りをする場所があったことは、高リスクでおき

る洪水にたいして、生活の持続性を保障するための資源となっていたのである。 

 

 

5-5 渡良瀬遊水地の変化への順応力・転換力 

 

それでは、ここで、渡良瀬遊水地内でとりあげた 2 つの事例についてふりかえってみた

い。まず、旧谷中村縁故者の渡良瀬遊水地内の利用をふりかえると、池沼→マコモの群生

→ヨシ原という景観自体が変化するようなおおきな環境の変化に対応して、おもな利用も

漁撈→マコモ編み→ヨシズ生産というように変化してきた。つぎに、西生井自治会の渡良

瀬遊水地内利用地は、もともと桑畑であり、土地がたかいところにあったことを生かして、

耕作地として利用されており、それと並行するかたちで、湖沼でのカイボシ漁、ヨシズ生

産などが行われていた。 

この 2 つの事例を、環境の変化にたいする地域社会の対応としてまとめてみたい。西生

井自治会では、さまざまな生業を行いながら洪水にそなえる、「在地リスク回避」型の資源

利用が行われていた。これは、「はじめに」の議論にそうと、攪乱にたいする「復元力

（resilience）」をもつ生態系との関係性を持続していく「順応力（adaptability）」であるとい

える。 

それにたいして、谷中村縁故者は、生態系の復元力を超え、生態系自体が変化するよう

な劇的な環境の変化を何度も経験してきた。それでも谷中村縁故者は変化をとげた環境で

資源利用を継続していた。これは、おおきな環境の変化に対応する「転換力（transformability）」

である。そして、西生井自治会でも、ヨシ群落からオギ群落への変化のような生態系の変

化はおこっており、これへの対応も行われていた。 

そして、本章の事例では、「順応力」と「転換力」のどちらにとっても、おおきな意味を

もっていたのが、生業複合（安室，2005b）であった。まず、「順応力」にかんしては、サ

イモン・レヴィン（Simon A. Levin）やジェラルド・マーテン（Gerald G. Marten）のいう

「redundancy（冗長性、多重複性）」がその鍵になり、菅豊のいう「在地リスク回避」論と

親和的な議論であることを論じている。そして、菅が論じる人と自然の関係における「在

地リスク回避」は、生業複合によって実現されるということもすでに確認している。生業

複合は、攪乱を定期的にうける生態系とのかかわりのなかで利用を継続していく「順応力」

                                                  
191 2008 年 10 月 19 日の IM 氏への聞き取りより。 
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である。しかし、上記の 2 事例は、「転換力」にとっても生業複合が重要であるということ

をしめしている。そこで、「転換力」にとって生業複合がもつ意味について論じてみたい。 

旧谷中村縁故民は、生態系自体がおおきな変化をおこしてきたなかで、自然利用をつづ

けてきた。これには、環境の劇的な変化のなかで環境利用を継続するための資源利用の「転

換」が必要であった。まず、谷中村の買収後、旧谷中村縁故民は、農地を大半をうしない、

渡良瀬遊水地内には水面が広がった。このときに谷中村の人々は、豊富な漁法をもって漁

撈を行って生計をたてた。谷中村ではもともと、田畑の耕作を主生業としながらも、さま

ざまな生業が行われていた。漁撈もそのひとつであり、旧谷中村縁故民のなかで漁撈がさ

かんになった背景には、豊富な魚法が存在し、魚をとる技術はすでにあったということが

できる。また、ヨシズ生産も、当地では江戸時代から、地域の副業として行われてきたも

とであった。ヨシ原の面積がひろがってきたさいに、そのノウハウがいかされたのである。

カモ猟は、旧村民の楽しみとして行われてきたいわゆる「マイナー・サブシステンス（minor 

subsistence）」（松井，1998）であるが、継続的に行われてきたことにより、各個人の「トヤ」

のような権利も継続してきており、猟の案内業のような収入源となった。ひとつひとつの

生業は、時代によってはそれほど重要でなかったかもしれない。しかし、微細な環境の差

異をかかえる遊水地内でさまざまな生業が行われてきたことは、ある生態系が衰退し、あ

らたな生態系がひろがったさいに、有利にはたらいていったのである。 

生業複合は、資源利用にたいするさまざまな「地域固有の知（local knowledge）」（Geertz, 

1983=1991）を保存しているといえる。菅豊は、環境から資源をとりだすために必要な知識

として、第 1 に、生物への生態学的知識、第 2 に、資源を獲得するための知識・技術、第 3

に、資源をめぐる社会関係・経済関係にかかわる知識・技術をあげている（菅，1995）。生

業複合が行われていることは、これらの知識を地域社会のなかに保存することに役立って

いる。そして、ここでいう生業複合とは、同時代的な資源利用の組み合わせだけを意味し

ない。個々人のライフヒストリー、あるいはその地域社会の歴史のなかで記憶として行わ

れてきた生業もふくんでいる。たとえば、西生井自治会では、ヨシ原からオギ原への変化

がおこっているが、この地域で昭和の初期までは屋根葺き用にオギを利用してきたという

歴史があったため、あらたにオギ原が顕著になったさいに、それを屋根用に利用しようと

いうこころみがはじまったのである。こうした資源にたいする知識の保存は、ある資源が

衰退し、ある資源が顕著となったときに、その資源をどのように利用したらよいかという

対応につながっていったのである。これが、環境の劇的な変化にたいする「転換力」とな

っていたのである。 

ただし、生業複合のなかに保存された在来知だけで資源利用をしきれてきたわけではな

い。あらたな環境で資源を利用するためには、資源を資源とするためのあらたな知識の導

入が必要である場合もあった。たとえば、渡良瀬遊水地内のマコモスダレ産業は、1929（昭

和 4）年に加工技術講習会が行われて以降、遊水地全体に広まっていった（渡良瀬遊水地成

立史編纂委員会，2006：129）。こうしたあらたな技術の導入があってはじめて大量生産と
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利用が行えたのである。また、ヨシ原の管理においては、「ヨシ焼き」という技術の導入が、

ヨシズ産業をささえるうえで重要であった。害虫駆除のためのヨシ焼きは、1952（昭和 27）

年ごろヨシズの買いつけにきた近江商人の技術指導によって開始された。こうしたあらた

な知識の導入も、あらたな資源を利用するために重要であった。 

また、対象を資源とするためには、その流通経路を確保していく必要もあり、そのさい

にはあらたな社会関係、経済関係を築いていくことが重要となった。そのさい、資源利用

をしようとする個々人に焦点をあてると、彼らのもつ人的なつながり、つまり「社会関係

資本（social capital）」（Putnam, 2000=2006）が非常に重要であったことがわかる。たとえば、

現在西生井自治会でヨシ・カヤの取り扱いを手がけているIM氏192が、1955（昭和 30）ごろ

にヨシズ産業をはじめようとしたさい、ちょうど東京の八百屋につとめていた小学校の先

輩の弟からヨシズを工面してくれるよう要請があり、原価から 2 割以上の利益がでる取引

がおこなえたという。また、IM氏の伯母の知り合いが、古河市でヨシズの問屋をしており、

そこにもヨシズをおろすことができたという。さらに、1990 年代にオギ（カヤ）が遊水地

内でひろがったさい、そのカヤを茅葺き屋根の材料として見本にだしたところ、よいカヤ

を探していた四国の屋根葺き職人から高評価をえて、継続的な取引を行えるようになった

という。また、さきにのべたように、渡良瀬遊水地内でヨシズ生産者たちがヨシ焼きをは

じめるにあたっても、技術指導をあたえた近江商人とのつながりが重要であった。このよ

うに、あらたな資源の利用をはじめるさいには、それを買い取ってもらえる、または資源

とするためのノウハウを与えてくれる、他者とのネットワークが重要な契機になっている

場合もあるのである。 

それでは、環境の劇的な変化のなかで、地域社会が「転換力」を確保するために重要で

あったものは何であったのかをまとめよう。まずは、「生業複合」によって、多様な資源に

たいする知識が地域社会のなかに保存されていることである。数多くの資源の利用の仕方

を知っていることにより、ある資源が優占してきたさいに、それを利用することができる

ということである。さらに、あらたな資源との関係のなかでは、あらたな知識・技術や社

会関係資本なども必要となってくる。たびかさなる環境変化のなかで「転換力」を確保し

ていくためには、このような在来知の束とあらたな知識とをくみあわせていく必要がある

ということになる。 

 

 

5-6 第 5 章の結論 

 

本章では、環境が変化していくなかで、いかにして地域住民が資源利用を継続させてき

たのか、ということを明らかにしてきた。渡良瀬遊水地においても、土地が内務省（前の

                                                  
192 IM 氏のライフヒストリーについては、本人からの 2008 年 5 月 8 日、2008 年 7 月 3 日、2008
年 7 月 4 日、2008 年 10 月 19 日の聞き取りより。 
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建設省、後の国土交通省）に買収された後も、占用許可をえることができ、土地を利用し

つづけることができたことは、資源利用を継続するための絶対条件である（第 4 章参照）。 

本章が渡良瀬遊水地の 2 事例をもとに、おもに論じてきたのは、生業複合がもつ 2 つの

意味であった。まず、生業複合は、継続的な攪乱をうける環境において、主生業が行えな

くても他の生業でこれを補完するという「在地リスク回避」の意味をもっており、これは、

環境の復元力に依拠した地域住民の「順応力」につながっていった。つぎに、生業複合は、

カタストロフ的な生態系の変化に対応して、その環境で優占する資源を利用するための知

識を保存しているという意味をもっており、これは、地域住民の「転換力」につながって

いった。このように、生業複合には、環境の変化にたいして「順応力」と「転換力」を高

めるという意味が備わっていたことになる。 

ただし、本章では「転換力」をさらにたかめていくためには、地域住民が資源を利用す

るためのあらたな知識・技術を身につけていく必要があることや、社会関係資本をもとに

あらたな資源をめぐる社会関係・経済関係を構築していくことが重要であることもしめさ

れた。 

そして、変化する環境のなかで、その環境からさまざまな資源をえつづけてきた地域社

会の活動からは、地域環境と地域社会の非代替的な関係性がうかびあがってくる。これは、

地域社会が地域環境にいだく環境観につながっているのである。 
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1925（大正 14）年 

 

1934（昭和 9）年 

 
 
＊ 次ページへつづく。 
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1959（昭和 34）年 

 

1972（昭和 47）年 

 
図 26、渡良瀬遊水地の変遷 

＊ 青が水面、緑色が水田、薄橙色が湿地帯、桃色が桑園である。 

＊ 1925（大正 14）年の水面は、聞き取りにより補っている。 

＊ 大日本帝国陸地測量部 1/50,000 地形図「古河」（1925 年）と大日本帝国陸地測量部 1/50,000

地形図「古河」（1934 年）と国土地理院 1/50,000 地形図「古河」（1959 年）と国土地理院 1/50,000

地形図「古河」（1972 年）をもとに作成。 
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6 地域環境管理における地域住民の主体性と行政の支援 
 

 

6-1 はじめに 

 

燃料革命や化学肥料への転換などの「近代化」の進展により、地域住民が自然資源を利

用する価値は、うしなわれつつある。さらに、都市化・混住化や産業構造の変化など、社

会・経済構造の変化により、自然資源を利用する地域社会の組織力自体も低下してきてい

る。これらの要因により、地域住民が行ってきた「里やま」などの「二次的自然」の管理193

は、機能不全におちいりつつある場合もおおい（恒川，2001）。 

「二次的自然」のような地域環境は、「自分たちが管理すべき環境」という「総有意識」

をもっていたり（第 2 章参照）、「何かあったときに役立つ」というようにリスク回避的志

向のもとで管理を継続していたり（第 5 章参照）、かかわりをもってきたことで精神的・文

化的な意味あいをもっていたり（富田，2007）する。そのため、地域環境管理を地域住民

が継続することが、地域環境にたいする権利やアイデンティティを継続することになるの

である。そのため、地域住民自体も本来的には管理を継続したいと思っている場合がほと

んどである。 

それでは、地域住民の組織力が低下するなかで、地域環境管理をどのように継続してい

くことができるのであろうか。これはいいかえると、「地域ガバナンス」のいかにして強化

していくか、という問題である。「地域ガバナンス」とは、地域社会に存在するさまざまな

主体がからみあいながら、そして地域社会の自治的判断に任せながら統治を実現させてい

くことである（玉野，2006）194。そこで注目されているのが、「協働」や「パートナーシッ

プ」という言葉に代表されるように、行政機関とのあいだで地域住民が協力・連携を行っ

ていくことである。「地域ガバナンス」の含意には、統治を行う制度的な主体としての政府

である「ガバメント（government）」と対比して、実際の統治の状態に注目するということ

がある。つまり、個々の地域的な課題では、地域住民の自治性を尊重していくことがもっ

ともよい解決になりうるが、それでは行政機関はいかなる立場でその課題にかかわるべき

なのかが問われてくる。 

それでは、「地域ガバナンス」のなかで、行政機関がいかにして地域住民の自治的組織に

かかわってくるのか、という研究をふりかえってみたい。まず 1990 年代には、地域住民の

自治組織がもつ主体性をいかしていく「コミュニティ行政」の必要性が指摘された。中田

                                                  
193 もちろん、地域住民が意図的に持続的利用という管理を目指してきたわけではない。ここで

は、結果的に体現してきたような非意図的な管理もふくんでいる。 
194 マンパワーの充足という側面で、NPO などの「市民」が参加した地域環境管理の意義がのべ

られることもおおい（たとえば、森，2000；柿澤，2001）。本稿の第 4 章で示したように、地域

環境管理においてもさまざまな主体が台頭してきており、それらと地域住民の連携をいかに実現

させるかといった課題はのこる。 
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実は、行政機関が、「コミュニティ行政」を行うためには、地域住民の要望をいかしたかた

ちでハード面（集会場や公園などの施設整備）・ソフト面（技術的援助など）の条件整備を

行っていくことが必要であると述べている（中田，1993）。それにたいして 2000 年代以降

には、そうした条件整備を「上から」の立場で行うのではなく、行政と市民が対等な立場

で協働・協力していくことが行政の役割として求められてきたという195。現在の「地域ガ

バナンス」は、地域住民が公的な責任を自治的にうけとめながら、これまで行政が担って

きたような権限の委譲をうけて、地域的な課題にとりくむという方向性にある（玉野，2006）。 

それにたいして、今日やはり「地域ガバナンス」のさいには、ある程度行政機関が担わ

なくてはならない機能があるという指摘もなされている。ボブ・ジェソップ（Bob Jessop）

は、「ガバナンス」の失敗事例をもとにして、行政機関が「ガバナンス」の支援者として担

う役割を「メタガバナンス（metagovernance）」とよび、その要素として、第 1 に、ガバナ

ンスの担い手が共有可能な基本原則・規則秩序の規定、第 2 に、異なるパートナー間での

コミュニケーションや協働が可能となるような言語や行動様式の共有、第 3 に、情報の共

有、第 4 に、苦情処理、パートナー間のパワーバランスの調整、第 5 に、ガバナンスが失

敗した場合の政治責任の明確化をあげている（Jessop, 2000）。「二次的自然」の管理を行う

さいにも、地域社会の主体性を確保していくとすれば、機能不全の状況を克服するために

いかなる援助が必要であるのかを論じていく必要があるだろう。 

そこで、本章では、この渡良瀬遊水地の「ヨシ焼き」を事例として、地域環境管理を継

続させるために、地域住民らと行政機関がいかなる連携・協力をきずいていったのかを論

じたい。岩木川下流部ヨシ原では、現在、火入れ管理が頓挫しているが、これは、地域の

産業としてのヨシ利用が衰退し、さまざまな環境観をもったアクターがいるなか、連携・

協力の体制を構築してヨシ原管理を継続することは容易ではないことを象徴していた（第 4

章参照）。それにたいして、今日の渡良瀬遊水地で行われている「ヨシ焼き」は、渡良瀬遊

水地を利用する住民たちが行政各機関とのあいだで協力関係をきずいていることが事業継

続の鍵となっている。この協力体制における、それぞれの役割分担を論じ、事業を継続さ

せる要因をさぐっていきたい。 

 

 

6-2 現在の渡良瀬遊水地 

 

 

6-2-1 「渡良瀬遊水地アクリメーション構想」と渡良瀬遊水地の利用 

 

本章では、渡良瀬遊水地で行われている「ヨシ焼き」管理についてのべていくが、まず

                                                  
195 これには、行政側、とくに地方自治体の資金的困難という財政面での事情も関係していると

される（玉野，2006）。 

-133- 



は、この管理の継続のうえでおおきな役割をはたしている行政側の方針についてふりかえ

ってみたい。 

渡良瀬遊水地では、1988（昭和 63）年に「渡良瀬遊水地アクリメーション構想」がださ

れた。これは、従来の河川環境整備にくわえ、民間資本の活用などによるあたらしい河川

環境整備手法を導入するための構想であり、その目的は第 1 に、旧谷中村の遺跡などを修

復・復元して本史を後世に伝承すること、第 2 に、地元民や首都圏民にたいして歴史文化

体験の場、自然とのふれあいの場、余暇活動の場を提供することである。また、具体的な

事業としては、まず、官主導の公益法人である第三セクターを設置すること、各種運動場

やプール、ゴルフ場、キャンピング場などを建設すること、そして設置された第三セクタ

ーがそれら施設の運営・管理を行うことである（渡良瀬遊水池を守る利根川流域住民協議

会，1991：106-108）。 

これにもとづき、1988（昭和 63）年には、第三セクターである財団法人「渡良瀬遊水地

アクリメーション振興財団」が設立した。また、1992（平成 3）年には第一調節池内に「渡

良瀬カントリークラブ」しているほか、遊歩道や運動場の整備がすすめられた。周辺自治

体や渡良瀬遊水地アクリメーション振興財団が主催となって、1988（昭和 63）年からは「渡

良瀬遊水地花火大会」が、1999（平成 11）年からは「渡良瀬遊水地フォトコンテスト」が

開催されている。また、バブル経済後の事業みなおしにより、プールやキャンピング場建

設の計画は凍結している。 

こうして、渡良瀬遊水地は、自然散策、釣り、サイクリング、ゴルフ、ウィンドサーフ

ィンなどのレクリエーション機能を有する空間として、2002（平成 14）年には約 810,000

人、2005（平成 17）年には約 950,000 人など、年間 1,000,000 人ちかい観光客が訪れる場所

となっている196。渡良瀬遊水地の利用者は、渡良瀬遊水地アクリメーション振興財団の利

用者アンケートによると、約 30％が栃木県、約 30％が埼玉県で、東京都からの来客も約 10％

ほどあった。また、全体の利用者で、周辺 2 市 4 町からの来客は、約 30％で、近隣市町村

だけではなく、幅広い人々に利用されていることがわかる197。 

 

 

6-2-2 渡良瀬遊水地をめぐる市民運動 

 

こうした計画にたいして、ヨシズ業の衰退などにより地域住民のおおくは、おおきな反

対をおこさなかった。 

 

「第三セクターでゴルフ場ができるんだけど、これ、賛成したの。だけど、〔はじめ

は〕もちろん反対したんだよ。だけど、まあ、あのころは、ヨシズは中国からはい

                                                  
196 2008 年 4 月 18 日の渡良瀬遊水地アクリメーション振興財団への聞き取りより。 
197 2008 年 4 月 18 日の渡良瀬遊水地アクリメーション振興財団への聞き取りより。 
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ってきて、ヨシズが値下がりして、だんだんだんだんやめてくるところだから。〔米

軍の〕投下演習場（後述）ぐらい熱がはいってるんじゃ、ゴルフ場はできなかった

かもしれない。もちろん反対する。とにかく〔渡良瀬遊水地の〕縁故者はヨシを刈

って、入会地で主張していたんだから。だけども、どっちでもいいや、っていう時

期だったから、じゃあ、つくるんだらつくったほうがいい、ぐらいな話で」198 

 

その一方で、建設省による開発計画にたいしては、自然保護団体や谷中村の遺跡群の保

存運動を行う団体らによって反対運動がくりかえされてきた。1988（昭和 63）年に「渡良

瀬遊水地アクリメーション構想」がだされたさいには、市民運動が大規模に行われた。1990

（平成 2）年には、「日本野鳥の会」や「東京の水を考える会」、「ゴルフ場問題栃木県連絡会」

などの 1 都 5 県の 16 団体からなり、会員数約 400 名を数える「渡良瀬遊水池199を守る利根川

流域住民協議会（以下、住民協議会と略す）」が設立され、当構想の廃止運動を行っている

（渡良瀬遊水池を守る利根川流域住民協議会，1992）。 

渡良瀬遊水地アクリメーション構想のおもな問題点は、第 1 に、自然破壊につながること、

第 2 に、調節池にゴルフ場を作ることで、農薬散布による水質汚染がおこること、第 3 に、ゴル

フ場などの造成により、鉱毒による汚染土壌が掘りかえされること、第 4 に、第三セクターが期

待どおりの活性化に寄与できるのかということである（猿山，1990）。 

住民協議会は、1990（平成 2）年に「渡良瀬遊水池の開発に反対する利根川流域住民集会」を

開催し、開発に反対する決議文を建設省、環境庁、関係 4 県、渡良瀬遊水地アクリメーション振

興財団、古河市、藤岡町、北川辺町に提出した。その後も 1992（平成 4）年には、動物相・植物

相の調査を開始するとともに、34,000 人分の署名をもって建設省利根川上流工事事務所との話し

あいを開始した（渡良瀬遊水池を守る利根川流域住民協議会，2005：132-134）。 

1995（平成 7）年には、建設省から渡良瀬遊水地総合開発二期事業審議会がはじまり、第二調

節池に貯水池が作られる計画がだされると、住民協議会ではこれに反対し、審議会での傍聴、公

聴会での発言を行った。こうした活動の成果もあり、2002（平成 14）年には貯水池計画が廃案

となっている（渡良瀬遊水池を守る利根川流域住民協議会，2005：132-134）。このように、住民

協議会の活動は、渡良瀬遊水地内での開発計画に一定の影響力をもってきた。さらに、1997（平

成 9）年の河川法改正で河川環境の保全と住民参加が明記されたこともあり、市民団体は渡良瀬

遊水地での事業を方向づけるアクターのひとつとなっている。 

2000（平成 12）年には、建設省の設置し、市民団体や有識者からなる「渡良瀬遊水地の自然

保全と自然を生かした利用に関する懇談会」が、 

 

                                                  
198 2006 年 12 月 27 日の TI 氏への聞き取りより。 
199 現在の行政資料などの表記は「渡良瀬遊水“地”」に統一されているが、市民団体らは、1902
（明治 35 年）に内務省の買収が行われたさいは「遊水“池”化計画」であったことや、もともと

は湖沼のおおい環境であったという歴史性を重視して「渡良瀬遊水“池”」という表記をもちいる

ことがおおい（渡良瀬遊水池を守る利根川流域住民協議会，2005）。 
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  「渡良瀬遊水地をめぐる多様な価値観を有する人々が遊水地の自然の潜在力を保全し、地

域の持続的な発展を課すための資源として生かしていくという基本的認識を持ち、社会の

ニーズや自然環境の変化に柔軟に対応し、将来の地域づくりに向かって協働するための共

通の目標像」（渡良瀬遊水地の自然保全と自然を生かした利用に関する懇談会，2000：

1） 

 

である「渡良瀬遊水地の自然保全と自然を生かしたグランドデザイン」を提出しており、「自然

環境」としての渡良瀬遊水地を利用していくうえでの方針とされている。このように、現在、国

土交通省（旧建設省）側にとっても渡良瀬遊水地の「自然保全」が重要な課題となっているが、

これには、市民団体の運動がおおきく影響してきたといえる。 

渡良瀬遊水地における市民団体の活動は、現在も活発である。2003（平成 15）年には、

住民協議会が環境大臣あてに、「渡良瀬遊水池のラムサール条約登録湿地指定を求める要望

書」を提出している（渡良瀬遊水池を守る利根川流域住民協議会，2005：126-129）。また、

2000（平成 12）年からは、市民団体「わたらせ未来基金」による自然再生を目的とした「わ

たらせ未来プロジェクト」がはじまっている（飯島，2003）。このプロジェクトは、渡良瀬

遊水池の自然環境を保全・再生するための社会システムづくりをめざしたもので、第 1 に、

環境教育と環境保全の一体化、第 2 に、上流下流の交流、第 3 に、自然保護と地域振興の

一体化、第 4 に、市民型公共事業（多様な主体・地域の水平的な連携）という戦略がたて

られている（飯島，2001）。実際の事業としては、渡良瀬遊水地のヨシでヨシズをつくり、

銅山経営によってはげ山となった渡良瀬川上流の足尾山地の緑化事業に活用が行われてい

る。この事業は、渡良瀬遊水地の小中学校などと連携して行われており、地域学習や環境

学習などの機会ともなっている（飯島，2003）200。 

以上のように、現在の渡良瀬遊水地では、多くのアクターが、それぞれの価値観・環境

観をいだきながら地域環境管理にかかわっているのである。渡良瀬遊水地における「ヨシ

焼き」によるヨシ原管理にも、こうした市民運動による影響をみることができる。 

 

 

6-3 ヨシ焼きにおける協力体制の成立 

 

 

6-3-1 ヨシ焼きの開始（1950 年代前半～） 

 

谷中村縁故者や西生井自治会のヨシ原利用にみたように、戦後ヨシは遊水地内での主要

生産物となった。 

                                                  
200 「わたらせ未来プロジェクト」（http://www.watarase-kyougikai.org/mirai-kikin/index.html、閲覧：

2008 年 12 月 30 日）。 
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図 27、渡良瀬遊水地における各団体のヨシ焼き担当区域 

＊ 図の担当区域は、おおよそをあらわす。 

＊ このヨシ焼き担当区域は、土地所有の縁故、つまりヨシ原の利用権に対応している。 

＊ 「アクリメーション振興財団」とある場所は、「渡良瀬カントリークラブ」である。 

＊ 「国交省」とある場所は、国土交通省の事業で行われた「ヨシ原浄化施設」である。 

 

 

 

ヨシ焼きが開始された 1950 年代前半は、ヨシズ生産が本格化するとともに、燃料として

のヨシの利用が衰退してきた時期であった。個人、または自治会として、ヨシの害虫を駆

除し、ヨシズ用に良質・均質なヨシをたてようという意図で行われたのがヨシ焼きであっ

た。 

ヨシ焼きは、1952（昭和 27）年ごろに近江商人が琵琶湖で行われていた技術をつたえ、
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害虫駆除やヨシの芽吹きや生長を促進させるために開始されたものである。これは、渡良

瀬遊水地全体にひろまり、ヨシズ生産を行う個人・自治会であれば、どこでも行うように

なった。たとえば、西生井自治会であれば、できるかぎりは全戸参加の自治会の行事とな

っている。 

 

 

6-3-2 渡良瀬遊水地利用組合連合会の発足（1965 年～） 

 

1962（昭和 37）年に、群馬県太田市・大泉町にあった米軍演習地の代替基地として、渡

良瀬遊水地をアメリカ軍の物資投下演習地とする案が国会で浮上すると、近隣住民による

米軍演習地使用反対運動が展開された（藤岡町史編さん委員会，2004：373）。当時は、ヨ

シズの相場がもっともよいころであった。そのため渡良瀬遊水地の利用者たちは、遊水地

が利用できなくなることは生活権をおびやかされることであると強硬に反対した201。そこ

で、1965（昭和 40）年に、渡良瀬遊水地を利用する人々を集結した「渡良瀬遊水地利用組

合連合会（以下、利用組合連合会と略す）」が発足し、演習場の反対運動を展開した。これ

には、全国の労働組合もくわわってデモを行った。また、藤岡町などの近隣市町村も、航

空機の騒音と事故への危惧から反対にまわった。結局、1971（昭和 46）年に渡良瀬遊水地

の米軍演習地化計画は中止された（藤岡町史編さん委員会，2004：373）。 

こうした経緯でうまれた利用組合連合会だが、せっかく結成したこの会で、なにか協力

して行えないかということになり、それまで個人または各地区で行っていたヨシ焼きを遊

水地利用者たちが協力し、日程をあわせて行うこととなった。こうして、現在にいたるま

で、ヨシ焼きは、利用組合連合会、つまり、渡良瀬遊水地内に権利をもつ各地区が分担し

て同じ日に行われるという体制が築かれていったのである。合同でヨシ焼き行うようにな

ってからも、ヨシ焼き担当区域は、もともとの縁故地、つまりヨシ原の利用権に対応した

かたちとなっている（図 27）。 

 

 

6-3-3 建設省（現国土交通省）の火入れへの協力（2000 年～） 

 

しかし現在、諸々の事情により、利用組合連合会でヨシ焼きを行うことが困難になりつ

つある。困難になった要因としてあげられるのは、まず、ヨシズ業の衰退によって、資金

的な工面が困難になったことである。ヨシ焼きのさいには、ヨシ焼きを行う日程などにつ

いての広報、事故に備えての保険などの資金が必要となる。ヨシズ生産の 盛期には、利

用組合連合会でヨシ焼き実施をしらせるアドバルーンをとばしたり、民家への延焼を補償

したりするだけの財源を確保することができていた。しかし、1991 年の時点でヨシズ生産

                                                  
201 2008 年 4 月 24 日の TI 氏への聞き取りより。 
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農家戸数は 17 戸に減少しており（藤岡町史編さん委員会，2004：377）、ヨシ焼きによる利

益が少なくなった現在では、利用組合連合会だけで資金を調達することはむずかしいので

ある。 

次に、渡良瀬遊水地の周辺では、新興住宅地の開発がさかんであり202、都市化・人口増

加がすすんでいる。それにともない、ヨシ焼きの目的を知らないいわゆる「新住民」から

ヨシ焼きの降灰にたいしてクレームがだされるようになり、その対応になやまされること

である。 

また、ヨシ焼きは、そもそもヨシズ生産に行われてきたものであるため、ヨシズ業が衰

退した現在、地域住民のなかでも、ヨシ焼きへの関心自体がうすらいできているという現

状がある。このように、現在のヨシ焼きは、継続のためにおおくの困難をかかえている。

そのため、ヨシ焼きをやめざるをえないというところまできていたのである。 

しかし、こうした事態にたいして、ヨシ焼きの継続のために尽力したのが、河川管理者

である建設省（現国土交通省）である。建設省は、2000（平成 12）年からヨシ焼きにたい

して資金援助・広報活動などでヨシ焼きをささえているが、2005（平成 17）年には、周辺

2 市 4 町、利根川上流河川事務所、渡良瀬遊水地アクリメーション振興財団からなる「渡良

瀬遊水地ヨシ焼き連絡会（以下、ヨシ焼き連絡会と略す）」が発足し、利用組合連合会が主

催、ヨシ焼き連絡会が共催というかたちで毎年 3 月にヨシ焼きが行われている。そして、

この事務局は、渡良瀬遊水地アクリメーション振興財団におかれている。 

 

 

6-4 ヨシ焼きの目的・意義 

 

ヨシ焼きはもともとは、ヨシズ生産のために行われてきた。しかし、現在渡良瀬遊水地

では、2004（平成 16）年時点でのヨシズの生産者戸数は 8 軒、ヨシズ問屋数は 3 軒203と、

ヨシの資源としての価値はうしなわれつつある。 

 

「むかしは、だからあの、あれ（目的）が、違ったの。むかしは、ヨシズをつくる

人が、害虫を駆除して、発芽の促進もよくして、一把でもよくヨシを刈り取って、

製品とって、そのころたかく売れたから。だからその、利益をかんがえて、損得で

やったんだよ、はやい話が。むかしは。それがはじまりなの。ところが、いま、損

得にもなにも、生産してもあわねえような時代だから」204 

 

谷中村縁故者でも、現在ヨシズ業にあまりかかわりのない世代は、ヨシ焼きを積極的に実

                                                  
202 群馬県板倉町や栃木県野木町には、こうした新興住宅地が造成されている。 
203 渡良瀬遊水地湿地資料館内展示資料より。2008 年 4 月 18 日訪問。 
204 2006 年 12 月 27 日の TI 氏への聞き取りより。 
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施する必要性を感じていない。 

 

「いままで（ヨシ焼きを）やってきたっちゅうことは、われわれのよりの年配だっ

てヨシズをつくって遊水地で金儲けしたんだという頭がぬけねえから、まあしょう

がねえなってえのででてるの。わけえ体は関係ねえもの。会社がいそがしくて。そ

んなことにはかまわねえから」205 
 

一方、西生井自治会のように自治会単位でヨシ原を管理している地域では、ヨシ焼きが自

治会の財産を管理するための年中行事として定着しているため、あまりヨシ焼きの意義を

感じていない住民たちからも協力をえることができている。 

このように、産業としてヨシ焼きを行うことでのメリットが減少するなかで、現在地域

住民がヨシ焼きを行う理由としておおきいのは、渡良瀬遊水地内で野火による火災が起こ

り、それが民家へ延焼するおそれがあることである。 

 

「ヨシ焼きをやらなければ、去年みたいに大火災が発生して、とにかくうちのちか

くまで行っちゃう。で、風下にあたるところは人家まで行っちゃうからね。去年な、

南風で、火災が発生して、500haも焼けちゃったの。まだ南風がやわらかい風だから、

人家まで行かなかった。今日みたいな日ふいたら、部屋
へ や

（大字名）のほうが全部人

家燃しちゃうでしょ。火のまわりがはやいから。それがこわいんですよ。この沿岸

についてる人たちはうちまで燃しちゃうからね」206 

 

ヨシ焼きは、火災防止という、生活環境の保全という面で重視されているのである。 

それにたいして、協力体制をとる行政機関にとってのヨシ焼きの必要性としては、次の 3

点が挙げられる207。第 1 に、野火とそれによる周辺施設への延焼の防止である。この火災

防止にかんしては、地域住民と目的が一致している。関係市町村にとっても、火災の予防

は重要な課題である。国土交通省としても、河川管理者の立場から、火災予防を行うこと

は重要である。野火による出火が民家に延焼するという危険を回避するためである。 

第 2 に、ヨシの繁茂による死角への不法投機の防止である。渡良瀬遊水地に枯れヨシを

のこしておくと、絶好の目隠しとなり、不法投棄の温床となってしまう。これも国土交通

省としては渡良瀬遊水地管理の上で、ヨシ焼きが重要であることをしめしている。 

第 3 に、ヨシ原の湿地植物の保全である。ヨシ原湿地保全は、現在の渡良瀬遊水地管理

のうえでは重要な課題のひとつである。そして、この第 3 の要因は、先述のような市民団

体の影響が色濃く反映されるとともに、現在の河川行政下でおおきな意味をもちつつある。 

                                                  
205 2008 年 4 月 24 日の TI 氏への聞き取りより。 
206 2008 年 4 月 24 日の TI 氏への聞き取りより。 
207 2008 年 4 月 24 日の利根川上流河川事務所への聞き取りより。 
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渡良瀬遊水地では、1991（平成 3）年に散策路が整備されて以来、おおくの人々が自然散

策に訪れるようになった。研究者や自然保護団体による動物相・植物相の調査もさかんに

行われており、生物多様性の場として重要性が指摘されている。とくに、植物では、渡良

瀬遊水地内に約 1,000 種が確認されており、環境省のレッドリスト記載の絶滅危惧種も 59

種をかぞえている（大和田監修・渡良瀬遊水地アクリメーション振興財団 編，2008）。こ

のように植生が豊である自然要因としては、洪水による攪乱などにより多様な微地形が形

成されることや土壌水分条件が場所によって異なることなどがあげられる（荒井・亀山，

2006；伊藤ほか，2006）。これとともに、植物相の研究者は、土木工事による土壌の攪乱や

「ヨシ焼き」のような人為的攪乱も、植物相の多様性保全のためには重要な要因であると

論じている（大和田，1997；藤岡町史編さん委員会，2002：110-112）。 

ヨシ焼きが自然環境保全のうえで必要であるという言説はひろく受けいれられている。

ヨシ焼きは、 

 

  「柳の芽などが焼かれて樹林化を防止できます。また大人の身長をこえる枯れたヨ

シがなくなることで、地面に光があたり、春先に小さな植物が芽吹くことができま

す」（渡良瀬遊水地アクリメーション振興財団，2008：5） 

 

と、春植物の生長のために必要であるとされる。また、建設省（当事）主催の「渡良瀬遊

水地の自然保全と自然を生かした利用に関する懇談会」が提出した『渡良瀬遊水地の自然

保全と自然を生かした利用に関するグランドデザイン』のなかにも、 

 

「ヨシ焼きを中断するとつる植物やヤナギ類などの木本類が繁茂し、ヨシ原と、そ

の生態系が大きく変化する可能性が高い。遊水地周辺の市街地化にともない降灰に

対する苦情が生じているが、ヨシ焼きに対する地域の人々の理解を得ながらこれを

継続していくことは、遊水地の自然環境の保全にとって、きわめて重要な課題であ

る」（渡良瀬遊水地の自然保全と自然を生かした利用に関する懇談会，2000：3） 

 

と、述べられている。本調査地で、ヨシ焼きの有無による植物群落構成の変化などを、生

態学的に検証した研究はほとんどない。しかし、渡良瀬遊水地が、さまざまな地域から人々

が散策におとずれる「自然環境」として定着してくるにしたがい、ヨシ焼きは、行政機関

や市民団体らにとって「自然環境保全」のために重要であるという認識が定着していった

のである。 

 そして、こうした認識の定着は、ヨシ原を利用してきた人々にも共有されつつある。 

 

「遊水地の景観もよくしなくちゃなんねえっていう。まあ、とにかく、年間 70 万人

からの人が出入りしているからさ。こんなヨシなんて焼かないでおいたら、緑にも
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何にもならねえから、ヨシの芽もでないし。だれもくる人はいねえよ。そんなこん

なでおつきあいがあるから〔ヨシ焼きに〕でてるの」208 

 

現在、ヨシズ生産者もすくなく、ヨシ利用のためにヨシ焼きを行う意味はうすらいでいる。

こうしたなかでも、それまで渡良瀬遊水地内を権利として利用してきたことは、それぞれ

の権利地にたいする管理意識の継続につながっているのである。これは、本稿の第 2 章、

第 3 章でみいだした「総有意識」とその継続につながるものである。 

現在のヨシ焼きにたいする意味づけは、資源としてのヨシ原の管理、防災管理、自然環

境管理など、非常に多様である。そうした利害の当事者も、ヨシ原を利用してきた地域住

民だけではなく、行政機関や市民団体などさまざまである。しかし、こうしたおおくの意

味をもつからこそ、渡良瀬遊水地のヨシ焼きは、それらの多様な利益を同時にみたすもの

として注目され、継続してきたのである。 

 

 

6-5 現在のヨシ焼き体制 

 

現在のヨシ焼きは、利用組合連合会が主催、ヨシ焼き連絡会が共催というかたちで行わ

れている。そこで、このヨシ焼き体制で、実際にヨシ焼きがどのように行われているのか

という次第をのべる。 

ヨシ焼きの当日、実際にヨシに火をつけるのは、従来のとおり利用組合連合会の各担当

地区の人々である。まず、ヨシ焼きの実施日当日に、利用組合連合会の会長が、天候や風

向きからヨシ焼きをできるかどうかの判断をおこない、実施の是非の決定する。そして、

その決定は、ヨシ焼きを担当する各自治会に 2、3 名いる役員へ通達される。すると、各自

治会役員は、その自治会の各戸に実施の是非を伝える。そして、各自治会ごとに、渡良瀬

遊水地内担当区域のヨシ焼きを実施する。たとえば、西生井自治会では、原則的に全戸が

ヨシ焼きに参加することになっているが、毎年、88 戸のうち 70 数戸とほとんどがヨシ焼き

に参加する自治会行事になっている。こうして、利用組合連合組合全体からは、総勢約 800

人が火入れに参加する209。ただし、渡良瀬カントリークラブの敷地内は、渡良瀬遊水地ア

クリメーション振興財団が、国土交通省の事業つくられたヨシ原浄化槽は、国土交通省が

ヨシ焼きを行っている。 

 

 

 

 

                                                  
208 2008 年 4 月 24 日の TI 氏への聞き取りより。 
209 2008 年 7 月 3 日の IM 氏への聞き取りより。 
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図 28、ヨシ焼きの実施と注意をよびかけるチラシ・表（上）裏（下） 
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（1971 年、政令第 300 号、2007 年改正） 

第 14 条 法第 16 条の 2 第 3 号の政令で定める廃棄物の焼却は、次の通りとする。 

1 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 

3 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却  

4 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 

 

 

3 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に

与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの 

第 16 条の 2 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（1970 年、法律第 137 号、2006 年改正） 

 

表 7、ヨシ焼きの正当化にかかる法律 

 

 

 

ヨシ焼きが従来どおり利用組合連合会の主催で行われるなか、行政側で組織されるヨシ

焼き連絡会は、クレームの処理や広報活動、資金的援助などで協力体制をとっている210。

まず、ヨシ焼き連絡会では、火入れ当日までに、図 28のような新聞折り込みチラシ 300,000

部・パンフレット 70,000 部を用意し、近隣市町村住民への配布を行っている。その費用の

負担もヨシ焼き連絡会である。これらの折り込みチラシ・パンプレットには、ヨシ焼きの

実施日、ヨシ焼きについての説明、ヨシ焼きの目的などが書かれている。これにより、渡

良瀬遊水地のヨシ焼きが、地場産業のために「伝統的」に行われてきたことや、「自然環境」

の整備のために必要であることについての認知をはかり、クレームを未然にふせぐために

役立っている。 

ヨシ焼き当日には、各市町が広報車を出動させて、ヨシ焼きが実施されることをしらせ、

「窓を開けない」などの対策をするようなよびかけを行っている。さらに、ヨシ焼き連絡

会は、利用組合連合会がヨシ焼きを行うさいの保険料などの諸経費を負担している。 

また、ヨシ焼き連絡会の行政各機関は、ヨシ焼きへのクレーム・問い合わせの受け手と

なっている。ヨシ焼きへのクレーム・問い合わせが一つの機関に集中すると、当日の業務

に支障がでるおそれがあるため、事前に配布されたチラシ・パンフレットには、「お問い合

わせ先」ということで、関係 2 市 4 町の各担当課や渡良瀬遊水地アクリメーション振興財

                                                  
210 この項目については、2008 年 4 月 18 日の渡良瀬遊水地アクリメーション振興財団への聞き

取り、2008 年 4 月 24 日の国土交通省利根川上流河川事務所への聞き取りにもとづいている。 
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団、利根川上流河川事務所といったヨシ焼き連絡会の各機関の電話番号が列挙されており、

ヨシ焼きのクレーム・問い合わせを分散させる機能ももたせてある211。 

そして、実際のクレームにたいしては、ヨシ焼きの実施が正当化できるような説明がな

される。まず、国土交通省は、利用組合連合会と協力関係をきずくさいに、近隣住民から

よせられるクレームにたいしてヨシ焼きの正当化を行うため、法律関係の整理を行った。

すると、 

表 7のように「廃棄物処理及び清掃に関する法律」及び「廃棄物処理及び清掃に関する法

律施行令」を根拠にすることによって、ヨシ焼きの法的な正当性を確認することができた。

すなわち、ヨシ焼きには、国土交通省が渡良瀬遊水地を管理する目的があり（施行令第 14

条 1）、戦後のヨシ産業のはじまりとともに行ってきたという慣習があり（施行令第 14 条 3）、

なおかつヨシズ用のヨシの生産のために必要である（施行令第 14 条 4）ということである。

これらにあてはまるため、「公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却」とし

て、ヨシ焼きを法的に正当化しうるのである。 

また、ヨシ焼きの広報を行うチラシ・パンフレットにもみられるように、 

 

「害虫を駆除したり、落ち葉等も焼くことによってヨシを育ちやすくしたり、飛散

する柳の種等を焼くことによって林のようになるのを防いだり、ヨシが成長する前

に成長する春植物の発芽を促進する」（図 28） 

 

というように「貴重な湿地環境を保全」のためにヨシ焼きが行われることを説明する。先

に述べたとおり、渡良瀬遊水地は市民活動が活発に行われる場所であり、貴重な自然環境

としての認知度は高い。「自然保全」という万人に受け入れられやすい説明は、ヨシ焼きを

正当化するために役立っているのである。こうしたことから、クレームの電話がきたさい

には、法的にも正当であるということと「自然保全」のために行われていることをあわせ

て説明することで、たいがいの場合はヨシ焼きの実施にたいして理解をえることができる

という。 
さらに、チラシ・パンフレットには、ヨシ焼き当日に利用できる駐車場の地図も記載さ

れており、ヨシ焼きには、毎年約 6,000 人のカメラマン・見物客が訪れている212。このよう

にヨシ焼きを一大イベントととすることも、おおくの人々に認知をえることに成功してい

る213。ヨシ焼きは、利用組合連合会とヨシ焼き連絡会あわせて約 1,300 名という大規模な管

理である。また、さらに、カメラマン・見物客が多数あつまる一大行事・風物詩として、

一般の認知も広がってきている。 

 
                                                  
211 2006 年 12 月 27 日の渡良瀬遊水地アクリメーション振興財団への聞き取りより。 
212 2008 年 4 月 18 日の渡良瀬遊水地アクリメーション振興財団への聞き取りより。 
213 ヨシ焼き当日には、カメラマン・見物客が遊水地内にはいりこんで事故をおこすことを防止

するため、ガードマン約 300 名が警備にあたっている。 
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6-6 ヨシ焼きにおける協力体制の特徴 

 

 それでは、ここで、渡良瀬遊水地におけるヨシ焼きの協力体制の特徴をあげてみたい。

第 1 の特徴は、ヨシ焼きという地域環境管理の主体は、資源利用をつづけてきた地域住民

であるということである。 

 

「あらたなヨシ焼き連絡会をつくるべってんで、〔利用組合〕連合会はそのままにし

ておいて、そのヨシ焼連絡会、各関係市町のかたがたに手伝ってもらって。関係機

関に。だから、やるのは、主体は〔利用組合〕連合会なの」214 

 

各行政組織からなるヨシ焼き連絡会は、ヨシ焼きにかんする支援は行っているが、実際の

作業は、その地域の利用・管理をになってきた人々が受け継いでいるのである。ヨシ焼き

を行う範囲は、各個人や自治会が渡良瀬遊水地内の土地の買収以来、縁故地として利用・

管理を行ってきた範囲である。このような利用組合連合会を主体としたヨシ焼きは、技術

面からも適したことである。ヨシ原の状態は毎年ことなり、それにあわせてどのようにヨ

シ焼きを行うかは、そのヨシ原にかかわってきた担当自治会がもっともよく把握している

し、風向きや地形をどのように考慮するかなどの経験も蓄積している。また、こうした管

理体制のなかで、あくまで主体を利用組合連合会としつづけることは、個人・自治会の「権

利意識」を尊重し、持続していくことにつながっていく。さらに、利用組合連合会では、

すでにヨシ焼きを行うための体制が構築されており、実施のさいには約 800 人をも動員す

ることができる。そのため、行政機関からも、利用組合連合会がヨシ焼き管理の主体であ

ることが求められているのである。こうして渡良瀬遊水地では、利用を行ってきた地域住

民の管理の主体性が、社会的に尊重されつづけているのである。 

第 2 の特徴は、地域住民主体の管理のなかで、行政は地域住民に不足してきた機能を補

うかたちでの支援を行っていることである。本章の冒頭でしめしたボブ・ジェソップの指

摘のように（Jessop, 2000）、現在渡良瀬遊水地のヨシ原においても、地域住民主体のガバナ

ンスのなかで、行政機関が一定の役割をはたすことが期待されているのである。 

それでは、地域住民にとってのヨシ焼き継続を困難にする要因と、それにたいする行政

の支援をまとめていこう。ヨシ焼きという地域住民主体の管理を困難にしている第 1 の要

因は、資金不足である。現在のヨシズ生産事情から、ヨシ焼きの実施のための資金を利用

組合連合会だけであつめるのは困難である。それにたいして、行政機関がヨシ焼きの広報

費、保険料の支払いを行うことは、これらの充足に役立っている。 

第 2 の要因は、近隣住民からのクレームである。利用組合連合会にとって、ヨシ焼きに

                                                  
214 2006 年 12 月 27 日の TI 氏への聞き取りより。 
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たいする広報を行うことは資金的に困難であり、その結果おおくのクレームがよせられる

こととなってしまう。利用組合連合会では、近隣住民からクレームがおおくだされるなか

で、地域対立をおこしてしまうようなヨシ焼きを継続することは困難である。それにたい

して、渡良瀬遊水地では、行政機関がクレーム処理を担っている。行政機関は、地域住民

の主体的管理を尊重しながら、クレームの受け手として事業の継続にたいする説明責任を

はたしている。つまり、行政機関は、地域社会の主体的な実践を尊重し、その実践を保証

しているのである。 

第 3 の要因は、ヨシ焼き実施の根拠である。現在、ヨシズの生産者数は少なく、生活の

ためにヨシ焼きを行っているという説明では、クレームに対抗するほどの力にならない。

それにたいして、地域主体の管理を保証する行政機関は、「法的根拠」と「自然環境保全」

という万人に受け入れられやすい説明をもちいることによって、ヨシ焼きを正当化してい

るのである。とくに、「自然環境保全」という説明は、市民運動の場として貴重な環境とし

ての認知が高まっている渡良瀬遊水地では有効である。 

このように、渡良瀬遊水地のヨシ焼きでは、地域住民主体の管理を困難とする、資金不

足、クレーム、根拠不足といった要因をとりのぞく「支援者」としての行政組織のすがた

がうかびあがってくるのである。 

 

 

6-7 第 6 章の結論 

 
「二次的自然」といわれるような環境管理は、経済的価値の低下などにより、継続され

ることがむずかしくなっている。渡良瀬遊水地のヨシ焼きも、担い手としての利用組合連

合会には約 800 人ものマンパワーがありながら、クレームや資金不足などによって継続が

むずかしくなってきた。 

しかし、ローカルな場で行われる地域環境管理だからこそ、その場にあった管理のしか

たがある。渡良瀬遊水地では、利用組合連合会の各個人・団体がそれぞれの土地に縁故と

「利用権」をもっており、ヨシ焼きでは担当範囲で、その土地の特徴をいかした管理が継

続されることが、行政機関からも要請された。 

こうしたなかで、地域住民主体によるヨシ焼きを継続させるための援助を行ったのが行

政機関であった。行政機関は、利用組合連合会がヨシ焼き管理の主体であるという形式は

保ちながら、地域主体の管理の保証、資金援助、事業の正当化という 3 点から「支援する」

かたちでの協力体制をきずいたのである。この事例は、地域ガバナンスを継続するうえで、

管理主体がおちいりうる資源的困難を指摘するとともに、それにたいして行政機関がどの

ような機能を補えばよいのかをしめしている。 

また、自然環境への注目がたかまるなかで、「自然環境保全」といった言説が、事業継続

の正当化に役立っていることもあきらかになった。 
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もちろん、「地域ガバナンスにあるべき姿や支配的モデルを設定すべきではない」（玉野，

2006：152）といわれるように、渡良瀬遊水地のヨシ焼きが事業継続の事例としてとらえら

れるとしても、それが他地域で成功するとは限らないし、他地域ではその社会的条件にあ

った事業が行われるべきである。しかし、地域社会だけの地域環境管理を継続することが

むずかしくなったとき、地域社会に不足要因をあげ、それを支援するような協力のしかた

を考えていくことは、地域社会の環境観を考慮した地域環境管理につながっていくのであ

る。 

 

 

（第 2 部、完） 
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第 3 部 地域環境管理にむけて 
 

 

第 3 部（第 7 章、第 8 章、第 9 章）は、第 1 部の岩木川下流部ヨシ原と第 2 部の渡良瀬

遊水地の 2 つの事例をうけて、おおくの環境観がむけられる「二次的自然」の地域環境管

理のあり方について総合的な考察を行う。 

第 1 部と第 2 部では、地域社会が地域環境にたいしていだく、固有の環境観をあきらか

にしてきた。とくに、こうした環境観は、社会変動をへるなかでも（第 3 章参照）、環境変

化をうけるなかでも（第 5 章参照）、つむがれてきたものである。そして、現在、地域環境

にたいして多様なアクターがさまざまな環境観をいだいてかかわっているという社会関係

をえがいてきた。それでは、このような多様な環境観のなかで、どのように地域環境管理

を行っていったらよいのだろうか。 

これにこたえるために、第 7 章では、地域環境管理において、さまざまな環境観をいだ

くアクター間の合意形成のありかたを論じる。また、第 8 章では、地域環境管理を行うう

えで社会学がどのような貢献をできるのか、そして諸科学とくに生態学とどのような協力

関係をきずくことができるのかを論じる。そして 後に第 9 章では、これまでの議論のと

りまとめを行い、地域環境管理の内容についての素描を行っていきたい。 
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7 多様な環境観のなかでの合意形成――地域環境管理実践の技術論 
 

 

7-1 はじめに 

 

第 1 章で本稿の問題意識としてあげたように、地域環境管理では、多元的な管理と多様な

担い手が同所的に存在するという現実がある。それぞれの環境観をいだく多様なアクターが

かかわるなかで地域環境管理をすすめるためには、この多様なアクター間で合意形成をはか

っていかなくてはならないということである。 

本稿でしめした、岩木川下流部と渡良瀬遊水地の火入れ（ヨシ焼き）管理の事例において

も、さまざまなアクターが、それぞれの利害のもとで管理にかかわっていた。とくに岩木川

下流部においては、ヨシ利用者、近隣住民、行政、生態学者といったさまざまなステークホ

ルダーがそれぞれの利害をもとに賛成‐反対の立場をとることによって、問題が複雑化し、

火入れ管理が継続できなくなっている。そのため、当地で火入れ管理を再開するためには、

近隣住民からの合意や行政機関からの協力をえていくことがおおきな課題となっているの

である。また、渡良瀬遊水地では、地域社会主体のヨシ焼き管理が、行政の協力のもとです

すめられている。この協力体制を合意形成の成功事例としてとらえたとき、成功たらしめて

いる要因は何なのかをもう一度考察してみたい。 

合意形成論では、数々の課題があげられている。まず、平川全機は、行政と地域住民のあ

いだにある「構造的格差」を問題とし、それを住民がいかに乗り越えるか、といった議論を

行っている（平川，2004）。ここでいう構造格差とは、「行政機関がある環境問題を専門的に

対処できるのにたいして、おおくの住民は生活のなかの一つの問題として対処せざるをえな

い」（平川，2004：105）というものである。現実の合意形成をはかるにしても、行政側が主

導し、有利に物事を決定するのではないかという危惧が指摘されているのである。また、近

藤隆二郎は、合意形成の問題点を次のように指摘する。アクターがかかわることがたんなる

事業継続の「お墨付き」となり、それ自体が目的化してしまう点である。さらに、合意形成

すべきアクターの参加基準や代表性にも疑問を呈している（近藤，2007）。つまり、ただた

んに「合意形成の場」を設けるだけでは事態は解決できず、その内実がともなわれるべきで

あるということである。さらに、合意形成をもとにした政策決定には、時間がかかる。とく

に「生態系保全」を目的とする場合、生態系にたいして不可逆的な影響が、まさに進行して

いるという事態のなかでは、合意形成を待ってはいられず、事業をすすめはじめなければい

けない場合もある。 

それでは、こうした諸問題のなかで地域環境管理についての合意形成をどのようにすすめ

ていけばよいのだろうか。このおおくのアクターのなかで、実際にどのように合意をしたら

よいのかについての議論をふりかえってみたい。まず、荒川康は、それぞれのアクターが「問

題解決への強い志向性」を相互にもつことによって、おたがいにとって位相のことなる問題
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をこえて「結果重視の効率性・透明性」を確保したガバナンスが実践できるという（荒川，

2004）。つまり、それぞれのアクターがかかえる問題の中身は多様であるが、関係するアク

ターがそれらの問題をみずからひきうけ、実践することへの「強い問題解決の志向性」をが

あることでは一致している。この志向性がアクター相互の「問題」の位相の違いを認めつつ

も、「基本的、根本的な問いかけ」をもとにした事業につながるという（荒川，2004：85）。

しかし、ここでは、問題解決を行うための実際のアウトプットはなんなのであろうかという

疑問がのこる。なぜなら、志向することだけでは、直接的な問題解決にはつながっていかな

いからである。その「志向性」をもとにした、具体的な「実践」の中身をどうするのかが、

合意形成にとっては重要である。 

これにたいして、武中桂は、「実践」のほうを重視する。宮城県蕪栗沼周辺水田で行われ

る「ふゆみずたんぼ」のとりくみは、行政機関が「マガンの保全」を志向するなかで政策的

にすすめられたものである。実際の担い手である農家は、この「ふゆみずたんぼ」にたいし

て否定的な感情をもちながらも、「実践」するなかで「次世代への環境のうけわたし」「有機

栽培」といった独自の目的によみかえながら「納得」していったという（武中，2008）。し

かし、ここで指摘された「実践」と「納得」には、さきにのべたような構造的格差がよこた

わっており、行政側によって「させられた」ものであるとみることもできる。「実践」させ

られるなかでうまれてくる「納得」は結果論でしかなく、「妥協」や「あきらめ」にたいし

てどのような評価をくだしたらよいのかという疑問がのこる。すなわち、「実践」のみを重

視した場合、今度は担い手のもつ「環境観・価値観」への考慮をどのように行えばよいのか

という問題が生じてくるのである。 

こうしてみていくと、地域環境保全を多様なアクターの合意のもとですすめるためには、

「環境観」と「実践」どちらともを平行して分析していかなければならないということにな

るだろう。そこで、本章では、岩木川下流部における火入れ再開にむけた議論と、渡良瀬遊

水地で実践されているヨシ焼き管理をふりかえり、2 事例をもとにして、「環境観」と「実

践」の両面を検討しながら、地域環境管理をすすめるための合意について論じてみたい。 

 

 

7-2 両事例における合意形成のありかたとは 

 

 

7-2-1 岩木川下流部での火入れ再開にむけた議論 

 

第 4 章で述べたように、岩木川下流部のヨシ原では、火入れ管理をめぐって対立がおこ

っている。とくに、ヨシ利用継続のために火入れを行いたい武田堤防組合と、火入れによ

って降灰や火事の危険性などのリスクを一方的にうける近隣住民の対立は、どちらも切実

な問題であるだけに、解決がむずかしい問題であった。 
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図 29、岩木川下流部の火入れ管理の実践にむけての議論 

 

 

 

こうしたなかで、火入れ管理にたいして「生態系保全」というあらたな価値をみいだし

ているのが生態学者であった。生態学者が火入れ管理に着目しているのは、「地域社会がど

のようにヨシ原（＝野鳥生息環境、生態系）を利用・管理してきたか」という視点で資源

管理を論じる必要性である。生物多様性保全という視点では、ヨシ原で全面的な刈り取り・

火入れが行われるよりも、モザイク状に枯れヨシをのこすことがのぞましい（竹内・東，

2005）など、ヨシ原利用者の意図とは完全に一致しないところもある。しかし、火入れ管

理がまったく行われていないという現状は、生態学者にとっても、ヨシ原利用者にとって

もマイナスであり、火入れを再開したいというレベルでは共通している。 

火入れ管理の再導入にむけての課題となっているのは、近隣住民への公害問題である。

いかに降灰やビニールハウス被害、火災のリスクをうける近隣住民にたいして合意をとり

つけるかが、火入れを再開するうえでの重要なポイントとなっている。 

こうしたなかで、生態学者が議論しているのが、火入れのさいに防火帯を複数もうけて

火入れを小規模化しようということである。これは、近隣住民にとっての生活被害の原因

となるものをとりのぞこうという、火入れという管理技術の改良によって公害問題の解決

をめざすものである。こうした防火帯の設置は、火入れを小規模化する方法として、すで

に宮城県石巻市北上川河口地域のヨシ原などでおこなわれている実績があり、これを岩木

川下流部のヨシ原でも導入しようというものである215。 

 
                                                  
215 宮城県石巻市北上川河口地域のヨシ原では、地元の有志の団体が火入れ管理をおこなってい

るが、そのさい、延焼をふせぐために防火帯をもうけている。防火帯は、幅 15m で、ただ刈る

だけではなくて、すべて酪農でつかうレーキでよせて、まったく落ち葉がないような状態にする。

2007 年 8 月 8 日の当地で火入れを主催する CG 氏への聞き取りより。 
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図 30、渡良瀬遊水地のヨシ焼き管理の実践 

＊ （1）は、近隣住民による行政への苦情、（2）は、その苦情にたいする行政の広報などによ

るヨシ焼きの認知である。 

 

 

 

この事例で鍵となることは、相手の環境観・価値観を理解するという過程である。生態

学者は、近隣住民の環境観・価値観を理解することで、近隣住民がかかえる問題意識を共

有することができたのである。そのため、具体的に実践される技術が、生態学者やヨシ原

利用者の受益をみたすだけではなく、近隣住民にとっての受苦をとりのぞくように改良さ

れることが志向されたのである。このように、実践が、ことなる環境観・価値観を内包し

ていくことが重視されている。ことなる環境観からのフィードバックによって、具体的な

実践のなかで使用される管理技術のかたちをかえてくことが志向された。 

 

 

7-2-2 渡良瀬遊水地のヨシ焼きにおける合意 

 

第 6 章では、ヨシ焼きの協力体制が地域の慣習的な管理と行政の環境管理が交錯するな

かで築かれてきたことをみてきた。ヨシ焼きの目的や利益は、利用組合連合会と国土交通

省とのあいだで完全に一致しているわけではない。谷中村縁故者や西生井自治会のヨシ原

管理は、基本的にはヨシという自然資源が個々人や集団の生活にとって金銭的な価値があ

ったために行われてきた。一方、国土交通省がもつ遊水地管理の意図は、「河川管理者」と

してのすがたであり、ヨシ焼きがもつ野火・不法投棄の防止の機能を重視していた。 
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このように、ヨシ焼きのもつ価値観・環境観が各アクターによって異なっているなかで、

このような協力体制が成立しているのは、両者はおたがいにとっての利益がなにかを理解

しているためである。利用組合連合会にとってのヨシ焼きは、ヨシの資源としての価値が

低下するのにしたがって、野火の防止や環境保全といった管理の担い手として自覚しはじ

めている。なかばボランティアとして、あるいは自治会の年中行事として、おおくの人々

がおとずれる遊水地内の環境管理に貢献しているという意識が強くなってきている。一方

で、行政側は、ヨシ焼きが一義的にヨシズ産業のために行われてきたこと、それぞれの土

地に権利意識をもっていることを承知しており、あくまで主体は利用組合連合会であるこ

とを認めている216。この協力体制においてヨシ焼きが合意をみているのは、利用組合連合

会と行政がおたがいの利益と環境観を理解しあい、ヨシ焼きという管理技術の「実践」が

おたがいの利益や環境観を同時にみたすことを了解しているからである。そして、ヨシ焼

きによる「環境保全」という機能は、おおくのアクターにとっての環境観の結節点となっ

ていた。つまり、ヨシ焼きは「自然保全」にもつながるため、市民団体からの反対もすく

ない217し、近隣住民にもうけいれられやすい。 

さらに、渡良瀬遊水地のヨシ焼きでは比較的「強い問題解決の志向性」をもつ行政や利

用組合連合会だけではなく、ヨシ焼きにより被害者となる近隣住民への合意も目指されて

いた。広報などによって周辺住民にヨシ焼きの「環境保全」という目的・実施内容を理解

してもらい、「ヨシ焼き当日に洗濯物や窓の開閉に注意する」というような被害対策を行っ

てもらうことは、個々のレベルで簡単な実践に参加・協力してもらうことである。つまり、

環境保全という環境観の結節点をもとに、ヨシ焼きの被害を一方的にうけるという立場か

ら、ちょっとした実践をつうじてヨシ焼きの協力者となってもらうということである。こ

のように、さまざまな環境観には、じつは濃淡がある。利用組合連合会や行政機関のよう

に、比較的強いヨシ焼き実施にかかる環境観をもっているアクターがいる一方、近隣住民

などは、ちょっとした被害対策をおこなうというレベルのかかわりであった。ひとびとの

渡良瀬遊水地への関係性には濃淡があり、ヨシ焼きの実践は、こうした関係性の濃淡にみ

あった合意をきずいていたのである。 

渡良瀬遊水地でも環境観の理解は、ヨシ焼きの実践を、合意のもとですすめるためのお

おきな鍵となっていた。ただし、ここでの環境観の理解は、さまざまなアクター間での相

互の理解であったことが重要である。まず、利用組合連合会と行政機関のあいだでの相互

理解、つぎに、近隣住民がクレームを発する原因・現象についての行政機関の理解、そし

て、その理解をもとにした、広報などによる近隣住民への理解の啓発である。そして、渡

良瀬遊水地にたいするかかわりには濃淡があるが、こうした濃淡を考慮した合意が、ヨシ

焼きという管理技術の実践のなかで行われていた。 
                                                  
216 2008 年 4 月 24 日の国土交通省利根川上流河川事務所への聞き取りより。 
217 ただし、一部の団体からは、ヨシ焼きをもっと計画的に行い、防火帯を設置して鳥類の生息

場所・繁殖場所となる樹木を確保するようにという提案がでている（渡良瀬遊水池を守る利根川

流域住民協議会，2005：116）。 
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7-2-3 両事例の比較と管理技術への注目 

 

2 つの事例で示されたことは、「環境観」の差異をふくみこむ具体的な「実践」の中身に

ついて議論するさいの着目点として、ひとつ「管理技術」への注目がありえるのではない

かということである。 

岩木川下流部では、生態学者とヨシ原利用者から火入れという管理技術の再導入が求め

られているが、近隣住民からの生活被害のうったえが、それをはばんでいた。しかし、そ

の生活被害へのフィードバックとして、被害をださないような管理技術の改良として防火

帯の設置のような案がでている。つまり、問題解決のために注目されたのは、管理技術で

あったのである。また、渡良瀬遊水地では、利用組合連合会、行政機関、市民団体など、

おおくの人の利害を同時にみたす管理技術としてヨシ焼きが行われている。 

ことなる環境観が多数あるなかでの合意形成は、たしかにむずかしい。多数の環境観が

あるなかで、皆がおなじ目的をもつことは、不可能であるともおもえる。こうしたなかで、

環境管理をすすめるにあたっては、皆がおなじ目的をもつこと、つまり、おなじ環境観を

共有していくことよりも、環境観の差異を認め、異なる環境観をもつものどうしが納得で

きる管理の方向性をめざすことが現実的ではないだろうか。そこで、地域環境管理を実践

するためにとられる「技術」が、おおくの環境観を内包していくことが、合意形成の方向

性としてひとつありえるのではないか。それでは、ここで、技術論と合意形成論の関係性

について考察し、合意形成のために「実践」のなかで技術に求められるものは何なのかを

述べていきたい。 

 

 

7-3 技術論と合意形成論の接点 

 

技術論と合意形成論は、じつはすでに密接な関係のなかで論じられてきた。技術論では

1970 年代から、技術の権力性についての議論が行われてきた。社会的な権力構造・経済構

造と不可分なかたちでおこる、公害や持続不可能な資源の浪費、人間疎外といった状況え

を解決するための技術として、「中間技術（intermediate technology）」（Schmacher, 1974=1986）

や「オルタナティブ・テクノロジー（alternative technology）」（Dickson, 1974=1980）といっ

た、代替的な技術の必要性が論じられた。田中直は、こうした技術論についてのとりまと

めを行い、近代技術批判の文脈と開発の文脈の技術が相互に、動的に連携しあうなかで技

術体系をつくりあげることが必要であると述べている。このさい、 

 

「ある場面の社会的経済的あるいは文化的条件やその場の必要性とセットになって、
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あるいは地球環境の全体性とのバランスのもとに、はじめてある技術が適正かどう

かが評価される」（田中直，2001：180） 

 

というように、場面・状況により適正となる技術はなにかという判断を行うことが必要と

なる。技術が実践するさいには、その社会的文脈によって適正と判断される技術はことな

ってくるということである。そして、藤垣裕子は、技術が科学者共同体の理想系のなかで

「過度に一般化（over-generalization）」されているされることを問題視している（藤垣，2004）。

先に田中が述べたように、科学技術は、実際にはローカルな文脈に状況依存するものであ

る。こうしたなかでは、技術の適応は「課題ごとに、利害関係者集団による『社会的合理

性』の担保された意思決定プロセス」（藤垣，2004：36）をへる必要があるということにな

る。このように、技術論は、構造的格差をのりえるための方向性での議論がなされていく

が、その地域の問題を解決しようというなかでの技術論は、合意形成そのものが問題とな

ってくるのである。 

地域環境管理にかかわる技術論においても、大熊孝が、住民同士で話し合いながら地域

間対立に折り合いをみいだすことや、行政と協力しながらも、関係住民がみずから主体的

に展開することが必要だという、「技術の自治」を提唱している。「技術の自治」では、 

 

「 (1) 自然に対して無謀な技術を押し付けるのではなく、自然と共生して持続的に

維持し、修正していくことが可能な技術であること。 

(2) 自然に対する社会的要請のなかで発生する地域間対立を関係する住民同士で

話し合いながら、折り合い点を見出せる技術であること。 

(3) 行政と協力することは当然ながら、行政に依存することなく、関係住民が自

ら主体的に展開する技術であること。 

(4) 誰もがそれに関わることで、『誇り』や『生きがい』を感じることのできる技

術であること」（大熊，2004：276） 

 

という 4 点が主張されている。大熊が述べる技術論も、やはり近代科学技術批判の文脈か

らだされたものである。ここで強調されることは、技術について、地域レベルでの判断し、

地域住民が主体性をもつことである。このようにみていくと、地域環境管理のなかで、技

術の導入について述べていくことは、個々の地域的な課題にたいして、地域住民の自治性

を尊重していくという「地域ガバナンス」で主張されたことそのものであるといえる（第 6

章参照）。 

このように、現在、技術論と合意形成論は不可分にあることが理解できよう。しかし、

現在の地域環境管理の「実践」をあらわすものとしてとらえた場合、技術を合意の文脈か

らとらえかえす意義は、構造的格差をこえ、「地域レベルでの判断が可能となる」「ローカ

ルな課題に対処できる」以上のものを持っているように思われる。それでは、岩木川下流
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部のヨシ原における火入れ（ヨシ焼き）管理技術の再導入にむけた合意のありかたと、渡

良瀬遊水地における現在の協力体制で達成されている合意を総合して論じるなかで、地域

環境管理において技術を論じる意義を考察していく。 

 

 

7-4 地域環境管理における合意形成のための技術論 

 

 

7-4-1 「複数の利益」をみたす技術 

 

環境管理では、環境観（利害・価値・目的）がことなるおおくのアクターが存在するな

かで、管理について合意を行ったり、協力体制を築いたりといったことが求められていた。

多数の環境観のなかで、各アクターの環境へのかかわりかたにはそれぞれの文脈があり、

「共通の利益（common interests）」をみいだしていくことはむずかしい。 

それにたいして、2 つの事例では、科学者や行政が、生態系保全や河川管理といった、自

然資源利用者とはことなる目的をもちつつも、自然資源利用者のもつ管理の目的を理解し

て協力体制をきずいていた。また、近隣住民にたいしては、岩木川下流部では生態学者が

被害の状況をふまえることが、防火帯の設置というような技術の改良を議論することにつ

ながったし、渡良瀬遊水地では積極的な広報によってヨシ焼きの目的を理解してもらおう

という活動がみられた。 
これらの事例がしめしたことは、「共通の利益」をみいだすことが、問題の解決ではない

ということであった。おたがいに環境観や利害が一致しないなかでも、火入れ・ヨシ焼き

といった管理技術にたいしては、「複数の利益」を同時にみたしていることによって合意を

はかっていくことができることを示唆しているのである。つまり、各アクターの根底にあ

る環境観・利害のレベルを共通のものにしていくのではなく、むしろ環境観・利害の差異

を認めたうえで、「火入れ（ヨシ焼き）」という管理の技術・方法のレベルでの合意を行う

ことによりその多様性を内包していくことが求められているのである。 
そして、多くの環境観のなかで「複数の利益」をみたすような管理技術をもちいるため

には、まずは環境管理の実施主体が、他の利害関係者の環境観を理解していなくてはなら

ない。これは、第 4 章で、おたがいの環境観を認めあいながら地域環境管理をすすめてい

くためには、「自らとは異なったパースペクティヴを他者によって抱かれているという事実

をわきまえ、他者のパースペクティヴを考慮に入れる」（齋藤，2000：51）とともに、「自

らのパースペクティヴを他者にも理解してもらう」ことが必要であると述べたことと関連

している。相手の利害もみこしたうえで環境管理を行うことが必要なため、多くの利害関

係者の間で環境管理の合意を形成していくためには、おたがいの環境観を認知し、認めあ

うことが前提となるのである。環境観の多様性のなかで合意形成を行ううえでは、その多
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様性を各アクターが把握していることが非常に重要であるといえる。つまり、管理技術に

合意をえていくという作業は、さまざまな環境観の差異を相互認知していく作業となるの

である。 

 
 
7-4-2 問題関心の濃淡をふくむ技術 

 

合意形成でむずかしい課題の一つは、だれにどれだけの発言権をあたえるのかというこ

とである。とくに地域環境管理においては、多様な環境観をもつアクターが存在しており、

だれが地域環境管理を主導するのか、だれの意見はどのくらい反映させればよいのかとい

った多くの問題がある。 

これにたいしては、かかわりのふかさに応じて発言権を認めようという「かかわり主義」

がある（井上，2004：142-144）。また、玉野和志は、特定なローカルな場においては、「人々

はみずから望んで参加し、たとえそれが一部の人々の参加であったとしても、そのことが

社会的に承認されていくしくみをつくっていくことができる」（玉野，2007）と述べている。

「かかわり主義」や玉野の意見は、地域環境管理の担い手として「強い問題解決の志向」

をもつ人々がイニシアチブをとるということであり、発言権をあたえる基準としては納得

のいくものである。両事例においても、歴史的にヨシ原管理をになってきたのは地域住民

であり、そうした人々が「権利意識」をもちながら地域環境管理で主導的な立場にたつこ

とは、当然であるといえる。 

しかし一方で、かかわりのふかい人々の意見だけが尊重されることで、それまであまり

かかわりのなかった人々の、環境管理にたいするちょっとした希望や不満は、いかにあつ

かっていけばよいのかということは課題としてのこってしまう。 

しかし、2 つの事例で目指されたのは、環境利用に権利意識をもっていたり、管理者とし

ての責任をもっていたりといった「強い問題解決の志向」をもったアクターどおしでの合

意形成だけではなかった。岩木川では、火の粉や灰による被害をうけるという人々に火入

れ管理が認められることも目指されており、被害さえなくなればヨシ原の管理にたいして

合意がえられるとの想定のもと、防火帯の設置というような技術的な被害の回避が論じら

れた。また、渡良瀬遊水地のヨシ焼きでは、広報などで周辺住民にヨシ焼きの目的・内容

を理解してもらうことによって、ヨシ焼きにたいして容認をえて、ちょっとした協力をし

てもらうといった合意もふくまれていた。 

このように、環境管理においては、環境にたいするかかわりかたによって異なったレベ

ルの合意をふくんでいた。地域環境と社会の関係は、「かかわる・ふれあう」というような

比較的軽いものから、「利用する・管理する」といった重いものまで濃淡がある。地域環境

管理でも、それぞれのアクターのかかわり・問題関心の濃淡に対応していくことが、より

おおくの環境観を内包していくことにつながるのである。 
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7-4-3 試行錯誤される技術 

 

地域にねざした調整のしくみをつくりあげるうえでは、試行錯誤を保証することが重要

である（宮内，2001b）。上記したような、多数の環境観の相互理解を行う過程でも、かか

わり・問題関心の濃淡に応じて合意を形成する過程でも、「実践」においては試行錯誤され

ることが重要であった。とくに、ここで利害関係のおりあいをつけるために行われたのは、

管理技術・方法自体の試行錯誤と、管理技術・方法の社会的認知をはかるための試行錯誤

であった。 

岩木川下流においては、火入れの大規模化を防ぐために防火帯の設置を検討されたが、

火入れを再開するにあたって近隣住民の合意をとりつけるための技術的な試行錯誤であっ

た。つまり、防火帯設置という技術改良案は、近隣住民の苦情にたいしてのフィードバッ

クとしてだされたものである。また、渡良瀬遊水地では、ヨシ焼きの目的・内容の認知を

広げるために、行政機関による広報活動がつづけられている。これもやはり、近隣住民か

らのクレームにたいして行政側がおこなったフィードバックである。ヨシ焼きの意義を知

ってもらうことで、近隣住民から合意・協力のえられた地域環境管理を実現しようという

ものである。地域環境管理の技術は、多様な環境観をかかえる社会関係からのフィードバ

ックにおうじて試行錯誤されるのである。 

地域環境管理においては、自然資源・生態系の不可逆的変化などにより、合意形成がで

きていない場合でも、管理をすすめていかなくてはならない場合もある。こうしたとき、

試行錯誤されることが前提となれば、すすめられている地域環境管理にたいして、多様な

アクターからの意見・苦情・要請などをフィードバックしていくことによって、すこしず

つ合意を形成していくことが可能となる。また、地域環境への関係性には各アクターごと

に濃淡があるが、ちいさな意見や、これまであまり参入してこなかったあらたなアクター

の意見といったものも、ひろいあげていける可能性をもっている。 

こうした試行錯誤を可能としていくためには、「強い問題解決の志向」をもつ主体自身が

マネジメントできる技術であることが肝要であろう。そのため、構造的格差といった問題

をつねに問いなおしていく契機ともなりうる。 

まとめると、地域環境管理は、時々刻々変化する状況や環境によって異なるという状況

依存性をもっており、かかわるアクターも多様である。そのため、試行錯誤できる「実践」

として、技術を論じていく必要がある。管理技術を改良したり、技術のへの認知・協力を

求めたりといった試行錯誤を行うことが、管理の合意形成をはかることにつながっている

のである。 
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7-5 技術論から実践論へ 

 

じつは、技術的なレベルでの解決は、地域環境管理では、よくみられることである。た

とえば、鳥獣害問題では農作物をまもるために技術的な解決が目指されるのが普通である。

こうした専門書では、対象の鳥獣におうじて、電気柵や捕獲罠、防護ネットなどさまざま

な対処技術が紹介されている。鳥獣を相手にする場合は「知恵くらべ」となり、人間側の

試行錯誤もかなり必要となる（農山漁村文化協会，2005）。 

しかし、鳥獣害問題においては、こうした技術的解決と平行して、環境整備をすること

の重要性が指摘されている。たとえば、里にクマがおりてくるようなったのは、クマの生

息する奥山とのあいだのバッファーゾーンとして機能していた里山の荒廃が原因であると

いう指摘がある（農山漁村文化協会，2005）。このような事例をみた場合、畑における技術

的解決をはかりつつも、里山荒廃のような全体的な課題にこたえていく必要がある。 

岩木川下流部ヨシ原の火入れ管理問題も、じつは火入れを行う行わないだけの問題では

ない。ヨシ原が荒廃してきたのは、ヨシの需要が減少してきたこと、ヨシ原管理をになう

業者が減少してきたことなど、総合的な問題なのである。 

つまり、個別個別の問題には技術的に対応しつつも、問題を全体的にとらえていく必要

もあるということである。技術的な解決は、具体的な「実践」となるため、地域環境管理

のきっかけにはなる。それを足がかりとして、おおくのアクターをまきこんだ、総合的な

問題解決にむけた体制づくりが求められてくるのである。 

 

 

7-6 第 7 章の結論 

 

多様な環境観のなかで地域環境管理を行うさいには、いかに合意形成を行っていくかと

いう問題にぶつかることになる。本章では、こうした多様なアクターが環境観を共有し、「共

通の利益」をめざしていくことよりも、たがいの環境観の相違をそのまま相互に認知し、「複

数の利益」を満たしていくような管理を行うことのほうが現実的であることを論じた。そ

うした「複数の利益」を満たす「実践」に注目したとき、管理技術にたいして合意をえて

いくことが、実際の地域環境管理で有効ではないだろうかということを論じてきた。 

こうしたなかで、岩木川下流部と渡良瀬遊水地の事例においても、環境観の相違を認め、

火入れ（ヨシ焼き）という管理の「技術」にたいして合意をはかっていこうというこころ

みがみいだされてきた。 

本章では、それでは、「技術」レベルでの合意をはかっていくことがどのような作用をも

たらしうるのかという考察を行った。そうしたなかで、地域環境管理において、技術のレ

ベルで合意をはかっていくことには、次のような意義がある。第 1 に、おたがいの環境観

を理解し、その技術にたいする期待のちがいを相互認知しながら目指される合意であるこ
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と、第 2 に、問題関心のふかさにおうじて技術への関与のしかたがことなることを前提と

して、被害さえなくなれば関与しなくなるような意見にもこたえていくことで、濃淡があ

る合意を目指すこと、第 3 に、技術自体や技術の認知・承認にむけて試行錯誤を行うなか

で合意を目指すことである。 

今回は技術に注目してきたが、これは、「実践」のなかで合意形成をどのように行ってい

くかということなのである。こうした合意形成の文脈から実践を考察していくことは、多

様なアクターが存在するなかで地域環境管理を行っていくうえで、環境観・価値観の多様

性・複数性をどうあつかっていくかということにつながる。環境観・価値観は、共通であ

る必要はない。おたがいのアクターはことなる利害・目的のもとでも、それらを同時にみ

たしていくような地域環境管理の「実践」を協力してすすめることが可能である。つまり、

これらの環境観・価値観を内包するような「実践」を地域でマネジメントすることが地域

環境管理のひとつのかたちになりうるのである。 

そして、こうした「実践」をとっかかりとして、地域環境管理を地域の総合的な問題へ

のとりくみへと拡大していくことが求められるのである218。 

 

                                                  
218 本章は、拙稿「地域環境管理における技術の合意――ヨシ原管理の事例から」（寺林，印刷中）

のモノグラフ部分を省略し、議論部分を大幅に加筆修正したものである。 
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8 地域環境管理における社会学の役割 
 

 

8-1 はじめに 

 

これまで本稿では、地域環境を「社会‐生態システム（social-ecological system）」として

とらえ、岩木川下流部と渡良瀬遊水地の 2 つの事例における環境史と社会構造分析をとお

して、動的な社会関係の分析を行ってきた。これまでの各章において、実際の地域環境管

理における社会学的な視座は明確になってきた。これら各章のとりまとめは 終章に行う

が、その前に、もう一つ明確化しておきたいことがある。それは、「社会‐生態システム」

を分析する諸科学のなかで、とくに生態系の分析を得意とする生態学との関係から、地域

環境管理の社会学的分析がいかなる意義をもち、どのような役割をになうのかということ

である。 

環境をあつかう問題は、本質を認識するのが困難であり、また問題の様相は極めて複雑

である。そのため、特定のディシプリンのみで問題を解決することがむずかしく、既存の

学問領域にとらわれずに学問分野をこえた総合的な問題の解明が求められてくる（柿澤，

2001b）。たしかに、地域環境管理の場合でも、治水は行政、生態系保全は生態学者という

ように、従来個別的に行われてきた管理が、同一の空間で総合的に行われることが求めら

れているといえよう。 

地域環境管理をめぐる問題のなかで、学問としてこうした問題の総合化を主導してきた

のは、保全生態学の分野であろう。後述するように、今日行われる生態系管理は、「合意形

成」や「連携」のもとで行われることが前提とされている。こうした文脈のなかで、保全

生態学の側からも、社会科学的な議論の必要性が提示されているのである。 

しかし、地域環境管理を行うにあたっては、生態学だけではなく、さまざまな学問間で

の協力が必要となってくる。そして、学問間の垣根のない意見交流も必要になってくる。

だからこそ、それぞれの学問のアイデンティティが問われてくることになる。それでは、

地域環境問題において、社会学固有の貢献が期待できるのはどのような分析なのであろう

か。その分析は、「社会‐生態システム」の全体構造のなかで、どのように位置づけられる

のであろうか。本章では、こうした問いにこたえるために、まずは生態学が「社会‐生態

システム」においてどのような固有の役割をはたしているのかを述べる。そして、それに

対比させながら、社会学の固有の役割について論じていきたい。さらに、生態学と社会学

がどのように連携をとり、地域環境管理のなかで科学的な立場から貢献をしうるのかを述

べていく。 
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8-2 生態学と社会 

 

 

8-2-1 社会における生態学の両義性 

 

 

ここでは、生態学の特徴を、社会との関係性の面から整理していきたい。まず、生態学

の一般的な定義と特徴を確認してみると、 

 

「生物とその幅広い環境との関係を理解するための純粋な科学分野である。他の科

学分野と同様に、生態学の研究成果は倫理的、政治的行動を指示するものではない」

（Mackenzie et al., 1998=2001: 5） 

 

とのべられている。つまり、生態学の研究は「科学的立場」から行われるべきであり、自

然保護運動などを意味する「エコロジー」とは厳密に区別されるべきであるとされる。 

しかし、ロデリック・ナッシュ（Roderick F. Nash）が論じるように、生態学は、生物・環

境にかんする分析方法の核として、人間と生物との関係をめぐる哲学・倫理学的な議論を

つねに喚起しながら「エコロジー運動」の原動力となっていった（Nash, 1989=1999）。また、

アルド・レオポルド（Aldo Leopold）が主張した、自然の複雑系を自覚してあらゆる生物種

の必要性を認識しながらも人間もまた生態系の一員であることを自覚し、責任をもって自

然を管理するべきだという「土地倫理（land ethic）」（Leopold, 1949=1997）の思想は、ひろ

く環境保護グループや行政機関の思想的背景としてうけいれられている（Callicott, 1990）。

このように、生態学は、人びとが自然にかかわるうえでの今日的な規範を喚起していった

のである。 

さらに、生物種の大量絶滅や、生態系の破壊といった今日的な状況にたいして、それら

を保全しなくてはならないという使命感から、生態学より派生してきたのが保全生態学（保

全生物学）219である（Hunter and Gibbs, 1995=2007: 14）。保全生態学は、科学としてはきわ

めて特異な特徴をもっている。それは、生態系・生物多様性をまもるということは、絶対

的・普遍的に「善」であるという価値前提をもつことである220。また、池田透が指摘する

                                                  
219 「保全生物学（conservation biology）」とは、生物種（種類）の絶滅といった事態を前にして、

現代生物学のあらゆる経験・知識を駆使してこの問題の解決を目指す学問である。「保全生態学

（conservation ecology）は、保全生物学の核として、他分野との強い連携のもと生態系・景観の

保全をめざす応用科学である（鷲谷・矢原，1996）。 
220 生態学者たちは、これが社会的にうけいれられるような価値言説をくりだしてきた。生物多

様性の価値は、直接的価値として、消費的使用価値（直接消費される生物資源の価値）、生産的

使用価値（市場を通す、経済的な生物資源の価値）が挙げられる。また、間接的使用価値として、

非消費的使用価値（レクリエーション機能などの価値）、予備的使用価値（将来の潜在的利用価

値）、存在価値（倫理的価値、内在的価値）があげられる（McNeeley et al, 1990=1996）。また、
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ように、現在の保全生態学における「保全」の概念は、 

 

「自然・資源・環境などをよい状態に保ち、これらを合理的かつ上手に利用し、維

持管理することを意味し、利用と管理という概念が加わる点において『保護』や『保

存』とは区別される」（池田，1998：188） 

 

ものである。つまり、生態系・生物多様性の保全には、「人間社会による持続的利用」とい

う目的がふくまれているのである。そして、現在の社会においては、生態学者が行政や NPO

などの市民団体への協力することが日常化しており、「もはや生態学とエコロジーを別のも

のとして厳密に考える必要もないともいえる」（鈴木，2006：47）といわれるように、生態

学は実社会との関係性を重視する学問となっている。 

一方で、生態学は、科学としての固有のディシプリンから、こうした関係性を築いてい

る。自然保護運動家の「自然の保護」と保全生態学者の「生態系の保全」が区別されるの

は、生態学が生態系の「構造（structure）」と「機能（function）」のうち、「構造」を重視す

るからである（Hunter and Gibbs, 1995=2007）。つまり、生態学では、人間にとっての有用性

やリスクなど、生態系の「機能」をもとに保全が行われるのではなく、一義的には生態系

の「構造」を保全することが重要視されている。たとえば、マルコム・ハンター（Malcolm 

L. Hunter, Jr．）とジェームス・ギブス（James Gibbs）は、保全する対象種としての「キース

トーン種（keystone species）」221は生態系の「構造」を理解するなかで析出されるために科

学的概念であるとしている。それにたいして、「象徴種（flagment species）」222や「アンブレ

ラ種（umbrella species）」223などは、それら生物種がもつ社会的機能に注目するため、自然

科学的概念ではないとされるのである（Hunter and Gibbs, 1995=2007）。「機能」は「構造」

が保全される結果、副次的にもたらされるものである。これが、個人的な嗜好性などにも

とづく「自然保護」とのおおきなちがいなのである。また、生態学は、生態系を構造的に

把握するためのさまざまなモデルをもっている。生態学は、観察される事例から、仮説を

たてて検証していくという科学的な過程をたどるのである（Mackenzie et al., 1998=2001: 6）。

このように、さまざまなモデルをもちいて、生態系の「構造」を分析し、構造を把握する

なかから生物多様性の保全にむけての実践を行う点が、生態学の「科学」としての特徴な

                                                                                                                                                  
それでは、なぜ「生物多様性の保全」や「健全な生態系の持続」が重要なのかという問いに対し

ては、生態系の喪失と種の喪失、不可逆性と予防原則、「固有性」の価値（鷲谷，2003：37-41）
という面から説明される。 
221 「キーストーン種（keystone species）」とは、比較的少ない個体数であっても、その種がいる

ことで生態系の構造を保つうえで大きな影響力をもっている生物種のことである（Hunter and 
Gibbs, 1995=2007: 52）。 
222 「象徴種（flagment species）」とは、世間一般の興味をひき、保全活動をすすめるうえでの結

集点となるような生物種である（Hunter and Gibbs, 1995=2007: 57）。 
223 「アンブレラ種（umbrella species）」とは、一生物種の生息地要求性にもとづいて、広範囲・

おおくの生態系での保全活動をすすめるために設定される生物種である（Hunter and Gibbs, 
1995=2007: 58）。 
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のである。 

それでは、社会との関係性から生態学の特徴をまとめてみよう。第 1 に、生態系をとら

えていくさいの理論的枠組みを社会に提示するにとどまらず、生態系・生物多様性保全を

実践する役割をもつことである。第 2 に、生態系の「構造」をもとに保全を論じていく点

で科学としての固有の役割をはたすということである。つまり、（保全）生態学者は、生態

系を分析する科学者でありつつも、生態系保全を実践するアクターでもあるという両義性

をもっているといえる。 

 

 

8-2-2 生態系管理の方針と社会的課題 

 

生態学では、以上のような特徴を色濃く反映するかたちで、実際に生態系管理の概念が

提示されている。ここでは、生態学者の主導的立場を重視する「生態系管理」方針のれい

として、「エコシステムマネジメント（ecosystem management）」（柿澤，2001）と「自然再

生事業指針」（日本生態学会生態系管理専門委員会，2005）をとりあげてみたい。 

まず、林政学者の柿澤宏昭は、「エコシステムマネジメント」が自然資源の劣化やステー

クホルダー間の対立など、現実社会の行きづまった現状を打開するために登場してきたと

論じ、その特徴をあげている。すなわち、第 1 に、エコシステムマネジメントは、生態系

の維持的管理をめざした基本的な「考え方」であること、第 2 に、生態学の知見にもとづ

き、資源管理の目標を、アウトプットではなく、「状態」におくこと、また、よりおおきな

時間的・空間的スケールのなかで、総合的な資源管理に取り組むこと、第 3 に、人間社会

と生態系を統一的に考えること、第 4 に、実行にあたっては、行政をこえた広範な専門性・

価値観をもった人々共同・協力を重視していること、第 5 に、不確実性を処理できるシス

テムとして順応的管理（adaptive management）を行うこと、第 6 に、これらの実効的するた

めに分権的な資源管理のシステムをとることである（柿澤，2001：11-16）。 

さて、これらの定義の特徴は、先に述べた生態学の特徴と非常に親和的である。「エコシ

ステムマネジメントの定義の第 2 では、生態学が科学としてはたす固有の役割について言

及している。「エコシステムマネジメントでは、「機能（＝アウトプット）」ではなく、「構

造（＝状態）」に目標があり、「構造」をもとに生態学的な分析をもとにした管理計画が前

提となるわけである。また、今日の保全生態学では、進化生態学的に生態系構造の分析を

行ったり、生態系間のネットワークなどを考慮したモデルシュミレーションを行ったりと、

おおきな時間的・空間的スケールでの分析を行ったうえで生態系の構造をあきらかにする

ことが求められている。そのため、生態学が科学としての役割をはたすうえでは、対象地

域だけを管理対象とするのではなく、より広範囲な地域を管理計画にとりいれていくこと

になる。一方、定義の第 3、第 4、第 6 では、「エコシステムマネジメント」を「実践」す

るうえでの社会的な議論の必要性が述べられている。「エコシステムマネジメント」では、
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人間も生態系の一部としてとらえられ、経済的な実行可能で社会的に受容されうる管理の

ありかたが求められており、広範な専門性・価値観をもったステークホルダー間の共同・

協力が要請されている。さらに、地域ガバナンス（第 6 章参照）のような、地域的な課題

に根ざした問題解決も求められている。つまり、「エコシステムマネジメント」においても、

科学的なディシプリンにもとづいて普遍的な判断をくだすことと、実際に実社会との整合

性という両義性をふくんでいることがわかる。とくに、地域社会の多様なアクターのなか

で生態学的管理がいかに受容されるのか、といったところに論点がむけられている。 

つぎに、「自然再生事業指針」である。日本では、2003 年に「自然再生推進法」（2002 年、

法律第 148 号）が施行され、各地で自然再生事業が行われつつある。この指針は、こうし

た自然再生事業がどのように行われていくべきかを保全生態学者がとりまとめたものであ

る。「自然再生事業指針」を要約すると、第 1 に、生態系を構成するできるかぎりすべての

要素を対象とすること、第 2 に、科学的な把握から事業の必要性を検討して事業にたいす

る基本認識を明瞭化すること、第 3 に、生態系の地域性保全、種多様性保全、変異性保全、

回復力活用、諸分野協働、伝統尊重、実現可能性といった原則を確認すること、第 4 に、

順応的管理を行うこと、第 5 に、合意形成と連携を行うことが述べられている（日本生態

学会生態系管理専門委員会，2005：64）。 

「自然再生事業指針」においても、先に述べたような生態学の特徴が反映されている。

つまり、まずは科学としての生態学の役割が第一にあり、自然再生事業が生態学の科学的

な判断をもとにすすめられていくことが前提となっている。しかし一方では、自然再生事

業には「価値観や伝統や利害の異なる者同士」（日本生態学会生態系管理専門委員会，2005：

74）がかかわることが前提とされ、 

 

「保全生態学が前提とする価値観については、必ずしも社会全体の合意を得ている

わけではない。人間がどのような形で持続可能に自然を利用していくかについては、

科学的に唯一の解を決めることはできず、合意形成というプロセスを通じて初めて、

社会的な解決をはかることができる」（日本生態学会生態系管理専門委員会，2005：

68） 

 

というように、保全生態学の科学的命題自体も、社会のなかでは相対化されるということ

が自覚的に述べられている。 

2 つの生態系管理にかんする概念・指針では、生態学者が生態学にもとづいた科学的命題

から管理を計画することが前提となっている。その一方、「実践」の段階では、他のステー

クホルダーとの関係から科学的命題が相対化される。つまり、生態学における「普遍的」

な命題が、合意形成場面においては、ひとつの「価値観」として相対化されるところに、「科

学」としての生態学と「実践」としての生態学の両義性がある。こうしたなかで、生態学

的にも合意形成にかかる社会的課題の解決を目指していくことの必要性が認識されている
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のである。 

 

 

8-3 「生態系管理」から「地域環境管理」へ 

 

以上のように、生態学において生物多様性を保全するためには社会との整合性をとる必

要があることが認識されている。生態系と人間社会の良好な関係を築いていくためには、

社会的諸条件を把握し、順応的に対応していく必要があるとの認識がひろがっており、生

物多様性を保全するための、人文社会科学的なモニタリングの必要性も示されはじめてい

る（鷲谷・鬼頭 編，2007）。 

ところが、「エコシステムマネジメント」も「自然再生事業指針」も、生態系をまもるた
．．．．．．．．

め
．
の管理を目指すものである。生態学者が管理のデザインを行うかぎり、生態系をまもる

．．．．．．．

ため
．．

という概念的な前提をもつことは当然であろう。たしかに、生態学的な評価は地域環

境の管理をすすめるうえでの指標となる。しかし、「自然再生事業指針」で述べられていた

ように、生態学における科学的・普遍的命題は、社会の合意形成プロセスのなかでは、相

対的な価値としてとらえられる。ある地域環境を管理するうえでは、その地域の実情にみ

あった管理が行われるべきであり、生態系をまもるため
．．．．．．．．．

という前提も、ほかのさまざまな

管理目標のなかで相対的にあつかわれることが求められる。松村正治は、人間と自然の関

係性を規範的に語ろうとするときに、生態学に基礎づけられた言説に拘束されてしまうと

いう「生態学的ポリティクス」の存在を指摘している。地域環境を管理するさいには、保

全生態学や生態工学の専門家が導こうとする「生態系管理」を実現することよりも、もっ

とさまざまな人びとが、それぞれの課題を解決したり、未来へのイメージを実現させたり

することへ力点がおかれることもありえるのである（松村，2007）。「生態系・生物多様性

の保全」は、一義的に保全生態学者が目的にかかげる価値観であって、地域社会や市民団

体が、こうした目的を共有するとは限らない224。社会的な合意は、生
．
態系をまもるため
．．．．．．．．

の

管理をすすめるために必要なのではなくて、その地域環境において何が優先されるべきか
．．．．．．．．．．

までを決められる
．．．．．．．．

から必要なのである。 

つまり、生態系保全のための社会的合意をめざす「生態系管理」は、多様な価値の存在

を前提として、その地域ごとの状況・課題を解決するための社会的合意をめざす「地域環

境管理」へとひきあげられていく必要があるということだ。そして、このひきあげを行う

                                                  
224 「近代化」によって変容してきた社会システムのなかでは、地域社会が「二次的自然」にか

かわる必要性は減少している。そのため、「二次的自然」にたいする無関心のひろがりのなかで、

それらに注目し、その価値を再認識させてきた保全生態学の役割は非常におおきい。そして、保

全生態学者らが主張するように、「二次的自然」が生態学的にさまざまな機能をゆうし、生態系

構造の崩壊がおおくの損失をもたらすことも事実であろう。「よそ者」としておおきな役割もは

たしてきた（第 4 章参照）そうした意味で、保全生態学や生態工学の専門家も、やはり地域にお

ける重要なアクターなのである。 
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ためには、生態学者のような科学者自体をもアクターとしてとらえて、地域環境をめぐる

多様な環境観をもつアクター相互の社会関係を分析し、問題を構造的にとらえていく価値

中立的な立場をもった社会科学者の存在が不可欠になってくるのである。 

 

 

8-4 社会関係分析の専門家としての社会学者 

 

特定の価値観をもったアクターが地域環境管理の実施にあたって公平な判断をくだして

いくことはむずかしい。そのため、地域環境管理における利害関係にからんでおらず、公

平な視点からそれらの関係性について述べていくことができる分析者が必要となる。社会

学者は、社会調査の専門家としてそのような役割を担うことが期待される。 

もちろん、すべての社会学者が公平な判断者として存在しているわけではない。特定な

価値観を喚起しながらアクターとして地域環境にかかわる社会科学者も存在している。た

とえば、岩木川下流部のヨシ原は、これまでそれほど議論されてきたわけではないが、文

化的におおきな価値を持っているという議論を行うことができる。現在、茅葺き屋根の材

料の生産地はかぎられており、当地は稀少な茅葺き材の生産地として重要である。また、

茅葺き屋根のおおくは文化財として指定されており、文化財の保存のためにも、当地のヨ

シ原保全は重要なことである。また、文化財の保存をつうじて屋根葺き職人の技術も保存

されている。あるいは、ヨシ原が保全されることによって、春には人びとがアザミとりを

楽しめるというような精神的な意義もみいだせる。このように、それまで地元ではそれほ

ど議論されてこなかったような価値を社会科学者がみいだし、「文化の保存」というフレー

ムを構築しながら運動をおこしていくこともありえる。また、渡良瀬遊水地では、土地買

収で廃村となった旧谷中村の遺跡群の保存活動が行われており（針谷，2005）、そうした活

動の意義も社会科学的に論じられている（菅井，2001）225。これらのように、あらたな価

値を積極的に主張し、アクターとしての役割をはたす社会学者もおおいし、そうした立場

の社会科学者も地域環境管理においては重要な役割をはたしている。 

しかし、そうしたアクターとは異なる社会学の立場として求められられているのは、特

定の価値判断を行わず、単純に各アクターの環境観やアクター間の関係を記述していくこ

とにより、それぞれの立場を明示的に示していく役割である。つまり、自身は特定の価値

観に拘束されず、それぞれの価値観を批判するわけでも賞賛するでもなく、単純に記述す

る立場にたつことが求められる。 

                                                  
225 そもそも、その地域環境にかかわる時点で、アクターになりえてしまうため、純粋な意味で

利害関係からはずれた社会科学者などは存在しえない。しかし、社会関係の客観的な記述をおこ

なうなかで、利害関係にできるだけ拘束されないことが重要である。 
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図 21、火入れ管理をめぐるヨシ原への環境観の相互作用（既出） 

 

 

 

岩木川下流部の事例から、社会学者が行う、社会関係の分析が、地域環境管理のうえで

はたす役割を確認してみよう。第 4 章では、図 21のように生態学者をふくんだかたちで、

ヨシ原における各アクターの環境観とその相互作用についてしめした。ここでは、火入れ

管理をめぐる多様なアクター間の関係性について示してきた。地域環境管理では、それぞ

れのアクターがもつ環境観を見取り図的に示すことで、アクター間の利害関係を可視的に

とらえることができる。 

岩木川下流部では、アクター間の社会関係を分析するなかで、次のような課題がみいだ

されてきた。第 1 に、ヨシ原を利用するヨシ業者や武田堤防組合の各大字は、まだ生態学

者が火入れ管理にたいして肯定的な視点をもっていることを認知するにはいたっておらず、

これからさらに相互理解をすすめていく必要があるということである。第 2 に、火入れ管

理の実施と中止をめぐっておこる「地域社会」内部の「生活」をめぐる対立を、どのよう

に解決していくのかということである。 

とくに、火入れ管理をめぐっては、資源更新のために火入れを行いたいヨシ原利用者と

降灰などの被害をうける近隣住民のあいだで対立があり、保全活動をすすめるうえでは両

者の利害を同時に克服しなくてはならない。近隣住民は、火入れ管理が行われていない現

在、実は利害関係者にはふくまれてこない。火入れがなければ、火の粉や灰による被害も

ないし、もともとヨシ原からの恩恵があったわけでもないからである。しかし、火入れが

行われた場合には、被害のみをうける利害関係者となるのである。 
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図 31、岩木川下流部の「ヨシ原の衰退」をめぐる問題構造の複雑性 

 

 

 

このように、地域環境管理では、管理の進展によって動的に変化する状況下で、だれが

どのような利害関係にまきこまれてくるのか、ということがモニタリングされる必要性が

うまれてくる。そのため、社会学には、地域環境管理の進展にあわせて各アクターの利害

をモニタリングする役割が求められてくるのである。こうしたモニタリング結果は、地域

環境管理にフィードバックされ、順応的に合意形成をはかるうえでの重要な情報としてい

かされてくるわけである。こうした合意を試行錯誤する過程において、社会学は、合意形

成のレファレンスとして機能していくことになる。つまり、地域環境管理の過程において、

利害関係者はだれでどのような環境観をもっているのかや、対処している課題の社会的な

位置づけなどを提示していく役割をはたすのである。 

さらに、社会学には、地域環境管理の課題を社会的な関係・構造から総合的にとらえて

いくことが求められる。第 7 章でも触れたが、岩木川下流部のヨシ原管理の問題を総合的

にとらえていくと、ヨシ原の衰退という現象は、じつは火入れ管理が行われなくなったこ

とだけでおこってきた問題ではないことがわかる。第 3 章の環境史がしめしていたとおり、

ヨシ原の衰退には、図 31のようにおおくの社会的な要因が複雑に関係しあっているのであ

る。ヨシ原衰退の問題は、火入れ管理の中止だけではなく、ヨシ刈り量の減少や自然攪乱
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の減少もヨシ原の衰退の原因であり、しかもそれらの問題の背後には、無数の社会的な課

題が関係しあっている。生態系の管理を目指すだけならば、火入れ管理が再開されれば解

決につながるかもしれない。しかし、ヨシ原の管理を地域環境管理としてとらえ、地域に

おける総合的な問題への対処を目標とするならば、火入れ管理の再開とともに、諸々の社

会的課題についても解決を目指していかなくてはならないということである。このように、

社会学には地域環境管理を行ううえでの社会的な課題を構造的にとらえていくという役割

がある。問題の全体像をつかむためには、環境史や社会関係などの調査を総合的に行って

いくことが求められてくるのである。 

以上のように、社会学には、まず、地域環境管理にかかわる各アクターの環境観や利害

を中立的な立場から記述し、管理の進展にあわせてどのようなアクターがかかわり、どの

ような利害をもつことになるかをモニタリングしていくことが求められる。次に、地域環

境管理の課題を、社会問題として構造的にとらえていく視点が求められる。こうした役割

をはたすことで、地域の総合的な問題にたいする解決志向をひろげていくのである。 

 

 

8-5 社会学と他分野連携 

 

ここまで社会学が、アクター分析や問題構造分析で固有の役割をはたしていくことを明

らかにした。しかし、「二次的自然」では、社会システムと生態系、両面からの分析が必要

となるが、社会学だけでは、社会‐生態システムとしての地域環境における、生態系・自

然環境の側を分析することはできない226。そこで重要となってくるのは、生態系を分析す

る生態学者とどのように連携していくのか、ということである。 

そこで、生態系と社会をつなぐ議論として注目したいのが、佐藤哲の「環境アイコン

（environmental icon）」と「生態系サービス（ecosystem services）」（Millennium Ecosystem 

Assesment, 2005=2007）の議論である。環境アイコンとは、「特定の自然環境を象徴する野生

生物や生態系で、その保全ないし再生に多様なステークホルダーが強い関心を示し、環境

アイコンを中心として自然環境に関する多様な活動が起こる可能性をもつもの」（佐藤，

2007：71）で、「生態系における役割や地域振興への貢献の可能性について科学的根拠によ

って求心力を獲得している」（佐藤，2007：71）と述べられている。また、生態系サービス

とは、「生物多様性と生態系がもつ多様な機能のうち、特に人間社会がその恩恵に浴してお

り、失われるとおおきな損失となるもの」（佐藤，2007：72）をさす。 

                                                  
226 もちろん、社会学が経済学や政治学、倫理学など、他の人文社会科学とどのような関係にあ

るかも重要な争点となる。これについて、柿澤宏昭は、（環境）社会学は、問題構造を包括的に

把握するという志向性をもって、ほかの社会科学分野の組織者となるとともに、フィールド重視

という特性をいかして協働関係構築を支援する役割がもとめられると述べている（柿澤，2001b）。
本稿でも、社会的課題を包括的にとらえる社会学者の役割をこのようにとらえておきたい。 
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図 32、「環境アイコン」としての渡良瀬遊水地のヨシ原をめぐる「機能」 

＊ 実線の矢印は、「生態系サービス」をあらわす。 

＊ 二重線の矢印は、「生態系への社会的作用」をあらわす。 

 

 

 

ここで議論される環境アイコンは、たんに「自然をまもる」ことの象徴ではなく、生態

学的な保全につながるとともに、社会科学的に分析される運動を喚起する科学的概念とし

ておおきな意義をもつ。たとえば、第 6 章で述べたような渡良瀬遊水地のヨシ原は、環境

アイコンの事例としてあげられるだろう。ヨシ原という「環境アイコン」の保全は、地域

の活動のインセンティブとなり、地域社会と行政の協力をうながすとともに、近隣住民か

らの合意をうながしていた。また、ヨシ原保全は、生物多様性の保全という意味だけでは

なく、レクリエーションの場の保全、歴史的環境としての保全など、社会におおくの「生

態系サービス」をあたえており、さまざまな活動につながっていった。このように、環境

アイコンの議論は、社会と生態系を一体的に分析するうえで役立っている。 

「環境アイコン」の議論は、「生態系サービス」のような「機能」を出発点とすることに

特徴がある。環境アイコンをめぐる「機能」について整理してみると、2 つの方向性がある

ことがわかる。第 1 に、環境アイコンを押すことで、社会にもたらされる生態系から社会

への「機能」がある。これが「生態系サービス」である。そして、第 2 に、環境アイコン

を押すという社会から生態系への「機能」がある。これは「生態系サービス」とは逆ベク

トルの「機能」であり、仮に「生態系への社会的作用」と名づけておこう。つまり「環境

アイコン」を議論することは、社会→生態系という「機能」（＝生態系への社会的作用）と、

生態系→社会という「機能」（＝生態系サービス）の双方の「機能」を論じていくことなの
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である。社会と生態系のあいだの「機能」は、社会学と生態学双方にとっての議論の対象

となる。 

さきにみたように、社会学には、社会関係の全体的把握や社会問題の構造的把握が求め

られてきた。一方、生態学は、生態系の構造分析に専門的役割があった。このように、生

態系と社会それぞれの「構造」については、専門的な分析が必要となるだろう。社会学者

が生物相やバイオマスの調査をすることはむずかしいし、生態学者が生態系と一見関係な

い地域社会の生活構造を調査することも困難であろう。しかし、「生態系サービス」や「生

態系への社会的作用」のような「機能」については、双方がそれぞれの知見から議論をか

さねることができる。 

たとえば、第 3 章では、岩木川下流部では、地域社会が「構造」を変容させながら「生

態系への社会的作用」を継続させ、「自治会費の獲得」という「生態系サービス」をえつづ

けてきたことを論じた。これは、社会学的に社会の「構造」のありかたを示すことで、生

態系への「機能」を論じている例となる。社会学者は、生態学的に生態系がどのような状

態なのかを考慮せずとも、社会構造のありかたがどのような「生態系への社会的作用」を

あたえるのかや、「生態系サービス」が社会関係にどのような影響をあたえるのかというこ

とを論じることができるのである227。 

反対に、生態学者は、ヨシ刈りや火入れがどのような社会的なしくみで行われているか

という社会構造を知らなくても、ヨシ刈り・ヨシ焼きという「生態系への社会的作用」の

評価が可能である。また、「生態系サービス」は、生態学の研究対象である生態系機能の一

部をさしている。このように、生態学者は、生態学的に生態系の「構造」を分析するなか

で、社会からの「機能」や社会への「機能」を論じることができるのである。 

このように、それぞれの専門性をもつ社会学者と生態学者は、「機能」に着目しながら議

論を行うことによって、おたがいの情報を共有しあうことが求められる。たとえば、岩木

川下流部のヨシ原における「ヨシ刈り」という機能を、社会学、生態学の両面から議論す

るとしよう。ヨシ刈りは、ヨシに攪乱をあたえ、翌年の更新をうながすという機能がある

といわれている。ただし、これは経験的にいわれてきたことであり、本当に更新をうなが

しているのか、また、ヨシ原を生物多様性の場としてとらえたさいに、ヨシ刈りはのぞま

しいものなのかは、生態学的な調査を行う必要がある。そして、こうした調査結果は、「ヨ

シ刈り」という機能にたいする生態学的な評価として、学問間でも共有されるのである。 

 

 

 

                                                  
227 生態系の「構造」を問わなくても、生態系から社会がさまざまな恩恵をうけることは、想像

にかたくない。たとえば、ある湖に外来魚が放流されたとしよう。その外来魚が増殖することで、

持続的な漁業ができ、スポーツフィッシングなどのレクリエーション機能を与えてくれるなど、

おおくの恩恵が期待できる。しかし、生態系の「構造」の面からいうと、その湖の在来生態系に

大きな影響をあたえるため、生態学的に望ましいことではないとされうるのである。 
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図 33、社会‐生態システムの理解のための学問連携 

 
 

 

また、ヨシ刈りは、利用者や利用する団体の経済的価値の享受という「機能」につなが

っている。しかし、近年、地域社会がヨシ刈りという「機能」をになうことが困難になっ

ており、その困難は複雑な問題構造をはらんでいた。こうした社会調査の結果も、学問間

で共有されることが求められる。このように、「機能」を出発点とした議論では、その「機

能」にかんする専門的情報を学問間で共有していくことが可能となるのである。 

以上のように、生態学と社会学は、それぞれ「構造」については専門的な分析を行うこ

とが求められる。しかし、生態系から社会への「機能」、社会から生態系への「機能」にか

んしては、生態学者と社会学者が積極的に議論をかさねられる。こうした「機能」の議論

をかさねるなかで、地域環境管理における「社会‐生態システム」の全体像がうかびあが

り、それぞれの地域の文脈にみあった管理が可能となってくるのである。 

 

 

8-6 第 8 章の結論 

 

本章では、地域環境管理において、社会学がはたしうる役割について、おもに生態学と

の関係から論じてきた。生態学者は、生態系を分析する専門家である一方で、生態系保全

を実践するアクターでもあるという両義性をもっている場合がおおい。こうしたなかで社

会学に期待される役割としては、第 1 に、生態学者をもふくんだかたちで、各アクターの

環境観を把握し、記述していくことで、順応的な合意形成のレファレンスとなることであ

る。第 2 に、社会的な問題構造を総合的に把握することで、地域環境管理における「生態

系保全」といった個別の課題解決を、諸々の社会的な課題解決へとおしあげていくことで

ある。こうした役割をつうじて、生態系をまもるため
．．．．．．．．．

のような個別の課題への対処を行う
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管理から、多様な環境観とアクターの存在を前提として何が優先されるべきかまでを決め
．．．．．．．．．．．．．．．

られる
．．．

「地域環境管理」が実現されていくことが期待される。 

さらに、社会‐生態システムとして、総合的な地域環境管理を行うためには、さまざま

な学問間の連携が重要となる。そのなかで、生態系の「構造」については生態学者が、社

会の「構造」については社会学が専門性を発揮していくことが求められる。そして、それ

ぞれの「構造」がもつ、社会と生態系相互の「機能」についての情報を共有していくこと

で、「社会‐生態システム」の全体像をつかみ、協力体制をきずいていくことが必要となっ

てくるのである。 
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9 地域環境管理における動的な社会のとらえかた 
 
 
9-1 これまでの総括 

 
本稿では、第 1 章で述べたように、さまざまな環境観をいだく多様なアクターが存在す

るなかで、地域環境の課題をとらえる方法を提示し、地域環境管理をすすめるための道筋

を示すことを目的としてきた。本稿は、岩木川下流部と渡良瀬遊水地のヨシ原を事例とし

た実証的研究を行った。両事例では、まず、環境史をえがくことで、各アクターの環境観

の差異をあきらかにしてきた。つぎに、環境史を各アクターにとっての文脈とみなしなが

ら、相互作用に重点をおいて社会関係の分析を行った。それによって、地域環境管理をめ

ぐる課題を考察し、その解決にむけた議論を行ってきた。 

第 1 部（第 2 章、第 3 章、第 4 章）は、青森県岩木川下流部のヨシ原を事例とした。ま

ず、第 2 章では、地域社会が地域環境にたいしていだく環境観の理解をこころみた。岩木

川下流部でのヨシ利用は、複合的に行われる生業全体のなかからの必要性として示され、

さらに地域社会が土地の管理をつづけてきたという歴史性にうらづけられた総有意識がみ

いだされた。このように、岩木川下流部のヨシ原では、各大字が、固有で非代替的な環境

観をいだいていることがあきらかになった。 

第 3 章では、そうした地域社会のもつ環境観が、「近代化」のような社会変動のなかでど

のように継続してきたのかということをあきらかにした。ヨシの経済的価値が絶対的にも

相対的にも低下するなかでも、ヨシ原を利用し、利益をえるといった機能を保ちつづけて

きたことがあきらかになった。そのさい、第 1 に、国有地であっても利用権が地域社会に

認められてきたこと、第 2 に、地域社会がヨシ原を利用するためのしくみ、つまり地域社

会構造を変容させてきたこと、第 3 に、地域社会がヨシについての生態、とくに更新性に

かんする知識をもちそれにあわせた管理を行ってきたことという 3 点によって、ヨシ原の

利用が継続してきた。そして、こうした利用がつづけられることによって、「総有意識」の

ような環境観が現在までつながってきていた。 

第 4 章では、第 2 章と第 3 章の環境史を社会的文脈として、現在の地域環境管理におい

て多様なアクターの相互作用をえがいた。ヨシ原を保全するための火入れ管理では、多様

なアクターがそれぞれの利害のもとに対立を起こしていることをあきらかにした。こうし

た対立のなかで、「よそ者」として普遍的な価値をかかげる生態学者が、地域社会とのあい

だで相互作用をおこしながら、ヨシ原の管理を継続させるための原動力となろうとしてい

た。一方、地域社会には、地域社会との協力で行っていこうとする「生態系管理」が認知

されていないことや、地域社会内部での対立への考慮がむずかしいことなどの課題もみい

だされ、各アクターがそれぞれに相互理解をふかめていく必要性が示唆された。 

第 2 部（第 5 章、第 6 章）は、栃木県渡良瀬遊水地のヨシ原を調査対象とした。まず、
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第 5 章では、環境の変化のなかで、地域住民が環境を利用しつづけるためのしくみとして

「生業複合」に着目した。生業複合は、生活のなかでの「冗長性」であり、「順応力」と「転

換力」の確保につながっていた。また、このように環境が変化するなかでも、特定の土地

での利用をつづけることは、その土地にたいして利用者が固有で非代替的な環境観をもつ

ことにつながっていた。 

第 6 章では、第 5 章の環境史を社会的文脈として、行政による支援をうけながら地域社

会主体の環境管理を継続しているようすをえがいた。地域社会は産業構造の変化などの影

響により、地域環境の管理を継続するうえでの諸々の困難をかかえていた。これにたいし

ては、そうした困難をとりのぞくような行政支援が有効であった。これは、地域環境管理

における協力体制の一例となるものであった。 

第 3 部（第 7 章、第 8 章）では、第 1 部と第 2 部の事例記述をもちいて、総合的な考察

を行った。まず、第 7 章では、以上のような事例をもとに、管理技術にかんする議論から

「実践」に注目した合意のありかたについて論じた。おおくのステークホルダーがかかわ

る地域環境管理の「実践」においては、「共通の利益」をめざすのではなく、「複数の利益」

を同時に満たしていくことが必要である。また、地域環境管理の利害や参加する動機には

濃淡があるため、そうした濃淡を考慮した実践が求められることを述べた。また、「複数の

利益」や「濃淡ある合意」をめざしていくためには、「実践」をすすめながらも試行錯誤を

行っていく必要があることを指摘した。地域環境管理では、こうした試行錯誤をつうじて、

合意形成を行っていける可能性があることを示した。 

第 8 章では、社会学が科学として地域環境管理でどのような役割をはたしうるのかとい

うことと、生態学との科学的な連携のありかたについて論じてきた。こうしたなかで、社

会学には、まず、他の科学者をふくんだかたちで利害関係者とその環境観を見取り図的に

示すことが求められた。これは、さまざまなアクターがかかわる地域環境管理において、

だれがどのような環境観をいだいているのかという合意形成のモニタリングとしての機能

をはたすことを述べた。また、地域環境の個別的な管理課題を、地域社会構造をあきらか

にしながら総合的な問題にとらえかえしていくことで、なにを優先課題にするべきかまで

を決められる地域環境管理へとたかめていくことが求められた。さらに、社会‐生態シス

テム内の相互の「機能」を論じることで、学問間の連携をはかることができるという可能

性について述べた。 

以上のように、本稿では、岩木川下流部と渡良瀬遊水地という 2 事例の動的な社会関係

を分析するなかから、地域環境管理をすすめるうえでの課題と解決への示唆をえてきた。

生態系が複雑適応系であるのと同様に、社会関係もまた非常に複雑であり、管理にむけた

方向性を示していくのは容易ではない。しかし、本稿で論じたように、社会学が一定の役

割をはたしていくなかで、管理にむけた合意を志向できる可能性が示唆されてきたのであ

る。 
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9-2 地域環境管理の実践にむけて 

 

それでは、これまでの考察を総合して、これからの「地域環境管理」において考慮され

るべき論点をあげてみたいとおもう。 

第 1 に、「地域が主体となること」である。地域社会は、地域環境を利用するためのさま

ざまな知識・技術をもっている。地域社会の主体性を確保することは、そうしたものを生

かすことである。しかし、本稿であきらかにしたのは、地域社会が主体となることには、

そうした実益的な理由をこえた意味があるということである。本稿の事例をつうじてみい

だしてきたように、地域社会がもつ環境観は、歴史的に根が深いものであり、社会変動や

環境の変化のなかでもその環境とかかわりつづけてきたという関係性に由来している。こ

れには、経済的意味だけではなく、社会的あるいは精神的に固有の非代替的な意味がある。

そして、おそらくこれから先も、地域社会はその地域環境とかかわりをもちつづけていく。

こうしたなかで、そこに住み、地域環境を利用することにおおきな意味をみいだしている

地域社会の主体的管理をとらえなおしていくことが必要である。 

第 2 に、「試行錯誤」である。これは、生態系管理において行われる「順応的管理」を、

社会的な側面でも行っていこうというものである。地域環境管理にはおおくの利害関係が

からんでいる。そのため、これをすすめていくうえでは数々の課題がありえるし、わから

なこともおおい。しかし、目前にある課題にたいして、とりあえずの「実践」を行ってい

かなければならない。本稿で論じた社会的な試行錯誤は、「合意形成」である。環境管理の

状況・方法により利害関係者とその意見は変化する。また、かかわりに濃淡あるおおくの

アクターとの合意は、試行錯誤によってめざされるべきである。諸アクターからの「合意」

をとりつけることを管理目標の一つにすえることは、技術的な試行錯誤に代表されるよう

に、「実践」が試行錯誤されていくことにつながる。そして、濃淡をふくんだおおくの利害

関係者がいるなかで、だれからの合意がえられているかといった合意形成のモニタリング

が行われ、管理にたいする不満をフィードバックしながら、合意のとれた地域環境管理を

目指すことがもとめられる。もちろん、管理の実践のなかで、合意形成をきずくことは容

易ではない。そのために、社会関係を把握する社会学者に期待される役割はおおきくなっ

てくるのである。 

第 3 に、「相互理解」である。これは、地域環境にかかわるアクターが、相互に環境観の

差異を認識しあい、おたがいを認めていくなかで合意形成をめざしていくことの必要性を

示している。渡良瀬遊水地における行政と地域社会の協力体制にみたように（第 6 章参照）、

相互理解は、たがいにとって利益になる管理方法を模索するうえでも重要である。アルベ

ルト・メルッチ（Albelt Melucci）は、多様な他者のなかで「聴く」ということの社会的な

重要性を論じている。それは、みずからの内なる異質性を意識することと、他者の異質性

と接している状況へと迫っていくことの両面であるという（Melucci, 2001）。ここでは、地
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域環境をどうしたいかというみずからの立場を表明し、他者に伝えることも重要であるが、

それ以上に重要なのは、みずからも他者にとっては異質なものであること自覚し、異なる

環境観の存在を認めていくことであろう。どんなちいさな声にたいしても「聴く耳をもつ」

ということは、上記のような、かかわりに濃淡のある地域環境管理をすすめるうえで重要

である。また、「聴く」という機能を強化することは、さまざまな意見を管理に反映させる

フィードバック力の強化にもつながることである。 

第 4 に、「問題の総合化」である。岩木川下流部ヨシ原の衰退要因の複雑性をあらわした

図 31を思いだしてほしい。岩木川下流部ヨシ原の火入れ管理の是非は、ヨシ原を保全して

いくうえで、とりあえずは重要な課題である。しかし、これは地域の全体的な問題構造の

一部でしかない。歴史的に継続されてきた地域環境が、現在になって危機的な状況にある

場合、じつは社会的に議論していかなくてはならない問題が集積しているのである。こう

した地域社会全体の問題の集積をあきらかにするなかで、地域環境管理は、地域における

個別的な問題に対処する過程ではなく、地域社会全体の問題に対処する過程となることが

求められる。このような視点をもつことで、地域環境管理は、地域社会の振興や福祉の向

上の問題そのものとなってくる。 

第 5 に、「専門的役割」である。生態学者には、生態系の「構造」についての科学的・専

門的な分析が求められる。そして、社会学には、地域社会構造についての分析が科学的・

専門的に求められる。そして、それぞれに専門性を発揮して地域環境管理の課題を解決し

ていくことが、まずは重要なことである。ただし、とくに「二次的自然」のような地域環

境は、「社会‐生態システム」であり、ある学問分野ひとつによってすべての構造・機能を

論じていくのは不可能である。地域環境管理をすすめるにあたっては、専門的な分析ツー

ルをもつ科学者どうしが連携し、議論を交わしあいながら、全体的な問題群の把握をはか

っていくことが求められてくるのである。 

 

 

9-3 結語 

 

以上のように示した論点ではあるが、「社会‐生態システム」としての地域環境の複雑性

のなかでは、なかなかすべてを満たしていくことはむずかしい。また、本稿でとりあげた

同じくヨシ原という「二次的自然」をあつかった 2 事例のなかでも、動的な社会関係を分

析するなかで、それぞれの固有性や相違がみられた。社会関係は、その地域ごとにずいぶ

んとことなっており、それにともなって、求められる地域環境管理のかたちも、地域によ

ってずいぶんとことなるのであろう。 

本稿では、実際に地域環境管理をすすめるにあたって論じ切れなかった課題もおおい。

たとえば、社会学と生態学の連携の重要性は述べたが、それぞれの持つ情報をどのような

しくみで共有していくのかや、それ以外の学問諸分野とどのような連携をしていくのか、
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科学的に課題を論じる科学者がいかにして地域住民や市民団体とコミュニケートしていけ

るのかといった点は論じきれなかった。また、岩木川下流部においては、今まさに「河川

生態学術研究会」が進行している 中であり、この研究会での研究成果をもとにした河川

行政が、当地にどのような影響をあたえるのかは、現時点では論じられなかった。これら

については、今後の課題としたい。 

しかし、本章であげたような論点は、それぞれの事例における課題と解決を実証的に研

究するなかでみいだしてきた必要性である。こうした論点への考慮が、実際の地域環境管

理の現場で意味のあるものとなることを期待したい。 
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